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と

附

す

る
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・

◎

雑

報

示ー

出
張
所
所
管
区
域
別
人
口
及
び
世
帯
状
況
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
:
....... I
六

一

番

組

編

成

員

哀

第

十

1

ハ
条
第
三
号
中
「
盤
備
及
び
管
理
」
の
下
に
「
（
審
判
委
負
の

•••••...••••.•••••••••••••••••••••••••••••••• 

戸
籍
上
の
市
勢
に
つ
い
て

器
耶
消
、
第
一
―
―
十
七
同
仮
換
地

管
掌
布
項
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、
同
条
第
五
号
を
削
る
c

平
四
回
柩
涙
地
予
定
地
借
地

9

七

一
·
:
·
…
…
…
'
•
…
…
…
…
…
…
•
•
•
…
…
…
·
:
；
◎
規
則
•
第
十
八
条
中
第
二
号
及
び
第
四
号
を
削

h
、
第
―
―
一
号
を
第
二
号
と
．

．
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し
、
第
五
号
を
第
―
＿
一
号
と
す
る
。

兌
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…
…
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広
島
市
競
綸
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
第
十
九
条
を
次
の
よ
り
に
改
め
菟
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…
…
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…
…
…
…
…
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況
条
審
判
委
負
（
審
判
長
九

。

J

及
び
種
痘
の
予
防
接
種
に
つ
い
て
・
・
…
・

籠

変

更

指

定

及

び

第

二

十

五

回

昭

和

二

十

八

年

四

月

一

日

＇

＇

に
関
す
る
事
項
を
つ
か
さ
ど
る
。

-
一
疋
地
指
定
の
発
表
に
つ
い
て
•
•
…
…
•
ぃ
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全
公
開
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…

•…
…
…
…
•
•
…
•
•
…
•

.•.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.

••••• 

会
公
開
聴
開
に
つ
い
て
．．．．．．．．．． 
：
 ．．．．．． 

f: 

一

令

＂知
心い
"
g
h炉．F
．．＂屯か
3
5ぶ
1”

心，
湘
tj

癒‘
ぶ＂喜い、い柑勺小

四
C
件

f
 



-） 
心

]
 ｀ヽ・...-．

 

,
 

•. 
.
 
―
 

t

}

 ，
 

,．
 

•.•• 
-

g
 

．．
 

’

●
 ．．

 ,̀ 
9▲
 

．．
 ＇ ．．

 ●
,
 ＇ ＂＂ ・

へ

,'
 [9.べ•

9―い

0

9 -

'
 

{• 

｀

｀
 

,”,＂ゃ`＇
，”．

．,

9

9

,

9

/

｀
 
．

．

．

．
 

＇

，

ヽ

‘

•• 

、

‘

‘

,19
.
9
r
,
＇,
．＇`‘
9,9

••• 
1.,f"叶
ぶ
り
',

.
'
)
 

.'

ヽ
'

．．
 ，
 
．．
 

ふ
•

』
•,

J,

た

”
＂じ

’＇t

'
’
じ
r

心
‘
L

i

,t

:
,
t

、
.
,
．

,
t
i

甜
刈
閉
・

酔
1
'
i
.n屯
9
1
じ~
．`忍
店

[
.
AL•. 

t
v
．凡
印

・恥
希
羽
：
g

.
”
灯
ぶ

j

ど

'
f
.
f
,
•
9
.
r

、•
J
ふ
・
が
J
.＂

．．
 
り・，
91'ゃ
，．．．
 

i

・h,9. .

,l
.
＇
危
·
ヽ
‘
.
.
＇
9

,
，1
.
i

．
内
｀
1
5

‘,"
勺
．団
名

礼
・
5
.
"ふぷ
・ヴ
1
,
9
,

9，ぐ
忍
ふ
'
>
.
a
怜
学
虻
詞

応
ダ
＂
，
閤
心
宕
'
A
t,~
＂'
.t
'
,

“9.＇

・̀

'‘

、,＇

．

f9

＇ 

'

．

,
贔

・

鳥
•芯i
‘
;d

,g
f
n
1
.
,
1
ー
"
.̀
r
,
；
し
，d
“
が
＂
，7-翠
3
も
ぷ
汀
ぶ
が
'
“
代
計
ぷ

゜ぶ
闊
穴

、

.

,＇ 

．．．．． 
,‘.-．．．
 ‘

••
•9.,̀ `

'
. 

:
 
．． 
↓I

 

•
1 

和 2s・年 5 月 2U日

広
島
市
危
険
物
瑕
締
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
危
険
吻
戒
締
条
例
施
行
規
別
（
昭
和
二
十
六
年

1

一
月
五
日

広
島
市
規
凱
第
七
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

9
に
敬
正
す
る
。

第
一
条
中
「
（
以
下
条
例
と
い
う
。
）
」
を
「
（
昭
和
二
十
六
年
二
月

五
日
広
島
市
条
例
第
四
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
」
に
改

め
る
。第

三
条
中
「
同
条
第
六
項
の
廃
止
の
届
出
は
廃
止
後
」
を
「
同
条

第
六
項
の
規
定
に
よ
る
廃
止
又
は
休
止
の
届
出
は
、
廃
止
叉
は
休
止

t
」
に
改
め
る
。

I

条
中
「
条
例
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
「
の
下
に
」
小
批
取
扱

広

広
島
市
規
則
第
二
十
五
号

広
島
市
長

浜

井

信

島

広
島
市
危
険
物
戒
締
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
r

盆
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和

1

一
十
八
年
四
月
八
日

市 報

広
島
市
下
水
道
菜
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
下
水
道
条
例
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第

二
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
次
の
よ
り
に
改
め
る
。

第

九

条

削

除

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
市
規
則
第
二
十
四
号
の

広
島
市
長

浜

井

信

（第 85号） ＇̀ 
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広
島
市
刊
ボ
灌
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

昭
和

1

一
十
八
年
四
月
一
日

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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防

火

変

任

者

氏

名

危
険
物
取
扱
主
任
老

氏

名

類
別

品

名

最
大
数
批

認

可

年

月

日

広
島
市
指
令
消

第

号

許
可

年

第

月

号

日

広
島
市
指
令
洵

危

｀
 

険

物

↓
 

m
 

c
 

5
 

2
 

↑
 

↑
 ......... :； 
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• 

条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
よ
る
9

地
色
・
・
・
・
・
・
・
ぃ
・
・
・
・
赤

文
字
の
色
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・
・
白

別
表
四

（
揺

扱疲

所所

、--

危

険

物

製

造

所

．
場
の
設
置
及
び
廃
止
の
」
を
加
え
る
。

第
六
条
中
「
条
例
第
二
十
六
条
」
の
下
に
「
第
一
項
」
を
加
え
る
。

第
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
条
条
例
第
一
一
十
二
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
並
び
に
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
危
険
・
物
の
製
造
所
等
に
掲
示
す
ろ
板
の

形
状
及
び
制
式
は
、
別
表
四
の
遥
り
と
す
る
。

別
表
一
＿
一
の
次
に
別
表
四
と
し
て
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
＇

別
表
四
条
例
第
二
十
二
条
第
一
項
第

1

号
に
よ
る
lo

地
色
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
赤

文
字
の
色
・
・
…
・・・・・・・白

広
島
市
共
済
雑
合
条
例
施
行
細
則
（
昭
和
二
丁
四
年
四
月
＿
＿
＿
十
日

広
島
市
規
則
第
十
二
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
距
す
る
。

第
五
十
宝
条
中
「
理
事
芳
千
人
」
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

監

事

若

千

人

第
五
十
六
条
中
第
四
項
を
第
五
項
と
し
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一

一

項
を
加
え
る
。

4

藍
事
は
、
理
事
長
が
、
評
誠
負
会
の
同
意
を
掲
て
、
組
合
員
の
、

広
島
市
規
則
第
二
十
六
号

広
島
市
北
令
祈
組
合
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
ろ
規
則

広
島
市
共
済
雑
合
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

」
に
公
布
す
る
。

昭
和
―
―
十
八
年
四
月
二
十
七
日

広
島
市
長
＇
浜

井

信

附

則

J

の
規
則
は
八
沐
布
の
日
か
ら
旅
行
す
る
。
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昭和 28年 5 月 20 日 広 島 ー＿— - •-一[/市 ，報 （第 85号）

璽
十
＿
＿
一
条
中
「
管
理
委
負
」
を
「
審
判
委
負
」
に
改
め
る
。

璽
十
六
条
第
一
項
中
「
受
け
て
自
力
で
」
を
「
う
け
る
と
同
時

に
」
に
改
め
る
。

璽
十
八
条
第
一
項
中
「
選
手
の
発
走
が
適
正
で
な
い
」
を
「
選

手
の
発
走
又
は
発
走
線
か
ら
十
五
メ
ー
ト
ル
以
内
の
地
点
に
お
け
る

競
走
が
適
当
で
な
い
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
を
第
一
＿
＿
項
と
し
、
第

ー
ー
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

‘

を
「
決
勝
線
到
齋
順
位
ご
と
の
選
手
の
番
号
並
び
に
第
一
―
―
辛
加
ま
で
の

選
手
の
競
走
に
要
し
た
時
間
及
び
癖
差
」
に
改
め
る
。

第
二
十
二
条
各
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一
花
走
合
図
負

二

発

走

負

_
＿
＿
決
勝
弗
判
負
（
判
定
写
低
を
つ
か
さ
ど
る
者
を
含
む
。
）

四
走
路
審
判
負
（
先
頭
通
過
審
判
を
つ
か
さ
ど
る
老
を
含
む
C
)

五

計

時

負

六

記

録

負

七
周
回
通
告
負
（
打
錦
を
つ
か
さ
ど
る
老
を
含
む
。
）

八

計

測

負

九
弗
判
報
道
負

十

幣

備

負

箆
一
十
＿
＿
一
条
第
七
号
中
「
旅
毀
」
の

F
に
「
（
鉄
遥
貸
、
賭
貸
等
）
」

を
加
え
、
同
条
中
第
六
号
及
び
第
八
号
を
阻
り
、
第
七
号
を
第
六
号

と
し
、
第
九
号
を
第
七
号
と
す
る
。

箆
一
十
八
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2

複
式
競
走
車
競
走
を
除

V
の
外
、
男
女
の
選
手
を
同
時
に
競
走

さ
せ
ろ
こ
と
は
で
き
な
い
。

、、

第
四
十
条
中
「
抽
ぜ
ん
に
よ

h
」
を
削
る
。

醤
十
＿
＿
一
条
第
四
号
中
「
晨
羹
ぽ
す
」
を
「
虞
が
あ
る
」
に

改
め
る
。

璽
率
第
一
節
中
第
四
十
九
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
四
十
九
条
の
一
＿
出
場
の
院
定
し
た
璧
手
は
、
故
な
く
出
走
を
拒

ん
で
は
な
ら
な
い
。

璽
十
条
中
「
羹
ヘ
ル
メ
ッ
ト
」
を
「
ヘ
ル
メ
ッ
ト
」
に
改
め

る。

第
七
十
五
禾
第
七
＋
―
―
一
条
の
異
議
の
裁
定
を
行
う
老
は
、
そ
れ
ぞ

れ
左
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
も
の
と
す
る
0

.

f一
．
第
七
十
＿
＿
一
条
第
一
号
の
異
躁
は
、
当
該
競
綸
開
催
中
は
審
判

ー
整

ー

審

判

懃

質
(

i

l

)

備

員

2

選
手
は
、
競
走
中
、
外
帯
線
の
内
側
に
あ
ろ
他
の
選
手
を
追
い

抜
く
場
合
は
、
外
帯
線
の
内
外
を
問
わ
ず
、
そ
の
選
手
の
外
側
か

ら
追
い
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

後
続
す
る
選
手
は
、
外
帯
線
の
内
側
嘉
行
す
る
選
手
の
自
転

車
の
後
襲
端
か
ら
直
角
に
内
幽
線
を
結
ぶ
線
を
越
え
て
先
行
す

る
選
手
の
内
側
に
入
つ
て
は
な
ら
な
い
。

．

4

外
帯
線
の
内
側
を
先
行
す
る
選
手
が
、
そ
の
外
側
か
ら
他
の
遥

手
に
追
い
抜
か
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
追
い
抜
い
た
選
手
の
自
転

車
の
後
雖
後
端
か
ら
初
め
先
行
し
た
選
手
の
自
転
車
の
前
綸
前
端

ま
で
の
距
隣
が
一
＿
メ
ー
ト
ル
以
内
の
と
き
に
限
り
、
初
め
先
行
し

た
選
手
の
追
い
抜
い
た
選
手
に
対
す
る
追
抜
叉
は
接
近
に
つ
い
て

は
、
前
一
蚕
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

第
六

1-
＿
一
条
但
忠
中
「
転
倒
者
」
を
「
落
平
し
た
選
手
又
は
落
車

し
た
選
手
の
自
転
車
」
に
改
め
る
。

．

葵
十
七
条
但
粛
中
「
又
は
転
倒
」
を
削
る
。

第
七
十
四
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

塁
各
号
の
異
議
は
、
そ
れ
ぞ
れ
左
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
従

い
、
害
面
を
も
つ
て
申
し
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
緊

愈
む
を
得
な
い
場
合
は
、
口
頭
を
も
つ
て
申
し
立
て
た
後
｀
祖

而
を
も
つ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
七
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ー
計

負
（
一
）

制
裁
審
睾
会

副
委
員
長
(
-
ー
ー
）

委
員
長
（
一
）
ー

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
再
宛
走
は
、
二
回
を
こ
え
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
十
九
条
中
「
意
思
を
も
つ
て
」
の
下
に
「
全
力
を
尽
し
て
」

を
加
え
る
。

第
六
十
条
中
「
競
走
の
方
向
は
、
」
の
下
に
「
別
に
定
め
る
特
殊
競

走
を
除
く
の
外
、
」
を
加
え
る
。

第
六
十
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
十
一
条
先
行
す
る
選
手
は
、
自
己
の
自
転
車
の
後
綸
後
端
か

ら
後
続
す
る
逗
手
の
自
転
車
の
前
輪
前
端
ま
で
の
距
離
が
一
＿
メ
ー

ト
JL

以
上
な
け
れ
ば
後
続
す
る
迭
手
の
進
路
に
人
つ
て
は
な
ら
な

、
0

し

ー
場
内
取
締
委
負
（
一
）

録

ー
周
回
通
贋
苔
一
）

（
謡
誌
恥
さ
ど
）

測

ー
じ―
-
1

日

員
(

-

l

)

ー
投

票

委

ー
決
勝
審
判
員
（
六
）

9
-
（
判
定
写
箕
を
つ
か
）

g-＿
）
ー
さ
ど
る
者
を
含
む

）
 

ー
走
路
審
判
更
八
）

碩

曇

審

判

を

戸

さ

ど

る

者

を

ー
計
時
負
（
五
）

負
(

i

-

)

ー

審

判

委

ー
葬
送
合
図
員
（
二
）

ー
発
送
負
（
六
）
（
九
）

ー
カ
ロ

ー

管

理

委

員

(

-

l

)

ー
ー
諮

ー
医

謗
負
（
二
）

備
員
（
二
）

卦：

負
（
三
）

ー

検

査

委

ー
一
ー
検医

員
（
一
）

移

負
（
二
）

在

負
(

i

-

)

道

ー

総

謗

委

ー
番
組
編
成
委
員
（
一
一
）
ー
ー
番
組
編
成
員
釜
）

ー
庶

負
（
一
）
ー
一
ー
報

誘

員
（
二
）

委
員
、
当
該
競
綸
終
了
後
は
市
長

．＂
J

二
第
七
十
＿
＿
一
条
第
二
号
の
異
議
は
、
市
長
．

第
八
十
条
中
「
第
四
十
七
条
、
」
の
下
に
「
第
四
十
九
条
の
二
、
」

を
加
え
る
。

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
開
催
執
移
委
戯
及
び
係
負
の
棉
成
茄
準

.，
1,1
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19,．
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謄本 1枚数 --== 
金額

I件薮抄 本枚数

金額

項祀 証賊 明事 1枚件 数数

金頷
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の証 金額

閲 宜 1件数 ， 

I 
金額

合（ ）計は無①料• 1枚件 薮数
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金 額
住民票作成 1件 数

届出の催告 l件数

職権記載 l件数

その 他 1件数

合計 Rl件べ数
転人

発通転居
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知
法16条1

文 送
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計
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、
か
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四

．
ぃ
●

,
9
 

り
ち
か
ら
選
任
す
る
。

船
第
五
十
七
条
中
第
五
項
を
第
六
項
と
し
、
第
四
項
の
次
に
次
の
一

85

項
｀
乏
加
え
る
。

5

腔
事
は
、
組
合
の
事
薬
の
管
理
及
び
組
合
の
出
納
そ
の
他
の
事

謗
の
執
行
を
監
査
す
る
。

』

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

井

広
島
市
同
和
対
策
推
進
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
ろ
。

報
一
広
[
[

□-
`
[
[
浜

広
島
市
同
和
対
策
推
進
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
同
和
対
策
推
進
審
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
規

則
第
二
十
号
）
の
一
部
、
王
次
の
よ
り
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
一
項
中
「
一
人
を
副
委
員
長
」
を
「
二
人
を
副
委
員
長

」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
条
第
五
項
を
削

る。4

躙
委
負
長
は
、
委
員
長
を
補
佐
し
、
委
負
長
に
事
故
が
あ
る
と

き
は
、
あ
ら
か
じ
め
委
員
長
が
定
め
た
順
序
に
よ
り
そ
の
職
謗
｀
と

代
理
す
る
。

附

則

こ
の
規
凱
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

井
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冒

9

『●，＇ 

,＂,！`.`ぃ
A

ょ

'

＂
ら
t
L
,
p
'

信信

＇ 
．
 

一

一

広
品
市
住
民
登
録
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
五
月
一
日

広

島

市

長

浜

広
島
市
規
則
第
二
十
八
号

5
 

年
広
島
市
住
民
登
録
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

2
8
広
島
市
住
民
登
録
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第
五

十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
り
に
改
正
す
る
。

昭
一
別
熙
平
六
号
様
式
及
び
第
克
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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•昭和 28 年 5 月 2U日 広 島 市 報 （第 85号）

昭
和

1

一
十
八
年
四
月
十
五
日

・

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

•
第
十
同
仮
揆
地
予
定
地
指
定
販
罰
、
第
三
十
七
同
仮
換
地
予

定
地
咬
更
指
定
及
び
第
卜
四
回
仮
換
肌
予
定
池
借
地
権
指
定

．
の
発
表
に
つ
い
て

一
仮
換
地
予
定
地
指
定
取
消

広
島
平
和
肥
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
興
士
地
区
両
竪
理
施
行
に

伴
い
、
さ
き
に
指
定
L
た
左
記
の
仮
換
地
予
定
地
は
、
土
地
区
画
盤

碑
委
員
会
の
諸
間
を
経
て
、
指
定
を
販
り
前
す
こ
と
に
決
定
し
た
か

ら
、
関
係
者
は
、
東
部
復
興
事
移
所
で
、
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

じ云R

C
一
四
ノ
七
プ
n

ッ

ク

、

五

ノ

四

画

地

広

島

市

1

一
仮
換
池
予
定
地
変
更
指
定

1

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
典
土
地
区
両
盤
理
施

行
に
伴
う
左
記
の
土
地
は
、
土
地
区
面
照
連
委
員
会
の
詫
問
を

・
、
経
て
、
仮
換
地
予
定
地
が
、
変
更
に
決
定
L
た
か
ら
、
関
係
者

は
、
東
部
復
興
亭
移
所
で
詳
細
承
知
さ
れ
た
。

2

土
地
所
有
者
に
対
す
る
仮
換
地
予
定
地
の
指
定
遥
知
害
は
、

土
地
所
有
届
を
提
出
済
の
者
に
の
み
送
造
す
る
。
な
お
、
士
地

所
有
届
を
、
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
者
は
、
至
急
提
出
さ
れ
た

、0
し

3

今
同
発
表
の
士
地
を
売
却
又
は
腕
渡
す
ろ
と
き
は
｀
富
前
に

必
ず
東
部
復
興
事
移
所
に
協
疵
の
上
、
取
h
述
び
願
い
た
い
。

万
一
連
絡
が
な
い
場
合
は
、
決
定
し
た
仮
換
地
を
取
り
洵
す
こ

と
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
是
非
連
絡
方
実
秤
願
い
た
い
）
。

4

前
詑
仮
換
地
予
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
び
借
地
権
そ
の

他
の
施
利
に
つ
い
て
は
、
追
つ
笠
指
定
す
る
。

広
島
市
告
涼
第
五
十
四
号

◎
告

ホ

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

仮
換
地
予
定
地
借
地
権
指
定

1

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
興
土
地
区
両
蕗
理
施

行
に
伴
う
左
記
の
土
地
は
、
士
地
区
両
整
理
委
員
会
の
諮
問
を

経
て
、
仮
換
地
予
定
地
の
借
地
潅
が
決
定
し
た
か
ら
関
係
者
は
、

東
部
復
興
寧
移
所
で
、
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

•

2

前
記
仮
換
地
予
定
地
の
借
地
権
使
用
開
始
の
時
期
に
つ
い
て

段同同中千平宮同田大同田同日岡中一微同塩織同東同同自
原• 島田塚士中手中島島 屋 且 品 1町•

本 町見 町 中本 島
町町町町子町町町町今町町町町町町町町町町町町 軒

九

目
町町町

，目 ， ・1名I 祀
地i

若同同広三新清雷竹平伊湯児北井井長•井巌吉和佐平山日
村水井JII 

島芳宮金
中野丹沢玉山口口、尾内井川 伯賀川本

雄八 ＾ 田
巳

三亮士三態栄一節勝：：：：霜・政｝レ愛俊安 吉卓代銀

市郎美子郎：：：：三雄一登郎子登エ子治之大一• 一治行

山

武

雄

土

商

断
也t
 

疇

一
七
八
J

七
外
一
細

二
九
外
一
細

ー
ニ
ー
外
一
箪

一
七
五
ノ
ー
外
四
筆

―
―
了
八
ノ
ー
―

.

六
二
乙
一

三

外

二

節

二
五

空
一
ノ
四
外
・
一
筆

九
六
外
一
筆

九
七
外
一
筆

五
九
ノ
一
外
＿
＿
＿
筆

五
九
ノ
一
―
外
一
筆

五
九
外
二
筆

六一―
―
九
ノ
ニ
外
二
華

七
〇
／
i

-

五
外
一
筵

七
〇
ノ
七
外
二
筆

―
―
―
―
―
ノ
七

七
ー
ノ
六

吾
一
七
ノ
七
外
一
紙

1
0
五
乙
―
―
―
―
―

1
0五
こ
―
―
―
―
―
―

1
0
五
ノ
ー
―
―
―
四

九―

-=-7-＝
外
九
箪

在

土
地
所
有
者
氏
名

・七

広
島
市
告
示
第
五
十
六
号

広
島
市
千
田
町
一
丁
目
六

0
J
L
／
一
―
-
喜
片
山
千
忠
人
外
三
十
九
名

に
係
る
昭
和
二
十
六
年
度
及
び
二
十
七
年
度
分
家
殿
評
価
初
決
定
逝

じ至ロ

広
島
市
汀
波
町
―

.
0
0番
地

貞

森

公

夫

左
記
の
者
に
対
す
危
昭
和
二
十
七
年
度
不
勁
應
沿
押
調
専
住
所
不

明
の
た
め
、
送
逹
不
能
に
つ
き
、
地
方
稔
磁
竺
十
条
及
び
広
島
市

税
条
例
第
十
一
条
に
よ
り
公
示
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
五
日

広
島
市
長

4
1
.
 

ー

信

、-.g 

広
島
市
告
示
第
五
十
五
号

関
係
図
寓
縦
究
場
所

・
広
島
市
諾
町
一

広
島
市
建
誇
局
東
部
復
興
事
瀦
所

は
、
追
つ
て
指
定
す
る
。

じ

’

¥

―
―二
日

止

｛

ー

地

所

ー

＃

i

-

土
地
所
打
者
＿
借
地
欄
者

町

名

一

地

蜀

ー

ー

氏

名

氏

名

上

柳

町

―

―

―

―

―

―

ノ

ニ

北

川

熊

雄

訟

本

菰

太

郎

田

中

町

六

二

湯

沢

節

一

山

本

淳

二

段
原
町
九
一
―
―
―
―
―
ノ
＿
―
-
外
二
疵
若
山
武
堆
膝
野
卓
―
―
―

同
町
九
＿
―
-
四
ノ
一

2
内

外

二

鉦

同

稲

水

膀

治

同

町

九

＿

＿

＿

七

／

＿

＿

一

外

二

紙

同

讃

妓

殉

吉

同

町

九

三

七

／

一

ノ

内

外

一

筆

同

大

島

範

一

郎

同

町

九

三

七

ノ

四

，

内

同

ド

本

節

男

同

町

九

七

五

ノ

一

ノ

内

同

蒋

井

利

雄

同

町

九

七

五

ノ

ー

内

．

同

山

本

文

阿

同

町

九

七

一

／

一

ノ

内

外

一

俄

同

朝

日

奈

武

雄

同

町

九

七

一

／

二

9

内

同

佐

々

木

大

一

同

町

九

七

ー

ノ

ー

l
.fAJ

同

竹

肱

蒜

一

同

町

九

七

一

／

i-
ノ

内

同

瀬

田

花

一

ヽ
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月分住民登録報告寄
広島市役所

昭和 年
出張所

＇ 世帯及び世帯員の増減（ ）は本市に本藉のない者

稲 別 増 I. 滅

男 l女 l計 1世 l男 I女 l計 1世

（市外）転入出 ， 

（市内）転入出

変 更

国外移住

職権記載

出 生

死 亡

そ の 他

ノロ 計

前月末数 l叫 刈叫 刈町 ， 人に1 世帯

叫『噂翡）I男 I 刈叫 刈町 刈町 世帯差 ...... 

現在数（ 月末） 1男 I 刈叫 人1計 I. 人に1 ＼ 9 世帯

取扱事 稔 件数 ・ （ ）は無料交付

区 分 I件 数 1枚 数 1金 額

謄 * 1 I j l 
抄 *I I 9 9 I. l 
記載事項証明 I. I, I ！ 
その他の証明 I I I l 
脚 査 I I I l,． 

計 ① | I I l 
住作民成票1 嘔誓 叫欝悶I 件IIその他1 叫l計可 件

発送II誓益1吋誓麗I噌闊 叫1誓靡I鴫塁熊I叫I計 l 件

文
鰍届1件II転居届l件ll安更届I噌贔I疇噌I叫I計 l 件

収受

昌点1叫置腐 叫儡翡I叫I醤鼠叫穿16粛I叫1悶醤軋叫I計 1件祖

収発文寄計 R., 件

＾ ロ

計① RRI 件
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仏
島
市
告
示
第
六
十
号

昭
和
二
十
八
年
五
月
七
日

・

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

第
三
十
八
回
仮
換
地
予
定
地
変
更
指
定
及
び
第
二
十
五
回
未

指
定
地
補
充
換
地
予
定
地
指
定
の
発
表
に
つ
い
て

一
広
品
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
典
土
地
区
両
盤
理
施
行

ば
ば
、
左
記
の
土
地
は
、
土
地
区
両
盛
理
委
員
会
の
諮
間
を
経

て
、
仮
換
地
予
定
地
を
変
更
又
は
補
充
す
る
こ
と
に
決
定
し
た
か

ら
、
関
係
老
は
、
東
部
復
興
事
酪
所
で
詳
舗
承
知
さ
れ
た
い
。

●
料
．
、
金

百

日

せ

き

一

回

に

つ

き

一

二

十

円

ジ

フ

テ

リ

ア

一

回

に

つ

き

十

円

種

痘

一

回

に

つ

き

十

円

四
、
予
防
接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
人

百
日
せ
き

1

生
後
一
―
―
ヶ
月
か
ら
生
後
六
ヶ
月
に
至
る
者
（
ー
ー
ー
選
脚
間
隔

で
＿
＿
＿
回
接
種
）

.

.2

前
号
定
期
接
種
後
十
ニ
ヶ
月
か
ら
十
八
ヶ
月
に
至
る
者

（
追
加
免
疫
一
回
接
種
）

ジ
プ
テ
リ
ア

1

生
後
六
ヶ
月
か
ら
生
後
十
ニ
ヶ
月
に
至
る
老
(
__ 
＿
週
間
刷

．
隔
で
三
回
接
種
）

種

痘1

生
後
ニ
ヶ
月
か
ら
生
後
十
ニ
ヶ
月
に
至
る
者

五
、
そ
の
他

1

種
痘
は
必
ず
一
週
肌
後
検
診
を
受
け
、
検
診
の
結
果
険
性
の

場
合
に
は
、
直
ち
に
更
に
一
回
接
種
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0̀‘
 2

百
日
せ
き
の
予
防
接
種
を
生
後
受
け
て
い
な
い
者
は
今
回
は

三
●
受
け
る
こ
と
。

3

各
予
防
接
種
の
済
ん
だ
人
は
受
け
た
病
院
ま
た
は
医
院
で
証

明
書
を
お
受
け
取
り
下
さ
い
。

4

希
茎
の
人
も
受
け
ら
れ
ま
す
。

月 20日 広

二
土
地
E
m
有
者
に
対
す
る
仮
換
地
予
定
地
の
指
定
通
矧
書
は
、
土

地
所
有
届
を
提
出
済
の
者
に
の
み
送
途
す
る
。
な
お
、
土
地
所
有

届
を
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
老
は
、
至
急
提
出
さ
れ
た
い
。
‘

三
今
回
発
表
の
土
地
を
、
売
甜
又
は
緞
渡
す
る
と
き
は
、
事
前
に

必
ず
東
部
復
興
事
移
所
に
協
議
の
上
＞
取
り
運
び
願
い
た
い
。
万

一
連
絡
が
な
い
場
合
は
、
決
定
し
た
仮
換
地
を
取
h
消
す
こ
と
に

な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
是
非
連
絡
方
を
実
行
願
い
た
い
。

四
前
記
仮
換
地
予
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
び
借
地
権
そ
の
他

の
権
利
に
つ
い
て
は
、
追
つ
て
指
定
す
る
。

B
,
 

0--a 

第
三
十
八
回
仮
換
地
予
定
地
変
更
指
定

土

地

所

在

矧

地

．

番
-
0五
ノ
ー
九

二
六
ノ
一

-H?-―― 

二
六
ノ
ニ
外
一
筆

一塁
O
I
-

一
塁
ー

―
―
ー
＿
四
八

三
―
―
ノ
六
外
二
筆

――
-
0
ノ
ー
一
外
醤

三
四
ノ
一
外
一
筆

三

四

乙

一

i

―
―
―
-
'
、
一
外
二
邸
平

三
一
五
ノ
三
外
一
筆

_
＿
二
七
ノ
五
外
一
節

五
六
ノ
一

五
五
ノ
一
外
一
築

六
八
四
ノ
一
外
一
筆

五
八
五
＇ノ
四

五
八
六
？

1

外
＿
＿
函

―-
O
ノ

1

一
外
一
筆

フ一

堀斜同千若同袋同 宝 同 同 平 国 微 同 同 尾同同入中

川屋闘草 塚犀 長丁菜I町
町町町・一町町町町町町町町町町町町町 町 町 堀 町

i 

岡 三佐塀正広島伊高横癖横森馬龍沖新小社捏山広
本
吾戸 伯岡岡

山田
谷藤橋山川山本場田 見抑、製益

郎外益 郡島 菓子島
外・
ー一太
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土
地
所
有
老
氏
名

九

7
 
地

城

6
 

5
 

4
 

3
 "“

 ー

昭
和
一
一
十
八
年
五
月
十
一
云
口
午
前
十
時

広
島
市
国
泰
寺
町
＿
―
-
九

広
島
市
庁
舎
内
社
会
党
議
員
控
室
（
三
階
）

申
睛
者
住
所
広
島
市
翠
町
一
五

0-
―ノー――

申

諮

者

氏

名

野

沢

正

浴

建
築
場
所
広
島
市
翠
町
一
七
九
七
こ
一

用
途
概
要
ク
ド
ン
製
造
場
、
木
造
平
家
建
、
廷
五
一
坪

動
力
＿
―
-
馬
力

住
居
地
域

B
 

ゴ1

口
開
催
期
日

開
催
場
所

井

信

建
築
基
準
法
第
五
丁
四
条
の
規
定
に
基
き
、
左
記
の
と
お

h
公
開

に
よ
る
聴
開
を
行
う
。

昭
和
二
十
八
年
五
月
十
一
日

広
島
市
長

浜

広
島
市
告
示
第
六
十
一
号

関
係
図
拇
統
廊
場
所

広
島
市
基
町
一

ー
広
島
市
建
設
局
東
部
復
興
事
瀦
所

江本町
・
一
第
二
十
五
回
未
指
定
地
補
充
換
地
予
定
地
指
定

土

地

所

在

ー

上

名

一

地

ー

番

ー

I
 

1
 

o五
ノ

ー

五

＿

広

島

市

土
地
所
有
者
氏
名

同同同同若同三千千
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町町町町町町町ー：：：
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七
一
八
ノ
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―
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外
一
紙

五
一
~
四
ノ
一
外
一
筆

三
四
ノ
ー
―
―
外
一
鉦

_
＿
＿
四
乙
一
外
一
疵

六
九
二

六
八
八

六
入
七

六
九
一

六
八
九
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B
 

a_-R 

広
島
市
鉄
砲
町
一
六
ノ
一
番
地

広
島
市
仁
保
町
字
菖
蔀
崎
二
＿
＿
＿
五
番
地

広
島
市
揺
匠
町
九
二
香
地

広
島
市
段
原
山
崎
町
五

0
一
番
地

広
島
市
告
示
第
五
十
九
号

予
防
接
種
法
（
昭
和
二
十
＿
＿
一
年
法
律
第
六
十
八
号
）
の
規
定
に
基

く
、
百
日
七
き
．
シ
フ
テ
リ
ア
及
び
種
痘
の
予
防
接
種
を
左
記
の
遥

h

施
行
す
る
。

中

島

政

四

郎

木

村

額

行

木

谷

章

蔵

伊

癖

栄

司

井

左
犯
の
者
に
対
す
る
昭
和
二
十
七
年
度
不
動
産
差
押
瞬
害
は
、
住

所
不
明
の
た
め
送
逹
不
能
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
二
十
条
及
び
広
島

市
税
条
例
第
十
一
条
に
よ
り
公
示
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
七
日

広

島

市

長

浜

信

広
島
市
告
示
第
五
十
八
号

記自
昭
和
二
十
八
年
五
月
一
日

至
昭
和
二
十
八
年
七
月
ー
―
-
+
―
日

＿
一
、
接
種
場
所

白
島
町

牛
田
町

矢
賀
新
町

曙

町

南
段
原
町

仁
保
町
本
浦

仁
保
町
青
崎

仁
保
町
丹
那

仁
保
町
向
洋

的
場
町

荒
神
町

折石中松蔵本豚、川中大三

田田野田原浦田上岡田好
診

グググク医躯クグクク医

院所 院

診
療
時
間
中

一
、
日
時

井

信

広
島
市
告
示
第
五
十
七
号

ー

起

ー

線

名

一

閾

東
雲
町
旧
堤
防
東
南
端

雲
、
杵
木
線
．

一
仁
保
町
字
羹
（
岡
崎
露
紺
渡
分
岐
点
）
．

直
五
—
雪
日
~

丁
翫
芦
デ
ユ
霞
攣
閾
剣
到
ー
-

汀

波

町

埋

立

地

東

側

臀

"

-

|
＇
汀
波
町
＿
＿
＿
菱
造
紺
株
式
会
社

if
門

ー

胃
年
讐
雲
藍
瓢
塁

一

昭
和
＿
＿
十
八
年
四
月
二
十
八
日

広

島

市

長

浜

>
旦 I旦 I三 1三 1--=-1立
江

波

西

線

江

波

地

内

江

波

東

線

江

波

地

内

広
島
池

臨
泄
線

宇
品
町
、
皆
実
町
三
丁
目
地
内

淵
踏
、
露
霰
渡
線

仁
保
町
字
淵
箔
、
同
露
霰
渡
地
内

東 路

知
害
は
、
住
所
不
明
の
た
め
送
途
不
能
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
二
十

条
及
び
広
島
市
税
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
四
月
十
七
日
か
ら

四
月
一
二
十
日
ま
で
の
十
四
日
閲
公
示
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
市
長

浜

井

信

ー

『

"ifl
'ー！、
I

R
i
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Pr¢
iiitil引
肌
吋
油
出
バ
日
肌

出
川

叫
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東
雲
町
、
仁
保
町
字
淵
碕
地
内

要

な

経

過

地

市
道
路
線
認
定
に
関
す
る
告
示

道
路
法
（
昭
和
ー
ー
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
八
条
の
規
定
に

の
基
き
、
市
道
の
路
線
を
次
の
よ
う
に
認
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
市
役
所
建
設
局
土
木
諜
に
お
い
て
一
般

縦
宜
に
供
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
七
日

広
島
市
長

浜

井

信

＊
洲
町

愛
宕
町

上
流
川
町

大
須
賀
町

平
塚
町

基

町

研
屋
町

大
手
町
八
丁
目

千
田
町

宇
品
町
・

基
町

基

町
水
主
町

皆
実
町
一
＿
丁
目

宇
品
町
充
丁
目

出
汐
町

舟
入
幸
町

・

空
鞘
町

横
川
町
三
丁
目

天
満
町

己
斐
中
町

大
芝
町

打
越
町

＿
＿
＿
篠
本
町

東
観
昔
町

古
田
町
高
須

庚
午
北
町

草
津
南
町

江
波
本
町

江
波
南
町

仁
保
町
大
河

宇
品
町

抽
屋
町

富
士
見
町

広記県大祝米佐瀬前中檜聖山越梶秋森藤•生加矢同市逓国日土風灰肥本田浅膝
島

ヶ
愛

念立村木沢藤尾田村山丘口智川山杉怨塩膝野 民信立赤
屋呂 中

中塚後郷 ．i毎村
市 会 外小
保ク病 ．／l /＇”グクククク I.1.1， ククク I，1，/I I， クノ1 ,.，．．病科 1， グク医児ク医
健

医病
病

所院 院院院院院科
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2

院
属
長
は
●
健
康
診
断
が
実
施
さ
れ
る
場
合
に
は
、
所
属
の
職

負
の
う
ち
に
、
，＇
受
診
も
れ
の
な
い
よ
う
措
班
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0、し
（
健
康
診
断
の
実
施
担
当
者
）

第
七
条
健
康
診
断
の
実
施
担
当
者
は
、
医
師
で
あ
る
衛
生
管
理
老

と
す
る
。

2

他
康
診
断
の
実
施
担
当
者
は
、
医
師
で
な
い
街
生
管
理
者
又
は

衛
生
管
理
補
助
負
に
健
康
診
断
に
関
す
る
事
謗
の
補
助
を
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。
‘

3

健
康
診
断
に
関
与
し
た
者
は
、
そ
の
職
謗
上
知
り
得
た
職
員
の

秘
密
を
淵
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
健
康
診
断
の
項
目
）

八
一
不
定
期
及
び
採
用
時
の
健
康
診
断
は
、
左
の
項
目
に
つ
い
て

?
°
但
し
、
第
一
号
の
検
査
の
り
ち
規
則
第
五
十
条
第
一
項
第

二
―
っ
か
ら
第
四
号
ま
で
の
検
査
は
、
健
康
診
断
の
実
施
担
当
者
に

｀
ー
て
そ
の
必
要
を
認
め
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
を
省
略
す
る
こ

ー
・
で
き
る
。

親

則

第

五

十

条

第

一

項

各

号

に

掲

げ

る

検

査

・

一・

セ
の
他
市
長
が
必
要
と
認
め
る
検
査

一
時
健
康
診
断
は
、
市
長
が
そ
の
都
度
定
め
る
項
目
に
つ
い
て

.
,
v
 

ご
診
断
の
結
果
の
判
定
）

二
健
康
診
断
の
実
施
担
当
者
は
、
健
康
診
断
の
結
果
に
陥
き

二
の
健
康
状
態
を
左
の
区
分
に
よ
り
判
定
す
る
。

珠
用
時
の
健
康
診
断

‘
健
康
」
健
康
で
あ
つ
て
就
菜
に
適
す
る
老

就
菜
可
能
」
異
常
を
認
め
ら
れ
る
が
普
通
の
架
移
に
つ
い

て
は
就
業
に
支
眸
が
な
い
者

、

就
栗
不
適
」
異
常
が
あ
り
就
業
に
適
し
な
い
者

一
定
湖
及
び
臨
時
の
健
康
診
断

，
健
康
」
異
常
の
な
い
者
又
は
既
往
異
常
を
認
め
ら
れ
る
が

再
活
動
の
お
そ
れ
の
な
い
者

・'
o

要
注
意
」
発
病
の
お
そ
れ
の
あ
る
老
又
は
病
勢
が
滅
退
し

つ
つ
あ
る
者
で
、
生
活
様
式
に
注
意
す
る
こ
と
に
よ
り
健
康

昭和28年 5 月 2u日 広 島 市 報 （第 85号）
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広
島
市
告
示
第
六
十
四
号

建
築
某
準
法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
甚
き
、
左
記
の
通
h
公
開
に

u
 

mk" 

広
島

1
千
田
町
一
一
丁
目
七
九
一
＿
一
番
地
東
亜
産
業
株
式
会
社

広
島
市
舟
入
川
口
町
六
七
一
番
地
関
西
丁
業
株
式
会
社

井

信

左
記
の
者
に
対
す
ろ
｀
昭
和
二
十
七
年
度
不
動
産
差
押
調
祖
は
、

住
所
不
明
の
た
め
送
逹
不
能
に
つ
き
地
方
税
法
第
二
十
条
及
び
広
島

市
税
条
例
第
十
一
条
に
よ
h
公
示
す
る
。

昭
和
二
十
入
年
冠
月
十
四
日

広
島
市
長

浜

広
島
市
告
示
第
六
十
三
号

ヽ

期場

昭
和
二
十
八
年
度
の
士
地
、
家
屡
信
却
費
産
の
価
格
を
登
録
し

た
広
島
市
牛
田
町
一
六
＿
―
-
l

一
番
地
伊
疎
好
悪
外
ニ
ュ

"i、
0
1
,五

件
に
対
す
る
固
定
安
韮
諜
税
台
板
を
、
地
方
税
法
第
四
百
丁
五
条
第

一
項
但
叩
ぢ
規
定
に
よ
り
、
左
記
の
関
係
老
の
縮
笈
に
供
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
五
月
十
一
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

B
 

-h-U 

広
島
市
役
所

昭
和
二
十
八
年
五
月
十
六
日
か
ら
六
月
四
日
ま
で

間所

広
島
市
告
示
第
六
十
二
号

7
 

昭
和
二
十
八
年
五
月
十
＿
＿
＿
日
午
後
一
一
時

広
島
市
同
泰
寺
町
＿
―
-
九

広
島
市
庁
舎
内
社
会
党
識
員
控
室
（
三
階
）

建
築
宅
住
所
広
島
市
平
野
町
六
六
ー
―
l
-
――

建

築

主

氏

名

座

長

消

一

建
築
場
所
広
島
市
平
野
町
六
六
二
／
―
―
―

用
途
悔
喫
自
勁
車
修
珂
工
場
、
木
造
二
階
建
、
延
、

宜
坪
動
力
四
分
一
馬
力

住
居
地
域

地
域

6
 

5
 

4
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開
催
期
日

開
催
場
所

体
と
な
り
得
ろ
見
込
の
も
の

．

．

 

「
要
休
恭
」
硯
に
罹
病
し
て
い
る
者
で
、
動
謗
を
制
限
し
、

又
は
一
時
中
止
し
て
休

i

浅
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
快
復
し
得
る

見
込
の
も
の

、

「
要
闊
姿
」
硯
に
病
勢
が
相
当
程
度
ま
で
進
行
し
、
又
は
進

行
し
つ
つ
あ
る
者
で
、
僚
養
を
行
う
も
快
復
し
得
る
ま
で
に

相
当
の
日
時
を
要
す
る
見
込
の
も
の

（
館
康
診
断
の
結
果
の
報
告
）

第
十
条
健
康
診
断
の
実
施
担
当
者
は
、
紐
康
診
断
を
行
っ
た
と
き

は
、
そ
の
結
果
を
別
記
様
式
に
よ
る
健
康
診
断
個
人
表
に
記
録
し

必
要
な
事
項
を
市
長
に
報
告
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
建
康
診
断
の
結
果
に
対
す
る
措
置
）

第
十
一
条
市
長
は
、
健
康
診
断
の
結
果
に
茄
い
て
次
の
措
粧
を
行

う。一
喫
注
意
を
判
定
さ
れ
た
者
に
対
し
て
は
、
深
夜
勤
移
等
過
誼

な
勤
謗
を
命
じ
な
い
よ
う
に
し
、
且
つ
、
六
月
に
一
回
必
瑛
な

検
診
を
行
う
こ
と
。

二
要
休
姿
と
判
定
さ
れ
た
老
に
対
し
て
は
、
休
養
の
た
め
必
要

な
期
澗
勤
猪
岳
従
事
さ
せ
ず
、
又
は
勤
移
変
更
等
勁
移
を
軽
減

す
る
措
臨
を
講
じ
、
且
つ
、
一
＿
＿
月
に
一
回
必
要
な
検
診
を
行
う

こ
と
。

（
療
森
者
に
対
す
る
指
導
）

第
十
二
条
衛
生
管
理
者
（
市
長
が
衛
生
管
理
者
の
代
行
者
と
し
て

指
名
す
る
保
飩
婦
を
含
む
。
第
十
三
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
0
)

は
、
少
く
と
も
年
一
＿
回
以
上
痰
接
者
の
旅
袋
状
態
を
調
査
し
、
適

切
な
療
疾
指
瑯
を
行
い
、
そ
の
状
況
及
び
こ
れ
に
対
し
て
講
じ
た

措
置
王
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

（
療
薬
者
の
義
移
）

第
十
＿
＿
一
条
痰
姿
者
は
、
街
生
管
坦
者
及
び
主
治
医
の
痰
淡
指
導
に

従
い
、
療
森
に
専
念
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

I

2

痰
荼
者
は
、
診
捩
を
受
け
て
い
る
柄
院
等
の
名
称
、
所
在
地
及

閤
己
の
現
住
所
並
び
に
こ
れ
ら
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
は
そ
の

事
項
を
、
遅
滞
な
く
所
属
長
を
経
由
L
て
衛
生
管
理
者
に
報
告
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
＇
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庁

中

一

殺

広
島
市
職
負
衛
生
管
理
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
八
年
荘
月
一
日

広

島

市

長

浜

井

信

広
品
市
職
負
術
生
管
蝿
規
程
．

（
こ
の
規
程
の
目
的
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
法
令
は
別
段
の
定
が
あ
ろ
場
合
を
除
く
外
、

職
負
の
芍
生
管
理
に
つ
い
て
必
班
た
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
規
程
に
お
い
て
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
姦

は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
職
負
市
長
の
事
移
部
局
に
属
す
る
職
負
を
い
う
。
但
し
、

常
時
勤
蒋
を
要
し
な
い
者
及
び
i

i

月
以
内
の
期
間
を
定
め
て
厨

用
さ
れ
ス
●
者
（
二
月
を
こ
え
て
引
き
続
き
限
用
す
．
る
に
至
っ
た°

 

者
を
除
く
O
)
≪
J

除

く

。

．

二
規
則
労
働
安
全
衛
生
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
労
鋤
省
令
第

九
号
）
を
い
う
。

広
島
市
訓
令
第
十
八
号

◎
訓

令

六．五四三 ，
 

'
 

じ
-h-ll 

開
催
期
日
昭
和
二
十
八
年
式
月
十
八
日
午
前
十
時

開
催
場
合
広
島
市
国
泰
寺
町
三
九

広
島
市
庁
舎
内
旧
社
会
党
識
員
控
室

申
賭
者
住
所
広
島
市
千
田
町
二
丁
目
七
七
六
／
三

申
諮
老
氏
名
渋

F
常
四
部

：

建
築
場
所
広
島
市
国
泰
寺
町

'i
O
I
ノ
ー
―

-
0
ノーー

用
途
概
要
硝
子
摺
工
場
、
木
造
一
一
階
建
、
延
七
四
、
七
充
坪

動
力
軍
馬
力

よ
る
聴
開
を
行
9
0

昭
和
二
十
八
年
五
月
十
四
日

広

島

市

長

浜

井

信

9
:
f
e
I
;
•
T
．
い
パ
月
日
r
,
F和

9
9
9
t
‘,L '

-
t
-
i

,~
~
•
←
L
ー
・
L
-
,

3

療
業
者
が
第
一
項
序
定
め
る
義
謗
を
怠
つ
て
い
る
と
認
め
ら
れ

る
場
合
に
お
い
て
は
、
病
気
休
暇
の
承
認
を
取
り
消
し
、
又
は
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
一
＿
＿
月
―
―
-
+

日
広
島
市
条
例
第
六
十
二
号
）
第
十
一
＿
一
条
の
二
第
二
項
及
び
第
一
＿
＿

項
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

（
伝
染
病
等
の
発
生
報
告
）

第
十
四
条
職
負
は
、
規
則
第
四
十
七
条
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
つ

た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
旨
を
所
属
長
を
経
て
市
長
に
届
け
出

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

2

所
属
長
、
術
生
管
理
老
又
は
衛
生
管
理
補
助
負
は
、
職
負
の
う

ち
に
、
規
則
第
四
十
七
条
に
掲
げ
る
疾
病
に
か
か
つ
て
い
る
と
思

わ
れ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
速
か
に
市
長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

（
予
防
接
種
等
の
実
施
）

第
十
五
条
職
員
に
対
し
、
必
要
に
応
じ
て
予
防
接
種
及
び
寄
生
虫

検
査
を
実
施
す
る
0

.

2

職
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
指
示
さ
れ
た
澗
日
に
予
防
接
菰
及
び
寄
生

虫
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

（
庁
舎
内
の
哨
縣
）

第
十
六
条
筒
生
管
理
者
は
、
毎
年
一
回
以
上
庁
舎
内
の
前
毒
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
衛
生
管
理
委
負
会
）

第
十
七
条
市
長
は
、
こ
の
規
定
の
運
用
及
び
職
員
の
衛
生
管
理
に

関
し
意
見
を
開
く
た
め
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
広
品
市
職

負
衛
生
管
埋
委
員
会
を
沢
く
。
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療
突
者
地
方
公
落
負
法
二
昭
和
二
十
五
年
法
徘
第
二
百
六

十
一
号
）
第
二
十
八
条
第
i

1

項
第
一
号
に
該
当
｀
し
休
識
を
命
ぜ

ら
れ
た
老
、
規
訓
第
四
十
七
条
に
掲
げ
る
疾
病
に
よ
h
就
槃
禁

止
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
又
は
識
員
の
醐
移
時
間
及
び
似
暇
等
に
関

す
ろ
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
八
月
十
一
日
広
島
市
規
則
第
三
十

二
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
h
引
き
続
き
＿
＿
一
月
を
こ
え
}
Q

病
気

休
暇
を
受
け
て
い
る
者
を
い
示
0

.

（
衛
生
管
理
老
）

第
一
＿
一
条
職
負
の
荷
生
管
理
を
行
わ
亡
ろ
た
め
、
泌
嬰
な
衛
生
管
理

者
を
骰
く
。

2

衛
牛
管
理
者
は
、
規
圃
第
十
四
条
に
定
め
ろ
毀
格
を
有
す
る
殿

負
の
う
ち
か
ら
、
市
表
が
任
命
す
る
。

3

研
生
管
理
老
は
、
規
間
第
十
九
条
に
定
め
ろ
戦
移
を
行

9
外、

こ
の
規
程
に
定
め
ろ
職
酪
を
行
う
。

（
筒
生
管
輝
補
助
貴
）

第
四
条
瑚
生
管
理
者
の
事
移
を
補
助
さ
せ
J
2
た
め
、
各
諜
（
こ
れ

に
準
す
る
も
の
を
含
む
。
）
に
必
要
な
衛
生
管
理
補
助
員
を
平
UL
く。

2

衛
生
狩
理
補
助
負
は
、
所
属
長
が
指
名
す
ろ
塙
員
を
も
つ
て
充

、て
る
。

盆
匹
康
診
断
の
実
施
）

第
五
条
職
員
を
採
用
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
老
に
対
し
、
採
用
時

の

健

康

診

断

を

実

旅

す

る

。

‘

2

繊
負
に
対
L
て
は
、
毎
平
一
回
以
上
定
期
の
館
康
診
断
を
実
施

す
る
°
但
し
｀
採
用
時
の
健
康
診
所
を
受
け
て
か
ら

i

＿
一
月
を
経
過

し
な
い
者
及
び
休
琉
中
の
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
年
の
定
期
健
康

診
断
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

3

市
長
が
必
要
と
認
め
る
場
合
に
は
、
そ
の
都
度
、
臨
時
の
健
康

診

商

を

実

施

す

る

。

“

第
六
条
職
員
は
、
そ
れ
ぞ
れ
指
示
さ
れ
た
期
日
及
び
場
所
に
お
い

て
健
康
診
隊
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
°
但
し
、
や
む
を
得
な

い
事
由
に
よ
h
指
示
さ
れ
た
飩
康
診
断
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
市
長
の
承
認
を
担
て
他
の
医
師
の
健
康

給
時
を
、
9
け
、
そ
の
結
果
を
証
明
す
る
害
碩
を
健
康
診
時
の
実
施

担
当
者
に
提
出
L
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
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広
品
市
児
箪
図
忠
館
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
一
十
八
年
四
月
一
＿
十
日

広
島
市
教
育
萎
員
会

委

員

長

岩

，

井

常

吉

広
島
市
教
育
委
負
会
事
移
局
事
務
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

広
品
市
教
育
委
負
・
会
事
移
局
事
移
分
掌
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
ニ

月
一
日
教
育
委
災
・
会
規
則
笛
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
ビ
改
JE
ナ

る。
第
一
条
中
指
導
課
の
「
初
等
教
育
係
」
及
び
「
中
等
教
育
係
」
を

「
指
祁
係
」
に
改
め
、
施
設
課
の
「
管
碑
係
」
を
削
る
。

第
二
条
中
指
導
課
の
初
等
教
育
係
及
び
中
等
教
育
係
の
事
謗
分
掌

を
削
り
、
指
避
係
の
事
務
分
掌
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

指

渫

係

一
学
校
教
育
の
指
薄
に
関
す
る
こ
と

ニ
教
科
課
租
及
び
教
材
研
究
に
関
す
る
こ
と

三
教
科
用
捌
雷
の
採
択
及
び
教
具
の
選
定
に
関
す
る
こ
と

四
校
長
及
び
教
負
の
研
修
に
関
す
る
こ
と

五
学
校
教
育
諸
行
事
の
指
導
に
固
す
る
こ
と
｀

六
諜
内
庶
移
に
関
す
る
こ
と

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行

L
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
一

日
か
ら
踏
用
す
る
c

広
島
市
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

広
島
・
巾
教
育
委
負
・
会
事
移
局
事
孫
分
掌
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
日

広
島
市
教
育
委
負
会

委

員

長

岩

井

常

吉
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血

◎
敦
育
委
員
会
規
則

広
島
市
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

広
島
市
児
箪
図
書
館
規
則

（
こ
の
規
則
の
目
的
）

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
広
島
市
児
箪
図
祖
錮
条
例
名
昭
和
二
十
八

年
広
島
市
条
例
第
十
九
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
0

)

第
五
条

の
規
定
に
茄
き
。
条
例
の
施
行
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る

こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
開
館
時
間
）

塑
一
条
広
烏
市
児
箪
図
専
館
日
以
下
「
本
錮
」
と
い
う
。
）
の
開

館
時
間
は
、
左
の
遥
り
と
す
る
°
但
し
、
都
合
に
よ
り
伸
縮
す
る

こ
と
が
あ
る
。

．
午
前
九
時
か
ら
午
後
五
時
ま
で
（
休
館
日
）

第
三
条
本
饂
の
定
期
休
館
日
は
、
左
の
遥
り
と
す
る
°
但
L
、
都

合
に
よ
り
函
時
休
館
日
を
設
け
る
こ
と
が
あ
る
。

一

毎

週

月

躍

日

・

二
国
民
の
祝
日
0

但
L
文
化
の
日
を
除
く
0

'

三
毎
月
末
日
（
本
館
の
賂
理
日
）
°
但
し
、
そ
の
日
が
休
日
又
は

月
耀
日
に
当
る
と
き
は
、
そ
の
翌
日

四
ば
く
害
期
九
月
又
は
十
月
に
お
い
て
、
お
よ
そ
七
日
問

五
年
末
年
始
十
二
月
二
十
八
日
か
ら
翌
年
一
月
五
日
ま
で

（
入
館
の
制
限
）
．

第
四
条
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
入
館
を
禁
じ
、
又
は
一

退
館
を
命
ず
る
。

一
こ
の
規
則
に
違
背
し
、
又
は
係
員
の
指
示
に
従
わ
な
い
老

二
瞳
穏
を
密
し
、
秩
序
と
み
だ
す
虞
の
あ
る
老

三
伝
染
性
の
病
気
に
か
か
つ
て
い
る
者
又
は
精
神
に
異
常
が
あ

る
者

四
動
物
を
批
帯
す
る
者

五
そ
の
他
館
長
に
お
い
て
不
洒
当
と
認
め
る
者

（
閲
魔
又
は
利
用
の
場
所
）

第
五
条
図
雹
そ
の
他
の
教
脊
参
考
毀
料
（
以
下
「
図
宙
等
」
と
い

5
0
)
の
館
内
に
お
け
る
腿
宜
又
は
利
用
は
、
所
定
の
瑞
所
で

L

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

広
島
市
公
安
委
員
会
告
示
第
一
＿
一
号

広
島
市
道
路
交
通
取
締
条
例
第
三
十
一
条
の
規
定
に
基
い
て
、
広

島
市
道
路
交
遥
販
締
条
例
施
行
規
則
を
次
の
遥
り
定
め
る
。
．

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
五
日

広

島

市

公

安

委

員

会

広
島
市
道
路
交
遥
取
締
条
例
施
行
規
則

第
一
条
広
島
市
道
路
交
通
坂
締
条
例
（
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。

）
の
施
行
取
扱
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
走
め
る
と
こ
ろ
に
よ

る
。

第
二
条

条
例
第
十
二
条
の
規
定
に
蔽
く
、
自
転
車
所
有
者
の
住
所

◎
公
安
委
員
会
告
示

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
昭
和
二
十
八
年
四
月

日
か
ら
迩
用
す
る
。
'

2

図
害
等
の
館
外
に
お
け
る
腿
麻
叉
は
利
用
に
つ
い
て
は
、

1別
に

館
長
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
弁
償
義
謗
）

第
六
条
本
館
が
管
理
す
る
図
祁
等
を
充
当
な
理
由
な
く
亡
失
又
は

き
損
し
た
場
合
は
、
現
物
を
も
つ
て
こ
れ
を
弁
憤
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2

前
項
の
匂
合
に
お
い
て
、
現
物
を
も
つ
て
弁
償
し
難
い
と
き
は

、
館
長
の
指
示
す
る
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

函
粛
等
の
寄
贈
又
は
寄
託
）

第
七
条
本
館
は
｀
図
甚
等
の
寄
贈
叉
は
寄
託
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

2

寄
託
を
受
け
た
図
粛
等
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
徳
な
い
事
故

に
よ
り
亡
失
又
は
き
損
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
本
館
は
、
そ
の

索
を
負
わ
な
い
。

ヽ
、
（
委
任
規
定
）

．

第
入
条
こ
の
規
則
の
施
行
に
つ
い
て
必
嬰
な
事
項
は
、
教
脊
長
が

定
め
る
。
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昭和 28年 5 月 2U日 広

他 康
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一

所 氏 性
男 > 明治大正昭和 採年 現

・ 日 月 年月日 住
女 年 月

属 名 別 日 用B 所

検診年月日 年 月 噂 歳 年 月 噂 歳 年 月 噂I歳

業移内容

病名叉は所見

病 既往症

歴 現 在

身 長 cm cm cm 

胸 囲 cm cm cm 

体 煎 kg kg kg 

視 力 碕 固 左l 固 吋 柘I
、色 神

聴 ヵ 左l 厨 左l ～柘I 司 柘I
ッベルク）ン 年 月 日 年 月 日 年 月 日

皮内反応 廿十士一 廿十士一 廿十士一

BC  G接種 年 月 日 年 月 日 年 月 日

No. No. No. 
X 

画‘““'）右左 噌↑--‘）左右
線

間・腹右左 問直右左

検

汀〗 汀n:n 汀口査

所

見

検赤蝉沈降速査度 I 1 時間 I2 時間
1 時間 I 2 時間 1 時問 l2 時間

mml mml 
＇ 

mml mm  mm  mm  

一
喀 一痰検在

検 便 ， ． 
その他の検査

採診用時の健断眼
ヽ

判 建康、就業可能、‘就業不適 槌康 要注意 ＇健康 要注意

走 定の澗統及康珍び臨断時 妻建療康荼`菊注意、要休森、 要休荼 要疇 ―要t環 耳忠療姿

就業上の注意事項
＼ 

備 考

医師氏名印・

ヽ

様
式
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昭和 28年 5 月 20 日

広
島
市
事
移
吏
員
に
任
命
・
す
る

主
事
に
補
す
る

八
級
八
号
給
を
給
す
る

1
,
＇1
 

戦
災
児
育
成
所
長
心
得
を
命
ず
る

土

佐

岡

武

広

厚
生
局
労
政
諜
庶
謗
係
長
を
命
ず
る

事

移

吏

負

小

厚
生
局
労
政
牒
厚
生
係
長
を
命
ず
る

亭

移

吏

貝

原

厚
生
局
衛
生
課
保
雉
係
長
を
命
ず
る

事

移

更

負

木

．

村

社
会
保
除
広
島
市
民
病
院
庶
謗
課
庶
謗
係
長
を
命
ず
る

技

面

吏

負

齊

木

正

保
健
所
衛
生
課
環
境
衛
生
係
長
を
命
ず
る

窟

猪

吏

負

＇

竹

升

建
設
局
土
木
課
庶
移
係
長
を
命
ず
る

事

蒋

吏

負

植

野

群

建
設
局
東
部
復
興
事
移
所
補
償
課
補
償
係
長
を
命
ず
る

事

移

吏

負

竹

中

忠

総
務
局
職
員
課
勤
謗
を
命
ず
る

ー

事

謗

吏

員

本

田

市
長
室
勤
移
を
命
ず
る

．

事

諮

吏

負

小

浦

実

総
謗
局
総
謗
課
勁
移
を
命
ず
る

技

術

吏

員

岡

崎

行

舟
人
病
院
勤
移
を
命
ず
る

．

事

移

吏

負

川

上

福
祉
事
移
所
勤
移
を
命
ず
る

事

酪

吏

負

吉

岡坂

本

敏

ク

東

京

出

張

所

勤

辞

を

命

ず

る

，

事

移

吏

負

脇

田

芳

雄

地
方
公
務
員
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
り
＿
―
-
箇
月
間
休
職

を
命
ず
る
．

巳疱 盾

島

雄

゜

會男

市

尚 雄
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（第 85号）

林

妥

陽

事

猪

吏

員

，

塩

見

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
運
営
委
員
会
委
負
を
命
ず
る

事

移

吏

員

伴

谷

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
運
営
委
負
．
会
委
員
を
免
ず
る

西

．

村

武

西

山

昌

・

合

田

一

中

脇

健

記
｀
田
実

山

本

茂

小

林

喜

代

住

村

礼

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
迎
営
委
員
会
委
員
を
解
く

｀

．

事

辞

吏

負

塩

見

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
取
引
改
筈
委
負
会
委
負
を
命
ず
る

清 三登夫疲ー栄平雄
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；
9
9
9
,
9
e
1
1
,
1
,
9
,
＇
1
9
,
9
1
,
,
1
,
9
,
9
,
＇
,
．
1
,
＇
，
9
,
9
：
ー
’
，
＇
,
＇

一
五

尾

島

．

英

之

広
島
市
技
術
吏
員
に
任
命
す
ろ

技
師
に
補
す
る
、

十
一
級
四
号
給
を
給
す
ろ

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
内
科
部
長
を
命
ず
る
．
．

梱

完

造 雄吉倣

勇 楕

事

移

吏

負

塩

広
島
市
事
移
改
苦
委
負
会
委
負
を
免
ず
る

事

移

吏

貝

春

広
島
市
事
移
改
苦
委
員
会
委
負
を
命
ず
る

蕗

広
島
市
抜
術
吏
負
に
任
命
す
へ
Q

技
師
に
補
す
る

九
級
二
号
給
を
給
す
る

産
院
勤
謗
を
命
ず
る

井

浩

JI l 

夫

見

蒲

事
移
吏
負
，
＇

広
島
市
出
納
員
を
免
ず
る

事
辞
吏
負

広
島
市
出
納
負
を
命
ず
る

事

移

吏

負

塩

広
島
市
収
人
役
代
理
者
を
免
ず
る

事

務

吏

負

春

川

一

夫

地
方
自
治
法
第
百
七
十
条
第
四
項
に
よ
り
収
入
役
職
謗
代
理
を
命
ず

る

見

清

吉

JII 

消

国

安

栄
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昭和 28年 5 月 20日 広 島 市 報 （第 85号）

備
考

抜

術

吏

員

甲

斐

事

謗

吏

負

永

井

広
島
市
識
負
考
査
委
員
会
臨
時
委
員
た
免
ず
る

技

術

吏

負

胤

森

願
に
よ
h
本

職

を

免

ず

る

＇

昭
和
i

l

十
八
年
四
月
＿
＿
干
日

．

事

移

吏

員

加

臨

産
業
局
混
水
産
謀
長
事
猪
販
扱
を
免
ず
る

事

移

吏

負

丹

弱

戦
災
児
育
成
所
長
事
移
瑕
扱
を
免
ず
る

し

事

瀦

吏

負

盛

岡

保
建
所
西
支
所
総
移
課
長
兼
移
を
免
ず
る

事

蒋

吏

員

塩

見

中
央
卸
売
市
場
長
を
命
ず
る

事

移

吏

負

伴

谷

．

産

業

局

批

水

産

諜

長

を

命

ず

る

．

各
文
字
は
、
楷
忠
お
お
む
ね
長
さ
二
苺
粍
以
上
冨
―
―

1
0粍
一

事

猪

翌

負

春

川

以
上
と
し
、
ど
ろ
よ
け
地
色
に
対
照
L
て
、
鮮
明
に
記
載
L

ぶ
会
計
諜
長
を
命
ず
互

得

る

色

で

あ

る

こ

と

°

事

蒋

吏

員

吉

川

清

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
庶
移
課
長
兼
会
計
課
長
を
命
ず
る

事

移

吏

員

国

安

栄

夫

（
広
島
市
同
泰
寺
町
一
五

山
中
鉱
山
支
店
）

広
島
市
同
泰
寺
町

山

中

頓

母

；

事

移

吏

員

伴

谷

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
取
引
改
善
委
貞
・
会
委
員
を
免
ず
る

下

久

保

勇

―

―

井

勇

一

寺

＇

田

又

雄

岡

井

プ

サ

ヨ

高

田

発

．

中

脇

健

一

中

田

実

裁

山

本

茂

夫

小

林

喜

代

登

住

村

礼

―

―

―

広
島
市
巾
央
卸
売
市
場
販
引
改
善
委
負
・
会
委
負
を
委
嘱
す
る

天

方

昇

造

中

村

俊

郎

井

上

正

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
販
引
改
善
委
負
会
藍
察
負
を
委
嘱
す
る

中

脇

貞

夫

．

中

村

宮

ー

ー

一

郎

田

村

利

太

郎

市

場

爾

雄

広
島
市

11央
卸
売
市
場
販
引
改
善
委
負
会
委
貞
を
解
く

河

内

木

村

貞

寺

田

又

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
取
引
改
傘
萎
負
会
監
察
負
を
解
く

昭
和
'
-
平
入
年
五
月
ご
日
（
各
通
）大
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「
例
」

総
蒋
局
戸
籍
諜
戸
籍
係
長
を
命
ず
る

事

移

吏

員

横

総
移
局
調
在
課
‘
主
任
ヽ
名
命
ず
る

事
務
吏
負

田

稜

威

夫

山

楽

水

本

•実

勇

原

道

義

清

勘

及
び
所
有
者
名
の
明
示
は
、
自
転
車
の
後
而
ど
ろ
ょ
け
に
後
綸
が

1

-

．
禍
あ
る
も
の
に
あ
っ
て
は
左
側
ど
ろ
よ
け
に
、
後
而
ど
ろ
よ

け
の
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
そ
の
寧
体
の
見
易
い
箇
所
に
別
記

様
式
第
一
号
に
よ
h
記
載
し
、
常
に
明
瞭
の
状
態
に
お
く
も
の
と

す
る
。

2

官
公
庁
、
あ
ろ
い
は
会
社
、
工
場
等
団
体
所
有
の
自
転
車
に
あ

つ
て
は
、
そ
の
所
在
地
及
び
所
属
団
体
名
を
前
項
に
準
じ
、
明
示

す
る
も
の
と
す
る
。

第
＿
＿
一
条
条
例
第
十
七
条
の
規
定
に
栽
く
、
荷
車
所
有
者
の
住
所
及

ぴ
所
有
者
名
の
明
示
は
、
そ
の
車
体
右
側
の
見
易
い
箇
所
に
、
別

記
様
式
第

1

一
号
に
よ
り
記
載
し
、
常
に
明
瞭
の
状
態
に
お
く
も
の

と
す
る
。

2
i
g公
庁
あ
る
い
は
公
社
、
エ
培
等
団
体
所
有
の
荷
叩
に
あ
つ
て

は
、
そ
の
所
在
地
及
び
所
属
団
体
名
を
、
前
項
に
準
じ
、
明
示
す

る
も
の
と
す
る
。

．

附

則

・

1

こ
の
規
則
は
、
昭
和
二
十
八
年
主
月
一
日
か
ら
施
行
す
ろ
。

2

こ
の
規
則
施
行
の
際
、
現
に
第
二
条
及
び
第
一
＿
一
条
の
規
定
の
実

効
を
損
じ
な
い
程
度
に
明
示
せ
ら
れ
て
い
る
車
両
に
つ
い
て
は
、

明
瞭
の
状
態
の
存
十
ス
・
限
h
に
お
、
、
て
様
式
の
如
何
に
か
か
わ
ら

ず
こ
れ
を
条
例
の
規
足
に
涸
合
す
る
も
の
と
み
た
す
。

別
記
様
式
第
一
号

辺

良

山

福

諦

順

宅

広

政

夫

広

哲

郎J

幸

徳

◎
辞

令 （
山
中
鉱
山
支
店
）

山

中

本

千

万

太

太

要郎

甲

↓
 

上飼u
 

8
 

ね概
-
i
 

↑
 
........•. 

;
…
…
如
咲
芯
凡

0
粍
以
上
・
・
・
・
・
・
・
・
：
・
…
．．．．．．． 
↓
 

沢

頼

母

（
広
島
市
大
手
町
八
丁
目

J
O
二）

広
島
市
大
手
町
八
丁

H
二

O-―

「
例
」

別
記
様
式
第
二
号

1

,

＇

,

＇

,

9

9

,

．

，

‘

 

~,‘ 

．．
 

.
,
 

rヽ

喜
生
園
長
を
命
ず
る

・

事

猪

吏

負

競
綸
競
馬
事
移
局
勁
移
を
命
ず
る

・

技

術

吏

負

・

乳
児
院
長
兼
産
院
長
を
命
ず
る

技

術

吏

員

中

保
建
所
予
防
課
長
事
謗
瑕
扱
を
命
ず
る

事

謗

吏

負

林

市
長
室
広
報
係
長
を
命
ず
る

事

務

吏

員

蒜

市
長
室
広
報
係
長
兼
辞
を
免
ず
ろ

・
加
翌
器
【

I

_

1

為

渉
外
諜
‘
主
任
を
命
ず
る事

謗
吏
負
―
―
―

会
計
課
出
納
係
長
を
命
ず
る

事

移

吏

負

秋

総
酪
局
財
蒋
課
安
金
係
長
を
命
ず
る

i

事

移

吏

負

・

渡

総
謗
局
徴
収
課
徴
収
第
一
係
長
を
命
ず
る

，

事

謗

吏

員

菅

総
移
局
徴
収
課
徴
収
第
三
係
長
を
命
ず
る

事

移

吏

負

楠

保
舘
所
西
支
所
総
移
諜
長
を
命
ず
る

事

移

吏

負

池

牛
田
出
張
所
長
を
命
ず
る
．

事
諮
吏
員

段
原
出
張
所
長
を
命
ず
る

亭
移
吏
負

舟
入
出
張
所
長
を
命
ず
る
．
．

事
移
吏
員

小 小

一
四

} l l 

嗜
行

夫

斐

太

郎

田

鎮

雄

浦

益

登

林

節

夫

林

延

恩

内

邦

政
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后

4
が

広
島
市
技
術
吏
負
に
任
命
す
る

技
師
に
補
す
る
・

十
級
四
号
給
を
給
す
る
．

社
会
保
険
広
島
市
民
病
眸
耳
鼻
咽
喉
科
部
長
を
命
ず
る

昭
和
二
十
八
年
式
月
十
六
日
（
各
涌
＿

，松

村

久

害
記
に
補
す
る

福
祉
事
猪
所
勤
移
を
命
ず
る

事
移
吏
員

衛
生
巡
視
に
補
す
る

肛
牛
局
衛
生
諜
勤
務
を
命
ず
る

．
坊
術
吏
負

建
設
局
土
木
課
勤
謗
を
命
ず
る

織

田

公

明

木

村

福

祖
記
に
補
す
る

厚
生
局
労
政
謀
勁
謗
を
命
ず
る

事
謗
市
員

II II 
ク

福
祉
事
移
所
勁
務
を
命
ず
る

事
蒋
吏
員

浜

尾

洋

長山吉松

神根本•本

喜義

．勉助登純

広
島
市
技
術
吏
負
に
任
命
す
る

技
師
に
補
す
る
．

九
級
四
号
給
を
給
す
る

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
眼
科
部
長
ヽ
心
得
を
命
ず
る

昭
和
二
十
八
年
屯
月
十
五
日
（
各
通
）

布

謗

吏

貞

・

小

川

某
町
出
張
所
勤
移
を
命
ず
る

事

移

吏

負

山

中
央
卸
売
市
場
管
埋
課
勤
謗
を
命
ず
る

．

事

移

吏

負

黒

描

敏

根

筈
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移
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力
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＿＿圭・宕

こ
に

．
 

ヽ
ヽ

九
ゴ

し
一

七
ゴ

'
-

'
＾

い
E

g
一

プ
U
七

ニ
ー

0
.
.
.
.
.
 

〇
＝

九
0

=
・

ゴ •
円

9
ヤ

＾
し

0
-．

 

至i.KB

.-0、剛町＿

備

昭和二十八年＿＿一月一日硯在

?
 11 :

 _、．．．•―
1:

-[ 

.....rp . .• 
9. 

．ヽ ヽ
, ． ．  a

つ

i. 

．ヽ、`．•一 ー ・•9
. 

．と

I 
`• 

L 

.9.. 

-
f〗•三 “一

で

-＝二•―●_-―――●●●

-1

――-．-

．．．．ロニ i. 

ー

'_1

．い・[.}・[.

□―

総額に対する[.考1〗\- ． ．  ― ― ―  ＇  

」 -

：・比一- ↑  

― ―  

- [  

.i

 2:•戸．ーい彗□〗·- 育翌――――-r-

＝ -r^R-＿、

i敬＿

•□●
f

ヽ ざ
i

社会労拗施設致―-0K、奈一、典．一九

．

□[一

坦晏、老0'.,

a'1

 

,•
; 亭

r

．産菜経済要

． ．  毛

4 保健衛生．匹·‘••M^、全一、――――.........、1主-9..-`.[.. •• 

‘ 

こ[- ＂  ふ一

． ．  

・-1

 -i 恕｝災害・復旧費．ー・・10-r_＿。^、――=-主-[．．． 

□
10..，＿今．．．．，
．．． 

t 

]{ 

． ．  さ．．．． ‘．
J 

．． ， •『 ：•[一〖、会0、08..... ••• 

、
.....l-[.

‘ ••. 

/]-... .• 

＂口；□
．．．．．．．．．`．．-。^[｛一

嚢
i

．建設要（戦災欝）．．． 

- ―  

窓そ．

i

．の．佃一．．．．． 菱、
Oi

―ー合、0』が．

品―― 

．． 

主 •• 

‘〗.｝•一

i i一ー—|r呈、o:~o、や三＿B- ．． d.-n 窓
ぎー

1,ii'マl.

ロ[:; □刀〗ロー、一

.., ••. 

-

[>
>

ffl==0:[O
§][-

—-
J
A

[
r
-

苓，ー・クー•｀ □go、gBO、g．．ー―-菜――-グ••,....- f 

..

 -

． ．  ー・

、ー・、――

1、
10
、―-0•• 

- l
銭ー直

．． [・9

・・-・・：

••. 

＼―-言一七．． ？ 

．． ー・ ．．． ．． 

了・・固．．銀行●、―10‘且-―-0、g．．．．ー・

•
9
.3

_
-
m

-
‘1

\0
.. 

/.:‘......‘r●,． 

ì 
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公
唆
遥
叫
年
法
弟
百
七
十
三
条
及
が
第
百
七
十
克
条
の
二
の
規
定
に

よ
る
各
種
退
沖
●
に
お
け
ろ
候
補
者
の
氏
名
及
び
党
派
別
の
掲
示
に
関

す
る
規
間
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
四
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

負

長

平

井

悠

太

郎

広
島
市
選
挙
管
理
季
員
会
規
則
第
一
号

島

各

種

選

挙

に

お

け

る

公

職

の

候

補

者

の

m沼
及
び
殴
派
別
の

掲
示
に
関
す
K
現
訓

笏
一
条
灸
識
選
挙
法
（
以
下
法
と
い
う
。
）
第
百
七
十
＿
＿
一
条
及
び

第
百
七
十
茸
条
竺
一
の
規
定
に
よ
る
公
戦
の
廃
補
者
の
氏
名
及
び

且
党
派
別
（
教
育
委
員
会
の
委
負
の
候
補
者
に
つ
い
て
ば
そ
の
氏
名

）
の
掲
示
別
（
以
F
候
補
者
の
氏
名
等
の
掲
示
｀
―
、
-
い
う
0

)

に
佃
や
し

て
は
、
法
令
そ
の
他
別
段
の
定
が
あ
る
も
の
花
疾
く
外
、
こ
の
規

則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

;
9
日
第
二
条
法
第
百
七
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
r
S

候
補
者
の
氏
名

.

.

.
2
5
筈
の
掲
示
は
、
次
の
場
所
に
こ
れ
を
行
う
0

.

月
一
、
各
投
猥
区
域
内
に
あ
る
広
島
市
役
所
の
掲
示
場
若
し
く
は
広

5

島
市
選
挙
管
輝
委
員
会
の
臨
時
に
定
め
に
描
示
場

、
・
年
第
一
＿
一
条
前
条
の
掲
示
及
び
法
第
百
ヒ
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る

2
8
候
補
者
の
氏
名
等
の
掲
示
は
、
別
記
様
式
に
よ
る
。
―

利
第
四
条
法
第
百
七
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
氏
名

等
の
掲
示
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
く
じ
は
、
掲
示
開
始
の

F
前――

昭
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市

役

所

一

広

島

市

国

泰

寺

町

―

―

―

九

＼

中
I

-

―

―

―

弓

盟

鵞

（

労

政

諜

）

四

一

塁

（

東

部

復

興

京

務

所

）

健
所
）
中
―
―
―
10
一

（

水

遥

局

）

本

奥
元
一
｝
（
代
表
）
巾
廃
一
（
保

中
一
六
癸
（
市
会
事
務
局
）
中
一
器
一
（
市
民
病
院
）
中
0-
―-0
女

許

察

部

）

中
一
六
茎
（
秘
密
課
）
中
0

一七
0
(
舟

入

病

院

）

西

翌

l

―

扇

防

局

）

冒
戸
に
〗
誓
霞
髪
瓢
畜
亨
譴
翠
疇
言

日
ま
で
に
全
歳
選
挙
法
施
行
令
第
九
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
鉗
考

1

氏
名
胸
は
必
要
に
よ
り
一
一
段
以
上
に
す
る
こ
と
が
で
、

の
規
応
に
よ
11
涌

知

の

あ

っ

に

候

補

者

に

つ

い

て

は

掲

示

開

始

の

き

る

。

．

日
翌
訓
日
午
訓
十
時
に
、
掲
示
開
始
の
日
の
前
日
以
後
に
道
知
の

2
ー
氏
名
髄
主
一
段
以
上
設
け
に
場
合
の
氏
各
筈
の
掲
載

あ
っ
こ
も
の
で
そ
の
涌
知
の
到
逹
が
同
時
で
あ
る
候
補
者
に
つ
い
の
町
序
は
、
上
桐
右
を

1
と
し
、
順
を
迅
い

F
掴
右

て
は
涌
卸
の
到
逸
の
都
度
広
島
市
役
所
に
お
い
て
こ
れ
を
行
う
。
に
至
り
左
に
順
を
追
う
も
の
と
し
、
以
下
こ
れ
に
な

3

法
第
百
七
十
茸
条
の
一
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
ろ
候
補
者
の
氏
名

．
．
 

ら
．
り
。
．

等
の
椛
示
の
掲
載
の
順
序
を
定
め
る
＜
じ
は
、
選
挙
の
期
日
の
前

二
日
午
前
十
時
に
広
島
市
役
所
（
広
島
市
選
挙
管
塁
委
員
会
）
に
・
選
挙
運
動
の
た
め
に
す
る
個
人
演
詭
会
の
旅
設
の
使
用
及
び
そ
の

お

い

て

こ

れ

を

行

う

。

使

用

に

よ

る

訳

説

会

の

開

催

の

ぞ

の

に

必

要

な

施

設

の

公

営

に

関

す

第
宜
条
法
第
百
七
十

l

＿
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
候
補
者
の
氏
名
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
歪
規
凱
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

等
の
掲
示
は
、
天
災
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
に
よ
昭
和
二
十
八
年
四
月
十
五
日

り

、

こ

れ

を

行

う

こ

と

が

で

き

な

い

と

き

は

中

止

す

る

。

広

島

市

選

挙

管

理

委

員

会

附
則
委
員
長
平
•
井
憲
太
郎

＇ 

こ
の
規
則
は
、
灸
布
の
日
か
ら
施
行
す
ろ
。

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
規
則
第
二
号

昭
和

1

一
十
七
年
九
月
四
日
広
選
管
告
示
甲
第
十
二
号
各
種
選
挙
に

選
挙
迎
動
の
に
め
に
{
1
ろ
個
人
執
説
会
の
施
設
の
使
用
及

お
け
ろ
候
補
者
の
氏
名
及
び
党
派
別
の
掲
示
に
関
す
る
規
則
は
、
こ
．

び
そ
の
使
用
に
よ
る
甑
設
会
の
開
催
の
に
め
に
必
要
な
施

れ
を
廃
止
す
る
。

設
の
公
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
疋
す
る
規
則
．

選
挙
迎
動
の
に
め
に
す
る
個
人
油
説
会
の
施
設
の
使
用
及
び
そ
の

使
用
に
よ
ろ
甑
説
会
の
開
催
の
に
め
に
必
喫
な
旅
設
の
公
営
に
関
す
．

る
規
則
（
昭
和
二
十
五
隼
広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
規
圃
第
一
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
．
5
に
改
正
す
る
。

第
十
三
条
別
記
第
八
号
様
式
中
「
九
五

l

l

円
」
を
「

]
‘
0三
八

円
」
に
、
「
一
、

0
0
0円
」
を
「
一
、

0
八
六
円
」
に
改
め
る
。

附

則

，

こ
の
規
則
は
公
布
の
日
か
ら
施
行
し
、
第
十
＿
＿
一
条
別
記
第
八
号
様

一

昭和年 月日執行

何々選挙知享（（誤貝）

（委員）候補者
別

・記

（
党
派
）

•氏

名

（
党
派
）

氏

名

（
党
派
）

氏

（
党
派
）

（
党
派
）

氏

名
、．．
 

名

氏

（号外）

発行

昭和28年 5月25日

（月曜日）

1

,

、

r
'
t

4

`

‘

’

 

，̀
9

、.

（
ふ
り
か
な
）

名

霜
話

発発

行行

人所

広

島

嵐
•
,9 

，
 ，
 

ヽ

，・

，． 
-I • 

，
ヽ
9
‘
•

ふ
3
負

、'-．
f
名・`
＇

ヽ

•94'

•' 

」

.

.
 

~
,
.
，
．
,
、

．．
 

.,、
し



’・
｀

叫こ‘
•• 

，．
 

-
．‘
 

-
』
／
わ
/
U
I
n

・ト51札．
r
ー
"
,
;
)
し
h
i
t
.；
し
ハ

q

}

f

;

：
'
J
1
9
.
i
i
/
i
1

/i

，

ぃ

；

：`

i
,
ー

'

t

い

,

．

 

9
'
,

＇ 

,

．

 

,' 

．
 

ヽ

＇ 

’
`
'
．
,
'
 

＇，ふ’'|
l・：し
．＂・・・i
/
、

．
 

‘
・
 

．^
 

i

.

，

．

‘

 

•
,
、
＇
、
．
,
1
1
・
‘

911f‘} 

9
,
 

,

'

,

9

,

.

 

＂＂9

．ふi1,＂k
い
5
,

．
,
1
.
9ヽヽ
‘999、¥．，＇*

昭和 28年 5

に•-1,9ヤ9---ll［足呼翌ダ1枯1デ竿`和秤んヤ^ r-忍ふ・ ：●●:ふ．、9．：・：....・i．こ：：〉＇→- ·- •,. 
ー ． ． 

-，-・・,―7 ←7― 

月 25日 広

楠 淵 仁 向 青 大 荒
一

愛 尾 矢

［ に 広選 西 中 東

胃』•一
皇羞I 崎 保』所 洋羞畜踏

［ L 神

葉羞t 喜長 包翡 投 昭和故岡が昭和二 管 旦 遡
， 部総； 開

誓閉
ーあ十八 且ロ

質局名経 衛
計 指 管 F コ：
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臣
日

一
、
日
時
昭
和
二
十
八
笙
一
月
二
十
日
午
前
十
時

一
、
場
所
広
島
市
役
所
・

一
、
醤
喜
院
議
員
総
選
挙
、
．
喜
院
議
器
通
常
選
挙
に
お
け

盈
開
粟
管
理
者
、
投
票
管
理
者
並
ひ
に
同
上
代
理
者
の

広
島
市
選
挙
管
理
姿
員
会
を
左
記
に
よ
り
開
催
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
―
_
＿
月
十
九
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

広
選
管
告
示
甲
第
九
十
四
号

広
選
管
告
示
甲
第
九
十
三
号

昭
和
二
十
八
年
―
―
一
月
十
ヒ
日
開
催
の
広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

は
、
三
月
十
八
日
午
後
―
＿
一
時
に
変
夏
開
催
す
る
9

、
昭
和
二
十
八
年
三
月
十
七
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

じ-―
―
-a 

一
、
日
時
昭
和
二
十
八
年
＝
一
月
十
七
日
午
前
十
時

一

、

場

所

広

島

市

役

所

―

一
、
睾
題
衆
議
院
議
負
総
逃
挙
、
参
議
院
議
員
油
常
選
挙
各
執
行

経
費
予
邸
に
関
す
る
件

広
選
管
告
示
甲
第
九
十
二
号

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
を
左
記
に
よ
り
開
催
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
―
＿
一
月
十
五
日

広
島
市
速
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

盆.....、

太

郎

◎
選
學
管
理
委
員
会
告
示

十
八
年

i

＿
一
月
二
十
四
日
か
ら
滴
用
す
る
。

四
弁
士
控
室
中
広
島
市
立
三
篠
小
学
校
の
次
へ

を、

会

場

に

よ

る

区

分

一

控

室

一

種

類

及

び

程

度

広
島
市
盟
菱
化
去
館
＿
翠
言
賛
疇
子
一
台
、
椅
子
一
〇

一
八
坪
．
に
つ
き
一

0
0燭

光
一
．
＿
灯
．
一
を
、

瓢
二
↑
輝
琴

g-8800翌
面

-l演
按
中
広
島
市
立
＿
＿
＿
篠
小
学
校
の
次
へ

会

場

に

よ

る

区

分

＿

種

類

及

び

租

皮

卓
（
覆
を
附
す
）
一
台
、
椅
尺

腐

應

盈

文

化

醤

轡

譴

二

塁

項

翫

彗

面
醤
塁
、
黒
板
拭
一
個

―
―
―
聴
衆
席
中
広
島
市
立
三
篠
小
学
校
の
次
へ

会

場

に

よ

る

区

分

一

種

類

及

び

程

度

一

を

、

広
島
市
児
箪
文
化
会
館
＿
鴫
料
濃
一
腰
掛
（
四
人
掛
）
一
塁
脚

便

所

弁

士

控

室

選
挙
運
勁
の
た
め
に
す
る
立
会
演
説
会
開
催
の
た
め
に
必
要
な
設

備
の
程
度
等
に
関
す
る
規
則
を
左
記
の
通
り
一
部
改
正
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
―
＿
一
月
二
十
日
｀

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

B
 

吾
ロ

選
挙
迎
動
の
た
め
に
す
る
立
会
演
説
・
会
開
催
の
た
め
に
必

要
な
設
備
の
程
度
等
に
関
す
る
規
則

第
一
条
一
照
明
中
広
島
市
立
＿
＿
一
篠
小
学
校
の
次
へ

会

場

に

よ

る

区

分

一

照

明

の

租

度

広

島

市

児

屡

化

・

皇

轡

躊

一

二

嘔

饗

＇

き

[

剛

広
選
管
告
示
甲
第
九
十
五
号

l
l
~

位
じ
札

l
l
l
|
i
i
l
I
1

喜
且
甘
＂
~
芍
:
~
[
＇
ー

1
1
W

叫

a
i
l
|
|
l
i
l
~
~

喜
り
~
見
札
伯
伯

'
9
T↑
州

~
1
1
1
罰
：
＇
と
、
~
出

i
i
t
1

,...~ 

•• 

｀
 

ヽ

•. 

-̀
r. ゞ

•
―
―
ニ

一

口

―

式

の

改

正

規

定

は

昭

和

二

”

選
任
に
つ
い
て

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
九
日
執
行
の
衆
議
院
議
負
総
遷
挙
に
お
け

盈
開
粟
管
理
者
及
び
開
票
管
理
者
に
祖
隙
が
あ
る
と
き
そ
の
職
瀦
を

代
理
す
べ
き
者
と
次
の
よ
り
に
選
任
し
た
。

昭
和
一
＿
十
八
年
＿
＿
一
月
二
十
四
日

・
広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会

委

負

長

平

井

憲

太

郎

広
選
管
告
示
甲
第
九
十
六
号

J

の
規
則
は
、
次
の
選
挙
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

第
二
条
中
広
島
市
立
三
篠
小
学
校
の
次
へ

館
」
を
加
え
る
。

「
広
島
市
児
箪
文
化
・
芸

を
加
え
る
。

-1広島
市
児
滋
文
化
会
館
]

会
館
東
及
び
西
側

会
場
に
よ
る
区
分

位

置

-9 -

，，，ヽ

使
所
中
、
広
島
市
立
＿
＿
一
篠
小
学
校
の
次
へ

＿

表

示

場

所

一

表

示

方

何

語

員

（

委

員

）

を

広
島
市
児
●
忠
文
化
醤
乳
直
良
止
•
寄
轟
場
と
記
し
た

表
札

会
場
に
よ
る
区
分

法

五

会
場
表
示
場
所
及
表
示
方
法
中
広
島
市
立
一
＿
一
篠
小
学
校
の
次
へ

しヤ←'"~"-＂im叶宵 99 ●―



背ナ

会

委

貝

長

平

牡．：.“>.. 

汰：

•郎

井

広
選
管
告
示
甲
第
九
十
八
号

昭
和
1

一
十
八
L
四
月
二
十
四
日
執
行
の
参
議
院
滋
負
酒
常
選
挙
に
お
け
る
開
晨
韮
者
及
が
回
盗
唇

碑
者
に
故
即
が
あ
る
と
き
そ
の
蹄
務
を
代
斑
す
べ
き
者
を
次
の
よ
う
に
遼
任
し
た
c

昭
和
二
十
八
奎
＿
一
月
ー

i

十
四
日

広
品
市
選
挙
筍
狸
委
負
会

開

・

管

‘

珪

闘
区
一
所
属
局
名
一
麿
―
氏

酎

国

は

屑

ニ

―

鬱

一

蒟

山一
艶
一
坂
田

旦

広
選
管
告
示
甲
第
九
十
九
号

昭
和
二
十
八
年
四
月
―
―
丁
回
日
執
往
の
参
議
院
砥
貝
遥
布
逃
挙
に
お
け
る
投
粟
活
埠
者
及
ひ
投
票
管

浬
者
に
故
隙
か
あ
る
と
き
そ
の
殿
語
を
代
理
す
べ
き
者
を
次
の
よ
う
に
選
任
し
た
。
．

昭
和
二
十
八
年
三
月
二
十
四
日
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•
四

□幻
．
．
9:、
JIl-
市
民

9-主
事

一

国

安

／

」

蓄

ユ

盲

生

労

政

＿

翡

―

瀧

本

熙

一

基

町

者

＿

＿

同

上

代

理

者

一

,

J

9

・

・

神

綺

＿

賃

総

移

了

誓

誓

嘉

＿

＿

建

設

計

面

＿

畠

一

璽

永

修

＿

闘

欝

．

名

一

住

所

―

―

所

属

讐

―

詈

一

氏

名

一

住

所

,1-1'd.[f_99
号

ぶ
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こ
の
苦
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

昭
和
―
-
+
―
一
年
法
律
第
二
号
（
衆
議
院
議
負
逃
挙
法
第
十
一
一
条
の

特
例
等
に
関
す
る
件
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
調
製
す
る
衆
議
院
議

負
選
学
人
名
縛
又
は
旧
法
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
臨
時
補
充
選
挙
人

名
郎
の
調
製
、
縦
痣
釦
ず
に
関
す
る
期
日
、
期
間
等
を
定
め
る
件
（
昭

和
二
十
三
年
十
二
月
十
五
日
広
速
管
告
示
甲
第
四
十
一
号
）
は
、
廃

止
す
る
。

（
別
記
）

（表）

退
学
人
名
悔
登
録
申
訥
祖

括
本

補
充

育一胃＿
一
番
号

昭
和
二
十
六
年
四
月
i_
＿
日
広
選
管
平
11
示
第
十
五
号
改
正
に
よ
る
広

島
市
の
投
深
区
域
の
一
部
を
、
左
記
の
通
り
変
更
し
、
次
の
各
種
選

挙
よ
h
実
施
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
一
＿
一
月
二
十
四
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

公
職
逃
挙
法
第
百
七
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
公
様
の
候
補
者
の
氏

名
及
び
毎
祇
別
（
教
育
姿
負
会
の
委
偵
の
候
補
者
に
つ
い
て
は
そ
の

氏
名
）
の
掲
示
場
所
（
昭
和
二
十
七
年
九
月
十
七
日
広
選
菅
告
示
甲

第
三
十
号
）
の
一
部
―
と
次
の
通
り
改
め
る
。

‘
昭
和
二
十
八
年
三
月
二
十
九
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

,•̀9,‘,
.I,'.I
',999 

広
選
管
告
示
甲
第
百
五
号

調
杢
負

＠ 

昭
和

年

記
載
事
項
に
つ
き
調
在
の
と
こ
ろ
相
追
な
い
こ
と
を
認
む
。

一
、
本
窮
、
氏
名
、
生
年
月
日
等
は
戸
籍
に
あ
る
通
り
正
確

に
雹
い
て
下
さ
い
。

・

二
、
未
復
負
及
出
稼
中
の
人
も
記
入
し
て
下
さ
い
。

H
擦
（
略
図
記
載
）

注

（一義）

ヽ`● 9● 
ヽ

一広
選
管
告
示
甲
第
百
一
一
号

B
 

t
-
R
 

投
梨
期
日
昭
和
二
十
八
善
一
月
一
干
四
日
か
ら
昭
和
二
丁
八

年
四
月
二
十
＿
―
-
日
ま
で

広
島
市
役
所

場

所

我...... 

・
昭
和
一
一
十
八
年
四
月
二
十
四
屯
執
行
の
参
議
院
誤
負
遥
常
逃
挙
に

お
い
て
公
蹄
選
挙
法
旅
行
令
第
五
十
三
条
の
規
足
に
よ
る
孜
票
用
紙

並
ひ
に
同
封
筒
の
交
付
及
び
投
衆
の
期
日
場
所
は
、
左
記
に
よ
り
こ

れ
を
取
h
扱
う
。

昭
和
二
十
八
年
＿
＿
一
月
二
十
四
日

広
品
市
速
学
管
碑
委
負
会

委

員

長

平

井

太

郎

、
広
選
管
告
示
甲
第
百
一
号

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
九
日
執
行
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
い

て
公
織
造
挙
法
施
行
令
第
五
十
＿
＿
一
条
の
規
定
に
よ
る
投
深
用
紙
並
ひ

岳
盟
器
の
交
付
及
び
投
粟
の
期
日
場
所
は
、
左
記
に
よ
り
こ
れ
を

取

り

扱

う

。

．

昭
和
二
十
八
年
＿
＿
一
月
二
十
四
日

広
島
市
造
挙
管
理
委
員
会

．

委

負

長

平

井

憲

太

郎

己じ巨
u

器
丞
期
日
昭
和
二
十
八
年
-
_
＿
月
二
十
四
日
か
ら
四
月
十
八
日

ま
で

広
島
市
役
所

広
選
管
告
示
甲
第
百
号

月

日

意

七

じ.―
―
-
R
 

翠
町
投
票
区
投
栗
管
理
者
代
理
者

宇
品
第
一
―
―
同

似

島

同

基

町

同

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
九
日
執
行
の
衆
議
院
議
負
総
逃
挙
に
お
け

る
投
媒
智
雖
者
の
代
理
者
を
、
左
記
の
遥
り
遥
任
を
変
更
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
六
日

．

広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会

委

負

長

平

井

憲

広
選
管
告
示
甲
第
二
号

E
 

t1
1
日

日
時
昭
和
二
十
八
年
四
月
八
日
午
詢
十
時

場
所
広
島
市
役
所
内
広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会

広
選
管
告
示
甲
第
一
号

昭
和
一
一
十
八
年
四
月
十
九
日
執
行
の
衆
議
院
議
負
総
選
非
に
お
け

る
候
補
者
の
氏
名
及
ひ
党
派
別
の
掲
示
順
位
を
定
め
る
く
じ
を
左
記

の
日
時
場
所
に
お
い
て
行
う
。

昭
和
一
一
丁
八
年
四
月
五
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

督

隠

一

抽

、

要

微

町

一

上

流

川

町

＿

麟

疇

錮

行

広

島

支

店

霞

咽

道

竹

屡

一

窟

士

見

町

一

広

島

ハ

ス

保

健

所

前

停

留

所

雨
m
轟
物
自
転
車
一
時
預

所
板
屏
．

堀
川
一
胡
町
金
座
街

面
中
勝
前

南
観
背
町
広
島
霞
鉄
．
ハ

南
観
第
一
―
ス
広
島
緊
害
倅
留
所
前

t

"
リ

郡

¥

こ
の
税
示
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

場

所

、、I¥I

公
殿
退
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
二
工
ハ
条
の
規

定
に
よ
h
調
製
す
る
補
充
選
挙
人
名
簿
の
調
製
、
縦
梵
、
異
議
の

決
定
及
び
碕
定
に
関
す
る
期
日
及
び
期
間
並
ひ
に
申
詰
の
方
法
及
び

期
間
を
、
同
法
第
二
十
七
条
第
三
項
の
規
足
に
よ
り
次
の
通
り
定
め

る。

碇異縦獨
躁

定決寃製

附定
期• -北1期

期
削日阻1日限

投

票

区

城

古
田
町
（
古
江
）
の
内
（
通
称
高
須
及
び
高
須
本

町
に
属
す
る
区
域
）
、
庚
午
北
町
五
丁
目
、
庚
午
北

町
六
丁
目
、
庚
午
北
町
七
丁
目
、
庚
午
北
町
八
丁

目
、
庚
午
北
町
九
丁
目
、
庚
午
北
町
十
丁
目
よ
り

庚
午
北
町
十
一

T
nま
で
（
観
光
道
路
西
側
以
西

に
属
す
る
区
域
）
、
庚
午
町
の
内
（
庚
午
北
町
十

1

丁
目
以
北
の
鉄
道
線
路
以
東
に
属
す
る
区
域
中
己

斐
第
一
・
一
投
票
区
に
属
し
な
い
区
域
）

古
田
町
（
古
江
）
の
内
（
他
の
投
票
区
に
属
し
な

い
区
域
）
、
古
田
町
（
山
田
）
庚
午
北
町
十
二
丁
目

納

付

す

ぺ

き

喪

用

別

敬

説

・会

場

昼

間

（

午

前

八

喜

十

分

叫

ら

午

御

五

暁

尉

）

「

剃

問

の

坪

数

平

一

士

昭

F
1

の
午
後
又
は
日
睛
日
（
午
後
五
時
か
ら
翌
日
の
午
前
八
時
一
―
―

日

若

し

く

ぱ

休

日

十

分

ま

で

）

学

校

一

四

五

坪

一

四

七

0
円

＿

九

五

i-
円

-

”

-

、

0111
八
円

々
-
―
-
i
0坪
一
•
•
四
七0
m
-

、

0
0
0
円
一
、

0
八
六
円

但
し
、
右
費
用
の
額
は
、
演
説
・
去
が
十
一
月
一
日
よ
り
＿
＿
一
月
―
―
-
+
―
昭
和
二
十
八
年
一
＿
一
月
二
十
九
日
・

日

ま

で

の

間

に

行

わ

れ

る

場

合

は

百

二

十

円

を

加

林

す

る

。

．

広

島

市

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

附

則

こ
の
規
則
は
、
昭
和
一

l

十

八

年

＿

＿

一

月

二

十

四

日

か

ら

施

行

す

る

。

選

挙

の

期

日

前

十

五

日

選
挙
の
期
日
前
十
五
日
か
ら
五
日
問

選
挙
管
理
委
員
会
の
定
め
る
別
記
登
録
申
賭
営

に
進
じ
記
入
の
上
提
出
す
る
こ
と

選
挙
期
日
前
九
日

選
挙
期
日
前
八
日
か
ら
一
＿
一
日
間

異
誠
の
申
立
を
受
け
た
日
か
ら

1

l

日
以
内

選
挙
の
期
日
前
＿
＿
一
日

広
選
管
告
示
甲
第
百
皿
号

調
製
の
現
在
期
日

登
録
申
請
期
間

登
録
申
詰
の
方
法

何 何

々

広

島

市

皆

央

町

中

村

勁

同

宇

品

町

福

田

稜

威

夫

同

段

似

新

町

西

田

展

康

同

茄

町

久

保

田

移
太

郎

憲

太

郎
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場

所

種
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古
田
投
票
区

，
ル
，

•
い

l
•
ー

9
.
9
i
-

―’
―]
-

9

-
9

9

虹
也

‘̀̀
・,it・4

•• 

'̀r

L
 

_̂‘‘, 

:
‘
ん
＇
•' 

額

B
 

巨
ロ

j

、
投
票
区
域
の
変
更

投
票
区
名

高
須
投
架
区

委

員

長

平

井

憲

太

郎

選
挙
雖
動
の
た
め
に
す
る
個
人
湖
説
会
の
旋
設
の
使
用
及
び
そ
の

使
用
に
よ
る
演
説
・
会
の
開
催
の
た
め
に
必
要
な
施
設
の
公
営
に
関
す

ろ
規
則
．
（
昭
和
二
十
五
年
五
月
四
日
広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会
規
則

第
一
号
）
の
l

部
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
9

昭
和
二
十
八
年
＿
＿
一
月
二
十
八
日

・

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

第
九
条
第

1

一
項
の
別
記
第
五
号
ノ
＜
様
式
中
応
援
弁
士
を
削
る
。

第
十
一
＿
一
条
の
別
記
第
八
号
様
式
中
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

広
選
管
告
示
甲
第
百
一
＿
一
号

及
び
庚
午
町
の
内
（
観
光
造
路
西
側
以
西
に
属
す

る
区
域
）

r, 
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一
広
選
管
告
示
甲
第
九
号

＂ん外
,‘，どぷ

9

号
:
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し“

1

9

.

 

9

、
9

淳

•
9
‘

t
,
;
•

會

9
 

.

.
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，す
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A

昭
和
二
十
八
年
四
月
八
日

広
島
市
遥
諮
悴
浬
委
負
会

委

員

長

平

井

じ目＂

,̀ 
•• 

'
」
＂
・
仁
保
器
罠
投
票
管
狸
者
代
理
者
広
島
市
仁
保
町

，i
`
，
＂
•
,
段
原
第
こ
裔
屈
投
喋
管
輝
者
代
理
者

：
•
[
広

V
i
J
．
且
島
九
翡
中
村

[
、•
f
.
9
,

＼
．
牛
山
器
罠
習
管
理
者
同
牛
山
町
野
村

',.
f

>

_
_
 

＿
篠
投
票
区
投
票
狩
理
者
代
理
者
同
．
＿
＿
＿
副
町
山
踏

□¥
．

己

斐

第

一

同

同

己

斐

町

井

本

.
、
[
E
9
日
右
の
者
を
解
任
し
左
の
者
を
選
任
す
る
．

』

□2525
品

薔

医

督

貸

者

代

理

者

広

島

市

仁

保

町

ロ
〗
月
段
原
第
一
同
同
段
肱
末
広
町

~
9
.
.
;
＂

~
5
、
牛
凹
投
票
区
投
票
狩
理
者
同
白
品
九
軒
町

,
'
・
年
一
＿
＿
篠
投
票
区
投
匹
森
薙
者
代
理
者
安
佐
郡

i

-

＿
入
村

口

蕊

己

斐

第

一

問

・

広

品

照

給

町

5

、'〕・；
1

[

和

．

I

口
~

・
蒼
、
、
旧
広
選
管
告
示
甲
第
十
一
号

紺・
.し>ヽ

"'・ 
池
出

金
子

松
山

今
橋

米
戒

深
山

修

文 m: -
雄雄・笑四甫

霞利秀直
典一夫禰， 

昭
和
二
十
入
年
一
＿
＿
月
二
十
四
日
広
島
県
選
挙
管
理
委
負
・
芸
告
示
第

+
1
1
号
に
よ

h
調
製
す
る
補
充
選
挙
人
名
海
の
縦
覧
を
左
の
場
所
に

て
行
う
。

ー

昭
和
二
十
八
年
四
月
七
日

広
島
市
選
挙
管
輝
萎
負
会

じlllll" 

尾
長
投
票
区
投
票
管
瑶
者
代
理
者
広
島
市
矢
智
町

右
の
者
を
解
任
し
、
左
の
者
を
遥
任
す
る
。

尾
長
投
票
区
投
粟
箭
理
者
代
理
老
広
島
市
若
草
町

広
選
管
告
示
甲
第
十
一
＿
一
号
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昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
執
行
の
参
議
院
議
員
通
常
選
挙
に

お
け
る
投
票
管
理
者
の
代
堕
者
を
、
祖
記
の
遥
り
選
任
を
変
更
す
る

I
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憲

松

田

頓

登

住
田

太

郎

守

虫
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報
ざ

，：
広
選
管
告
示
甲
第
十
号

¥
9
9
 

•• 

9
•
•
昭
和
二
十
八
醤
月
十
九
日
執
行
の
衆
議
院
議
負
総
選
挙
に
お
け

ぐ
｀
｀
・
・
る
投
罠
品
者
並
ひ
に
同
代
理
者
を
、
左
記
の
遥
り
選
任
を
変
更
す

る。

―市白島

広
選
管
告
示
甲
第
十
二
号

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
九
日
執
行
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
け

る
投
票
管
理
者
の
代
理
者
を
、
左
記
の
通
り
選
任
を
変
更
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
九
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

太

郎

米今 松 金 池
諏稿田子田

文 nt -
雄雄実餌甫

井山 野中 深
本 綺村 村山

煎 利 秀 直
典一夫碗悪

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四
圧
執
行
の
参
議
院
議
負
頑
常
速
挙
に

•
お
け
る
投
粟
管
理
者
並
ひ
に
同
代
理
者
を
、
左
記
の
通
り
選
任
を
変

昭
和
二
，

1

ー
八
年
四
月
ニ
ャ
四
甘
執
行
の
参
議
院
議
貞
通
常
選
挙
に
一
更
す
る
。

翌

裟

開

粟

管

理

者

を

、

左

記

の

涌

り

選

任

を

変

便

す

ろ

°

昭

和

二

十

八

年

四

月

八

日

昭

和

一

平

・

八

年

四

月

八

日

．

広

島

市

選

挙

管

理

委

員

会

．

広

島

市

選

挙

管

理

委

員

会

委

員

長

平

井

委

員

長

平

井

:~.. 
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至
"

＊
 

r
 

西
部
開
咄
森
薙
者
広
島
市
舟
人
JI
ロ

町

坂

田

右
の
者
を
解
任
し
、
左
の
者
を
速
任
す
る
。

西

部

開

票

管

理

者

広

島

市

宝

町

石

井

ヽ

我i'-'-、
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仁
俣
投
票
区
投
票
管
理
者
代
理
者
広
島
市
仁
保
町

段

原

第

一

同

．

．

、

同

白

島

九

軒

町

牛

田

投

票

区

投

票

管

理

者

同

牛

田

町

三
篠
投
票
区
投
票
管
理
者
代
珂
者
同
一
二
瀧
町

已

斐

第

一

｀

同

同

己

斐

町

右
の
者
を
解
任
し
、
左
の
者
を
選
任
す
る
。

仁
保
薔
悩
薔
〖
管
理
者
代
理
者
広
島
市
仁
保
町

段

原

第

一

同

し

同

段

原

末

広

町

生

出

投

粟

区

投

票

管

理

者

同

白

島

九

軒

町

―
-
＿
篠
投
票
区
投
票
管
理
者
代
理
者
安
佐
郡
i-
＿
入
村

己

変

第

一

同

広

島

市

基

町

特、...、

拇 太

郎

太

郎鴫
i9 

議場日

題所時

広
選
管
告
示
甲
第
十
五
号

憲 慾

太

郎

場日
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尾
長
投
粟
区
投
栗
管
理
者
代
理
者
広
島
市
矢
賀
町

右
の
者
を
解
任
し
、
左
の
者
を
選
任
す
る
。

尾
長
投
票
区
投
票
管
理
者
代
理
者
広
島
市
若
草
町
松
田

,
 

，
昭
和
i

]

十
八
年
四
月
九
日
．

i

広
島
市
選
挙
管
碑
委
員
会

委

員

長

平

井

広
選
管
告
示
甲
第
十
四
号

昭
和
二
十
八
年
四
月

l

―
十
四
日
執
行
の
参
議
院
職
員
通
常
選
挙
に

お
け
る
候
補
者
の
氏
各
及
び
党
派
別
の
掲
示
順
位
を
定
め
る
く
じ
を

左

記

場

所

に

お

い

て

行

う

。

．

昭
和
二
十
入
年
四
月
十
日

広
島
市
遅
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

B
 

圭
R

昭
和
1
一
十
八
年
四
月
十
三
日
午
前
十
時

広
島
市
役
所
内
広
島
市
遮
挙
管
理
委
員
会

広
島
市
選
挙
管
狸
委
員
全
を
、
左
記
に
よ
り
開
他
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
三
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

B
 

至＂

昭
和
1
1
+
八
年
四
月
十
六
日

広
島
市
役
所

昭
和
二
十
八
年
三
月
ー
―
-
+
-
8
翔
在
℃
廊
製
し

•
9補
充
選

挙
人
各
簿
の
異
眼
の
申
立
決
定
に
つ
い
て
．

•太:．9』.

広
選
管
告
示
甲
第
十
六
号

't

昭
和
二
十
八
年
四
月
七
九
日
執
行
の
衆
躁
院
議
員
総
選
挙
に
お
け

九
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郎
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田
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登
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太
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昭
和
＿
一
十
八
年
四
月
十
九
日
就
行
の
衆
策
院
議
負
総
選
挙
に
お
け

ゑ
開
票
管
理
者
を
、
左
記
の
涌
h
選
任
を
変
更
す
る
。
．

広
選
管
告
示
甲
第
八
号

広
選
管
告
示
甲
第
四
号

じ至ロ

西
部
開
喋
管
理
者
広
島
市
舟
人
川
口
町
坂
田

右
の
者
を
解
任
し
、
左
の
者
を
選
任
す
ろ
。

西
部
開
瞑
管
坪
者
広
島
市
宝
町
・

万
井

博
修

昭
和
二
十
八
年
四
月
四
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
貞
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

"3 
圭
g

翠
町
投
粟
区
投
漿
管
理
者
代
理
右
広
島
市
皆
実
町

宇

品

第

一

ー

ー

同

．

＇

．

同

宇

品

町

似

島

同

．

同

段

原

新

町

茄

町

同

、

同

甚

町

神

崎

．

同

同

汀

波

南

町

右
の
者
を
饂
任
し
、
左
の
者
を
逮
任
す
ち
。

翠
町
投
栗
区
投
栗
管
珂
者
代
理
老
広
島
市
段
原
新
町
西
田

宇

品

第

三

同

同

宇

品

町

渡

辺

似

島

同

佐

伯

郡

大

野

村

松

原

秘

町

問

広

島

市

茄

町

国

広

神

崎

同

同

江

波

南

町

膝

永

順茂久展
修三梅雄康

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
＿
十
四
日
執
行
の
参
議
院
議
負
河
常
選
挙
に

五
苛
百
q
,

一
以
上
の
支
出
一
報
告
甚
の
受

コE
千
円
以

上
の
支
出―

―

理

年

月

日

霜

翌

富

咤

直

靡

一

支

出

の

総

紐

一

件

数

総

額

件

数

総

額

件

数

総

額

件

数

総

額

」

寄

附

の

総

―

政
党
、
協
会
そ
の
他
の
同
休
名

額

―
―
―
―
―
 

靡

醤

疇

尋

鯰

譴

讐

一

な

し

ー

一

ー

一

ー

一

ー

一

な

し

．

ー

ー

ー

ー

四
、
主
要
た
寄
附
者
及
び
支
出

¢
&
 

該
当
な
し

-^、
g

、七

前久西福中
田保田田村
田稜

展威
I 

新務康夫助

広
選
管
告
示
甲
第
六
号

寧...... 

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
執
行
の
参
議
院
議
員
涌
常
選
挙
に

お
け
る
投
票
管
理
者
の
代
理
者
を
、
左
記
の
遥
り
選
任
を
変
更
す
る

昭
和
二
十
八
年
四
月
六
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会井．

委

員

長

平

太

郎

じ―-
＝

l

口

＿
一
葉
投
票
区
杓
粟
管
理
者
代
理
老
広
島
市
某
町

元

宇

品

同

同

元

宇

品

町

右
の
者
を
解
任
し
、
左
の
者
を
選
任
す
る
。

二
葉
器
添
区
将
票
管
理
考
代
理
者
広
島
市
牛
田
町
佐
々
木
英
男

売

宇

品

同

同

皆

実

町

山

根

喜

助

国
友

手
品

栃
男悟

広
選
管
告
示
甲
第
五
号

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
九
日
戟
行
の
衆
議
院
議
員
総
選
挙
に
お
け

ろ
投
票
管
理
者
の
代
理
食
ヽ
．
左
記
の
涌
り
選
任
を
変
更
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
七
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

負

長

平

井

憲

太

郎

広
選
管
告
示
甲
第
一
＿
一
号

|

・

'

 

神

一

崎

，

同

同

江

波

南

町

右
の
者
↓
互
品
解
任
し
左
の
考
を
選
任
す
る
。

翠
町
投
粟
区
波
票
管
理
老
代
理
者
広
島
市
段
原
新
町

宇

品

第

三

ー

同

同

．

宇

品

町

似

島

同

佐

伯

郡

大

野

村

基

町

同

広

島

市

茄

町

神

崎

同

同

汀

波

泄

町

ヽ

西
田
展
康

渡
辺
久
雄

松
原
茂
栂

国
広
順
―
―
―

蕨

永

修

B
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縦
覧
場
所
広
島
市
役
所

参
考
縦
覧
詞
問
自
四
月
＋

E
室
四
月
十
四
日
午
前
八
時
ー
―
―
十
分

か
ら
午
後
五
時
ま
で

前
田

新．．

憲

太

郎

政
治
安
金
規
定
法
第

'-'-1条
の
規
定
に
よ
ろ
報
平
11

害
空
翌
日
は
、

次
の
涌
り
で
あ
る
。

昭
和
一
「
十
八
年
四
月
八
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
．
！

．

委

貞

長

平

井

窓

太

郎

一
、
種
類
政
浩
資
金
規
定
法
第
十
一
一
条
に
よ
ろ
報
付
西

二
、
期
間
自
昭
和
ニ
ャ
七
年
五
月
一
日

．．
 

至
昭
和
二
十
七
年
エ
一
月
―
―
-
+
―
日

、
報
告
害
の
要
旨

広
選
管
告
示
甲
第
七
号

B
 ＇ 

1
一
葉
袈
票
区
控
票
管
雖
老
代
狸
老
広
島
市
茄
町
・

元

宇

品

同

同

元

宇

品

町

右
の
者
を
解
任
し
、
左
の
者
を
選
任
す
る
。

二
葉
和
票
区
忠
票
管
理
考
代
理
者
広
島
市
牛
田
町

元

宇

品

同

同

皆

実

町

佐
々
太
英
男

山

根

喜

助

国

友

栃

男

寺

島

・

悟

お
け
ろ
投
票
管
理
老
の
代
理
夫
を
、
左
記
の
通
h
選
任
を
変
更
す
る

昭
和
二
十
八
年
四
月
七
日

広
品
市
選
挙
管
狸
委
員
会

委

負

長

平

”

井

憲

太

郎

＇ 

．．
 ；＇・,；．
i.

ー

1
i
i
!！
：
・
,

．,
3,19,
．．．
 
t
|

＇
’
.
1
'
9

,

．
,
·
,
＇
•
9
·
,
1
•
9
1
1
9
,
i
:
·
·

:

＇
ト

i

r

r

が

．

．

．

r

：

｀

＂
，
9

;
,＇・7,7,i,
＞'，・いよ＇1．望

こ`
ぷ
5

喜

9:＇9{，9[̀
f.tい

9,J>＊

"r̀
.tル
.
j

ぐ・伝・`
戸
9
.
.
f

．立

．．
 臼
ぶ

•
•
[
5

•• 
父
9
.
'
e
1
〗
い
、
わ

-..
3ロ
・
：
口
ゞ

・

s
'
 

．．

．
 
`

‘

"

9

,

．,
』
．
9

A
.
,
．
』
.
、
•
a

い
い
ビ
笈
文
ど
が
．
、

2

」
．

‘.`
 

”
 

．．
 

．
 

＂ 

、

9

(

,

‘

‘

r

.

＇

八

，

／

i

1,

.
'7,•9 

＼
 

à
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月 52日

〗
一
中
部
開
栗
管
理
者
告
示
第
二
号

28

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
執
行
ク
参
議
院
（
全
因
選
'
2
)

議

和
員
選
挙
に
お
け
る
中
部
開
媒
料
讐
屈
・
会
人
の
く
じ
を
、
左
記
日
特
、

月n
場
所
に
お
い
て
行
う
。
｀
．

．．

広

場 日

，所時
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
執
行
の
参
議
院
（
全
国
選
出
）
疵

負
選
学
に
お
け
る
西
部
開
棠
区
開
梨
立
会
人
の
く
じ
を
、
左
叱
日
時
、

場
所
に
お
い
て
行
う
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
1

日

広
島
市
西
部
開
粟
区
開
煤
管
迎
者

加

蕊

政

”1
 

じ1-＝-a 
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
午
後
一
時
四
十
分

広
島
市
役
所
（
議
会
議
事
堂
）

＇ し~ -

" ' 

島
一
西
部
開
票
管
理
者
告
示
第
二
号

u
 

目

市
＿
開
粟
の
日
時
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
五
日
午
前
八
時

開
粟
の
場
所
広
品
市
舟
人
小
学
校

夫

西
部
開
票
区
開
票
管
理
者
告
示
第

1

号

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
執
行
の
参
議
院
議
員
遥
常
選
挙
に

つ
き
直
部
開
棠
区
開
匹
示
の
場
所
及
．
ひ
日
時
を
．
、
次
の
通
り
定
め
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
九
日

広
島
市
西
部
開
梨
区
開
猥
管
理
者

佐

伯

郡

五

日

市

町

加

藤

政

夫
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号(
-
’
開
梨
の
日
時

開
叩
空
の
場
所

じnna 
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
五
日
午
前
八
時

広
島
市
中
央
公
民
錮

外）

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
九
日

広
島
市
中
部
開
粟
区
開
粟
管
理
者

翠

町

高

山

， ．`， 'ヽヽ

.. I召和 28年 5 •月 25 日

広
選
管
告
示
甲
第
十
九
芳

平
山
忠
外
二
八
六
名
よ
h
申
立
の
あ
っ
た
補
充
選
挙
人
名
輝
に
つ

じ芸＂

日
時
昭
和
二
十
八
年
四
月
十
七
日
午
前
十
時

場
所
広
島
市
役
所
内
広
島
市
遥
学
管
瑶
委
員
会

広

選

管

告

示

甲

第

十

八

号

＇

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
九
日
執
行
の
衆
誨
院
議
負
総
選
挙
に
お
け

る
候
補
者
の
氏
名
及
び
党
振
別
の
掲
示
順
位
を
定
め
る
く
じ
を
左
記

日

時

場

所

に

お

い

て

行

う

。

'

’

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
四
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
貞
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

広 島

じ―
―
-iin 

西

部

開

猥

管

理

者

広

島

市

宝

町

右
の
者
を
解
任
し
、
左
の
者
を
選
任
す
る
。

西

部

開

粟

狩

理

者

佐

伯

郡

五

日

市

町

加

藤

政

夫

右

井

膊

市

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四

E
．
執
行
の
参
議
院
譲
負
通
常
選
学
に

お
け
る
開
粟
管
理
者
を
、
左
記
の
通
h
選
任
を
残
更
す
ろ
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
三
日

広
島
市
選
挙
管
委
負
会

委

員

長

平

井

葱

太

郎

報

広
選
管
告
示
甲
第
十
七
号

じ吾II

西

部

開

粟

管

珂

者

広

島

市

宝

町

右
の
者
を
解
任
L
左
の
者
を
逆
任
す
る
。

西

部

開

粟

管

理

老

佐

伯

郡

五

日

市

町

加

藤

政

夫

，
 

万

井

栂

（号 外）

ろ
開
漿
管
理
者
を
、
た
記
の
遥

h
造
任
を
亦
更
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
＿
―
-
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会

委

員

長

平

．

井

憲

太

郎

場 日

所時

夫

場日

所 時
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昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
午
後
一
時
二
十
分

広
島
市
役
所
（
議
会
議
事
堂
）

東
部
開
栗
管
理
者
告
示
第
二
号

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
執
行
の
参
議
院
（
全
国
退
廿
）
議

負
選
挙
に
お
け
る
東
部
開
梨
区
開
梨
立
会
人
の
く
じ
を
、
左
記
日
時
、

場
所
に
お
い
て
行
う
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
一
日

・

広
島
市
東
部
開
巣
区
開
梨
管
理
者

江

口

松

じ至n

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
午
後
一
時

広
島
市
役
所
（
議
会
議
事
堂
）

西
部
開
票
管
理
者
告
示
第
一
ー
一
号

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
執
行
の
参
誠
院
（
地
方
選
出
）
識

員
造
挙
に
お
け
る
西
部
開
媒
区
開
栗
立
会
人
の
く
じ
を
、
左
記
日
時
、

場
所
に
お
い
て
行
う
。

昭

和

二

十

八

年

四

月

二

十

一

日

．

広
島
市
西
部
開
票
区
開
栗
管
理
者

加

蕊

政

場日

所時

B
 

―――ーロ

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
午
後
一
時
四
十
分

広
島
市
役
所
（
議
会
議
事
堂
）

中
部
開
票
管
理
者
告
示
第
三
号

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
阻
日
執
行
り
参
戒
院
（
地
方
逃
は
）
議

負
逃
挙
に
お
け
る
中
部
開
粟
区
開
粟
立
・
会
人
の
く
じ
を
、
左
記
の
日

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
ご
ロ

広
島
市
中
部
開
匹
否
に
開
梁
管
理
者

高

山

一

芳

ー

'

,
 

＇ 
r
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▼
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・
・
ー

4
1

~9
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昭
和

1

一
十
八
年
＿
＿
一
月
―
―
-
＋
一
日
現
在
に
お
い
て
鴨
製
し
た
補
充
選

挙
人
名
源
は
、
同
四
月
十
七
日
確
定
じ
た
の
で
、
広
島
市
に
お
け
る
．

選
挙
櫂
を
有
ナ
る
者
の
そ
の
総
放
の
五
十
分
の
一
の
数
並
ひ
に
一
＿
一
分

の
鼻
一
の
数
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

広
選
管
告
示
甲
第
二
十
一
号

広
選
管
告
示
甲
第
二
十
号

昭
和
二
十
八
雲
一
月
＿
＿
＿
十
一
日
現
在
に
お
い
て
調
製
の
本
市
補
充

選
挙
人
名
海
に
閥
す
る
異
議
申
立
に
対
す
る
四
月
十
六
日
の
決
定
に

基
き
公
職
選
挙
法
第
二
十
九
条
に
よ
る
同
法
第
二
十
＿
＿
一
条
第
二
項
の

規
定
に
よ
り
補
充
選
挙
人
名
臨
を
別
紙
要
領
に
よ
り
修
正
し
た
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
六
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

寄.，....、

太

郎

祖
異

議

申

立

人

平

山

忠

外

二

八

六

名

右
申
立
の
要
旨
は
、
三
月
ー
―
-
+
一
日
瞬
製
の
広
島
市
補
充
選
挙
人

名

簿

に

昭

和

年

月

日

よ

h
本

市

町

番

地

に

居

住

L

四
月
一
日
ま
で
に
引
i
誓
差
箇
月
以
上
住
所
を
有
し
何
等
選
挙
権
に

関
す
る
鉄
格
宮
項
が
な
い
の
で
、
該
名
潮
に
登
録
せ
ら
れ
た
い
と
い

Ar
．
の
で
、
公
織
速
挙
法
第
二
十
九
条
に
よ
ろ
阿
注
第
一

]
1
-
―i

条
の
規

定
に
よ
h
こ
れ
を
受
理
し
、
審
査
の
結
果
、
申
立
人
の
申
立
は
充
当

で
あ
る
の
で
、
速
挙
人
平
山
忠
外
二
八
六
名
は
選
挙
権
を
有
す
る
も

の
と
す
る
。

右
の
理
由
に
よ
り
左
の
如
く
決
定
す
る
。

異
議
申
立
に
係
る
選
挙
人
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
＿
一
月
一
二
十
一
日
現
在

に
よ
h
顎
製
の
本
市
補
充
人
名
癒
に
登
録
せ
ら
れ
る
も
の
と
す
る
o・

決

定記

い
て
の
異
睾
申
立
は
、
左
記
決
定
寄
の
通
1
1
決
定
し
た
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
六
日

広
島
市
選
挙
管
狸
委
員
会

委

負

長

・

平

井

憲

太

郎

場日

所時

．．
 
‘•

9 
＇ 

9

,
，
 ．
 ．
 

,．， 
．．
 

時
、
場
所
に
お
い
て
行
う
。

昭
和

n
十
八
年
四
月
二
十
一
日

広
島
市
中
部
開
票
区
開
粟
管
理
者

高

山

一

U
J
 

号
日

昭
和
二
十
八
年
四
月
一
＿
十
二
日
午
後
一
時
二
十
分

広
島
市
役
所
（
議
会
議
事
堂
）

,

-

●

●

’
 

.
'

、

`
•

9

, 

t
、
'[;

,9
.
1
,．臼
ぷ

4
．パJ

,

均
翌
且
忍
i
-

中
部
開
票
区
開
票
管
理
者
告
示
第
一
号

昭
和
一
ー
十
八
年
四
月
二
十
四

8
執
行
の
参
譲
院
議
負
通
常
選
挙
に

つ
き
中
部
開
票
区
開
票
の
埠
所
及
び
日
時
を
、
次
乞
迪
h
定
め
ろ
。

B
 

至
日

開
票
の
日
時
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
在
日
午
前
八
時

開
票
｀
の
場
所
広
島
市
荒
神
町
小
学
校

昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
四
日
執
行
の
参
暇
院
議
員
遥
常
選
挙
に

つ
き
東
部
開
粟
区
開
粟

の
場
即
及
び
日
時
を
、
次
の
通
り
定
め
る
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
九
日

広
島
市
東
部
開
票
区
肋
票
管
理
者

甚

町

江

口

松

芳

東
部
開
票
区
開
票
管
理
者
告
示
第
一
号

じ-＝ロ

日
時
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
二
日
午
前
十
時

場
所
広
品
市
役
所
内
広
島
市
選
挙
管
頸
委
負
会

昭
和
二
十
八
年
四
月
ー
ー
十
四
日
執
行
の
参
議
院
漆
負
通
常
選
挙
に

お
け
る
灸
職
選
挙
法
第
百
七
十
式
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
杓
票
所
の

候
補
者
の
氏
名
及
び
党
派
別
の
掲
示
廂
位
を
定
め
る
＜
じ
を
左
記
日

時
、
場
所
に
お
い
て
行
う
。

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
八
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

広
選
管
告
示
甲
第
二
十
二
号

三五
分十
の分
ーの

の一祀
数の
数~

―
―
-
、
六
三
八

六

0
、
六
四
〇

昭
和
二
十
八
年
四
月
十
七
日

、

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
．

委

員

長

平

井

憲

太

郎

-
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規
程
の
一
部
改
記
・
・
・
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…
…
…
…
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広
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水
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磁
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管
珂
者
の
権
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に
屈
ナ
ろ
金
銭
の
用
納
そ
の
他

広
島
市
保
餓
町
泄
堂
協
譲
会
規
程
の
一
荊
改
定
・
・
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・
…
…
…
…
…
・
―
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会
計
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一
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委
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規
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•
…
…
…
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·
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改
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広
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市
昼
問
人
口
調
在
規
則
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広
島
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水
道
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検
収
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黎
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規
程
：
…
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…
·
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·
…
…
…
…
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•
1
-
＿
六

的
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広
広
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予
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会
計
規
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一
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改
韮
・
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•
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選
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月

市

議

会

招

集

に

つ

い

て

政
治
査
金
規
花
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
る
報
牛
＂
街
の
吸
旨
に
つ

6

食
品
甜
生
監
視
負
の
飾
票
等
の
紛
失
に
つ
い
て
…
•
•
•
i••.•••••.••• 

＾
 

・

て

・

…

...................................... …
…
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
広

0

-̂， 

ャ
．
年
躁
決
予
邸
公
告
；
：
•
•
•
•
•
…
…
…
•
…
•
•
;
…
…
•
…
…
…
…
…
…
…
…
•

9
‘
,
2
8
広
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収
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設
置
に
伴
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九
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い
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市
翌
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屋
（
兒
窟
文
化
会
館
）
．

塁

戻

徴

収

課

孟
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（

工

芸

指

導

所

雨

屋

一
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中

央

公

民
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中
孟
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総
務
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総
務
牒
）
巾
一
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競
臨
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所
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昭
和
一
一
十
八
年
六
月
一
日

広
島
市
長

浜

井

舌
＂

＇ー

広
島
市
癸
寮
条
例
の
一
部
を
改
正
ナ
ろ
条
例

広
島
市
贅
窃
条
例
（
四
和
二
十
四
年
十
二
月
二
手
一
日
広
島
市
条

例
第
六
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
花
す
る
。

別
表
位
骰
の
闘
中
「
広
島
市
ド
柳
町
四
七
一
番
地
の
一
」
を
「
広

島
市
比
治

rlI
町
ニ
ー
香
地
」
に
改
め
ろ
J

附

圃

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
品
市
玉
歪
指
遵
所
使
用
料
及
び
手
数
丹
宋
例
の
一
部
を
改
軍
す

ろ
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
ろ
。

昭
和
二
十
八
年
．

i

ハ
月
一
日

広
油
市
妥

浜

井

信

広
島
市
脊
察
条
例
の
一
部
を
改
定
す
ろ
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す

る。 人所

広

島
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昭和 28年 6 “ 
月 20日 広 島

゜
市 報 （第 86号）

広
島
市
規
則
第
三
十
一
号

広
島
市
昼
間
人
口
調
荘
規
則

（
こ
の
規
則
の
趣
旨
）

第
一
条
本
市
が
指
足
統
計
調
征
と
し
て
行
り
広
島
市
昼
間
人
口
調

荘
（
以
下
「
昼

1
人
口
調

lE」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、
別
に
定

が
あ
る
も
の
の
外
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

'
（
調
査
の

H
的

）

．

第
一
●
条
昼
間
人
口
調
在
は
、
大
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
に
必

嬰
な
粛
要
査
料
及
び
行
政
各
般
に
必
哄
な
茄
礎
資
料
を
得
る
こ
と

を

目

的

と

す

る

。

疇

（
定
義
）

第
三
条
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は

、

当

該

各

号

に

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

‘

一
泄
帯
住
居
及
び
家
計
を
と
も
に
す
る
者
の
集
り
又
は
一
人

で
独
立
し
て
住
居
若
し
く
は
家
計
を
維
持
す
る
者
を
い
う
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
寄
宿
舎
、
下
宿
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す
ろ
施

設
に
常
時
宿
泊
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
当
該
施
設
に
宿
泊
す
る

島 市 報→ （第 86号）

広
品
市
昼
闊
人
口
調
査
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
九
日
ー

広

島

市

長

浜

井．

信
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広
島
市
収
入
証
紙
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
収
入
証
紙
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
八
月
十
四
日
広
島
市
規

則
剪
ー
ー
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
但
田
中
「
若
L
く
は
公
金
取
扱
所
（
広
島
市
予
算
、
決
笠

及
び
会
計
規
皿
（
昭
和

i

I
+
式
年
八
月
十
四
日
広
島
市
規
則
第
一
1
-
+

七
号
）
第
入
十
三
条
の
二
第
一
i

項
の
公
金
坂
扱
所
を
い
う
。
）
」
を
、

「
公
金
販
扱
所
（
広
島
市
予
邸
、
決
邪
及
び
会
計
規
則
（
昭
和
二
十

五
年
八
月
十
四
日
広
島
市
規
則
第
一
二
十
七
号
）
第
八
十
＿
―
一
条
の
二
第

二
項
の
公
金
販
扱
所
を
い
う
。
）
若

L
く
は
金
犀
収
納
店
（
広
島
予
算
、

決
尊
及
び
会
計
規
則
第
八
十
三
条
竺
＿
＿
第
二
項
の
金
庫
収
納
店
を
い

5
C
)
」
に
改
め
る
。

甘

軋

入
9

"
I
 

J

の
規
期
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
ろ
。
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昭和28年 6

浜

井

信

月20日

水
道
局
職
負
で
、
労
励
組
合
を
結
成
L
又
は
こ
れ
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
の
範
囲
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
ろ
条
例

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
一
日

広
島
市
長

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

鍔
物
砂
試
験

揆
器
の
箭
皮
検

在試
片
製
作

意
匠
肉
案
の
調

製設
計
及
び
製
図

楼
器
又
は
丁
芸

品
試
作

特
別
の
経
悦
を

瑛
す
る
指
導
及

び
毀
料
の
し
ゅ

う
集

成
績
密
又
ま
証

明
術
の
謄
本

高
周
波
乾
燥
成

型
合
板

ー
布
に
つ
き

一、

0
0
0円
以
下

一
件
に
つ
き

四
0
円
以

F

広

実
費

突
四

突
毀

正
す
る
条
例

火
島
市
工
芸
指
導
明
徒
用
料
及
び
手
数
料
条
例
（
昭
和
一
一
十
二
年

二
月
五
日
広
島
市
条
例
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
ざ
Q

o

第
二
条
第
一
号
及
び
第
一
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

使

用

料

工
作
殻
備

伝

習

二

手

数

料

材
料
強
度
試
験

材
料
組
織
検
査

金
属
分
折
試
験

試
片
一
憫
に
つ
ゞ
さ

試
片
一
個
に
つ
き

一五
0
円
以
上
―
-
、
0
0
0
円
以
下

一
成
分
又
は
一
件

に
つ
き

一

件

に

つ

き

羊

0円
以
上
―
-
、

0
8円
以
下

一
澗
又
は
一
台
に
一
c
o
円
以
上
一
、
果
苔
円
以

つ
き

．

下

一

個

に

つ

き

写

0
円
以
上
―
―

-g円
以
下

一
件
に
つ
き
―
―

-8円
以
上
―
―
-
、

8
0円
以
下

ち
0

m
以
上
写
0
0
円
以
下

-8円
以
上
too
円
以
下

一
日
一
件
に
つ
き
芋
0
円
以
上
一
、
芭
0
円
以
下

一

月

に

つ

き

五

0
0円
以
下

t. 

四
学
校
学
校
教
育
法
（
昭
和
=
+
―
一
年
法
律
第
一
一
十
六
号
）
第

一
条
に
規
定
す
る
学
校
及
び
同
法
第
八
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
ろ
各
稲
学
校
を
い
う
。

五
従
業
先
仕
事
の
行
わ
れ
て
い
る
一
定
又
は
不
定
の
場
所
を

い
う
。

六
一
時
現
在
者
六
月
三
日
午
前
零
時
硯
在
旅
行
中
等
で
た
ま

た
ま
本
市
内
に
滞
在
し
・
い
て
、
前
日
の
午
後
六
時
以
前
に
本

市
内
に
到
齋
し
て
い
た
広
島
市
外
常
住
者
及
び
六
月
―
―
日
午
前

零
時
以
前
か
ら
本
市
内
に
滞
在
し
て
い
て
六
月
一
＿
日
午
前
六
時

以
後
に
本
市
内
を
出
発
し
た
広
島
市
外
常
住
者
を
い
う
。

（
調
査
の
時
期
）

第
四
条
昼
間
人
口
調
査
は
、
昭
甜
二
十
八
年
六
月
一
＿
一
日
午
前
盆
時

現
在
（
以
下
「
調
査
の
時
期
」
と
い
う
0
)

に
よ
つ
て
行
う
。

（
調
査
の
対
象
）

第
五
条
昼
間
人
口
調
在
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
者
を
対
象
と
し

て
行
う
0

但
し
，
、
連
合
国
軍
の
将
兵
、
外
国
政
府
の
公
蒋
を
帯

び
て
日
本
に
駐
在
す
る
者
及
び
こ
れ
ら
の
家
族
を
除
く
。

一
調
査
の
時
期
に
お
い
て
広
島
市
内
に
常
住
J
1
る
者

二
調
歪
の
時
期
の
訓
日
の
午
前
六
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
の
間

に
登
校
、
出
勤
又
は
一
定

L
た
梁
蒋
の
た
め
広
島
市
内
に
か
よ

っ

た

広

島

市

外

常

住

者

．

―
―
―
一
時
現
在
者

（
調
査
事
項
）

第
六
条
左
の
各
号
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
は
．
‘
呈
該
各
号
に
掲
げ

る
事
項
に
つ
い
て
調
査
す
ろ
も
の
と
す
る
。

前
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
該
当
＋
る
者

イ

氏

名

ロ

性

別

＾
生
年
月
日

ニ

渚

年

齢

＊

現

住

所

す
べ
て
の
者
の
集
り
を
一
世
帯
と
す
る
。

二
世
帯
主
前
号
前
段
の
泄
帯
を
主
宰
す
る
者
を
い
う
。

1_
＿
泄
帯
の
管
理
者
第
一
号
後
段
の
世
帯
を
管
理
す
る
者
を
い

‘ヽう。

従
業
先
又
は
学
校
の
名
称
及
び
場
所

従
業
先
の
事
梁
の
稲
類

チ

利

用

交

碇

槻

閲

、

リ
六
月
一
＿
日
午
前
六
時
か
ら
午
後
六
時
ま
で
．
の
全
時
間
を
遥

し
て
太
市
内
に
在
、
不
在
の
別
（
市
内
常
住
者
の
み
。
）

・
木
市
内
に
居
住
し
た
い
希
苗
の
有
無
（
市
内
常
住
者
の

み
o
)

ル
昭
和
二
十
年
八
月
六
日
原
煤
炸
裂
時
に
市
西
に
在
否
の
別

二
前
条
第
三
号
に
該
当
す
ろ
者

イ
氏
名
．
＇

ロ

性

別

＾

満

年

齢

．
—
-
常
住
地
、

示

宿

泊

先

・

し

へ

一

時

滞

在

の

理

由

．

（
調
査
の
方
法
）

第
七
条
昼
間
人
口
調
在
の
方
法
は
、
左
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ

に

よ

る

。

‘

一
第
五
条
第
一
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
世
帯
を
涌
じ

て
行
う
。

―
―
第
五
条
第
一
一
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
．
そ
の
者
の
属

芍
る
学
校
又
は
従
業
先
を
羅
じ
て
行
う
ト

＿
―
-
第
五
条
第
一
一
一
号
に
該
当
す
る
者
に
つ
‘
て
は
．
一
時
滞
在
先

の
世
帯
、
旅
館
等
を
涌
じ
て
行
う
0

,

（
申
告
の
義
謗
）

第
八
条
世
帯
主
又
ば
冊
帯
の
管
理
者
は
、
調
査
の
時
期
に
お
け
る

冊
帯
員
又
は
一
時
硯
在
者
に
つ
い
て
、
学
校
畏
又
ぱ
事
業
主
は
、

当
該
学
佼
又
は
従
業
先
の
被
獨
査
者
に
つ
い
て
、
別
に
定
め
る
広

島
市
昼
間
人
口
調
査
票
（
以
ド
「
調
査
粟
」
と
い

5
。
)
又
は
広
島

市
昼
間
人
口
調
査
一
時
現
在
者
調
査
粟
（
以
下
「
一
時
現
在
者
調

醤
ご
と
い
う
。
）
に
よ
り
、
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

第
五
条
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
第
六
条
第
一
号
又

ほ
第
二
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
申
告
し
な
か
っ
た
者
又
は

霞
複
し
て
申
告
し
た
者
は
、
そ
の
旨
を
調
査
の
時
呵
後
一
―
―
日
以
内

トへ

‘
.
,
.
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広
島
市
条
例
第
二
十
九
号

広
島
市
競
臨
競
馬
事
謗
局
条
例
の
一
部
を
改
正
す
r
2
条
例

広
島
市
規
則
第
三
十
号

・ ; 
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浜

広
島
市
競
論
競
馬
卒
務
局
条
例
の
一
部
を
改
正
す
ろ
条
例
を
•
•
J
0
.
J

に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
一
＿
日

広
島
市
長

井

信

昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
九
日

広

島

市

長

浜

井

信

広
島
市
収
入
証
紙
規
則
の
一
部
を
改
花
す
ろ
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。

広
島
市
条
例
第
二
十
八
号

社
会
保
瞭
広
島
市
民
病
院
条
例
の
一
部
を
改
正
す
ろ
条
例

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
例
第

十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
一
項
を
削
る
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

浜

広
島
市
条
例
第
二
十
七
号

水
道
局
職
員
で
、
労
働
組
合
を
結
成
し
又
は
こ
れ
に
加
入
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の
範
囲
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
・

水
這
局
識
負
で
、
労
慟
組
合
を
結
成
し
叉
は
こ
れ
に
加
入
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
者
の
範
囲
を
定
め
ろ
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市

条
例
第
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
号
及
び
第
五
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

•
四
総
務
課
の
総
移
係
長
、
人
事
係
長
及
び
財
務
係
長
並
び
に
会

計

謀

の

会

計

係

長

、

五
総
誇
謀
に
勤
謗
す
る
職
員
で
、
局
の
秘
聾
、
人
事
又
は
労
偏

関
係
に
関
す
る
事
移
を
担
当
ず
ろ
史
員

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
ろ
。

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
条
例
の
一
部
を
改
正
す
ろ
条
例
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
一
日

広
島
市
長

井

信

広
島
市
規
則
第
二
十
九
号

広
島
市
傑
健
所
運
営
協
疵
会
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
保
建
所
運
営
協
議
会
規
程
（
昭
和
二
十
三
年
十
二
月
一
日

広
島
市
規
則
第
宜
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
充
条
中
「
一
年
」
を
「
二
年
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
但
街
を

加
え
る
。但

し
、
補
欠
委
員
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
ろ
。

附

則

1
，
こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

こ
の
規
則
施
行
の
際
硯
に
そ
の
職
に
あ
る
委
負
の
任
期
は
、
改

花
後
の
広
島
市
保
紐
所
運
営
捺
議
会
規
程
第
宝
条
の
規
足
に
か
か

わ
ら
ず
、
昭
和
二
十
九
年
一
＿
一
月
一
＿
＿
十
一
日
ま
で
と
す
る
。

広
島
市
保
建
所
速
常
協
議
会
規
程
の
一
部
を
敬
正
す
る
規
則
を
こ

J

に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
五
月
十
八
日

広
島
市
長

浜

井

信

◎
規

則

広
島
市
競
綸
競
馬
事
謗
同
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
度
広
．
墜
巾
条
例

第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
・
T
る。

第
一
＿
一
条
中
「
局
長
」
の
次
に
「
次
長
」
を
加
え
る
。

第
四
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

2
次
長
は
、
局
長
を
補
佐

L
、
局
長
に
事
故
が
あ
ろ
と
き
は
、
そ

の

戦

酪

を

代

理

す

る

。

・

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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第
百
十
七
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

旬
（
検
査
の
立
会
）

邸
第
百
十
七
条
収
入
役
は
｀
第
面
十
三
条
に
規
定
す
る
検
査
を
行
う

と
き
は
、
そ
の
旨
を
出
納
員
、
資
金
前
渡
事
移
取
扱
者
（
市
長
が

特
に
指
定
す
る
者
に
限
る
0

)

又
は
市
金
庫
事
移
取
扱
銀
行
の
代

⑱
-

表
者
に
涌
知
し
て
、
そ
の
立
会
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
立
会
を
求
め
ら
れ
た
者
が
自
ら
立
会
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
そ
の
代
理
者
を
立
会
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
る
。

第
七
号
椋
式
及
び
第
二
十
九
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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に
最
寄
り
の
調
査
員
又
は
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
申
告
義
務
者
の
代
理
者
）
．

第
九
条
調
査
員
は
、
謂
査
に
際
し
、
世
帯
主
が
不
在
の
と
ぎ
又
は

世
帯
の
管
理
者
が
不
在
若
し
く
は
存
し
な
い
と
き
は
、
事
実
上
当

該
世
帯
を
管
理
す
ろ
岩
又
に
こ
れ
に
準
ず
る
者
を
、
世
帯
代
理
又

は
世
帯
の
管
理
者
代
理
と
し
て
指
走
す
る
こ
と
が
で
き
る
3

2

学
校
畏
叉
は
事
架
主
に
つ
い
て
も
、
前
項
の
規
定
を
池
用
す
る
。

（
調
査
の
管
掌
）
＇

第
十
条
市
長
は
、
昼
刷
人
口
調
査
の
執
行
を
管
掌
す
る
。

（
調
査
区
の
設
定
）

第
十
一
条
昼
閥
人
口
調
査
の
調
査
区
は
、
昭
和
二
十
五
年
国
勢
調

査
の
調
査
区
に
よ
る
。

（
調
査
負
）

第
十
二
条
調
査
員
は
、
市
長
が
任
命
す
る
。

2

調
査
員
は
、
市
長
の
指
揮
監
督
を
受
け
て
そ
の
担
当
区
域
内
に

お
い
て
、
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者

（
以
下
「
申
告
義
謗
者
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
調
査
票
叉
は
一
時

現
在
調
査
粟
の
配
布
、
取
集
め

0

そ
の
他
こ
れ
ら
に
附
帯
す
る
事

謗
を
行
う
。

（
事
謗
を
行
う
期
間
）

第
十
＿
＿
一
条
調
査
員
が
申
告
袈
謗
者
に
対
し
て
、
前
条
第
二
項
の
事

移
を
行
う
期
間
は
、
昭
和
二
十
八
年
五
月
＿
＿
一
十
日
か
ら
昭
和
二
十

八
年
六
月
八
日
ま
で
と
す
る
。

2

調
査
粟
又
は
一
時
現
在
者
調
査
票
の
記
載
事
項
の
訂
正
等
必
要

が
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
期
間
経
過
後
に
お
い
て
も
、
こ
れ
を
行

り
も
の
と
す
る
。
．

（
調
査
票
の
提
出
）
‘

第
十
四
条
申
告
義
瀦
者
は
、
調
査
員
の
指
定
す
る
期
日
ま
で
に
、

調
査
票
又
は
一
時
現
在
者
調
在
票
に
必
要
事
項
を
記
載
し
。
こ
れ

を
調
査
員
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

調
査
員
庄
別
に
市
長
の
定
め
る
期
日
ま
で
に
担
当
区
域
内
の

調
査
梨
及
び
一
時
硯
在
者
調
在
栗
を
販
り
集
め
て
、
照
査
表
と
と

も
に
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
統
計
従
密
者
）

一
l
 

口口に

（
事
故
の
時
の
処
斑
）

第
十
九
条
天
災
事
変
そ
の
他
避
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
故
の
た

め
・
第
八
条
に
規
定
す
る
申
告
義
辞
者
が
、
指
定
の
期
日
ま
で
に

申
告
で
き
な
い
と
き
又
ほ
調
荘
員
が
第
十
＿
＿
一
条
第
一
項
に
規
定
す

ゑ
期
間
中
に
そ
の
事
謗
を
完
結
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

直
ち
に
そ
の
0

日
を
市
長
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
場
合
、
市
長
は
、
そ
の
期
間
を
変
更
又
は
延
長
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

ら

附

刺

し

こ
の
規
隅
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
ろ
Q

.

広
島
市
予
邸
、
決
邸
及
び
・
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
ろ
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
一
日

集

計

結

果

表

久

長

照

歪

d

表

年

一
時
現
在
者
調
査
票

年

調

歪

漿

五

年

書

類

名

保
存
期
間

市はI面］市

提 長 長

保

存

資

任

者

第
十
五
条
昼
間
人
口
調
査
に
は
、
統
計
痴
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

第
十
八
号
）
第
十
条
第
三
項
但
書
の
規
定
に
よ
り
、
統
計
主
事
以

外
の
者
を
も
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

盆
調
査
害
類
の
集
計
）

第
十
六
条
調
査
票
及
び
一
時
現
在
者
調
歪
票
の
集
計
は
、
別
に
定

め
る
様
式
に
よ
り
こ
れ
を
行
う
占

（
結
果
の
公
表
）

第
十
七
条
昼
間
人
口
調
査
の
結
果
は
、
昭
和
一
一
十
八
年
十
一
一
月
末

日
ま
で
に
市
報
に
登
載
L
て
公
表
す
ろ
。

（
関
係
E
蒻
ぢ
保
存
期
間
及
び
保
存
資
任
者
）

第
十
八
条
密
間
人
口
調
査
の
調
査
漿
、
一
時
現
在
者
調
歪
票
、
照

査
表
及
び
集
計
結
果
表
の
保
存
期
間
及
び
保
存
責
任
者
は
、
左
の

と
お
り
と
す
る
。

広

島

市

長

浜

．

広
島
市
規
則
第
一
―
-
+
―
―
号

広
島
市
予
算
、
決
算
及
び
会
計
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
予
算
、
決
算
及
び
会
計
規
則
（
昭
和
一

1

十
五
年
八
月
十
四

日
広
島
市
規
則
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
中
「
広
島
市
公
平
委
員
会
」
の
下
に
、
「
広
島
市
農
業
委

員
会
、
広
島
市
公
安
委
員
会
」
を
加
え
る
。

第
二
十
七
条
中
「
市
金
庫
又
は
第
八
十
＿
＿
一
条
の
二
第
一
＿
項
の
公
金

瑕
扱
所
若

L
<は
]
を
「
市
金
庫
、
第
八
十
一
＿
一
条
の
二
第
二
項
の
公
'

金
販
扱
所
、
第
八
十
ー
―
一
条
の
三
第
二
項
の
金
庫
収
納
店
叉
は
」
に
改

め
る
。第

六
十
九
条
中
「
市
金
庫
又
は
第
八
十
三
条
の
一
一
第
一
＿
項
の
公
金

瑕
扱
所
」
を
「
市
金
庫
、
第
八
士
＿
一
条
の
一
話
第
二
項
の
公
金
販
扱
所

又
は
第
八
十
三
条
の
＿
―
-
第
二
項
の
金
庫
収
紡
店
」
に
改
め
る
。

第
八
十
三
条
の
一
ー
ー
に
見
出
し
と
し
て
「
・
（
金
庫
収
納
店
）
」
を
附

し

、

同

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

．

．

2

市
泣
庫
事
移
坂
扱
銀
行
が
、
金
庫
事
移
の
う
ち
収
納
事
装
を
取

り
扱
わ
せ
る
他
の
銀
行
及
び
そ
の
他
の
者
を
金
庫
収
納
店
と
●
‘

こ

•
O

第
九
十
四
条
第
三
項
中
「
公
金
取
扱
所
」
の
下
に
「
又
は
金
庫
収

納
店
」
を
加
え
る
。

第
百
十
三
条
中
「
出
納
員
」
の
下
に
、
「
交
金
前
渡
事
謗
瑕
扱
者

（
市
長
が
特
に
指
定
す
ろ
者
に
限
る
。
）
」
を
加
え
、
「
現
金
及
び

猥
簿
」
を
「
帳
細
金
庫
」
に
改
め
る
。

第
百
十
四
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

収
入
役
は
、
前
条
に
規
定
す
る
検
査
を
行
う
と
き
は
、
出
納
負

に
あ
つ
て
は
第
三
十
号
様
式
の
収
納
金
報
告
書
を
、
賽
金
前
渡
事

謗
販
扱
者
（
市
長
が
特
に
指
定
す
る
者
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
第

五
十
五
号
様
式
の
交
金
受
払
計
算
書
を
、
市
金
庫
に
あ
つ
て
は
第

―
―
―
十
二
号
様
式
の
月
計
表
を
提
出
さ
せ
、
こ
れ
等
の
害
類
と
関
係

帳
部
及
び
寄
類
を
対
照
し
、
現
金
現
在
高
に
つ
い
て
は
、
保
管
現

金
と
対
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

第
百
十
五
条
中
「
そ
の
一
部
を
出
納
員
」
の
下
に
、
「
安
金
前
渡
．

事
移
販
扱
者
（
市
長
が
特
に
指
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
を
加
え
る
。
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に．

広
島
市
更
生
焚
・
位
運
営
泰
議
会
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭

和

二

十

入

年

六

月

一

日

．

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

広
島
市
規
則
第
一
―
-
+
―
―
―
号

広
島
市
更
生
毀
金
運
常
弗
議
会
規
則

（

設

骰

）

・

第
一
条
本
市
に
広
島
市
更
生
毀
・
寇
運
常
審
誤
会
（
以
下
「
審
翠
．
会

」
と
い
う
0
)
.

を
憫
<
c

（
任
謗
）

第
一
一
条
弗
議
会
は
、
市
長
の
諮
間
に
応
じ
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る

布
項
を
禍
査
都
疵
す
る
3

一
更
生
資
・
盃
及
び
広
島
県
生
梁
査
金
の
逓
常
の
総
括
に
関
す
ろ

事
項
．

i

―
更
生
査
金
で
、
一
件
の
申
込
金
額
が
五
万
円
以
上
十
万
円
未

満
の
も
の
の
迎
営
に
胸
す
る
事
項

―
―
―
生
菜
資
・
盆
で
、
一
件
の
申
込
金
額
が
十
万
円
未
涵
の
も
の
の

連
常
に
関
す
る
事
項

（
組
織
）
＇

第
三
条
乖
議
会
は
、
委
員
若
干
名
を
も
つ
て
組
織
す
ろ
。

（
委
員
）

第
四
条
委
員
は
、
左
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
、
市
長
が
命
じ
、

叉
は
委
剛
す
J
Q
o

―

市

職

員

＿
一
学
識
経
験
者
＇

,
2

学
識
経
験
者
の
、
？
ち
か
ら
委
啜
さ
れ
た
委
員
の
任
期
は
、
一
一
年

と
す
る
。
但
し
、
補
欠
委
負
の
任
期
は
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と

ト・る。
（
会
長
及
び
副
会
長
）

弟
五
条
委
員
の
う
ち
一
人
を
会
長
、
一
人
を
湖
・
会
長
と
す
る
。

2
会
長
及
ひ
副
・
芸
長
は
●
委
負
が
互
選
・
T
る。

3
‘
・
会
長
は
、
会
謗
を
総
理

rる
。

4
副
会
長
は
、
会
長
を
補
佐
し
、
会
長
に
市
故
が
あ
る
と
き
は
、

そ
の
職
毬
を
代
理
す
る
。

（
招
祖
）
．

西荒グ 横ク荒ク的西ククク、楠 I/

猥神 川神
観・

場学
日

木，

屋町町町町町 町

至一ノ――哭
0

』-
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i
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l

う一

手
J
F
I
K
O
-
1 芭

天

附
属

要
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1
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町

名

T
地

小

網

町

II 
舟

入

町

台

殷

町

II 

1
0
ノ

ク

附
属

香
一
家
殿
蒋
号

O
H
 

グ

甲
七
ノ
元

甲
七

2
―-0.{̂ ”

 
ク 君
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商
別

描
造

七

II ”. 
広
島
市
南
観
昔
町
一
丁
Fl-―-^-―-

広
島
市
的
場
町
呂

グ広
息
市
研
届
町
一

II 
広
島
市
横
川
町
予
具
0
や

グ広
島
宙
荒
神
町
―
五
一

1-

広
鳥
市
西
盟
倦
町
哭
。

広
烏
市
小
網
町
一
〇
芋

ク広
島
市
小
網
町
七
ノ
ー
ー
R

広
島
市
台
屋
町
＾
ペ

クク広
島
市
楠
木
町
一
丁

H-―-

グ

下

河

内

II 猫

島

正

幸

広
島
平
和
貿
品
株
式
会
社

II 
グ新

光
鉱
・
軍

T
業
株
式
会
社

グII 
ク

ヽ
笠況ク木グ丸ク馬成
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ー

ヽ

、1,
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9
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．
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＇` 
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東

●
 

秀

太
．」ャ、

•
閲

雄郎

岡

ざ屯
衣

吐

村

善

，ヽ,”
 ーク

郎

肌
之

内

里

闇三 人

数

滞

納

者

住

所

滞

納

者

名

第
七
条
穿
菜
会
は
、
会
長
が
招
梨
す
る
。

（
議
事
）

餓
八
条
宗
馘
・
会
は
ヽ
半
薮
以
上
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
誤

を
開
く
．
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

弗
議
会
の
議
事
注
、
出
席
委
負
の
過
半
数
で
決
し
、
可
否
同
数

、
ー
の
と
き
は
、
会
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
冤

（
庶
謗
）

第
九
条
乖
議
会
の
庶
称
は
、
福
祉
事
移
所
に
お
い
て
処
理
す
る
。

（
委
任
規
定
）

第
十
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
、
宗
簗
会
の
運
営
に
謁
し

て
必
要
な
事
項
は
、
会
長
が
定
め
ろ
。

附

則

、

'

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
ろ
。

公

売

公

告

市
税
滞
納
に
よ
h
差
し
押
さ
え
た
た
記
物
件
は
、
来
る
充
月
ー
―
-
+

日
入
札
の
方
法
を
も
つ
て
公
売
す
る
が
ら
、
買
受
希
坦
者
は
、
入
札

ふ
箪
娯
I

（
徴
収
諜
備
付
）
及
が
現
物
承
知
の
上
、
別
記
条
件
に
よ
り

当
市
徴
股
課
に
入
札
専
を
差
し
出
さ
れ
た
い
c

じ
巨
R

昭
和

1

一
十
八
年
五
月
十
八
日

．

広

島

市

長

浜

井

信

広
島
市
告
示
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則

こ
の
規
則
は
｀
一
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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屯
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｀ 
r}q. 

⑲ヽ 
禄

酒

舎

湘

洪

辛

菩

日

第
五
十
四
号
様
式
の
次
に
次
の
様
式
を
加
え
る
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昭和 28年 6 月 20日 広 島 市 報 （第 86号） ／ 

広
島
市
告
示
第
七
十
一
号

広
島
市
・
歪
眼
収
納
店
の
設
澁
に
伴
う
告
示

広
品
・
・
巾
．
歪
庫
事
蒻
販
扱
者
株
・
武
会
社
広
島
銀
行
は
、
広
島
市
・
臨
庫

昭
和
二
十
八
年
宜
月
三
十
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

゜昭和
二
十
八
年
度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追
加
更
正

9

歳

．

入

一

、

市

税

金

九

億

千

九

百

六

拾

壱

万

参

千

円

一
、
普
通
税
・
金
九
低
九
百
六
拾
四
万
七
千
円

七
、
県
支
出
．
金
金
弐
千
五
百
可
拾
壱
万
弐
千
円

一

、

交

付

金

金

千

百

弐

拾

七

万

九

千

円

二

、

補

助

金

金

千

四

百

弐

拾

参

万

参

千

円

八

、

寄

附

金

．

金

百

四

拾

七

万

参

千

円

一

、

寄

附

金

．

盆

百

四

拾

七

万

弐

千

円

歳
人
・
合
計
金
弐
拾
参
億
九
千
七
百
七
拾
壱
万
四
千
円

歳

出

四
、
警
察
前
防
毀
金
弐
億
六
千
百
八
万
六
千
円

―
―
-
、
前
防
団
毀
．
泣
七
百
拾
万
参
千
円
．

五
、
土
木
毀
．
叙
壱
億
七
千
五
百
四
拾
七
万
五
千
円

一
、
道
路
維
持
修
繕
毀
金
四
千
七
百
五
拾
四
万
九
千
円

六

、

教

育

費

金

参

低

六

千

四

万

六

千

円

五
、
図
婁
館
費
．
寧
六
百
五
拾
万
八
千
円

七
、
社
会
労
慟
施
設
殺
．
金
五
億
五
千
弐
百
四
拾
八
万
六
千
円

七
、
．
厚
生
諸
毀
．
金
九
百
五
拾
弐
万
五
千
円

二
十
、
引
揚
・
渚
住
宅
建
設
致
．
金
弐
百
拾
六
万
千
円

八
、
保
健
衛
生
毀
金
八
千
弐
百
八
拾
五
万
弐
千
円

入
、
舟
入
病
院
成
、
金
五
百
五
拾
弐
万
五
千
円

九
、
産
業
経
済
穀
ー
．
盆
七
千
四
百
九
拾
参
万
円

十
一
、
中
央
却
売
市
場
増
瀦
認
益
千
百
四
拾
七
万
千
円

十

二

、

選

挙

炭

金

千

六

百

拾

四

万

円

七
、
農
菜
委
員
選
挙
執
行
殺
．
盆
弐
拾
六
万
円

歳
出
合
計
金
弐
拾
参
総
九
千
七
百
七
拾
壱
万
四
千
円

歳
入
出
産
引
残
・
泣
な
し

．
 

広
島
市
長

じ
号
口

店

舗

の

名

称

＇

所

在

地

｀

広
島
信
用
金
庫
本
店
広
島
市
横
川
町
＿
＿
一
丁
目
七
七

0
番
地
の
一

同

八

丁

堀

支

店

同

東

魚

廃

町

i

-

＝
＿
一
番
地

同

土

橋

支

店

同

西

新

町

一

―

―

―

一

番

地

の

四

同
宇
品
支
店
同
宇
品
町
御
幸
通
一
丁
目
＿
＿
＿
七
番
地
の
日
の
一
―
-

同

広

島

駅

訓

支

店

同

猿

捩

橋

町

六

0
番

地

．

同

千

田

支

店

同

千

田

町

＿

＿

＿

丁

目

也

八

0
番
地
の
一
〇

同

牛

田

支

店

同

牛

田

町

九

七

0
番
地
の
―
―

向
翠
津
支
店
同
草
津
南
町
字
市
内
南
新
地
益
七
番
地
の
一

同

謁

野

聡

支

店

同

千

田

町

一

丁

目

五

一

七

番

地

の

一

〇

同

銀

山

町

支

店

同

銀

山

町

―

一

番

地

同

白

鳥

出

張

所

同

東

白

島

町

一

五

0
番
地
の
三

同
己
斐
出
張
所
同
．
己
斐
中
本
町
―
＿
一
四
五
番
地
の
一
三

同

皆

実

町

支

店

同

皆

央

町

三

丁

目

一

、

0
早

0
番
地
の
二

同

段

原

支

店

同

段

眼

東

浦

町

入

0
．
七
番
地
の
一
―
―

広
島
市
要
菜
協
同
組
合
本
所
同
大
手
町
入
丁
目
一

0-―
一
番
地

同

庚

午

支

所

同

庚

午

北

町

十

二

丁

目

六

主

番

地

同

己

斐

走

所

同

己

変

町

一

一

、

五

一

五

竺

一

番

地

両

己

斐

出

張

所

同

己

変

町

四

ー

ニ

番

地

の

一

＿

同

三

篠

支

所

同

横

川

町

一

丁

目

一

、

0
三
六
番
地

回

懇

晏

所

同

西

墨

荷

二

丁

目

空

幕

地

の

一

＿

詞

江

波

支

所

同

汀

波

町

字

宮

ノ

下

l..0-
――芸の一＿四

同

青

崎

支

所

同

仁

保

町

字

青

崎

一

四

八

竺

一

番

地

同

東

部

支

所

同

東

雲

町

ー

ニ

ー

八

番

地

同

牛

田

支

所

同

牛

田

町

旭

町

区

一

B
-
―
―
ぢ
一
一
番
地

同

似

島

支

所

固

似

島

町

字

家

下

．

株

式

会

社

広

島

相

互

銀

行

本

店

．

，

＇

同

八

丁

堀

九

八

番

地

同
一
＿
一
篠
本
町
一
丁
目
入
八
三

同

天

洵

町

一

七

九

国同

三
篠
支
店

天
満
支
店

''-I 

一
、
入
札
場
所

一
、
入
札
加
入
契
約
保
証
・
盆

別

記

0
条

一
、
入
札
及
び
開
札
年
月
日

,

^

9

9

 

,'＂'ー“ー，
K

1
,

．
3

、,
J

.

,

＇

9,1,1, 

ー"

‘•, 

l.9・9.,．
し＇

ヽ

，
 し

t
,
 

9
9
9
 

ー，＇
t

‘`,'ヽ，1，

'~9,

. 広
島
市
告
示
第
七
十
三
号

4 3 
五四：：：：ニー 五四三ニー 五四

指

定

番

号

第

四

号

指
定
年
月
日
昭
和
一
•
]
十
八
年
六
月
二
日

道
路
の
位
平
旦
広
島
・
・
巾
南
親
昔
町
昭
和
新
開
―
-
B
岩
番
地

幅
負
及
び
延
長
幅
五
、
四
五
米
延
長
・
タ
●
二
、
五
七
米

表

示

図

面

別

紙

指

定

番

号

第

三

号

指
定
年
月
日
昭
和
二
十
八
年
六
月
二
日

道
路
の
位
既
広
島
市
江
波
町
一
＿
本
松
西
県
有
埋
立
地

幅
負
及
び
延
長
幅
四
米
、
延
長
六
八
、
宜
米

表

示

函

面

別

紙

幅
負
及
び
延
長

表

示

図

面

2 1 
ーー一 五四三ニー

指

定

番

号

指
定
年
月
日

遣

路

の

位

樅

収
納
店
を
左
記
の
遥
り
設
樅
し
た
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
一
日

浜

井

信

広

島

市

告

示

第

七

十

二

号

＇

廷
径
蔀
準
法
第
四
十
＿
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
況
を
左

記
の
通
り
指
定
し
た
。
な
お
、
こ
の
関
係
図
祖
は
、
建
設
局
建
築
指

導
課
に
お
い
て
ご
波
の
従
査
に
供
す
ろ
。

昭
和
二
十
入
年
六
月
二
日

広
島
市
長

B
 

号

n

指

定

番

号

指
定
年
月
日

道

路

の

位

骰

幅
負
及
び
延
長

表

示

図

面

ー、ヽ
』

ー,t,' ．．
 ヽ`
｀
＇
•
ぷ
，
9
，
＇
t
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～
‘
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｀ 
！ 

し、

・』
・. 
，ヽ

ヽ
、しi Iり
,’、・:

---— 
、、、

公契時

売約宜
＾代1呆に
銀金証よ
行は金り
保現は公
証叙‘売
小を契物
切も約件
手つ不の
又て慇全
は六汀部
懇互の又
行＝とは＾買広開入
発日きー銀受島札札
行まは部行各市 件

・・小で‘を保自役昭昭
切に洩公証の所和和
手納収売小公微ニニ
は付すし切売収十十
可するな手財課八八
ジる°い又産^ 年年
こ こは見地五五
と と銀禎―ド月月
° が行価.._,三三

あ発格十十
る行の 日日
°の百午午
小分前前
切の十十
手五一時
は以時
可上
｀ 三

クククク ",I ―
―
ー
篠
本
町

ク錦

町

ー
ー
一
滝
町

ク・
西
観
昔
町

大

手

町

東

胡

町

観
手
日
本
町

字
本
遥
り

富
士
見
町

碗

生

町

皆

実

町

東
魚
屋
町

茄
入
川
口
町

ク

I/ II I/ II II /I哭字
―± 

属；；；

．
＾
九
一
ノ
ー

字
＿
＿
ノ
湖
―

i

老
ノ
一
年

-
2
1
0
 

＿―-丁目一
0
-
―

一
――――――― 

一
、
翌
ー
ノ
ー

一、―――ヰ一ノーー

字
一
ノ
割
一

＿＿R
-ゾ
ー

九
l
目――――写

楠

木

町

ク大

手

町

上
流
川
町

出

汐

町

六
そ

7

――

字
―
―
／
別

奎ヲ一一丁
目

き
一
ノ
一

.”1, 

＾
丁
目
一
＾
九

ノ七
写
丁
目
一
、
六

翌グ

附
属

グ

―-^ゃ
-
1
―-

果
n
〖

グ

芸0
3
ノー―-クク

喜倉倉,!/居倉工製店エ"/ク
所庫庫 宅庫場材舗場

，I 木建不木、、、

扮甚亜
平—平
家階家

ググ",/ I/ /f 

1-
、^
B
七

”

‘

差
、
癸
広
島
市
東
臼
島
町

―――――、
0
0

広
島
市
段
原
山
崎
町

-
＿
さ
、
老
．
広
島
市
東
魚
屋
町

一九、――――

嚢
0
0

~
島
市
舟
入
川
口
町

翌、

8
グ

一(、
0
0

~
 

、̂00
~
 

哭

、

只

ク

空―
1
"
0
0

~
 

老
‘̂
Olー
ク

” 

^
0
、8

広
島
市
南
観
音
町

_-＿究ク

――ーづ――

蚕
0

ノーー元

居
宅
木
、
瓦
平
家

ク
．
グ

ク
＇
木
、
扮
平
家

グ
木
、
瓦
―
一
階

ク

木

、

瓦

平

家

宅
地

クグ

―-
g
、七写

-
B
、突

―lO
、写
0

―10
、芸

主
、

8
=-、一六

交^―――

発、六
0

益
、
写
＾

広
島
市
三
篠
本
町

ク広
島
市
錦
町
―
―
―
―

-l-

広
島
市
ー
ー
一
滝
町
一
、
歪
一

広
島
市
三
滝
町
一
、
翌
一
ノ
ー
ー

広
島
市
絨
昔
町
ー
ー
―
1
0
,

ー

広
島
市
大
手
町
李
丁
目
―
―
―
―

広
島
市
段
原
町
＾
＾
0

ノー
0

1
,
1
,
T
I
'
•
L
j
,
＇
‘
、
1
.
＇
，
＇
i
`
i
・
，
．
，
1
1
.
9
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9
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，
4
1
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宅田畑
池

宅
埴

宅

地

=＇^ z ブ＝二畝工畝+コプ<、、、、、
ゴuo ＝写ヱ
ー写歩〇歩—立

尾
追
市
御
所
町
go
ノー

広
島
市
皆
実
町
歪
ー
―
・
ノ
ー
ー

東
京
都
品
川
区
式
百
田
町

六ノ一九一

ク広
島
市
堀
川
町

~
9
 

9
.
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グ

、
'
’
`

4
"
r
 

伊

誤
河

原

有
限
会
社

グクク

0
外
工
場
抵
当
法
第

グ
三
条
に
苺
＜
檻
披
器

具
一
切

グク

五

一

郎

栄

司
久

、

雄

佐
低
製
材
所
＇

山

綺

博

康

熊大寺今永井 II 吉

本 野田田田隅

繁
正勇葉正．仁

太

郎治吉二雄市

村

武

登

中

睦

昭

池

合

名

会

社

本

修

一

西

＇

菊

子

．．
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'
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』
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塑
一
号

昭
和
二
十
八
年
六
月
二
日

広
島
市
南
観
昔
町
七

01―
一
番
地
ノ
ー
し
九

七
0
五
番
地
ノ
て
~
―
―

幅
四
米
、
延
長
宜
四
、
四
一
米

別
紙

第
1

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
二
日

広
島
市
江
波
町
工
業
湘
第
三
区
埋
立
地

幅
四
米
、
延
長
一
＿
一
六
、
三
六
米

別
甑

浜

井

信
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： 
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ふ
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応
い
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北ク中島宮

五
月
三
十
日
市
議
会
の
議
沫
を
経
た
、
昭
和
二
十
八
年
厖
広
島
市

歳
入
出
予
額
追
加
更
正
の
両
姦
叫
は
、
次
の
孤
り
で
あ
る
°
但
し
、
こ

の
予
尊
は
、
即
日
施
行
す
る
。

広
島
市
告
示
第
六
十
九
号

左
記
の
証
粟
は
、
昭
和
二
十
八
年
四
月
二
十
一
日
盗
雖
紛
失
し
た

の
で
以
後
無
効
と
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
五
月
二
十
二
日

広

島

市

長

浜

B
 

＊
 

-Mn 

食
品
衛
生
監
視
負
ク
証

環
境
術
生
監
視
負
の
証

弟
一
＿
一
十
九
号

第
五
十
二
号

伊伊
藤膝，井
．・

三

＼ 

信

昭
和
二
十
入
年
五
月
二
十
一
日

．

広

島

市

長

浜

左
記
の
遥
h
定
例
市
誤
会
を
招
集
す
る
。

B
 

至
n

一
、
招
集
日
時
昭
和
二
十
八
年
完
月
二
十
八
日
午
後
一
時

一
、
招
集
場
所
広
島
市
役
所

広
島
市
告
示
第
六
十
八
号

井

信

記

広
島
市
南
千
田
町
一
、

0
-八
九
香
地
ノ
ー

広
島
県
特
殊
・
不
工
品

H
菜
組
合

;

9

 

広
島
市
告
示
第
六
十
七
号

浜

井
I
~
·

ー

信

広
島
市
告
示
第
六
十
六
号

左
記
の
者
に
対
す
る
昭
和
二
十
七
年
度
不
動
産
差
押
調
中
誼
、
住

所
不
明
の
た
め
送
逹
不
餌
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
二
十
条
及
び
広
紬

市
税
条
例
第
十
一
条
に
よ
り
公
示
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
式
月
二
十
日

広
島
市
長

: 
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昭和 28年 6 月 20日 広 島 市 報 （第 86号）

昭
和
二
十
八
年
六
月
十
ー
百

広
島
市
長

公

売

＿

公

告

市
設
滞
納
に
よ
h
差
し
押
え
た
左
肥
物
件
は
、
来
る
六
月
十
九
日

浜

井

信

＇

水

逍

局

広
島
市
水
逍
事
菜
管
理
者
の
現
金
保
管
限
度
町
を
定
め
る
規
程
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日

広
島
市
告
示
第
七
十
七
号

広
島
市
訓
令
第
一
号
の

広
島
市
西
引
御
堂
町
十

森

井

広
島
旭
木
材
株
式
会
社

（
住
所
不
明
）

―
―
ー
（
受
領
拒
否
）

◎
訓

令

広

島

市

長

浜

井

．

信

―

―

―

広
島
市
水
道
甕
器
管
理
者
の
硯
金
餞
＂
恩
醤
を
定
め
る
規

程

地
方
公
常
企
喀
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
待
第
二
百
九
十
一
」
号
）
第

二
十
七
条
第
二
項
但
巾
口
の
規
定
に
よ
り
、
伝
U
穂
者
が
現
金
を
自
ら
保

管
す
る
こ
と
の
で
き
る
限
度
甜
は
、
毎
日
一
日
分
の
収
入
額
と
す
る
。

但
し
、
市
長
の
指
定
し
た
る
金
礎
梃
関
の
休
日
に
あ
た
る
と
き
は
そ

の
日
の
分
を
追
加
し
た
額
と
す
る
。

左
記
の
者
に
対
す
る
昭
和
二
十
七
年
度
不
動
産
差
押
調
宙
は
、
住

所
不
明
又
ぼ
受
領
拒
否
の
た
め
送
逹
不
能
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
二

ャ
条
及
び
広
島
市
税
条
例
第
十
一
条
に
よ
り
公
示
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
十
二
日

広

島

市

長

浜

B
 

n=111 

広
島
市
千
旧
町
＿
＿
一
丁
目
八
七
ノ
一

件

入
札
昭
和
二
十
八
年
六
月
十
九
日
午
前
十
時

開
札
昭
和
二
十
八
年
六
月
十
九
日
午
前
十
一
時

広
島
市
役
所
徴
収
牒
（
地
下
）
．

買
受
各
自
の
見
和
価
格
の
百
分
の
五
以
上
（
原
則
と
し
て
現
金
を
も
っ
て
納
付
ナ
る
こ
と
。
但
し
、

銀
行
保
証
小
切
手
は
可
）

一
、
時
宜
に
よ
り
公
売
物
件
の
全
部
又
は
一
部
を
公
売
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

一
、
契
約
保
証
金
は
契
約
不
殿
行
の
と
き
は
洩
収
す
る
。

一
、
公
売
代
金
は
現
金
を
も
つ
て
六
月
二
十
＿
―
-
日
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
。

（
但
し
、
銀
行
保
証
小
切
手
は
可
）

以
上

信

、

入

札

場

所

一
、
入
札
加
入
契
約
保
証
金

広
島
市
告
示
第
七
十
六
号

条

一
、
入
札
及
び
開
札
年
月
日

平
家
建

一
、
拾
指
場
所

一
、
拾
栂
月
日

一
、
拾
得
者

r ● 

ヽ

品

カ
キ
舟
壱
隻

（
長
さ
二
十
五
尺
、
巾
四
・
五
尺
）

金
輪
島
ド
ッ
ク
棧
橋

昭
和

1

一
十
八
年
五
月
六
日
午
前
十
一
一
時
頃

金
輪
品
ド
ッ
ク
エ
員

昭
和
二
十
八
年
六
月
六
日

広
島
市
長

源
流
物
拾
得
に
つ
い
て

左
記
の
物
件
に
つ
い
て
、
拾
得
の
屑
出
が
あ
っ
た
か
ら
、
心
当
り

の
方
は
広
島
市
役
所
社
会
課
に
申
L
出
ら
れ
た
い
。
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外
工
場
抵
当
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第
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条
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依
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栂
戚
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具
一
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納
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会
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広
島
市
告
示
第
七
十
五
号

と
が
あ
る
。

一
、
公
売
代
金
は
、
現
金
を
も
つ
て
即
日
納
付
す
る
こ
と
。

、
入
札
の
方
法
を
も
つ
て
公
売
す
る
か
ら
、
買
受
希
望
者
は
、
入
札
心

得
祖
（
徴
収
謀
備
付
）
及
び
現
物
承
知
の
上
、
末
記
条
件
に
よ
り
当

ー
市
徴
収
謀
へ
入
札
書
を
差
し
出
さ
れ
た
い
。
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昭和 28年 6

公

売

公

告

市
税
滞
納
処
分
に
よ
h
差
し
押
え
た
左
肥
物
件
は
、
六
月
二
十
二

日
人
札
の
方
法
を
も
つ
て
公
売
す
る
か
ら
、
買
受
希
苗
者
は
、
大
札

心
得
粛
（
徴
収
諜
備
付
）
及
杯
現
物
承
知
の
上
、
別
記
条
件
に
よ
り

当
市
徴
収
諜
に
入
札
由
を
差
↓
出
さ
れ
た
い
。

月 20日

広
島
市
告
示
第
七
十
四
号

昭
和
二
十
八
年
六
月
四
日

広

島

市

長

浜

井

信

名

手
ミ
シ
ン

フ
ス
マ

2

ニ
ー
ヤ
ー
ト
ラ
ン
ス
キ
ー
各
1

爾
気
時
計

名
古
屋
帯

紋
帳

ミ
シ
ン
0

掛
時
計

’¥ 

1

京
稿
町

1

段
原
東
浦
町

各
1

胡
町

じ
芸
E
I

称

個
数ー

住

所

滞

納

者

名

東
観
音
町
一
一
丁
目
菊
川
産
一

京

橋

町

清

水

雉

一

郎

*
‘
洲
町
四
六
大
沢
苑
料
有
限

会
社

米

原

ま

さ

子

永

野

箭

子

大

武

千

歳

以
上

広

一

、

入

札

場

所

一
、
入
札
加
入
契
約
保
証
．
金

鳥

別

件
入
札
昭
和
二
十
八
年
六
月
十
一
日
午
前
十
時

開
札
昭
和
二
十
八
年
六
月
十
一
日
午
前
十
一
時

広
島
市
役
所
徴
収
課
（
地

F
)

．

買
受
各
自
の
見
積
価
格
の
百
分
の
五
以
上

r

（
銀
行
保
証
小
切
手
叉
は
銀
行
発
行
小
団
手
は
可
）

一
、
時
宜
に
よ
り
公
売
物
件
の
全
部
叉
は
一
部
を
公
売
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。

一
、
契
約
保
証
金
は
契
約
不
股
行
の
と
き
は
没
収
け
る
。

一
、
公
売

ft．
金
は
現
金
を
も
つ
て
六
月
二
十
日
ま
で
に
納
付
す
る
こ
と
。
．

（
銀
行
保
証
小
切
手
叉
は
銀
行
発
行
小
切
手
は
可
）

記

条
一
、
入
札
及
び
開
札
年
月
日

市 報
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差及公
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出現す
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記翠
条者
件は
に‘

ょ入．
り札
当心

東
魚
屋
町
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西
我
香
町

II II 
ク横

JIJ
町
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東
魚
殿
町

茜
観
弄
田
町
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目
き
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グ
ク
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グ河
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笠
原

久
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義
吐

l,l ノI グ I/ 滞
納
者
名

鱈
認
詈

II 

外
工
場
抵
当
法
第
三

条
に
括
く
楼
械
器
具

一
切 備

考

（第 86号）

井

信

、
武
醍
商
味
三
打
入
）
四

芦
°
玄
武
D
,
K
.
s
（ニ

0
0佃
）
二
．
＂
咆
玄
武

靴
ク
リ
ー
ム
(
-
―

-
9
芭

一
箱
°
粉
日
粉
（
一
四

0

佃
）
一
。
ク
J

1
ム
(
+

六
打
入
）
一
箱
．

掛

時

計

．

セ
．
ト
モ
／
ッ
ポ

掛
時
計
。
既
時
計
0

火
鉢

自
転
車
°
水
カ
メ

モ
ー
ク

1

1

仁
保
町
・
大
原

箔

物

。

刃

織

各

1

平
塚
町
―
―
―

1

i
 
l
 

工
業
用
ミ
シ
ン
（
頭
部
ノ

1

皆
実
町
二
丁
目

ミ）・
ハ
イ
ス

1

中
広
北
町

霜
気
時
計

1

段
原
町

ラ
ジ
オ
．

1

牛
田
町
東
区

掛
軸
布
袋
一
。
さ
し
溢
．
吉
島
璧
衣
町

q

ヽ

ー

し

LI

（
小
）
し
個
。
あ
し

〇
附
0

ァ

r
に
111

プ
父
小
）

（
璽
＾
）
一
贔
゜
＿
―
-
本
線

皿
一
八
°
煮
物
皿
一
―

-
0

烏
城
型
製
麺
抵

1

吉
島
本
町

モ
ー
ク
ー
（
三
菱
）
七
・
・

1

宇
甜
町
十
一

五
fp

木
箱

1

東

雲

町

｀

帯
ク
ン
ス

1

段
原
日
出
町

1

東
諷
苛
町

雷
気
コ
タ
ッ

自
転
車
（
中
古
品
）

I

段
原
中
町

金
鈴
登
録
器

1

段
原
日
出
町
・-

ミ
シ
ン
（
シ
ン
ガ
ー
）

1

南
班
尾
町

別

記

・

条

件

一
、
入
札
及
び
開
札
年
月
日

入
札
昭
和
ー

1

十
八
年
六
月
一
平
土
日
午
前
十
時

開

札

昭

和
1

一
十
八
年
六
月
二
十
二
日
午
前
十
一
時

一
、
入
札
場
所
広
島
市
役
所
徴
収
課
（
地
下
室
）
、

一
、
時
宜
に
よ
h
公
売
物
件
の
全
部
叉
は
一
部
を
公
売
し
な
い
こ

小
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大
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学
工
業
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株
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（第 86号）

第

一

節

帳

（
経
理
課
長
の
帳
縛
）

第
七
条
経
珂
課
畏
は
、
次
に
掲
げ
る
隈
涸
予
備
を
付
け
、
予
算
及
び

企
喫
債
並
び
に
固
定
費
産
に
関
す
ろ
第
項
を
賂
理
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

一

収

入

予

邸

照

理

拇

．

二
支
出
予
窃
整
理
簿

――
-

H
事
盤
内
訳
盤
珂
誨

四

企

業

偵

台

帳

五
同
定
費
産
台
帳

2

前
項
の
外
、
経
理
課
長
は
、
必
速
笠
補
助
瑯
を
設
け
る
こ
と
が

で
き
る
。

一
経
蝿
諜
長
の
帳
領
）

第
八
条
経
珊
諜
畏
は
、
次
に
掲
げ
ろ
帳
態
を
備
え
付
け
、
決
罪

に
関
す
る
窮
項
を
幣
迎
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
仕
訳
日
祀
猥

-l

総
勘
定
元
帳

ー

ー

ー

内

訳

帳

四

硯

金

出

納

帳

五

保

管

有

価

証

券

賂

理

拇

．

．

六
前
渡
金
賂
碑
海

七
概
卯
払
盛
碑
簿

2

前
項
の
外
、
経
珊
謀
長
は
、
必
要
な
補
助
簿
を
設
け
る
こ
と
が
で

き
る
0

.

（
各
限
長
の
帳
簿
）

第
九
条
各
諜
畏
は
、
次
に
掲
げ
る
帳
類
を
備
え
付
け
、
そ
の
主
管
に

属
す
る
事
項
を
盛
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

徴

収

簿

二
収
入
予
邪
照
珊
簿

―――

y
．
出
予
邪
賭
理
簿

文
瑕
な
出
納
員
の
帳
簿
）

第
十
条
企
莱
出
納
負
は
、
次
に
拇
げ
る
帳
拇
を
備
え
付
け
、
そ
の

北
管
に
限
す
る
祁
項
を
幣
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
弐
金
出
納
帳
．

二
貯
蔵
品
出
納
拇
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月 20日

＿
＿
一
固
定
資
産
保
管
台
帳

（
仕
訳
日
記
帳
の
省
略
）

第
十
一
条
第
八
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
仕
訳
日
記
帳
は
。

こ
れ
を
省
略
L
、
会
計
伝
粟
（
以
下
「
伝
粟
」
と
い
う
。
）
及
び
仕

‘
訳
日
計
表
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
。

．

（
帳
縛
の
調
製
）

第
十
二
条
帳
薄
は
、
原
則
と

L
て
事
業
年
度
ご
と
に
調
潤
ナ
ろ
も

の
と
す
る
。

（
帳
簿
の
記
載
）

第
十
＿
＿
一
条
帳
拇
の
記
載
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。

一
帳
湖
に
は
、
各
口
座
の
索
引
を
附
す
ろ
。

二
帳
節
は
、
伝
粟
又
は
証
拠
書
類
に
よ
ら
な
け
れ
ば
記
帳
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

・

―
―
―
総
勘
定
元
帳
は
、
仕
訳
日
計
表
に
よ
り
転
記

L
~

内
訳
簿
は

、
伝
票
一
件
ご
と
に
記
入
す
る
。
．

四
追
次
又
は
合
計
を
な
し
た
事
項
又
は
金
額
の
記
載
は
、
遡
及

し
て
記
入
で
き
な
い
。

五
一
旦
記
入
し
た
事
項
又
は
金
額
の
訂
正
は
、
そ
の
部
分
に
朱

線
二
本
を
引
き
、
記
帳
担
当
者
の
訂
正
印
を
押

L
て
、
正
当
な
記

入
を
す
る
。

六
残
高
の
欄
に
記
入
す
べ
き
金
額
が
な
い
と
き
に
は
、
零
を
黒

害
し
、
予
罪
に
対
し
収
入
額
が
超
過
し
た
と
き
は
、
そ
の
額
を

朱
中
ば
す
る
。

七
毎
月
末
に
月
計
及
び
累
計
を
附
す
る
°
但
L‘

帳
簿
の
性
質

上
こ
れ
を
附
す
る
必
要
の
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
二
節
伝
漂
及
び
仕
訳
日
計
表

（
伝
栗
の
種
類
）
、
，

第
十
四
条
伝
粟
は
、
収
入
伝
票
、
仕
出
伝
猥
及
び
振
替
伝
粟
の
一
＿
一
種

と
す
る
。

（
伝
菜
の
作
成
）

第
十
式
条
経
理
牒
長
ほ
青
各
瑕
引
の
証
拠
F
廷
悶
茄
い
て
遅
滞
な

く
伝
漿
を
宛
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

伝
粟
は
、
一
科
目
ご
と
に
一
伝
漿
を
作
成
す
る
も
の
と
す
ろ
。
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広
島
市
水
道
局
会
計
規
程

目

次

第

一

章

総

則

（

第

一

条

ー

ー

第

六

条

）

第
一
箪
帳
拇
及
び
勘
定
組
織
（
第
七
条
ー
ー
第
一
平
条
）

第

一

節

帳

描

（

第

七

条

ー

ー

第

十

三

条

）

第
二
節
伝
票
及
び
仕
訳
日
計
表
（
第
十
四
条

1
第
十
九
条
）

善

一

節

勘

定

組

織

f

`

（
第
二
十
条
）

第

三

章

金

銭

会

計

（

二

十

一

I

条
第
ー
八
十
六
条
）

第
一
節
通
（
第
二
十
一
条
ー
第
＿
＿
＿
十
一
一
条
）

則

広

広
島
市
水
道
局
規
程
第
一
一
一
号
の
四

う
に
定
め
る
。

広
島
市
水
道
局
会
計
規
租
を
次
の
よ

昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日

広
島
市
水
遥
事
業
管
理
者

寺

西

正

雄

島

ー
，
．
＇

i
・・1=-I-11

◎

水

道

局

規

程

‘ャI・--t _’ 
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市 報

庁

中

一

般

広
島
市
福
祉
事
謗
所
処
諮
規
程
（
昭
和
二
十
六
年
十
月
一
日
広
島

市
訓
令
第
十
九
号
の
一
一
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
一
日

．

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

箆
一
条
庶
謗
係
の
分
掌
事
秘
中
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
以
下
順

次
繰
り
下
げ
、
第
四
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

宝
班
子
福
祉
疫
金
の
貸
付
等
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
関
す
る

•
こ
と
。

広
島
市
訓
令
第
二
十
一
号

広
島
市
警
寮
表
彰
審
査
委
員
会
規
租
（
昭
和
二
十
六
年
五
月
十
日

広
島
市
訓
令
第
二
号
）
・
は
、
廃
止
す
る
。

昭
和
＿
一
十
八
年
五
月
十
四
日

広
島
市
長

浜

井

信

.
亀
,
＇
．
,
1
1
1

•
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（
伝
票
の
取
哨
等
）

第
十
六
条
過
誤
又
は
そ
の
他
の
理
由
に
よ
り
、
伝
票
を
取
h
消
し

又
は
訂
定
を
す
る
培
合
は
、
販
前
又
は
訂
正
の
伝
票
を
宛
行
す
る

も
の
と
す
る
。

（
伝
票
内
訳
記
載
事
項
の
訂
正
）

第
十
七
条
伝
粟
内
訳
記
載
事
項
の
訂
充
に
当
つ
て
は
、
伝
票
の
作

成
者
が
訂
正
印
を
押
す
も
の
と
す
ろ
0

.

（
仕
訳
日
計
表
）

第
十
八
条
経
碑
課
長
は
、
伝
匹
元
に
よ
h
仕
閲
日
計
表
を
作
成

L
な

け
れ
ば
な
ら
な
い

（
伝
粟
等
の
保
管
）

第
十
九
条
経
理
課
長
は
、
毎
日
の
伝
紫
を
そ
の
稲
類
ご
と
に
一
括

し
て
仕
限
日
計
表
と
と
も
に
罰
集
保
管
し
な
け
れ
ば
た
ら
な
い
。

•
第
一
一
＿
節
勘
定
組
織

（
勘
定
科
目
）

第
二
十
条
局
の
計
理
は
、
貸
借
対
照
表
勘
定
で
あ
ろ
費
産
勘
定
、
焚

本
勘
定
及
び
負
依
勘
定
、
損
益
勘
定
で
あ
ろ
収
益
勘
定
及
び
穀
用

勘
定
、
整
理
勘
定
で
あ
る
工
事
勘
定
に
区
分
し
て
行
い
、
各
勘
定

を
別
表
に
定
め
ろ
勘
定
科
目
に
区
分
し
て
整
理
す
る
。

第

一

＿

＿

章

金

銭

会

計

第

一

．

節

遥

則

（
金
銭
の
範
囲
）

第
二
十
一
条
こ
の
規
程
に
お
い
て
金
銭
と
は
、
現
金
、
預
金
、
小

切
手
、
郵
便
振
替
証
害
、
振
替
貯
金
証
笞
及
ひ
金
銭
に
代
わ
ろ
べ

き
飩
害
を
い
う
。

（
現
金
販
扱
員
）

第
二
十
一
一
条
牒
に
現
・統
取
扱
員
を
沢
く
。

2

現
・
短
販
扱
負
は
、
管
狸
者
が
任
命
す
る
。
．

3

現
金
取
扱
負
の
取
11
扱
い
う
ろ
金
額
の
限
度
は
、
水
道
料
金
そ

の
他
の
収
入
金
に
つ
い
て
一
件
一
万
円
以
内
と
す
ろ
0

但
し
、
企

業
出
納
員
が
必
嬰
と
認
め
れ
と
き
は
、
こ
そ
を
こ
え
て
取
り
扱
わ

せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
金
銭
の
出
納
）

第
二
十
＿
＿
一
条
金
銭
の
出
納
は
、訃
拠

類
を
添
付
し
た
支
出
瞬
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第
九
章

甘

'＂ 
事
酪
引
維

則 収
入
（
第
三
十
＿
＿
一
条
ー
第
四
十
九
条
）

支

出

（

第

五

ヤ

条

1
第
七
十
六
条
）

振
替
収
支
（
弟
七
十
七
条
ー
第
七
十
九
条
）

預
，
り
金
及
び
保
管
有
価
証
券

・
（
第
八
十
条
ー
第
八
十
六
条
）

た
な
卸
資
産
会
計

．

．
 

（
第
八
十
七
条
ー
第
百
一
＿
十
＿
＿
一
条
）

第

一

節

遥

則

（

第

八

十

七

条

ー

九

十

一

条

）

第
一
＿
節
準
備
計
面
（
第
九
十
二
条
ー
第
九
十
五
条
）

筈

一

節

調

達

（

第

九

十

六

条

卜

第

九

十

九

条

）

醤

節

出

納

（

第

塁

ー

臀

十

四

条

）

第
五
節
保
管
索
任
（
第
百
十
五
条
ー
第
百
十
六
条
）

第
六
節
実
地
た
な
卸
曾
十
七
条
ー
第
百
―
-
+
―
―
一
条
ー

第
五
章
固
定
費
産
会
計
（
百
二
十
四
条
ー
第
百
六
十
五
条
）

第
一
節
遥
則
（
第
百
二
十
四
条
・
第
百
三
十
一
条
）

第
二
節
価
額
（
第
百
＿
＿
＿
十
二
条
ー
第
百
三
十
四
条
）

第
三
節
取
得
（
第
百
三
十
五
条
ー
第
百
四
十
＿
＿
一
条
）

第
四
節
保
存
管
浬
（
第
百
四
十
四
条
ー
第
百
四
十
六
色

璽
節
貸
付
、
借
入
及
び
交
換

（
第
百
四
ヤ
七
条
1
ー
第
百
五
十
条
）

第
六
節
処
分
（
百
五
十
一
条
ー
咄
知
翌
五
十
七
条
）

ti五
十
八
条
ー
第
百
六
十
一
条
）

第
七
節
滅
価
償
却
（
第

第
入
節
盛
理
（
第
百
六
十
二
条
ー
第
百
六
十
四
条
）

第

九

節

諸

表

報

告

（

第

百

六

十

五

条

）

登
ハ
章
癖
外
物
品
・
会
計

（
第
百
六
十
六
条

1
第
百
七
十
二
条
）

第

七

章

決

冥

（

第

百

・ギ
十
＿
＿
一
条
ー
第
百
．七
十
八
条
）

第
八
章
予
罪
（
百
七
十
九
条
ー
第
百
第
百
入
十
八
条
）

第
一
節
予
冥
の
親
成・（

第
臣
七
十
九
条
ー
第
百
八
十
二
条
）

予
悌
の
執
行

念
知
百
八
十
三
条
ー
第
百
八
十
八
条
）

省
八
十
九
条
•
•
第
百
九
す
十
一
条
）

第
一
一
節

第
四
章

ヽ
第
一
一
節

第
一
＿
一
節

弟
四
節

第
五
節

弟
一
章

（
目
的
）
＇

第
一
条
こ
の
規
器
は
、
地
方
公
営
企
菜
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十

七
年
総
理
府
令
第
七
十
＿
＿
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
広
島
市

•
水
道
局
（
以
下
「
局
」
と
い
う
。
）
の
会
計
そ
の
他
財
移
の
処
理
に

関
し
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
酌
と
す
る
。
．

（
適
要
範
囲
）

第
二
条
局
の
会
計
そ
の
他
財
猪
の
処
理
に
関
し
て
は
、
特
別
の
走

が
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
こ
の
規
租
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
企
業
出
納
員
）

善
一
条
次
の
上
欄
各
号
に
掲
げ
籐
に
そ
れ
ぞ
れ
企
業
出
納
員
を

置
く
°
企
業
出
納
員
は
、
管
理
者
の
命
を
受
け
て
、
次
の
下
憫
各

号
に
掲
げ
る
事
項
を
分
掌
す
る
。

一

、

経

理

課

固

定

毀

産

管

理

貯
出
蔵
納
保
管

、

金
鍼
出
納
保
管

二
、
各
課
（
経
理
固
定
毀
産
管
理

誅
を
除
く
。
）
貯
薇
品
出
納
保
管

2

企
菜
出
納
員
は
、
前
項
上
闘
各
号
に
掲
げ
る
当
該
長
を
も
つ
て

こ
れ
に
あ
て
る
。

（
企
業
出
納
員
及
び
硯
．
盆
取
扱
負
の
筈
管
注
意
）

盟
四
条
企
菜
出
納
負
及
び
第
二
十
一
一
条
に
規
走
す
ゑ
現
・
叢
扱
負

は
、
辛
芦
良
な
る
管
理
者
の
注
意
を
も
つ
て
金
銭
、
貯
蔵
品
、
そ
の
他

の
毀
産
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
副
企
業
出
納
負
）

第
五
条
局
に
副
企
菜
出
納
負
を
置
く
。
‘

2

副
企
業
出
納
員
は
、
管
理
者
が
任
命
す
る
。
．

3

副
企
梁
出
納
負
は
、
企
業
出
納
員
の
事
移
を
補
助
し
、
企
菜
出

納
員
に
事
故
が
あ
る
と
き
又
は
企
業
出
納
員
が
欠
け
た
と
き
そ
の

職
謗
を
代
理
す
る
。

（
経
理
諜
長
及
び
会
計
課
長
の
任
移
）

＇．I

第

六

条

経

晨

苔

、

固

繹

屡

翡

慧

、

会

計

課

長

は

、

た
な
卸
査
産
及
び
金
銭
会
計
事
移
を
統
括
す
る
。

第

二

章

帳

簿

及

び

勘

定

粗

織

．

ー

総

則
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行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
現
・
竺
瑕
扱
負
の
収
納
金
）

第
四
十
条
硯
金
取
扱
貞
は
、
そ
の
取
り
扱
っ
た
収
納
益
を
別
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
即
日
硯
拉
坂
扱
銀
行
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば

た
ら
な
い
。

i

（
企
架
出
納
団
の
収
納
金
）

醤
十
一
条
企
菜
出
納
貝
は
、
そ
の
販
り
扱
っ
た
収
納
箆
現
・金

巷
翁
に
よ
っ
て
即
日
現
金
取
扱
銀
行
に
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
°
但
し
、
特
別
の
市
情
の
あ
ろ
も
の
に
つ
い
て
は
、
筍
理

者
か
別
に
指
示
す
る
。

’
.
2

企
菜
出
納
員
は
、
そ
の
取
り
扱
っ
た
収
納
金
に
つ
い
て
は
、
毎

報
月
収
納
金
報
告
街
を
作
成
し
て
翌
月
五
日
ま
で
に
管
浬
・
者
に
送
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
c

（
督
促
）

第
四
十

i

一
条
水
道
料
金
そ
の
他
の
収
入
金
を
納
期
ま
で
に
完
納
L

甘
な
い
者
が
あ
る
と
き
は
、
納
期
後
一
＿
十
日
以
内
に
怪
促
状
を
発
行

●
 

す
る
も
の
と
す
る
。

（
小
切
手
に
よ
る
納
付

L

.

島
第
四
十
＿
＿
一
条
水
道
料
金
そ
の
他
の
収
入
金
は
、
小
切
手
を
も
つ
て

硯
金
に
代
え
て
納
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

小
切
手
を
使
用
し
た
者
の
納
付
義
務
は
、
そ
の
小
切
手
金
額
の

支
払
が
あ
っ
た
と
き
に
完
了
す
る
。

広
（
小
切
手
の
他
用
制
限
）

愚
四
十
四
条
訓
条
の
規
定
に
よ
り
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
小
切

手
は
、
広
島
手
形
交
換
所
加
盟
褪
汀
又
は
こ
れ
に
代
理
交
換
の
委

託
を
な
し
た
銀
行
を
支
払
人
と
し
、
広
島
市
を
支
払
地
と
定
め
た

日
記
名
式
又
は
持
参
人
払
の
も
の
で
、
次
の
各
号
の
ー
つ
に
該
当
し

a

な
い
も
の
に
限
る
c

月
一
小
切
手
金
額
か
納
付
泣
額
を
超
過
す
る
も
の

6

-

＿
振
出
日
か
ら
起
鉢
し
八
日
を
経
過
し
た
も
の

竿
（
小
切
手
の
支
払
低
証
）

2

8

醤

盗

条

泊

付

ご

腐

想

る

小

切

手

は

、

管

理

者

に

お

い

和
石
必
喋
が
あ
る
と
認
め

5

た
こ
き
は
、
支
払
・
ヘ
の
支
払
恥
証
を
求
め

る
こ
と
が
で
き
ろ
。

昭

ー
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そ
ヽ

9

ャ
＇
ド
が

．
9
,
．

，
ぃ

叉
は
収
入
調
古
に
よ
る
も
の
の
外
‘
●
J

れ
を
な
す
こ
と
が
で
き
な

ぃ
°
但
L
｀
収
入
調
告
は
、
必
要
に
応
じ
証
拠
害
類
を
添
付
す
る

も
の
と
す
る
。

‘

（
硯
金
販
扱
銀
行
）

I

第
二
十
四
条
局
に
属
す
る
公
金
の
収
納
及
び
支
払
に
つ
い
て
は
、

企
業
出
納
員
が
坂
1
1
扱
う
も
の
の
外
｀
地
方
公
営
企
業
法
（
昭
和

二
十
七
年
法
律
第
二
百
九
十
二
号
）
第
二
十
七
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
h
市
長
が
指
定
し
に
金
融
栂
関
（
以
下
「
現
金
取
扱
銀
行
」

と
い
う
。
）
を
し
て
取
り
扱
わ
せ
る
。

．
（
首
票
金
額
の
表
示
）

．

第
二
十
菩
条
納
額
告
知
古
。
納
付
雹
‘
硯
品
払
込
害
並
び
に
収
入
、

支
出
及
び
振
替
調
叩
ビ
の
首
楔
金
額
を
表
示
す
る
場
合
に
お
い
て

は
、
・
ア
ラ
ピ
ヤ
数
字
を
用
い
、
特
に
明
確
に
こ
れ
を
記
載
し
、
そ

の
頭
初
に
「
¥
」
文
字
を
併
記
し
な
す
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

（
金
額
、
数
批
の
訂
茫
）

．
第
二
十
六
条
収
支
に
関
す
る
証
拠
雹
類
の
金
額
、
数
趾
は
、
訂
正
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
但
L
、
や
必
を
得
な
い
事
由
の
あ
る
も
の

に
つ
い
て
は
、
一
一
線
を
ひ
き
、
そ
の
右
側
又
は
上
位
に
正
書
L
て

訂
充
削
除
し
た
文
字
を
明
ら
か
に
読
み
う
る
よ
”
つ
に
し
て
匹
か
な

け
そ
ぷ
な
ら
な
い
。

2

前
項
但
雷
の
場
合
に
お
い
て
は
、
上
位
余
白
に
正
談
の
文
数
を

明
記
し
、
且
つ
．
訂
正
部
分
と
と
も
に
、
こ
れ
に
証
印
を
押
さ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
入
、
支
出
及
び
振
替
調
害
の
審
査
）

第
二
十
七
条
経
理
謀
長
は
、
次
の
各
号
の
―
つ
に
該
当
す
る
も
の

が
あ
る
と
き
は
、
収
人
、
支
出
及
び
振
替
調
害
を
発
行
者
に
返
付

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
欝
密
の
内
容
に
過
誤
が
あ
る
と
き

二
調
忠
の
内
容
が
法
規
に
反
す
る
も
の
と
認
め
た
と
き

_＿＿

，詞
街
発
行
の
根
拠
が
明
確
で
な
い
と
き

四
瞬
祖
の
執
行
が
不
能
と
な
っ
た
と
き

（
在
高
及
び
収
支
の
照
合
）

第
二
十
八
条
経
理
諜
長
は
、
毎
日
硯
金
の
在
高
を
硯
金
出
納
帳
と

照
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
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（
小
切
手
受
領
の
表
示
）

第
四
十
六
条
納
入
者
が
小
切
手
に
よ
り
納
付
し
た
と
き
は
、
収
納

槌
関
は
、
領
収
済
遥
知
祖
及
び
領
収
証
祖
に
「
小
切
手
受
領
」
の

表
示
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
。

（
不
渡
小
切
手
の
還
付
）

第
四
十
七
条
支
払
を
拒
絶
さ
れ
た
小
切
手
は
、
納
入
者
に
還
付
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
「
小
切
手
不
渡
に
よ
る
再
発
」
と
祀

載
L
た
納
額
告
知
祖
叉
は
納
付
害
を
発
灯
す
る
。
但
し
、
こ
れ
が

た
め
納
期
限
は
変
更
し
な
い
。

（
収
納
金
の
販
扱
手
続
）

第
四
十
八
条
経
理
課
長
は
、
硯
・金
取
扱
銀
行
か
ら
納
頷
告
知
祖
、

納
付
慰
及
び
現
金
払
込
祖
に
よ
る
領
収
済
遥
知
祖
を
受
け
た
と
き

は
、
そ
の
収
納
短
報
告
叩
店
照
合
の
上
、
証
拠
祖
類
に
基
い
て
そ

れ
ぞ
れ
勘
足
科
目
に
仕
訳
漿
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

経
理
諜
拒
は
、
前
項
の
領
収
硲
通
知
祖
に
よ
り
徴
収
カ
ー
ド
又

は
微
収
簿
の
盤
理
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
つ
り
銭
の
保
管
）

第
四
十
九
条
企
裕
出
納
員
は
、
水
道
料
金
そ
の
他
の
収
入
箆
微

収
上
つ
り
銭
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
管
理
者
の
決
讐
受
け
硯

金
を
保
管
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
詈
靡
額
は
、
管
理
者
が
定
め
る
。

第

i-
＿

節

支

出

妥
出
の
手
続
）

翌
十
条
各
課
長
は
、
吝
出
す
ぺ
き
事
・
山
が
生
じ
た
と
き
は
、
、
そ

盆
謁
喜
翡
に
よ
り
器
應
根
拠
、
依
登
確
定
年
月
日
、
俵

樅
布
、
．
予
邸
科

u及
び
支
出
す
べ
き
如
額
等
に
つ
き
脱
オ
心
決
定
ー
、

支

出

調

術

を

発

行

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

°

.

：
（
女
出
謁
由
の
死
行
嬰
件
）

9

弟
五
十
一
条
支
出
調
由
は
、
当
該
予
邸
科

bi及
び
債
．
部
者
ご
と
に

調
製
L
‘
偵
廂
者
の
踏
求
祖
を
添
付
し
な
け
れ
if
な
ら
な
い
0

但

し
、
依
罹
者
に
誼
求
祖
を
提
出
さ
せ
る
こ
と
が
困
雖
た
場
合
は
．

靡
仕
欝
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
一

2

予
邸
科
目
及
び
支
払
期
日
が
同
一
な
も
?
ぱ
‘
-
＿
名
以
上
の
依

樅
者
を
合
せ
く
、
集
合
支
出
瞬
祖
竺
光
[fT
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

＇ 

3

一
葉
の
証
拠
害
類
で
支
払
が
一
＿
科
目
以
上
に
わ
た
る
場
合
は
、

一
科
目
の
支
出
調
密
に
添
付
L
、
他
の
支
出
調
由
に
は
摘
要
梱
に

証
拠
祖
類
の
所
在
を
付
記
し
又
は
そ
の
写
を
添
付
し
証
拠
磁
類
の

所
在
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
＇

4

支
出
調
婁
は
、
直
接
払
及
び
送
金
払
に
区
分
し
、
発
行
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
請
求
者
の
割
印
）

第
五
十
二
条
数
葉
を
も
つ
て
一
通
と
す
る
諮
求
者
に
は
、
依
権
者

を
し
て
割
印
を
な
さ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
？
諮
求
由
が
二
酒

以
上
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
支
出
調
術
に
そ
の
涌
数
を
記
載
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
訥
求
密
等
の
計
額
の
品
礎
）

第
五
十

i

＿
一
条
支
出
調
布
に
添
付
す
べ
き
詔
求
祖
又
は
支
出
仕
訳
祖

に
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
つ
て
計
邸
の
北
盆
従
を
明
ら
か
に
す

べ
き
内
訳
を
記
貼
し
又
は
調
担
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
給
料
、
報
酬
、
穀
用
弁
倣
そ
の
他
一
定
の
給
与
に
つ
い
て
は

、
職
氏
名
、
給
料
額
、
任
免
異
動
そ
の
他
欠
鋤
等
の
寓
・
故
に
ょ

り
支
給
額
に
呉
勁
を
生
ず
る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
理
由

及

び

邸

出

の

品

礎

等

心

・

二
療
治
料
、
退
城
金
等
に
つ
い
て
は
、
受
給
者
の
費
格
及
び
そ

の
原
因
、
裁
定
の
年
月
日
又
は
辞
令
の
年
月
日
、
支
給
頷
等
、

三
旅
費
に
つ
い
て
は
、
用
務
、
用
謗
地
奮
旅
行
年
月
日
路
程
層

宿
泊
場
所
、
職
氏
名
、
敏
識
及
び
旅
致
額
罪
定
の
哉
貌
等
°
但

し
、
私
設
の
鉄
道
、
船
車
馬
貨
瑠
で
計
邸
の
枯
競
が
明
ら
か
で

・
な
い
も
の
は
、
当
該
鉗
耀
者
の
証
明
密

四
労
務
貨
等
に
つ
い
て
は
、
市
菜
名
、
就
労
場
所
、
期
間
、
職

種

別

貿

・

金

新

及

び

歩

・

合

等

り

五
物
件
の
購
入
又
は
修
紹
代
金
に
つ
い
て
は
、
用
途
、
品

H
数

批
及
び
単
価
等
，

六
広
告
料
に
つ
い
て
は
、
広
牛
品
女
件
、
広
告
年
月
日
、
批
目
、

単
価
及
び
広
告
空
要
領
紐

．

七
述
ぎ
料
に
つ
い
て
は
、
硝
按
の
方
法
。
宛
送
年
月
日
、
死
滸

池
名
、
品
名
、
姑
血
及
．ひ
単
価
埒

ー

.' '
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2
銀
行
そ
の
他
の
金
際
梱
関
の
預
貯
金
は
、
毎
日
現
・
金
出
納
帳
と
、

預
貯
金
通
帳
又
は
出
納
日
報
に
よ
っ
て
現
・
泣
の
収
支
を
照
合
し
な

け
れ
ぷ
な
ら
な
い
。

（
金
銭
の
過
不
足
）

第
二
十
九
条
金
銭
に
つ
き
不
足
を
生
じ
た
と
き
は
、
企
業
出
納
員

は
、
遮
滞
な
く
そ
の
原
因
を
明
ら
か
に
；
）
｀
管
理
者
に
報
告
す
る

も
の
と
す
る
。

2

不
足
傘
は
。
一
応
仮
払
金
と
し
て
こ
れ
が
処
置
方
法
を
経
伺
の

上
、
次
に
よ
h
照
理
す
る
も
の
と
す
る
。

一．

局
負
担
の
場
合
は
経
毀

―
―
識
員
負
担
の
場
合
は
未
収
入
金

3

金
銭
に
過
弱
を
生
じ
た
と
き
は
、
一
応
仮
受
金
と
し
、
こ
れ

が
処
既
決
定
の
上
、
本
勘
定
に
振
・
り
替
え
盛
理
す
る
も
の
と
す
．

ヽ

ろ。（
綜
・
令
収
支
日
計
表
）

第
三
十
条
経
理
謀
長
は
、
収
支
に
関
す
る
証
拠
街
類
に
茄
き
、
毎

日
総
合
収
支
日
計
表
を
作
成
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

、、

（
収
入
、
支
出
及
び
振
替
調
忠
等
の
綴
さ
ん
）
．
．
．
『

第
三
十
一
条
経
埋
謀
長
は
、
収
入
、
支
出
及
び
振
替
調
困
並
び
に

こ
れ
ら
に
附
属
す
る
証
拠
雹
類
を
予
邸
科
目
の
順
序
に
と
つ
て
毎

日
編
集
．．
 
こ
な
け
ば
れ
な
ら
な
い
。

（
担
保
及
び
保
証
．
5
1

に
充
当
す
る
有
価
証
券
）

第
一
―
-
+
―
一
条
局
が
徴
す
る
担
保
及
び
保
証
・歪
に
充
璽
＇
る
有
価
証

券
の
種
類
及
む
価
格
は
、
次
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

一

有

価

証

券

の

前

類

・

a
日
本
政
府
国
依
師
券

図
都
漑
府
県
市
依
証
券

⑱
日
本
銀
行
株
式

固
勧
●
雌
虹
券

③
そ
の
他
管
理
者
に
お
い
て
逸
当
こ
認
め
る
有
価
証
券

―
―
有
価
証
券
の
価
格

い

本

市

依

証

券

は

、

額

面

金

額

・

図
そ
の
他
の
有
価
証
券
は
時
価
の
百
分
の
九
十
以
l
.

時
価
の
算
走
方
法
は
、
管
理
者
が
こ
れ
を
定
め
る
。
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一
一
節
収

（
収
入
の
根
拠
）

第
一
―
-
+
＿
＿
一
条
収
入
は
、
法
令
、
条
例
、
規
則
又
は
規
程
若
L
く
は

契
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
徴
収
又
は
収
納
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
入
の
調
定
）
．

第
三
十
四
条
各
課
長
は
、
収
入
を
徴
収
す
べ
き
京
由
が
生
じ

(tJ

き
は
、
微
収
の
根
拠
．
所
属
年
皮
、
納
入
者
、
徴
収
す
べ
き
金
額
、

納
期
及
び
予
算
の
収
入
科
目
等
に
つ
き
甑
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0`
＞

．
 

2

各
課
長
は
、
収
入
の
調
定
を
し
た
と
き
は
、
収
入
詞
芭
を
宛
行
‘

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

.

（
告
知
古
、
納
付
害
の
発
行
）

第
一
＿
＿
十
五
条
納
額
告
知
祖
に
よ
り
収
入
す
べ
き
も
の
で
納
期
の
定

め
の
あ
る
も
の
は
、
納
期
の
十
日
前
ま
で
に
、
随
時
の
収
入
は
、
そ

の
都
度
、
納
入
者
に
対
し
て
こ
れ
を
発
行
す
る
°
但
L
‘
納
期
の

走
め
の
あ
ろ
収
入
で
あ
つ
て
も
集
金
制
に
よ
る
場
合
は
、
こ
の
瞑

り
で
な
い
。

2

納
付
由
に
よ
つ
て
収
入
す
べ
き
も
の
は
、
｀
納
・
入
者
に
対
し
て
納

付
古
を
交
付
す
る
。

（
調
定
及
び
収
納
益
理
）

第
＝
―
十
六
条
水
道
料
・盆
そ
の
他
の
収
入
・盆
は
、
徴
収
カ
ー
ド
又
は

徴
収
簿
に
よ
り
頸
定
及
び
収
納
幣
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
納
入
手
続
）

第
一
＿
一
十
七
条
組
金
沿
に
よ
る
も
の
の
外
、
納
入
者
は
、
納
額
告
知

忠
又
は
納
付
宮
に
現
・盆
を
添
え
て
硯
・
短
取
扱
銀
行
又
は
所
定
の
箇

所
に
提
出
し
て
領
収
証
街
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
調
定
の
更
正
）

笹
―
―
十
八
条
過
誤
そ
の
他
の
事
否
心
に
よ
つ
て
諜
定
の
更
正
を
し
た

と
き
は
、
各
課
長
は
、
直
ち
に
、
振
替
毎
裕
四
を
発
行
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

（
欠
損
処
分
）

第
三
十
九
条
収
入
の
未
納
金
で
欠
損
処
分
に
付
す
る
も
の
が
あ
る

と
き
は
、
各
課
長
は
、
欠
損
処
分
調
謝
に
基
い
て
振
巷
調
術
を
発

入

一
四

1,'
•

9 

ヽ

! 1 ` 9 ! '. 

． 

｀ 

: I 
ヽ， ． 



島広月 2u日昭和 28年 6

亥戸＿．，． ．‘' ●=ナ合．マ—..＊--―ペーて•一r三•-ー-—• 9.---？•四匹·芦・;--―9 _ • .a• 一• •一-. ,r . 、・ 令・・• , ..・・・ ｀ “•, 9 • らヽ，． • Iい,・.·.·.•. ,•. 'ぶ・.....'',,!:、...• ; • ョ ， ． ， へ．．， ．，．、 1 ． ,-• 曇， 、・・・
,. ,’• .、',．..-:-'・ ~;. . . ._ ' .....' I . . ' , . , ., , ・:.'・ ＇• : .9 • 9,.．.．' ， •• • • ,、・ • ,． , 1 ＼ヽゞぃ ' . •/· ' :・ ・ . :;'..., " ̀  ． . 9 9. ，1’ :“≪ •、 . ‘f, ｀••. ：9.．,．9: :.•, ：ふ’I.：'；――.:,'f・・ヘ，1、r・̀―～;.：てi.*―: t ;；-t :・，'，'らげ＾ ．；交：：；，，．： ＇1 ‘・つ．．， ． ：． 9 ' ・'• ., ． ． '• ;’• 9 → 

~•.. :・・. ,・ ' , . ・. •'.. . 9,． ， 、 . . ; 、、.・,.. • ・,.::-,-.. ¥・,: 、:! '• ‘:;,.! ..`,. '’ ; : •: • 9 - ・‘ ● 
9, 

，ヽ、
ヽ

． 、 ．． ・ • •,9 9,.'ふ．．．：，；露 見＿ ｀ i＇ ‘ ’• 9 ; • . .J. ・. -．．． ．、ヽ ；・．・:、

、;.,、 昭和 28年 6 月 20日 広 島市報 （第 86.g)□丁
,；.． . l  ^、.dr, -• .-．．,.,;:  9: 

-- ,z; ;:止 1.9,
..一--・・ -・・・ .一― --..一 —-· ----一・・- - .L - • • — I ,•, 

,: 
! 9 9 

ー

.

.
 
'`
 

,

＼

，
 

,
9
.

、

へ
9
`

`

•
『

.9
,

9

.
、

,
'

e
 

，ヽ

・，
 

9,
‘、

1

~

、．
 

,‘ 

~"

'
~
'
9

,
'

ヽ

'

·

·

`
＇

支
払
を
な
し
｀
依
描
者
か
ら
颯
収
証
粛
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0ヽ貪

・波
前
渡
の
精
罪
）

咽
六
十
荘
条
投
・
笠
訓
渡
を
受
け
た
者
は
、
証
拠
中
口
碩
を
恭
え
、
次

に
掲
げ
る
期
間
内
に
振
替
調
潟
吸
び
毀
金
前
渡
荊
邸
書
を
発
行
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

‘

―
市
公
債
の
元
利
・金
の
支
払
に
要
す
る
経
栽
は
、
翌
月
十
日
ま

で
°
但
し
、
支
払
完
了
の
場
合
は
、
そ
の
日
か
ら
十
日
以
内

i

―
外
国
に
お
い
て
支
払
を
速
す
る
経
数
は
、
管
理
者
が
指
定
す

る
日
ま
で

―
―
―
速
隔
の
地
に
お
い
て
支
払
を
要
す
る
経
費
は
、
帰
庁
後
十
日

以
内

四
常
時
縮
続
し
て
受
け
る
経
盤
は
、
翌
月
五
日
ま
で
°
但
し
、

中
途
に
お
い
て
事
移
が
完
了
し
に
場
合
は
、
そ
の
日
か
ら
五
日

以
内

五
前
各
号
以
外
の
経
費
は
、
支
払
完
了
徒
五
日
以
内

2

資
金
苅
渡
の
精
甜
残
＇組
は
、
精
邸
と
同
時
に
返
納
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
0

但
L
、
前
項
第
四
号
に
該
当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

こ
れ
を
翌
月
に
繰
り
越
し
て
貸
・短
に
充
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
疫
・
笠
訓
渡
の
制
限
）

第
六
十
六
条
疫
．
波
前
渡
を
受
け
た
者
で
前
条
に
よ
る
箭
．
払
の
終
つ

-t
い
な
い
も
の
は
、
同
一
の
経
投
に
つ
い
て
は
、
諏
ね
て
炎
．．
 
泣
の

前
渡
を
受
け
ゐ
こ
と
が
で
き
な
い
°
但
し
、
緊
急
や
む
を
得
な
い

場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
精
邸
の
更
茫
又
は
返
納
）

翠
ハ
十
七
条
管
碑
者
は
、
前
渡
し
た
疫
短
の
使
途
が
そ
の
交
付
の

目
的
と
祖
速
す
る
と
諒
め
た
と
き
は
、
毀
源
前
渡
の
耕
邸
の
更
正

又
は
返
納
を
挺
求
す
る
も
の
と
す
る
。

．

（
衣
金
前
渡
を
受
け
た
者
の
更
送
、
死
亡
）

第
ハ
十
八
条
費
・燎
蔀
渡
を
受
け
た
者
が
、
中
益
に
お
い
て
退
巌
又

は
転
勁
・
↓
た
と
き
は
、
そ
の
際
梢
涼
し
な
け
れ
ぷ
な
ら
な
い
。

2

毀
金
前
渡
を
受
け
た
者
が
、
死
亡
そ
の
他
の
寧
故
に
よ
h
自
ら

慧
娑
な
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
管
迎
者
が
命
じ
た
琺
負

が
精
邸
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
精
尊
は
、
究
金
訓

八
工
事
請
負
代
金
に
つ
い
て
は
、
エ
富
名
｀
工
事
場
所
、
箔
エ

友
び
竣
功
年
月
日
並
ひ
に
中
間
支
払
の
計
罪
の
基
暁
・

九
土
地
建
物
の
買
収
費
、
物
件
移
転
斜
又
は
損
害
賠
償
に
つ
い

，て
は
、
所
在
地
、
名
称
、
工
事
名
、
而
後
、
単
価
、
用
途
｀
登

記
箔
年
月
日
叉
は
抹
泊
登
記
済
年
月
日
及
び
移
転
完
了
年
月
日

等
十
土
地
、
物
件
等
．
の
借
入
料
又
は
使
用
料
に
つ
い
て
は
．
所
在

地
、
期
問
．
用
途
、
面
積
．
数
抵
及
び
単
価
等

十
一
補
助
金
等
に
つ
い
て
は
、
事
由
、
指
令
番
号
及
び
指
令
年

月
日
等

．

十
二
企
銘
俵
祁
に
つ
い
て
は
、
名
称
、
記
号
、
元
本
、
利
率
及

び
期
間
等

+
―
―
―
諸
私
戻
金
、

．．
恨
還
金
等
に
つ
い
て
は
、
事
山
、
富
実
の
生

じ
た
年
月
日
及
び
支
出
決
定
年
月
日
等

妥
出
の
執
行
）

第
五
十
四
条
経
理
牒
長
は
、
支
出
調
寄
を
受
け
た
と
き
は
、
支
出

調
街
並
び
に
関
係
粛
類
を
乖
査
し
｀
こ
れ
を
執
行
す
る
9

（
直
接
的
支
払
）

第
五
十
茸
条
経
理
課
長
は
、
依
権
者
に
対
L
直
接
支
私
を
行
う
に

当
つ
て
は
、
低
郡
者
か
ら
領
収
証
紺
を
徴
し
た
上
、
支
払
証
を
交

付
し
、
ー
硯
．拉
取
扱
銀
行
に
出
顕
さ
せ
、
支
払
証
と
引
換
え
に
現
・命

を
受
領
せ
し
め
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
．

現
・叙
販
扱
銀
行
に
対
し
支
払
通
知
害
を
回
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0、)

，
 

（
送
短
支
払
）

第
五
十
六
条
経
理
牒
長
は
、
遠
隔
地
の
個
権
者
に
対
L
支
払
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
は
、
現
金
取
扱
銭
行
に
送
・
叙
支
払
酒
知
密
を
回

付
し
、
送
金
を
依
頼
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
↓
、
電
信
送
金

を
要
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
旨
を
現
金
取
扱
銀
行
に
涌
知

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｀

2

経
漉
牒
長
は
、
硯
・金
取
扱
銀
行
に
送
金
を
依
頼
し
た
と
き
は
｀

直
ち
に
、
債
権
者
に
対
し
送
如
の
通
知
を
し
た
け
れ
ば
な
ら
な

ぃ
°
但
し
、
祝
信
送
．
金
の
場
合
に
お
い
て
は
、
雷
信
で
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
01
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、0
し

2

概
窮
払
の
箭
罪
残
金
が
あ
る
と
き
は
、
精
林
と
同
時
に
返
納
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

3

嵌
邸
払
の
精
邸
不
足
金
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
請
求
し
な
け

．
れ
ば
な
ら
な
い
。

品
金
払
の
制
限
及
び
精
算
）

第
七
十
一
条
会
計
条
例
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
前
金
払
を
す
る
場

合
に
お
い
て
は
、
契
約
そ
の
他
特
に
定
が
あ
ろ
鳩
合
の
外
薔
な
る

べ
く
分
割
し
て
交
付
し
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

2

前
泣
払
を
し
た
経
費
で
法
令
又
は
契
約
の
変
更
に
よ
っ
て
安
出

額
の
変
更
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
｀
圭
蒋
織
員
を
し
て
概
邸
払
の

例
に
よ
り
研
坑
忠
し
め
な
，
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・

（
北
替
払
）

．

第
・
千
十
一
一
条
事
移
処
理
上
緊
急
や
む
を
掲
な
い
経
殺
は
、
磯
負
に

お
い
て
一
時
立
菩
払
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

訓
項
の
立
菩
払
を
し
た
職
負
は
、
用
珍
終
了
後
、
直
ち
に
そ
の

旨
を
屯
管
課
長
に
報
告
の
上
、
｝
吝
払
先
の
睛
求
掛
及
び
領
収
征
街

に
相
述
な
く
立
杵
払
と
し
．
心
旨
記
載
し
た
立
祐
払
明
細
粛
を
添
・
ん

て
諮
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
定
日
の
あ
る
支
出
調
叫
送
付
期
眼
）

第
七
十
三
条
給
料
、
諸
給
与
金
そ
の
他
の
径
守
メ
で
支
払
定
H
の
あ

る
支
出
調
祖
に
つ
い
て
は
、
各
牒
長
は
、
そ
の
＿
―
-
日
前
ま
で
に
経

渡
を
受
け
た
者
の
精
算
と
み
な
す
。

（
概
邸
払
の
制
限
）
＇

璽
ハ
十
九
条
会
計
条
例
第
菩
条
の
規
定
に
よ
る
唇
荻
の
限
度
額

に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
旅
災
に
つ
い
て
は
、
一
旅
行
岳
玄
’
万
概
邪
額
0

但
し
、
内

地
旅
行
で
一
月
以
上
に
＿
旦
ろ
も
の
に
つ
い
て
は
、
毎
月
即
喫
の

概
卯
額

二
そ
の
他
の
経
毀
に
つ
い
て
は
、
当
該
経
毀
の
予
定
所
堺
額

蔽
郭
払
の
精
額
）

第
七
十
条
概
箕
払
を
受
け
た
者
は
、
用
移
叉
は
事
件
終
了
後
旅
毀

に
つ
い
て
は
屯
日
以
内
、
そ
の
他
の
経
毀
に
つ
い
て
は
十
日
以
内

に
振
替
詞
褐
及
び
栖
算
払
精
罪
害
を
発
行
し
な
け
れ
ば
た
ら
な

＼
ャ
・

理
諜
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
要
急
支
出
舞
甚
の
明
示
）

第
七
十
四
条
急
を
要
す
仝
吝
逗
調
粛
に
は
、
希
理
の
概
要
を
記
賊

し
た
赤
色
の
付
箋
紙
を
上
部
右
端
に
貼
付
し
な
け
れ
は
な
ら
な

`
o
 

し`
（
各
出
調
雹
に
添
付
す
べ
ぎ
害
類
の
照
惹
印
）
｀

第
七
十
宜
条
支
出
瞬
富
に
添
付
す
ベ
キ
債
権
差
押
及
び
依
樅
譲
渡

に
関
す
る
ボ
羅
又
は
委
任
状
若
し
く
は
戸
籍
腔
本
そ
の
他
証
明
密

の
類
で
別
に
保
管
を
必
妻
と
す
る
場
合
は
、
そ
の
照
合
済
の
0

日を

表
示
し
て
、
，
、
主
移
職
負
に
お
い
て
認
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
料
等
の
受
領
委
任
）

．

．

．

第
七
十
六
条
職
員
叉
は
こ
れ
に
準
・
ず
る
者
が
、
代
理
人
を
も
つ
て

給

璧

J．の
他
諸
給
与
金
の
時
求
及
び
領
収
を
し
よ
う
と
す
る
と
封j

は
、
委
任
状
を
主
管
課
畏
を
経
由
し
て
経
理
課
長
に
提
出
す
る
と

と
も
に
代
理
人
の
印
鑑
を
届
け
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
代
理
人
が
転
退
磁
そ
の
他
の
事
故
に
よ
り
委
任
事
謗
の
処
理
が

不
能
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
遅
滞
な
く
前
項
の
規
定
に
よ

り
新
た
に
代
理
人
を
選
任
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

委
任
状
は
一
事
莱
年
度
ご
と
に
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。第

四

節

振

．
替

収

支

（
科
目
の
振
柑
）

．

第
七
十
七
条
各
課
長
は
、
科
目
振
替
の
事
田
宛
告
佐
遅
滞
な

V
振

守
は
翌
凶
を
発
行
L
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

2

経
理
既
長
は
、
前
項
を
振
替
額
ヤ
9

を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
に

よ
り
振
替
伝
癌
を
発
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
振
荏
調
祖
品
載
箪
項
）

弟
七
十
八
条
振
替
調
出
の
摘
要
梱
に
は
、
次
に
掲
げ
ろ
衷
項
を
記

．
賊
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
振
替
の
班
由

．．． 

一
一
布
哭
発
生
の
時
期

-
＝
そ
の
他
必
速
の
事
項

（
発
汀
手
続
）

第
七
十
九
条
振
祐
収
支
の
手
統
は
、
収
入
す
べ
き
科

Li
の
七
紐
H
牒

寸
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3

第
一
項
の
規
定
に
よ
h
送
金
を
依
組
し
た
場
合
は
、
現
・
命
瑕
扱

・
銀
行
の
送
金
洛
証
明
祖
を
徴
し
、
こ
れ
を
領
収
証
密
に
代
え
て
処

理
ヤ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
支
払
証
の
右
効
期
限
）

．

第
五
十
七
条
支
湛
証
の
有
効
期
限
は
、
発
行
の
当
日
限
り
と
す

る。

2

支
払
証
の
交
付
を
受
け
当
日
支
払
を
受
け
な
か
つ
た
者
は
、
そ

の
支
払
証
を
．
会
計
課
長
に
返
付
す
ろ
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
経

理
課
長
は
、
改
め
て
支
払
証
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
支
払
証
の
亡
失
き
損
）

第
五
十
八
条
箔
理
課
長
は
、
支
払
証
の
交
付
を
受
け
岳
布
が
支
払

証
を
亡
失
又
は
き
損
し
再
淀
行
を
請
求
L
た
と
き
は
、
滴
宜
の

様
式
に
よ
り
再
発
行
睛
求
帯
を
提
出
さ
せ
る

t
の
と
し
、
そ
の
理

由
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
。
再
宛
行
の
旨
を
記
載
し
た
支
払
証

を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。
但
し
、
き
損
し
た
支
払
証
は
、
返
付

せ
し
め
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。

2

経
漉
課
長
は
、
前
項
の
亡
失
に
よ
る
再
発
行
の
請
求
を
受
け
た

と
き
は
、
直
ち
に
現
金
取
扱
銀
行
に
そ
の
0

日
を
通
知
し
て
支
払
の

有
無
を
胴
査
し
な
け
れ
ば
あ
ら
な
い
。

（
支
払
総
括
栗
の
回
付
）

第
五
十
九
条
経
理
課
長
は
、
当
日
の
支
払
が
終
了
し
た
と
き
は
、

現
・金
取
扱
銀
行
か
ら
支
払
金
報
告
也
の
提
出
を
受
け
、
支
払
総
括

粟
を
同
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
睛
求
粛
及
び
頒
収
証
印
の
取
扱
）

第
六
十
条
請
求
祖
の
印
鑑
は
、
契
約
書
が
あ
る
と
き
は
こ
れ
と
同

一
の
印
鑑
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
支

出
調
街
の
瞬
製
老
は
、
こ
れ
が
照
合
印
を
押
さ
な
け
れ
は
な
ら
な

、0
し

2

諮
求
粛
の
印
鑑
を
誤
押
叉
は
改
押
を
な
L
た
も
の
が
あ
る
と
き

は
、
正
当
な
印
を
押
さ
し
め
、
取
扱
者
は
梱
外
に
そ
の
旨
を
記
載

し
、
こ
れ
に
認
印
を
し
な
け
れ
ぷ
な
ら
な
い
。

3

領
収
証
寓
の
印
鐙
は
、
詞
求
書
の
印
鑑
と
同
一
で
な
け
れ
ば
な
'

ら
な
い
。
但
し
、
紛
失
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
亭
由
に
よ
り
同
一

印
を
押
す
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
は
、
印
鑑
を
証
明
す
べ
き
宙
類

を
流
付
し
て
、
＇
改
印
厨
を
た
さ
し
め
、
新
印
に
よ
．
hkiL孵
学
る
こ

と
が
で
き
る
。

辰

・短
訛
渡
）

第
六
十
一
条
広
島
市
会
計
条
例
（
昭
和
二
十
式
年
八
月
条
例
第
二

十
五
号
。
以
下
「
会
計
条
例
」
と
い
う
0
)

第
四
条
の
規
定
に
よ
る

査
．金
訓
渡
は
、
次
に
掲
げ
る
者
以
外
に
、
こ
れ
を
し
て
は
な
ら
な

。
O

、し―
市
公
値
の
元
利
領
の
支
払
に
要
す
る
経
我
は
、
取
扱
所
の
代

・

表
者

―
―
外
困
及
び
遠
隔
の
地
叉
は
交
通
不
便
の
地
域
に
お
い
て
支
払

を
要
す
る
舒
毀
は
、
当
該
出
那
賊
負

―
―
―
蔀
各
号
以
外
の
経
費
は
、
局
長
、
課
長
又
は
管
理
者
が
命
じ

た
織
負

（
安
笹
即
渡
の
限
度
額
）

第
六
十

i

一
条
査
金
前
渡
の
限
庇
額
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
•

一
常
時
の
終
既
に
係
る
も
の
は
、
毎
一
月
分
以
内
の
金
額
を
予

定
し
て
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
随
時
の
経
敗
に
係
る
も
の
は
、
所
要
の
金
額
を
予
定
し
、
事

移
上
支
隙
の
な
い
限
り
、
な
る
ぺ
く
分
割
し
て
交
付
し
な
け
れ

ぽ
な
ら
な
い
。

（
前
渡
金
の
取
扱
）

第
六
十
三
条
安
・
益
前
渡
を
受
け
た
者
は
、
査
金
を
信
用
碇
実
な
金

雷

関

に

預

・金
礼
る
か
叉
醤
固
な
歪
庫
に
保
管
す
る
等
確
実
な

方
法
に
よ
り
、
こ
れ
を
保
管
し
な
け
れ
ぷ
な
ら
な
い
。

2

前
攻
の
規
定
に
よ
り
姫
磋
椴
関
に
預
金
し
た
場
合
、
利
子
を
生

じ
た
と
き
は
、
耕
尊
の
と
き
収
入
の
手
続
を
し
な
け
れ
は
た
ら
な

、0`＞ 
3

毀
笠
訓
渡
を
受
け
た
者
は
、
必
要
に
よ
h
現
・
金
出
納
慈
を
備
え

、
出
納
の
幣
理
を
し
た
け
れ
は
な
ら
な
い
。

（
毀
・
金
前
渡
を
受
け
た
者
の
支
払
）

第
六
十
四
条
資
金
前
渡
を
受
け
た
者
は
、
依
権
者
か
ら
支
払
の
請

求
を
受
け
た
と
き
は
、
そ
の
繭
求
は
正
当
で
あ
る
か
焚
金
の
交
付

を
受
け
た
目
的
に
達
反
す
る
こ
と
が
な
い
か
を
審
査
し
て
、
そ
の
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（
調
達
語
求
担
当
者
）

第
九
十
七
条
．
企
途
出
納
貝
は
、
貯
蔵
品
準
備
計
両
に
｛
枯
い
て
、
物

品
調
達
昭
求
伝
票
に
よ
り
経
理
諜
長
に
貯
蔵
品
の
調
逹
訥
求
を
行

う
も
の
と
す
る
。

（
検
在
）

第
九
十
八
条
貯
蔵
品
を
眺
入
し
た
と
き
は
、
そ
の
都
底
物
品
の
政

批
、
規
格
等
に
つ
き
別
に
定
め
る
と
こ
ぢ
に
よ
り
、
検
査
貝
の
検

窃
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

（

晦

貿

契

約

）

．

第
九
十
九
条
貯
蔵
品
の
購
買
契
約
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

第

四

節

出

納

（
愛
入
れ
価
額
）
．

第
百
条
貯
蔵
品
の
受
＾
れ
価
額
は
、
次
の
遥
り
と
す
る
。

i

璃
入
品
は
、
悶
入
●
額
に
晦
入
に
喫
し
た
引
販
毀
用
を
加
え

た
も
の
と
す
ろ
0

但
し
、
引
販
毀
用
は
、
怪
毀
と
し
て
処
瑶
｀
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

二
製
作
品
は
、
製
作
に
要
し
た
価
額
と
す
る
。

．

―
―
―
そ
の
他
に
つ
い
て
は
、
適
正
な
見
科
り
価
額
に
よ
る
。

（
払
出
し
価
部
）

第
百
一
条
貯
蔵
品
の
払
出
し
価
額
は
、
個
別
法
に
よ
る
も
の
の
外
、

（第ヽ 86号）

ー

’
 

．．
 

2

貯
蔵
品
の
準
備
要
求
が
予
邸
決
定
以
前
で
あ
る
と
き
は
、
予
尊

を
見
込
ん
で
準
備
嬰
求
す
ろ
こ
と
が
で
き
る
。

言
（
準
備
計
両
）

第
九
十
五
条
．
企
業
出
納
負
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
、
各
諜
長
か

ら
の
貯
蔵
品
準
備
喫
求
並
び
に
過
去
の
使
用
実
絣
、
親
在
の
保
有

高
等
諸
般
の
婁
消
を
祓
礎
と
じ
て
貯
疲
品
進
備
計
面
を
立
て
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
常
時
使
用
す
ろ

f
？
で
退
蔵
品
と
な
る

苓
そ
れ
の
な
い
も
の
に
つ
い
て
は
、
舎
淡
出
納
貝
の
見
込
に
よ
り

準
備
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第

一

＿

＿

節

網

逹

（
調
逹
衰
任
者
）
．

節
ダ
九
十
六
条
径
理
諜
長
は
、
貯
蔵
品
の
閏
逹
を
行
う
も
の
と
す

ろ。

,_ 

9, ＇こ．， 

長
が
振
菩
朦
寄
を
発
行
し
、
こ
れ
を
支
出
す
べ
き
科
目
の
主
管
謀

畏
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
｀

第
五
節
預
り
金
及
び
保
管
有
価
証
券

（
預
り
金
の
整
理
区
分
）

紹
八
十
条
預
り
金
は
、
次
に
掲
げ
る
区
分
に
よ
り
弊
理
し
た
け
れ

は
な
ら
な
い
。

一
預
り
保
証
金

• 

り
入
札
保
証
．
盆

図
契
約
保
証
金

⑱
指
定
エ
富
・
店
保
証
盆

囮
そ
の
他
俣
証
金

二
預
り
諸
税

い
源
泉
徴
収
所
徳
就
預
り
．
盆

似
特
別
徴
収
市
町
村
民
成
預
り
姫

三
諸
預
り
荒

市

印

諸

預

り

誼

肴
価
証
券
の
受
入
）

第
八
十
一
条
経
理
課
長
は
、
保
証
そ
の
他
の
た
め
に
す
る
有
価
証

券
の
受
入
に
つ
い
て
は
、
証
券
と
引
き
換
え
に
納
入
者
に
対
し
て

島
領
収
証
叩
声
を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
大
札
保
証
金

代
用
有
価
証
券
を
領
収
す
る
場
合
は
、
納
古
に
納
入
済
の
認
印
を

し
て
領
収
害
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

広
（
有
価
師
券
の
還
付
）

第
八
十
二
条
俣
証
そ
の
他
の
仮
受
有
価
証
券
の
遠
付
に
つ
い
て
は

、
詢
条
の
規
定
に
よ
つ
て
交
付
し
た
領
収
証
祖
に
領
収
の
旨
を
記

載
さ
せ
、
こ
れ
と
引
き
換
え
に
証
券
を
還
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0

日20

（
利
札
の
還
付
）

月
第
八
十
三
条
経
理
課
長
は
、
保
証
そ
の
他
の
有
価
証
券
の
利
札
の

6

還
付
睛
求
密
を
受
け
た
と
き
は
、
審
査
の
上
領
収
証
害
を
徴
し
、

年
利
札
の
還
付
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
8
.
（

預

り

金

利

子

の

販

扱

）

．

利
第
八
十
四
条
径
理
課
長
は
、
預
り
位
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
お
い

一
て
は
、
預
り
金
を
提
出
し
た
者
に
対
し
、
利
子
と
附
さ
な
い
旨
を

昭

r
ー

・

ー

ー

＿

1
―

報 （第 86号）

・・1 

ぶ
入
先
出
法
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

・
（
他
用
者
の
間
求
手
続
）

贋
一
一
条
誓
品
を
使
用
し
よ
う
と
す
忍
の
は
、
出
塵
唇

よ

っ

て

企

恣

渭

警

磨

開

す
Q

も
の
と
す
ろ
。
・

-
（
入
廊
、
出
限
伝
芭

臀
―
―
一
条
貯
蔵
品
を
入
叫
川
庫
す
る
と
き
は
、
入
襲
夏
は

出
廊
伝
而
表
に
さ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
り

2
入
庫
、
出
庫
伝
叩
―
示
に
は
、
所
喀
の
ロ
nn
名
、
数
批
、
科
目
及
び
使

用
H
的
叉
は
戻
入
の
富
由
、
そ
の
他
必
哩
な
富
項
を
記
載
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
貯
蔵
品
勘
定
の
照
理
）

第
百
四
条
終
雌
課
長
は
、
貯
蔵
淋
勘
足
の
要
八
又
は
振
菩
漿
瑚
を

す
る
と
き
は
、
入
匝
叉
は
吊
眼
伝
票
そ
の
他
の
証
拠
担
類
に
よ
り

振
替
藍
笈
．
ひ
振
替
伝
票
を
発
行
し
た

t
．
札
ば
な
ら
な
い
。

臀

五

条

終

理

唇

貧

誓

閃

蒻

入

’

製

作

、

発

生

品

警

よ
り
受
け
入
れ
が
あ
っ
た
と
き
貯
蕨
品
拗
足
に
受
入
記
帳
し
た
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

2

貯
疲
品
の
払
出
、
亡
失
ぎ
損
、
売
却
、
廃
棄
等
が
あ
つ
た
と
き

は
、
貯
蔵
品
勘
定
を
振
特
照
瑶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
出
納
憩
の
抵
薙
）
．

笙
百
六
条
貯
蔵
品
出
研
簿
は
、
品
名
及
び
品
質
、
形
状
を
異
に
す

塁
ど
●
別
薬
と
し
、
受
入
及
び
共
出
の
箪
価
及
び
数
磁
を
継
続

麿
そ
の
都
度
祀
録
樅
理
し
た
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
特
殊

の
も
の
に
つ
い
て
は
、
同
じ
私
名
、
ロ
rm
賀
、
形
状
で
あ
っ
て
も
単

価
を
異
に
す
る
ご
と
に
別
葉
と
し
て
賂
耶
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

（
出
納
那
の
記
帳
）

臀
・
七
条
企
冷
堪
員
は
、
貯
蔵
品
の
誨
さ
nn
、
製
作
品
、
返
納

等
に
よ
り
お
ら
心
に
そ
の
保
管
に
属
す
る
も
の
を
受
八
と
し
、
貯

蓋
塁
出
、
亡
失
、
き
損
、
売
却
、
廃
應
芦
よ
り
腔
窟
隣

れ
ろ
も
の
を
払
出
と
し
殷
癌
閉
納
珈
に
記
帳
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
企
・
名
出
地
且
の
出
駆
殷
＂
）

屑
八
条
企
染
出
納
位
は
、
当
日
の
腟
以
品
5

払
い
出
し
を
鉗
計

の
上
、
出
庫
伝
漿
に
出
郎
報
柑
叩
品
添
付
し
て
経
琲
腺
長
に
提
出

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
預
り
保
証
金
の
販
得
）

第
八
十
五
条
経
理
課
長
は
、
法
令
の
規
定
又
は
契
約
．
に
よ
り
預
り

保
証
金
の
う
ち
局
の
所
得
と
な
っ
た
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の

都
度
、
預
り
保
証
・
金
所
得
調
術
を
作
成
し
て
管
理
者
に
報
告
し
、

そ

の

指

示

を

受

け

な

げ

れ

ば

な

ら

な

い

。

．

（

有

価

証

券

の

保

管

）

、

第
八
十
六
条
保
証
そ
の
他
の
有
価
証
券
の
保
管
方
法
は
、
次
に
掲

げ
る
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

．
 ＾

 

一
第
八
十
条
第
一
号
の
区
分
ご
と
に
又
は
納
入
・
者
ご
と
に
一
件

と
し
て
こ
れ
を
照
狸
袋
に
納
め
、
金
庫
に
保
管
す
る
こ
と
。

―
―
一
定
期
間
中
保
管
を
要
す
る
有
価
証
券
は
、
現
金
取
扱
銀
行

’
 

に
保
誨
預
け
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
四
章
た
な
卸
究
産
会
計

第

一

節

通

則

（
た
な
卸
資
産
の
意
義
）

第
八
十
七
条
こ
の
規
程
に
お
い
て
た
な
卸
査
産
と
は
、
た
な
卸
経

理
を
行
う
べ
き
、
次
に
掲
げ
る
資
産
（
以
下
「
貯
蔵
品
」
と
い

う
。
）
を
い
う
。

一
材
料
生
産
、
工
事
畜
工
作
の
た
め
罰
耗
せ
ら
れ
、
又
は
建

物
、
栂
築
物
等
の
楠
成
部
分
と
な
る
も
の

ん

二
貯
蔵
証
水
器
給
水
又
は
配
水
の
水
誡
を
測
定
す
る
様
披
器

具
（
ベ
ン
チ
ュ
リ
ー
管
を
含
む
3

)

三
消
耗
工
器
具
備
品
生
産
、
エ
裏
、
エ
作
又
は
事
猪
朋
に
使
用

さ
れ
る
エ
臭
、
器
具
備
品
で
、
固
定
資
産
に
計
上
さ
れ
な
い
も

．

の四
洵
耗
品
一
回
の
使
用
に
よ
り
罰
耗
し
又
は
備
品
等
の
棉
成
部

，
品
と
な
る
物
品

（
名
鑑
）
．

第
八
十
八
条
貯
蔵
品
の
品
目
及
び
単
位
は
、
貯
蔵
品
名
鑑
に
定
め

ろ。（
盤
理
区
分
）

第
八
十
九
条
貯
蔵
品
は
、
次
の
四
稲
に
区
分
し
、
盤
理
す
る
。

一
晦
入
品
局
外
か
ら
睛
入
す
る
貯
蔵
品
及
び
局
外
に
材
料
を

、.
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一
九

す
る
も
の
と
す
る
。

妥
付
材
料
の
受
払
）

臀
九
条
筵
理
牒
長
か
、
司
外
に
材
料
を
器
付
し
て
誓
品
の
製

作
を
依
船
し
た
と
き
ば
、
出
限
唇
誕
ょ
h
企
業
出
納
負
に
材
料

の
交
付
を
指
令
す
●
o

．り＇

第
百
十
条
企
菜
出
納
員
が
、
前
条
の
指
令
を
受
け
た
と
き
は
、
受

領
証
を
徴
し
て
材
料
を
交
付
ナ
ろ
と
と
も
に
、
貯
疲
品
用
納
薄
よ

り
払
出
し
の
手
滋
．
を
な
し
、
こ
れ
を
交
付
材
料
吊
納
期
に
転
記
す

る
も
の
と
す
を
0

2ム
交
付
材
料
に
よ
っ
て
盟
作
し
た
貯
蔵
品
か
納
・
入
さ
れ
た
と
き

．
は
所
定
の
検
在
を
経
て
、
入
庫
伝
票
に
よ
り
受
入
れ
す
る
と
と
も

に
、
交
付
材
料
出
納
簿
か
ら
払
1jLl・

し
す
ろ
も
の
と
す
る
。

.
（
泥
生
品
）

笹
白
十
一
条
企
業
出
納
負
は
、
次
の
場
合
に
は
こ
れ
を
完
生
品
と

L
再
用
品
、
不
用
品
に
区
分
し
、
規
品
を
留
血
11
の
上
入
庫
伝
粟
を

作
成
し
、
経
珊
課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

.
-
H
寧
等
の
施
行
に
伴
つ
て
撤
去
品
が
あ
ろ
と
き

ニ
栂
城
器
具
等
の
固
定
交
産
の
用
途
を
廃
し
た
と
き

三
不
用
品
、
く
ず
そ
の
他
の
物
品
を
花
見
し
、
宛
生
し
又
は
坂

得
し
た
と
き

ヽ

祠
用
品
）

臀
十
一
一
条
・
企
業
川
納
負
は
、
貯
蔵
品
中
、
所
定
の
用
途
を
吹
ぃ
、

な
お
再
用
し
う
ろ
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
再
用
品
と
し

て
組
替
伝
両
．
本
を
作
成
し
て
径
理
諜
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0
し

（
不
用
品
）

第
百
十
＿
＿
一
条
企
業
出
納
負
は
●
貯
蔵
品
中
、
不
用
に
陥
し
た
も
の

又
は
他
用
に
堪
え
な
，
＂
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
不
用
品
と

し
、
組
替
伝
媒
を
作
成
し
て
・
経
理
腺
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
但
し
、
他
課
で
使
用
で
き
る
も
の
は
、
経
珂
課
長
の
指
示

を
受
け
て
、
所
疫
の
手
的
娑
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

采
用
品
の
処
理
）

i

臀
寸
四
条
翡
理
贋
は
、
不
川
品
が
生
じ
た
と
き
は
、
次
の
各

号

に

よ

つ

て

処

斑

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。
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．
交
付
し
て
製
作
し
た
好
蔵
品

｀
ー
ー
製
作
品
、
局
内
で
牛
産
又
は
製
作
L
て
貯
蔵
品
に
振
h
替
え

ら
れ
た
も
の

―
―
―
再
用
品
一
但
使
用
し
た
物
品
若
し
く
は
所
定
の
用
途
を
失

っ
た
貯
警
翌
は
発
生
品
で
な
お
使
用
の
見
込
の
あ
る
貯
蔵
品

四
不
用
品
使
用
の
見
込
の
な
い
貯
蔵
品

（
振
替
賂
理
の
時
期
）

第
九
十
条
貯
蔵
品
は
、
出
庫
L
た
と
き
に
お
い
て
振
菩
盤
理

T

ろ。

2
第
八
十
七
条
第
三
号
及
び
第
四
号
の
規
定
に
該
当
す
る
貯
蔵
品

で
前
項
の
規
定
に
よ
h
振
秤
漿
理
さ
れ
た
物
品
は
、
こ
れ
を
簿
外

物
品
と
し
て
盤
理
す
る
。

・
（
貯
疲
品
取
扱
・
主
任
）

第
九
十
一
条
各
謀
長
は
、
企
業
出
納
員
の
事
稔
を
補
助
執
行
さ
せ

る
た
め
、
貯
蔵
品
販
扱
主
任
（
木
章
に
限
り
以
下
「
取
扱
主
任
」

と
い
う
0

)

を
骰
く
こ
と
が
で
き
る
。
．

2

各
課
長
は
、
前
項
の
取
扱
主
任
を
任
命
し
た
と
き
は
、
経
理
謀

長
に
通
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
一
節
準
備
計
面
＇

（
一
走
猷
貯
蔵
の
義
務
）

第
九
十
二
条
企
業
出
納
負
は
、
事
菜
の
鋒
常
活
動
に
常
埒
必
要
な

品
材
な
j
‘
請
求
に
応
じ
て
、
直
ち
に
引
ぎ
渡
し
が
で
き
る
よ
う
に

；
常
に
、
一
定
批
を
貯
蔵
し
て
既
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
前
項
の
貯
蔵
批
は
、
最
少
の
貯
蔵
を
も
つ
て
最
大
の
効
果
を
あ

げ
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

貯

蔵

品

の

保

有

制

限

）

．

第
九
十
＿
＿
一
条
企
業
出
納
員
は
、
貯
蔵
品
の
個
在
と
退
蔵
品
の
発
生

と
を
防
止
し
、
且
つ
、
合
理
的
運
用
を
図
る
た
め
、
貯
蔵
品
の
常

時
保
有
制
限
額
を
定
め
て
翫
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

.

（
貯
蔵
品
準
備
要
求
）

第
九
十
四
条
各
課
長
は
、
毎
事
業
年
度
を
四
期
に
分
け
て
、
予
邸

に
基
き
、
事
件
ご
と
に
所
要
品
材
の
種
類
、
数
奨
予
定
価
額
、

及
び
所
要
時
期
等
を
調
査
の
上
、
企
菜
出
納
員
に
貯
蔵
品
の
準
備

1
-

要
求
を
す
る
も
の
と
す
る
。
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/――--よ堅和 28年 6

（
価
額
の
削
除
）

筍
第
百
三
十
＿
＿
一
条
固
定
費
産
の
全
部
又
は
一
部
を
削
除
す
る
場
合
撤

86

去
す
べ
き
帳
簿
価
額
は
削
除
部
分
に
対
応
す
る
価
額
と

3
る。

⑱

（

増

設

｀

改

良

に

よ

る

価

額

）

、

9

第
百
＿
＿
一
十
四
条
固
定
資
産
に
増
設
又
は
改
良
を
施
L
た
場
合
は
撤

去
部
分
を
除
去
し
た
る
額
に
増
設
又
は
改
良
の
経
棗
ぷ
加
算
し
た

る
も
の
を
も
つ
て
そ
の
価
額
と
す
る
。

箆

一

節

取

得

．

（
器
具
備
品
等
の
調
達
謂
求
）

胃
―
―
一
十
五
条
固
定
資
産
の
う
ち
、
器
具
備
品
等
の
動
産
の
調
達

塁
に
閲
し
て
は
、
第
九
十
七
条
の
規
定
を
準
用
す
る
。
‘

（
晦
入
）

麿
―
_
＿
十
六
条
各
課
長
は
、
固
定
資
産
を
賠
入
L
よ
う
と
す
る
と
、

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
具
し
て
経
理
課
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

一
購
入
し
よ
う
と
す
る
寧
由

二
稲
別
及
び
そ
の
明
細

―
―
―
購
入
予
定
価
額
及
び
単
価

四
契
約
の
方
法
及
び
そ
の
適
用
条
項

五
不
動
産
購
入
の
場
合
に
お
い
て
は
、
相
手
方
の
住
所
職
業
及

び
氏
名
並
5

に
所
在
地
名
及
び
番
地

六
図
而
又
は
仕
様
遼

七
支
出
科
目

八
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

2

前
項
の
場
合
、
総
移
課
長
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
h
購

入
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
無
償
誤
受
）

臀
―
-
＿
十
七
条
各
謀
長
は
、
固
定
安
産
の
無
圏
譲
渡
を
受
け
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
具
し
て
総
秘
牒
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

•• 

一

．堕
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
迎
由

ー
ー
所
在
地

＿
―
-
稲
別
及
び
そ
の
明
細

四
見
核
価
額

月 20日 広 島 市 報

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
帳
簿
の
確
認
）

第
百
二
十
一
条
哭
地
た
な
卸
に
当
っ
て
は
畜
帳
部
の
記
帳
及
び
計

算
上
の
謡
り
●
誤
岱
の
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
帳
尻
を
涵
本

数
抵
と
し
て
現
品
に
当
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
っ

．．
 

（
立
会
）

第
百
二
十
一
一
条
実
地
た
な
卸
の
実
施
に
当
つ
て
は
、
当
該
貯
疲
品

の
受
払
及
び
保
管
に
関
係
の
な
い
職
員
が
立
会
う
も
の
と
す
る
。
．

2

前
項
の
立
・
芸
人
は
、
管
理
者
が
任
命
す
る
。

（
た
な
卸
修
正
）

第
百

U+i＿
一
条
揺
理
課
長
は
、
実
地
た
な
卸
の
結
果
た
な
卸
明
細

表
と
総
勘
定
元
帳
と
の
間
に
不
一
致
を
生
じ
た
と
き
は
、
た
な
卸

．
明
細
表
に
基
ぎ
第
百
十
六
条
の
手
続
を
経
て
こ
れ
ら
の
修
正
を
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
苺
早
固
定
費
産
・
芸
計
・
・

第

一

節

通

則

（
固
定
資
話
の
範
囲
）

第
百
一
干
四
条
こ
の
規
定
に
お
い
て
固
定
資
産
と
は
、
次
に
掲
げ

ろ
も
の
を
い
う
。

．

一
有
形
固
定
費
産
土
地
、
立
不
、
述
物
、
枷
築
物
、
擬
械
及
び

装
脱
、
紺
珀
、
車
梱
逓
叡
具
、
批
水
器
（
布
設
）
、
器
具
備
品
、

建
設
仮
勘
定

二
無
形
固
定
炎
産
永
利
権
、
特
許
旗
、
借
地
椛
、
そ
の
他
こ

れ
に
準
ず
ろ
椛
利

―
―
―
投
査
資
産
．
投
資
有
価
証
券
、
畏
期
貸
付
金
、
そ
の
他
こ
れ

に
準
ず
る
も
の

（
区
分
）

第
百
二
十
五
条
土
地
、
建
物
、
揺
築
物
が
一

l

以
上
の
目
的
に
使
用

さ
れ
て
い
る
場
合
に
区
分
が
困
雌
な
と
き
は
、
主
た
る
使
用
目
的

に
よ
っ
て
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
管
理
檻
関
）

第
百
二
十
六
条
固
定
交
産
に
関
す
る
総
括
事
務
は
、
祭
理
諜
長
が

．
こ
れ
を
管
理
す
る
。

2

企
業
出
納
貞
は
、
所
管
の
同
定
資
産
に
関
す
る
事
租
を
管
理
す

ー

¥
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五
条
件
あ
る
と
き
は
、
そ
の
条
件

六
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
ぎ
事
項

（
坂
得
報
告
）

第
百
＿
＿
一
十
八
条
購
入
又
は
無
償
誤
受
に
よ
り
固
定
資
産
を
販
得
し

た
と
き
は
、
企
菜
出
納
負
は
、
固
走
安
産
販
得
報
告
害
を
作
成
し

て
経
理
課
長
に
提
出
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

建

設

工

事

）

．

第
百
＿
＿
一
十
九
条
各
謀
長
は
、
建
設
（
増
設
改
足
を
含
む
。
）
工
事
を

施
行
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
｀
次
に
掲
げ
る
事
項
を
具
．
し
て
経
理

課
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
•
-

l
 

H
事
を
必
要
と
す
る
寧
由

二
仕
様
書
及
び
図
面

・

―

―

―

支

出

科

目

、

鼻

“

四

H
事
方
法

五

設

計

四

｀

六
そ
の
他
黍
考
と
な
る
事
項

（
工
事
竣
功
精
算
書
）

第
百
四
十
条
各
課
長
は
、
当
該
遮
設
工
事
が
竣
功
し

・r？
と
き
は
す

み
や
か
に
工
事
経
費
（
直
接
費
）
の
精
罪
を
行
い
、
工
事
竣
功
精

尊
露
を
経
理
諜
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
工
事
竣
功
精
算
甚
に
は
、
次
Ic
掲
げ
る
工
事
経
蛮
の
内

訳
明
細
書
を
添
付
L
な
け
れ
せ
な
ら
な
い
。

一
人
件
費
（
エ
事
に
直
接
従
事
し
た
職
負
及
び
臨
時
現
業
員
の

給
料
、
諸
手
当
．
貸
金
）
。

二
物
件
喪
（
工
事
に
直
捩
要
し
た
工
事
用
品
並
び
に
請
負
工
事

の
場
合
の
交
付
材
料
）
J

＿
＿
一
部
外
瑕
得
型
（
請
負
、
買
収
の
対
価
）
．

四
諸
毀
（
そ
の
他
直
接
嬰
し
た
工
事
錨
毀
）

（
振
替
手
続
）

讐
四
十
一
条
経
理
諜
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
り
工
事
竣
功
精

算
害
の
送
付
を
受
け
た
ど
き
は
、
間
接
費
工
事
部
賦
率
を
醗
賦
し

固
定
資
産
の
当
該
科
目
に
振
り
替
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
工
事
経
毀
の
整
理
）

＇

努
白
四
十
一
一
条
各
課
長
は
、
建
設
工
事
別
径
蓑
賂
理
海
を
備
え
建

9,
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月
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叶
＂
旦
五
ド
ぶ廿
牡
廿
且
甘

W
甘
仕
刊

5
9渭
叶
ー
＇

，
＇
，
＇

,＇ー
＇

-
/
節
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
/
[
[
[
[
[

一

． t 
囀

設
工
事
別
に
、
工
事
緑
喪
を
藍
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
、
"
O

（

未

竣

功

工

事

の

報

告

）

．

．

臀
塁
―
一
条
各
牒
長
は
、
年
度
末
に
お
い
て
未
竣
功
と
な
っ
だ

盃
が
あ
る
場
合
は
、
遮
滞
な
く
未
竣
功
報
告
書
を
作
成
し
、
経

理

課

長

に

送

付

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

。

第
四
節
保
存
管
理

扉
管
替
）

臀
四
十
四
条
各
課
長
は
、
事
業
上
不
用
又
は
過
糊
な
固
定
費
産

が
あ
る
場
合
に
お
い
て
は
、
経
埋
課
長
と
協
議
の
上
、
種
目
変
更

又
は
貯
疲
品
に
編
入
の
手
続
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
異
勁
報
告
）

第
百
四
十
五
条
企
業
出
納
員
は
、
用
途
変
更
、
所
管
替
、
所
属
替

喜
維
持
補
修
工
事
に
よ
り
固
定
資
産
に
異
動
を
生
じ
た
と
き

は
、
固
定
資
産
異
動
報
告
雹
を
作
成
し
、
経
理
課
長
に
提
出
し
な

叶け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
除
却
報
告
）
．

胃
四
十
六
条
企
梁
出
納
員
は
、
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
固

晨
産
の
滅
失
又
は
損
偏
を
生
じ
た
と
き
は
、
除
却
報
告
毒
を
作

成
し
経
理
課
表
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
節
箕
付
、
借
入
及
び
交
換

（
貸
付
）

．

麿
四
十
七
条
各
課
長
は
、
固
定
資
産
を
貸
付
使
用
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
亭
項
を
具
し
て
経
理
課
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
貸
し
付
け
よ
う
と
す
る
事
由

二

所

在

地

．

_
＿
一
種
別
及
び
そ
の
明
細

四
貸
付
期
間

五

貸

付

料

六
相
手
方
の
住
所
、
職
業
、
氏
名

七

条

件

・

八
相
手
方
の
申
込
害

九
契
約
書
案

十
そ
の
他
彦
考
と
な
る
べ
き
事
項

●
●
l
-
―
』

U
~
•

る。

3

各
諜
長
は
、
所
管
の
固
定
資
産
の
管
理
事
謗
を
取
り
扱
う
も
の

と
す
る
。

（
企
菜
出
納
員
に
対
し
報
告
等
の
要
求
）
＇

第
百
二
十
七
条
経
理
課
長
は
、
必
要
が
あ
る
と
認
心
に
と
き
は
、

企
業
出
納
員
に
対
し
固
定
毀
産
に
固
す
る
報
告
を
求
め
、
実
地
調

査
を
行
い
又
は
必
妻
た
措
置
を
な
す
べ
き
こ
と
を
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
．

（
所
属
の
決
定
）

第
百
二
十
八
条
二
以
上
の
課
に
所
属
す
る
固
定
資
産
に
つ
い
て
は

、
当
該
諜
長
は
鋒
理
課
長
と
協
誤
の
上
、
そ
の
所
属
を
定
め
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

＂ 

（
登
記
登
録
）

第
百
二
十
九
条
固
定
資
産
を
取
得
し
た
と
き
は
、
第
三
者
に
対
抗

す
る
た
め
登
記
登
録
を
要
す
る
も
の
は
、
法
令
の
定
め
る
と
こ
ろ

に
従
つ
て
遅
滞
な
く
、
登
記
登
録
の
手
続
を

L
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0
｀
し

（
取
徳
代
金
の
支
払
）

第
百
＿
＿
＿
十
条
登
記
登
録
を
要
す
る
固
走
毀
産
の
対
価
は
、
登
記
登

録
完
了
後
で
な
け
れ
ば
支
払
う
こ
と
が
で
き
な
い
0

但
し
、
広
品

市
有
財
産
管
理
取
徳
処
分
条
例
施
行
規
則
第
九
条
但
杏
の
場
合

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
検
査
）

第
直
二
十
一
条
固
定
資
産
の
受
入
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
検
査
負
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
、
｀
゜

第

二

節

価

．
額

（
取
得
価
額
）

紺
百
三
十
二
条
固
定
毀
産
の
坂
価
得
額
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

一
眠
入
に
よ
る
も
の
は
、
諧
入
価
額
及
び
間
接
毀

二
工
事
又
は
戟
作
に
よ
る
も
ヴ
は
、
、
直
接
毀
及
ひ
圃
接
盟

―
―
―
交
換
に
よ
る
も
の
は
、
交
換
の
た
め
提
供
し
た
固
定
炎
産
の

価
額
に
交
換
差
・泣
を
加
算
し
又
は
控
除
し
た
額

四
無
償
で
譲
受
け
た
も
の
●
そ
の
他
前
各
号
以
外
に
よ
る
も
の

ほ
送
正
な
見
秋
価
額
｀
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Ì＂
,＇・-•• 
、

,

'

・ヽ'••• 
，．↓

4
 
.

.

.

 

、

a
'
p
,＇
t
9
,
l

:
,
•
'
●
，

．．
 
，

J
 

、

,．，'

9i,'

1,.
,.
'•
9,. 

＇ 

．
 

'
i

、f・4'
,

•• 
’、••• 
9.
 

•.. 
.
• 

r

、..
.
.
 "・: 

•-9., !?Ji • • . • ヽ．• 9 ・ • ;;＇・ • • [ • 71 7‘• e • ,、 r. • ,• . • :,.  •... ·.z-~ 
•'..、．．．........ 

し ， ＇ 

~
 

＇` 
．
 

，
 ,. ，

 
．
 

・・‘,＇生.,．'．9 ↓ ; ‘ ; 、.': 、. —--.---,-—--_,_/i•: 9.：戸 li ． い、1 ： lし．．．，！』 ．．， ．` ←̀ヽ； ，、一 ・ ••-, '- ＊ •'‘ 

＇ 

．． ．‘、.. ・ I'.... I' -4,.
 

，
 

111-`11.1え、
ふ
＇，オ

＂
：
翌

附，
的
"
l
l'，＂情＂し

、一

も
の
と
す
る
。

船

第

八

節

86

（
振
替
幣
理
）

第
第
百
六
十
＿
一
条
経
理
課
長
は
、
固
定
資
産
に
増
滅
異
動
を
生
じ
た

と
き
は
、
証
拠
又
は
報
告
祖
類
に
甚
き
振
替
整
理
し
な
け
れ
ば
な

、,‘

9
ら
な
い
。

（
帳
細
）

第
百
六
十
＿
＿
一
条
企
菜
出
納
負
は
、
固
定
炎
産
保
管
台
帳
を
備
え
、

固
定
査
産
の
増
減
呉
動
を
竪
理

L
、
常
に
そ
の
現
状
を
明
ら
か
に

、
し
て
お
か
な

v
tれ
ば
な
ら
な
い
。

•

（
実
地
照
・
合
）

祁
百
六
十
四
条
経
理
課
長
は
、
固
定
資
産
に
つ
き
少
な
く
と
も
―
―
―

荊
年
に
一
回
、
台
帳
と
固
定
炎
産
の
実
体
、
台
帳
と
保
管
台
帳
の
各
．

肥
戦
ホ
項
を
照
合
し
、
そ
の
一
致
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、
0‘、

第
九
節

（
報
告
諸
表
）

第
百
六
十
五
条
経
理
課
長
は
、
固
定
資
産
に
つ
い
て
は
、
毎
事
業

年
度
経
過
後
す
み
や
か
に
、
次
の
諸
表
を
作
成
L
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

一
固
定
資
産
増
滅
総
括
表

二
固
定
貸
産
明
細
隣

ー

―
―
-
．
圭
翌
應
壁
共
産
除
却
表

四
主
萎
固
定
毀
産
増
加
表

五
減
価
俄
却
明

ffm表

第
六
章
翔
外
物
品
会
計

（
誨
外
物
品
の
範
囲
）

第
百
六
十
六
条
•
こ
の
規
和
に
お
い
て
、
簿
外
物
品
と
は
、
次
に
掲

げ
ろ
も
の
を
い
う
。

｀

6

一
貯
蔵
品
よ
り
払
出
し
た
消
耗
工
器
具
備
品
又
は
消
耗
品

年
二
購
入
の
際
直
接
経
要
と
し
て
処
理
さ
れ
た
物
品

，2

8

(
臀
物
品
の
帳
簿
）

予

[9"且

fl"闘

豆

。

て

次

の

帳

詞

を

備

月 20日 広 島 市'

諸
表
報
告

幣

理

ー
＇
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一
簿
外
備
品
受
払
整
理
簿

―
―
簿
外
消
耗
品
受
払
盤
理
簿

（
縛
外
物
品
の
専
用
）

第
百
六
十
八
条
各
自
専
用
の
簿
外
物
品
は
、
そ
の
専
用
者
の
出
納

保
管
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．

、
（
輝
外
物
品
の
保
管
及
び
使
用
）
．

第
百
六
十
九
条
簿
外
物
品
は
、
常
に
良
好
の
状
態
に
お
い
て
こ
れ

を
保
管
し
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
最
ふ
効
率
的
に
使
用
し
な
け
れ

・
ば
な
ら
な
い
．
o
．

（
薄
外
物
品
の
出
納
）

第
百
七
十
条
蒟
外
物
品
の
出
納
は
、
ヽ
ヂ
管
課
長
が
購
入
、
エ
作
、

保
管
、
転
換
、
返
納
、
貯
疲
品
よ
り
受
入
等
に
よ
り
あ
ら
た
に
そ

の
保
管
に
属
す
る
も
の
を
受
入
と
し
、
粛
要
、
売
却
、
．亡
失
、
き

損
、
保
管
転
換
、
返
納
、
再
用
品
又
は
不
用
品
に
組
替
、
燒
却
又

は
棄
却
等
に
よ
り
保
管
を
離
れ
る
も
の
を
払
出
と
す
る
。

（
受
入
、
請
求
兼
払
出
票
）

第
百
七
十
一
条
簿
外
物
品
は
、
受
入
票
又
は
請
求
兼
払
出
票
そ
の

他
の
証
拠
忠
類
に
よ
り
、
出
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O・

2

受
入
粟
又
は
諮
求
兼
払
出
票
に
は
、
品
名
、
祓
裁
、
使
用
目

的
、
そ
の
他
受
払
の
事
由
を
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
b

（
簿
外
物
品
の
報
告
）

．

第
百
七
七
二
条
各
課
長
は
毎
事
業
年
度
経
過
後
す
み
や
か
に
蒋
外

物
品
現
在
高
報
告
街
を
作
成
し
、
四
月
末
日
ま
で
に
経
理
課
長
を

経
て
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第

七

章

決

算

（
決
算
の
種
類
）

第
百
七
十
＿
＿
一
条
局
の
決
罪
は
、
月
次
決
算
及
び
年
度
決
算
と
す

る。（
月
次
決
算
）

第
百
七
十
四
条
経
理
謀
長
は
、
毎
月
月
次
決
郭
を
行
い
、
試
算
表

を
作
成
し
、
翌
月
七
日
ま
で
に
管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

（
決
算
安
料
の
送
付
）
．

第
百
七
十
五
条
各
謀
長
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
一
ヶ
月
以
内
に

翌
業
報
告
書
及
び
決
岳
報
告
雪
の
作
成
に
必
翌
な
資
料
を
経
理
牒

長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

修

正

仕

訳

の

証

拠

粛

類

）

．

第
百
七
十
六
条
各
課
長
は
、
毎
事
莱
年
度
末
未
締
過
聾
用
、
未
払

型
用
、
未
経
過
収
益
、
未
収
収
益
等
に
計
上
す
べ
き
会
計
事
実
が

あ
る
と
き
は
、
．そ

の
関
係
あ
る
証
拠
街
類
を
経
理
課
長
に
送
付
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
修
正
記
入
）

第
百
七
十
七
条
経
理
課
長
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
速
か
に
決
駆

手
続
と
し
て
、
精
寡
表
を
作
成
し
、
次
の
事
項
の
決
寡
修
正
を
行
ー
＿

わ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

‘

ー
第
皐
九
条
の
規
定
に
よ
る
た
な
卸
明
細
表
に
基
く
修
正
記

入
．

l-同
定
安
産
の
減
価
伯
却
に
よ
る
修
正
記
入

―
―
―
収
入
未
済
の
も
の
に

L
て
欠
損
処
分
に
よ
る
修
距
記
入
，

四
未
錨
過
費
用
の
控
除
に
よ
る
修
正
記
入

五
未
払
費
用
の
計
上
に
よ
る
修
正
記
入

六
未
経
過
収
益
の
計
上
に
よ
る
修
正
記
入

．

七
未
収
収
益
の
計
上
に
よ
る
修
正
記
入

2

前
項
各
号
の
修
正
記
入
は
、
振
替
伝
票
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

・
（
諸
表
）

第
百
七
十
入
条
経
理
課
長
は
、
毎
事
業
年
度
経
過
後
、
次
に
掲
げ

る
当
該
年
度
の
諸
表
を
総
括
し
、
翌
年
度
五
月
二
十
七
日
ま
で
に

管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
事
菜
報
告
密

二
決
罪
報
告
粥

．

―
―
―
損
益
計
算
害

四
貸
借
対
照
表

五
剰
余
金
計
冥
書
又
は
欠
損
金
計
罫
書

六
剌
余
金
処
分
計
算
粛
又
は
欠
損
金
処
理
計
邸
田

七
収
益
及
び
費
用
明
細
宙

八
固
定
咬
明
細
書
．

九
企
惚
債
明
細
F〗

-1-―――-1-
＝
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（
借
入
）

第
百
四
十
八
条
各
諜
長
は
、
固
定
焚
産
を
借
入
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
．
次
に
掲
げ
る
宮
項
を
具
し
て
怪
理
諜
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば

な

ら

な

い

。

．

一
借
入
を
必
喫
と
す
る
古
出

ニ
・
所
在
地

-
＿
一
種
別
及
び
そ
の
明
細

．
四

借

入

期

間

五

貸

住

料

六
貸
・
王
の
住
所
、
職
業
、
氏
名

七

契

約

掛

案

八

図

面

九
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

（
交
換
）

第
百
四
卜
九
条
各
課
長
は
、
固
定
資
産
を
交
換
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
具
し
て
経
理
諜
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

ー

交

換

L
よ
う
と
す
る
事
由

―
ー
所
在
地

＿
＿
一
種
別
及
び
そ
の
明
細

四
価
額
評
定
調
害

五
相
手
方
の
住
所
、
職
菜
、
氏
名

六
交
換
差
金
あ
る
場
合
の
措
骰

七
相
手
方
の
承
諾
困
叉
は
願
害

八
略
約
中
5
案

九

図

面

十
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
四
類

第
百
五
卜
条
固
定
疫
産
を
交
換

L
た
と
き
は
、
企
業
出
納
員
は
．

取
得
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
固
定
毀
産
取
得
報
告
蜜
を
、
引
き

渡
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
除
却
報
告
柑
を
作
成
し
経
理
牒
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

(

第

六

節

処

分

（
売
却
）

第
百
五
十
一
条
市
菜
上
不
用
又
は
過
剰
な
固
定
費
産
は
~
適
正
な

時
価
に
よ
り
滴
時
こ
れ
を
売
却
ナ
る
こ
と
が
で
き
る
。

,

.
,

.

,

1
.
9
•

9
'
,
．

9
,

＇

’
'
l
,
r
ー

・
'
,

1

9

9

9

,
i
i

l
t

,

．

1
9
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（
売
却
譲
与
）

第
百
五
十
一
｀
一
条
各
課
長
は
、
固
定
資
産
を
究
祁
又
は
謡
与
し
よ
う

と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
具
し
て
経
理
課
長
に
提
出

じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
売
却
又
は
誤
与
し
よ
う
と
す
る
事
由

二

所

在

地

―
―
一
種
別
及
び
そ
の
明
細

四
価
額
評
定
調
書

五
譲
渡
価
額

六

契

約

古

案

七

図

面

八
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

・

（
廃
棄
）

第
百
五
十
三
条
固
定
毀
産
は
、
ぎ
損
そ
の
他
用
途
を
喪
失
し
売
却

価
値
が
全
く
な
い
と
き
は
、
廃
棄
処
分
に
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
百
五
十
四
条
各
諜
長
は
、
固
定
毀
産
を
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
次
の
事
項
を
具
し
て
経
理
謀
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

．
一
廃
棄
し
よ
う
と
す
る
事
由

二

所

在

地

＝
一
種
別
及
び
そ
の
明
細

四

そ

の

他

参

考

と

な

る

べ

き

事

項

ー

（
撤
去
取
こ
わ

L
)

第
百
五
十
五
条
各
課
長
は
、
固
定
変
産
の
撤
去
取
こ
わ
し
を
し
よ

う
と
す
る
と
き
は
、
次
の
事
項
を
具
し
て
経
理
課
長
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
0

但
し
、
工
事
施
行
に
伴
う
も
の
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

．
一
撤
去
取
こ
わ

L
．
し
よ
う
と
す
る
事
由

-
]
所
在
池

＿
＿
一
種
別
及
び
そ
の
明
細

四
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項

．．
．
 

（
桂
警
nn
へ
の
振
替
）

第
百
五
十
六
条
企
熟
出
納
員
は
、
固
定
安
産
を
撤
去
坂
こ
わ
し
た

と
き
は
、
撤
去
、
取
こ
わ
し
物
件
の
う
ち
再
使
用
可
能
な
る
も
の

減
価
償
却

↑ 

ーー・

第
七
節

（
滅
価
供
却
）

第
百
五
十
八
条
固
定
資
産
の
う
ち
、
土
地
、
立
木
、
建
設
仮
勘
定

を
除
く
資
産
は
、
こ
れ
を
減
価
偵
却
費
産
と
し
、
毎
年
度
減
価
償

却
を
行
う
も
の
と
す
る
。

．

2

前
項
の
滅
価
償
却
は
、
径
理
課
長
が
こ
れ
を
行
う
。

（
滅
価
倣
却
の
方
法
）

第
百
五
十
九
条
慨
却
疫
産
は
、
坂
得
又
は
固
定
毀
産
へ
絹
入
の
翌

年
度
か
ら
定
額
法
に
よ
り
減
価
恨
却
を
行
う
も
の
と
し
、
原
則
と

し
て
個
別
憤
却
と
す
る
°
但
し
、
．
閻
却
資
産
の
種
類
に
よ
り
必
蔑

が
あ
る
も
の
は
、
取
得
又
は
固
定
毀
産
へ
編
入
の
翌
月
か
ら
こ
れ

を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

2

償
却
疫
産
の
う
ち
有
形
固
定
資
産
は
、
間
接
償
却
法
に
よ
り
引

当
金
を
設
け
、
無
形
固
定
焚
産
は
直
接
法
に
よ
る
。

3

第
百
六
十
一
条
に
規
定
す
る
版
替
資
産
に
つ
い
て
は
、
資
産
の

価
額
が
百
分
の
五
十
に
達
ず
る
ま
で
、
定
額
法
に
よ
り
滅
価
償
却

を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
残
存
価
額
）

誓
六
十
条
償
却
毀
産
の
残
存
価
額
は
、
有
形
固
定
資
産
に
つ
い

．
て
は
、
百
分
の
十
に
相
当
す
る
金
額
と
し
、
無
形
固
定
査
産
に
つ

い
て
は
零
と
す
る
。

最

替

資

産

）

，

鼻

第
百
六
十
一
条
償
却
費
産
の
う
ち
、
醗
水
管
内
径
五

0
粍
以
下
）

及
び
批
水
器
を
取
替
資
産
と
す
る
。

2

坂
替
毀
産
を
坂
り
替
え
心
と
き
は
、
そ
の
取
替
に
要
し
た
究
用

を
経
毀
に
計
上
し
、
原
則
と
し
て
固
定
査
産
の
異
勁
を
行
わ
な
い

に
つ
い
て
は
、
こ
か
に
対
応
す
ゑ
共
産
価
額
（
慣
却
査
産
に
つ
い

て
は
、
減
価
償
却
引
当
金
を
控
除
L
た
残
額
）
以
内
で
．
、

J

れ
を
貯

蔵
品
に
振
り
替
え
る
も
の
と
す
る
。

・（
除
却
報
告
）

第
百
五
十
七
条
企
業
出
納
負
は
、
売
却
、
譲
与
、
廃
嘩
撤
去
、

雙
わ
し
に
よ
り
固
定
資
産
を
除
却
し
た
と
き
は
、
す
み
や
か
に

除
却
報
告
書
を
作
成
し
経
碑
課
長
に
提
出
し
な

itれ
ば

な

ら

な

、0
、し
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営
業
外
収
益

し
冴
累
菜
収
入

一醤収益

営
業
外
雑
益

職
員
納
付
金

不
用
品
亮
却
益

発
生
品
紐
替
益

国
庫
補
助
金

退
琺
給
与
納
付

金 国
廊
補
給
金

預
金
利
息

受
取
利
息

H
事
材
料
売
却

代
金

直
接
給
水
料

一
連
搬
給
水
料

給
水
工
費
収
入

工
毀
収
入
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そ
の
他
の
雑
益
を
計
上
す
る

同
よ
り
の
補
助
金
で
建
設
改
良
資

金
を
除
く
、
毀
用
補
助
的
の
も
の

を
計
上
す
る

事
業
の
預
金
利
子
の
収
入
一
切
を

計
上
す
る

貯
疲
品
扱
の
不
用
品
売
却
益
を
計

上

す

る

、

発
生
品
に
振
替
益
を
計
上
す
る

給
水
装
翌
の
新
設
、
贈
設
、
修
緒

そ
の
他
エ
ポ
の
受
託
丁
毀
収
入
を

計

上

，

給
永
工
事
等
材
料
売
祁
収
入
を
計

上
す
る

営
業
に
庫
接
関
保
の
な
い
収
益
で

収
益
勘
定
の
他
科
目
に
属
さ
な
い

も
の
を
計
上
す
ろ

哨
帯
寓
菜
収
益

一
醤
舶
給
水
料

水
道
事
業
に
属
す
る
総
て
の
手
数

料
を
計
上
ナ
る

附
帯
事
業
の
総
収
益
を
計
上
す
る

脂
舶
給
水
料
収
人
を
計
上
す
る

営
業
雑
益

祉
水
器
貸
付
料

手

薮

料

営
菜
主
益

水
道
料
金

款

広
島
市
水
道
亭
業
勘
定
科
目
表
及
解
疏

収

益

勘

定

~
 

項

目

節

解

疏

水
漑
割
袈
の
網
幽
に
よ
る
鰤
咽
華

を
計
上
す
る

水
灌
事
菜
の
、
主
要
な
収
益
を
計
上

す
る

ュ
さ
る
。

洲

表

水
道
事
業
質

款

営

業

費

用

項 l黄

用
浄

水

喪

原

水

棗
t 目 勘

．

定

雑

五

，
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・ ハー
1
[
'
，
；：'，．
知
，
•
[
一

璽

ね

よ

り

配

水

地

人

口

（

繁

ボ
ン
フ
を
含
．
む
）
ま
で
の
作
｛
t

一吸

を
計
上
す
る

補材

償 料

動

力

法
定
福
利
喪

借
科
及
損
料

通
信
運
搬
盤

光

熱

電
灯
料
、
溺
沸
及
び
悛
房
用
燃
料

費
を
計
上
す
る

鱈
巳
疇
攣
疇
頃
聾
讐

車
嗽
料
毀
を
老
＂
上
す
る

・
一
槃
用
の
施
設
、
用
地
等
の
借
受

い
を
計
上
す
る

叫労
災
保
険
料
等
の
法
令
に
基
く
職

員
に
対
け
る
福
利
的

t
事
業
主
負

一

担
費
を
[
f
上
す
る

毀
需
力
料
及
び
動
力
用
燃
料
毀
を
計

上
す
る
．

喪
作
粟
用
の
諸
安
材
聾
を
計
上
す
る

作
業
上
対
外
的
に
発
生
し
た
災
害

の
弁
償
毀
等
を
計
上
す
る

料 毀

旅

聾

消
耗
器
具
備

品
費

消

耗

品

商

賃

金

手

当

給

料

水
道
事
業
経
営
上
の
一
切
の
毀
用

を
計
上
す
る

事
菜
経
営
上
本
来
の
業
務
と
し
て

直
接
に
原
価
柿
成
の
毀
用
を
計
上

す
る

霞

如

店

聾

隷

室

ま

で

の

原
水
作
架
に
従
事
す
る
職
員
の
給

料
を
計
上
す
る

鱈
翫
鰐
霊
糾
虚
認

聾
闘
誌
鍔
請
塩
茫

文
具
毀
及
び
硝
耗
根
材
毀
を
計
上

す
る

す
用
年
数
一
年
末
蛮
又
は
価
額
一

J

円
未
満
の
器
具
備
品
の
購
入
費

汀を
計
上
す
る

毒
貨
支
給
規
程
に
よ
る
旅
．
（
市

隙
出
張
旅
裂
を
含
む
）
を
爾
上
す

る

節

解

疏

i
 

,
ー

h̀＼
`_
 

、

I

:
9

9
、
.
l
.

，
．
,
｀
、
．
`
f

'
•
1

‘
,

i

'

•• 
,9,
‘.p是

｀

ヽ

，
 

9,9
 

••

• 
1

,
 

ヽ
.＂ 

'
，
 ．

 

1・
＇ 

'··'

,'·
·9
·,.1,•9,··,•9

,'·',·I

··,1

,. 

,
9
9
,
'

,

1

,

．
1
,
＇ー

，

．
 

r
,
•
,. 

｀
 

ー

・'

・‘
＼
 

ヽ
'
,
'
,

．
9

・疇
｀

r`

，
＇
•
,

．．．．
 

、

•、
9

,
．

｀
'
,
＇
、

ヽ

，
＇

、

..• 

,'
.，
9

,

＇

,
'r,
 

9
 

•• 
'

，
•

,
＇
.
9

、•• 
_`
，
',

9
 

'‘,．‘ ••• 

‘

,
『

•
A
.

’
9
.
.
r..
 ，
．

`
 

．．
 

、

.

.
 
,
'
 

.'

，

．

‘,
．’し9
,

ー

11 
ー9,

'
 

一
法
令
又
は
別
段
の
誤
決
若

L
く
は
契
約
等
に
よ
つ
て
定
め
ら

れ
た
も
の
は
、
そ
の
割
合
叉
は
金
額
に
よ
る
。

＿
一
種
別
又
は
貞
数
の
定
が
あ
る
も
の
は
こ
れ
に
よ
り
、
そ
の
地

の
も
の
は
前
年
度
の
実
績
を
参
酌
し
た
額
に
よ
る
。

―
―
―
物
件
の
単
価
は
、
第
百
七
十
九
条
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

‘
 

る。

四
前
各
号
に
よ
り
維
い
も
の
は
、
適
当
な
方
法
に
よ
り
こ
れ
を

定
め
、
そ
の
計
卯
の
某
琉
及
び
方
法
を
明
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0
、し

（
予
罪
害
類
）
．

第
百
八
十
一
一
条
締
理
諜
長
は
、
毎
百
八
十
条
の
i
規
定
に
よ
り
送
付

さ
れ
た
予
邸
要
求
粛
並
び
に
予
郡
要
求
説
明
術
を
奔
歪
し
、
総
合

調
賂
し
て
予
邸
の
見
稲
を
作
成
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
害
類
を

添
え
て
、
管
碑
者
の
承
認
を
経
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
当
該
年
度
の
予
郭
実
旅
計
両

二
当
該
年
度
の
事
築
計
面
及
び
毀
金
計
画

『
第

八

章

予

寡

第
．
一
節
予
邸
の
編
成

元
予
算
単
価
表
）

第
百
七
十
九
条
径
理
課
長
は
、
毎
年
度
予
罪
絹
成
前
、
共
遥
物
件

の
予
算
単
価
表
を
作
成
し
、
グ
r謀
長
に
送
付
．
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0、3

2

前
項
の
予
邸
単
価
表
に
定
め
の
な
い
も
の
叉
は
こ
れ
に
よ
り
難

い
も
の
に
つ
い
て
は
へ
各
課
長
が
単
価
を
窟
定
す
る
も
の
と
す

る。（
予
竹
ナ
要
求
街
の
提
出
）

第
百
八
十
条
各
謀
長
は
、
毎
年
度
そ
の
主
管
に
属
す
る
予
罪
要
求

宙
並
び
に
予
卯
喫
求
説
明
術
を
作
成
し
、
鋒
理
課
畏
に
送
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
予
尊
を
追
加
叉
は
更
正
す
る
必
要
の
あ
ろ
場
合
も
、
ま
た
同
様

と
す
る
。

（
予
算
の
算
定
標
準
）

第
百
八
十
一
条
予
雰
要
求
害
の
邸
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

こ
ろ
に
よ
る
。

―
ー
ー
当
該
年
度
及
び
前
年
度
の
予
定
損
益
計
算
書
、
予
定
貸
借
対

照
表

第
二
節
予
冥
の
執
行

．． 
’
 

（
予
算
の
実
施
）

．

．

 

第
百
八
十
＿
＿
一
条
鑑
理
謀
長
は
、
各
課
長
よ
り
四
半
期
ご
と
の
工
事

及
び
作
業
の
実
施
計
画
そ
の
他
必
要
な
査
料
を
徴
し
議
決
予
尊
に

基
い
て
四
半
期
こ
と
の
予
雰
実
施
計
両
を
作
成
し
、
管
理
者
に
提

出
す
る
も
の
と
す
る
。

（
寮
金
予
罪
表
）

第
百
八
十
四
条
経
理
諜
畏
は
、
毎
月
末
日
を
も
つ
て
予
算
実
施
●

必
要
tC費
・
泣
に
つ
き
査
金
予
算
表
を
作
成
し
、
翌
月
宜
日
ま
で
に

管
理
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
‘

．
（
予
備
致
補
充
調
密
）

第
百
八
十
五
条
各
謀
長
は
、
予
邸
の
実
施
上
癖
サ
る
こ
と
が
で
き

な
い
寓
由
の
た
め
、
予
備
毀
の
補
充
を
要
す
る
と
き
は
、
予
備
致

．
補
充
胴
柑
を
作
成
し
、
経
理
謀
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0
》ヽ

（
予
称
の
流
用
）

第
百
八
十
六
条
各
謀
長
は
、
予
算
の
実
施
上
、
予
算
の
流
用
を
両
女

す
る
と
き
は
、
予
算
流
用
調
害
を
作
成
し
、
経
理
課
長
に
送
付
L

な
け
か
ぽ
な
ら
な
い
。

（
予
算
の
繰
越
）

第
百
八
十
七
条
各
諜
畏
は
、
建
設
又
は
改
良
に
関
す
る
予
算
の
う

．
ち
、
翌
年
度
に
繰
越
し
て
使
用
す
る
経
喪
の
金
額
に
つ
い
て
は
、

そ
の
事
項
こ
と
に
繰
越
證
明
患
を
作
成
し
、
一
＿
一
月

1

一
十
日
ま
で
に

経
理
課
長
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

籐
力
条
項
に
よ
る
経
毀
の
使
用
）
．

第
百
―
八
十
八
条
経
理
諜
長
は
、
地
方
公
常
企
菜
法
第
二
十
四
条
第

二
項
の
規
定
に
・よ

る
経
成
の
使
用
に
該
当
す
る
事
件
が
発
生
し
た

と
き
は
、
そ
の
収
入
支
旧
見
込
を
確
定
の
上
、
速
か
に
経
毀
使
用

調
恕
を
作
成
し
、
管
狸
者
に
提
出
し
な
す
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
章
事
瀦
引
維

、

（
事
務
引
樅
）

第
百
八
ヤ
九
条

企
菜
出
納
負
の
交
替
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
は

、
前
任
者
は
、
そ
の
出
納
を
締
め
切
り
交
替
の
日
か
ら
十
日
以
内

に
、
そ
の
担
任

i
る
事
酪
を
後
任
者
に
引
き
継
が
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
る
事
移
引
継
の
場
合
に
お
い
て
は
＂
前
任
者

は
金
銭
害
類
、
帳
繹
そ
の
他
物
件
に
つ
い
て
各
々
目
録
二
涌
を
作

成
し
、
後
任
者
立
会
の
上
、
現
物
又
は
現
金
取
扱
銀
行
の
預
氣

麿
証
明
並
び
に
帳
悉
と
対
照
し
、
探
受
を
し
た
後
、
引
維
目
録

に
授
受
を
終
え
た
旨
記
載
し
、
双
方
記
名
押
印
の
上
、
各
一
翌

領
臨
し
て
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

前
任
企
業
出
納
負
は
、
事
務
引
維
の
日
に
お
い
て
出
芸
造
の
最

終
祀
眼
の
次
に
合
計
高
及
び
年
月
日
を
記
入
し
、
後
任
企
業
出
納

員
と
と
も
に
記
名
押
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
＇

4

管
蝿
者
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
事
移
引
維
に
立
ち
会
う
も

の
と
す
る
°
但
L
、
事
故
に
よ
り
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
な
い
と

き
は
、
職
負
に
命
じ
て
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

5

特
別
の
事
由
に
よ
り
第
一
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
引
き
細
ぐ

こ
と
か
出
来
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
具
し
、

管
理
者
の
指
示
を
受
す
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

o

.、

（
事
謗
引
継
の
報
告
）

第
百
九
十
条
前
条
の
規
定
に
よ
り
事
移
引
維
を
終
つ
た
と
き
は
、

後
任
企
業
出
納
員
は
引
継
目
録
の
写
を
添
え
て
、
管
理
者
に
報
告

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
令

（
事
移
引
継
の
代
理
）

第
百
九
十
．
一
条
前
任
企
菜
出
納
負
が
死
亡
そ
の
他
の
事
故
に
よ
つ

て
自
ら
事
移
引
部
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
副
企
染
出
納

員
が
、
そ
の
手
続
を

L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
作
成
し
た
引
維
目
録
は
、
前
任
企
業
出

納
員
が
自
ら
作
成
し
た
も
の
と
み
な
す

0

'

.

附

則

1

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
．

2

こ
の
規
租
の
施
行
に
つ
い
て
必
要
な
帳
簿
、
伝
票
そ
の
他
諸
表

の
様
式
は
別
に
こ
れ
を
定
め
る
。

3

こ
の
規
程
の
施
行
に
つ
い
て
必
凝
な
様
式
中
、
従
前
の
様
式
で

代
用
で
き
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
使
用
す
る
こ
と
が
で
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給
水
工
事
炭

配

水

費

鋪材器借迎光旅品洵 洵 貨 手
装具料
復料修及搬熱

費耗耗
器

1日繕 損 具 r席

毀殺料料費費盛備聾金当

給

料

雑保法
．定

険 梱
利

毀料投

借
料
及
損
料

通
信
迎
災
毀J

 

修

．

繕

費

光

熱

毀

梢
耗
器
具
備

品
殺

旅燃

料

喪 毀

朋

耗

品

裁

貸手

金 当

給

料

絵

料
手

当

貨

金

消

耗

品

毀

消
耗
器
具
備

．

品

費
．

旅

翡

光

熱

毀

・
通
信
運
搬
費

借
斜
及
損
料

支
払
手
数
料

動

力

毀

材

料

既

鋪
装
復
旧
殺

補

倣

料

法
定
福
利
贄

雑補材囮見法借支通光旅話消消賃手
定料払信 費耗奈毛

償料力福及手連熱 器
利損数揆 具 I昂

毀料税毀費料科毀費設備毀金当

給

料

委
託
に
基
く
給
水
装
平
虹
の
新
設
、

増
設
、
信
笈
び
そ
の
他
の
エ
宮

の
費
用
を
計
上
す
る

玲
水
工
寧
の
施
工
事
辞
及
び
工
事

に
従
事
す
る
職
負
の
給
料
を
計
上

す
る

I

臨
時
屈
員
の
賃
歪
を
計
・
ギ
す
る

梢
如
保
険
料
を
計
上
す
る

諧
舶
及
び
様
披
器
具
備
品
の
修
繕

費
を
計
・
上
す
る

紺
舶
及
び
器
具
頭
借
受
料
を
計
上

（
 

す
る

紺
珀
追
航
用
の
燃
料
毀
を
計
上
す

る 作
業
に
両
女
す
る
労
務
賃
・
荒
を
計
上

す
る

作
業
に
従
事
す
ろ
職
員
の
給
料
を

計
上
す
る

ヽ

.a 
•• 

菜

謗＇

翌

峯

一
般
管
理
喪

,
．
総
係
贄

二
七

雑 補 庁 保 研 厚法負交会手 1公食印借遥光燃旅品粕粕報退貿手給
費究定 ． 三刷料信 毀蛙原毛職

徹 分険 囮生福担際践数告糧製及運熱料 器 恨給
担 ’ 査和1 本損搬 具品与

毀料短料毀費毀金翌｛毀料•料毀毀料費費毀毀 備穀聾金金当科

法
定
福
利
喪

支
払
工
謝
毀

娃

既

料
叙
徴
収
事
昭
殺
及
ひ
み
の
他
巽

用
を
計
上
す
る

火
災
．
休
険
料
を
計
上
す
る

應
定
の
経
済
上
一
般
的
な
管
理
毀

附
及
び
料
金
微
収
に
要
す
る
毀
用

を
計
上
す
る

一
般
的
な
穀
用
を
計
上
す
る
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蔀
水
池
よ
り
醗
水
管
線
（
配
水
庫

施
設
を
含
む
）
末
端
ま
で
の
作
茅

費
用
を
計
上
す
る

應
水
場
の
管
理
臀
員
及
び
遵
小
作

業
に
従
事
瑳
員
の
給
料
を
[
-
P

上
す

ろ泉
水
毀
の
手
当
と
同
じ
（
以

F
同

瑯）
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附

帯

璽

胃

．

．

一

船
船
給
水
毀

t
i
 

闘

交

産

株

配
水
設
備
補

修
殺

給
水
設
備
補

修
妥

批
水
器
坂
菩

補
修
毀

建
物
営
繕
費

椴
被
そ
の
他

修
紐
毀

消

耗

品

費

消
耗
器
具
備

品
喪

旅

費

]

光

熱

投

支
払
手
数
料

広

告

料

法
定
福
利
毀

鋪
装
税
旧
喪

検

定

毀

雑

毀
霊
篇
補

浄
水
設
備
補

修
費
土

淵
水
防
止
投

原
水
設
備
の
補
修
毀
川
を
計
上
す

る
浄
水
設
備
の
補
修
費

fHを
計
上
す

る涸
羹
笈
．
ひ
作
業
に
嬰
す
る
追

用
（
事
配
的
投
用
を
除
く
）
を
庁

上
す
る

の
補
修
毀
用
及

．．
 

竺
配
水

替
毀
用
を
計
上
す
る

繹
霜

給
水
設
備
の
補
修
殺
用
を
計
上
す

る．
批
水
器
の
修
絡
費
用
並
び
に
販
替

毀
用
を
計
上
す
る

建
物
の
修
紹
費
用
を
計
上
す
る

概
披
、
器
具
備
品
及
び
そ
の
他
の

修
繕
費
用
を
計
上
す
る

附
栴
事
菜
に
嬰
す
る
総
て
の
費
用

を
計
上
す
る

船
舶
給
水
に
要
す
る
一
切
の
殺
用

と
計
上
す
る

貿手

金当

事
務
補
助
等
机
上
勁
考
の
賃

g
(

工
事
の
直
接
労
稔
賃
立
を
除
く
）

と
計
・
・
す
る

給

料

事
業
経
溢
上
の
建
物
及
び
諸
施
設

の
維
持
補
修
販
替
酋
用
並~
5に
そ

の
他
投
用
を
計
・
上
す
る

固
定
資
産
の
維
持
関
派
事
稔
ば
従

事
す
る
峨
員
の
絵
料
を
計
上
す
る
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I 流
動

毀

産

I 
仮

短貸金期付 前払毀用I 

貯有 未 現

・El 裁 価 収 金

｀ 
払

証 入 預

金 品券 金 金

集靡釣銭 仮羹委fil!概尊金、li渡金il >
址器罰材醗

金璽収入 麿嬰責 水嗜納給末 貸認水器未〗塁未 預現
麗未竣^建器屑具ii熙車『輛 揖：水具耗-

水
備

・器品品料管 金 金
―̀‘’ 品 舶 器 ：

’ ’ 

一 . 

こ

， 
負．

’ 

流 同 繰

動 走
可主人9• 

9延

負 負 勘

偵 樹 定

預 前 未 未一 企

繰産雑延資 試翌験研究差盆依喀発行企． 払前毀用
払 払闊入

I 

り 受
費

業 項 負

金 金 用 金 金 依

受諸前 :r面給水受塁i 道li受7k il 

骰
預 ： 払諸未毀用 利息未払~ 人未払件費 諸払未代品未払誓物り

払未金 コ事金： 目 勘
諸

税 泣 金毀

保証金他玄保証｛江指班店定 拠約保証金 金証K 入L 

定
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I 却費六廃倫 払支 ． 毀耗氏岬遡 1. ． ． 
産 禾息1j 産滅
除

撒除 借入>企
償却費価`牡h派器品il費却価舶依滅船 価償却毀滅運車涌搬具 償却毀減価最水盛 価費償封1減城匠擬装 究恨輝物価築城捺 聾邦物価償難減 喪雑 料保険 信要酒迎擬 撚光毀 旅費 費品贋備消耗 消耗貿品 貨金 手当，給料去却 ‘金

費殻 息利

“ 

I 

固 i 
I ’ 

定
1圭人’., 

査
産 ＼ ， 

項 資

塁
産I 

：失奮醤損I 
栴建立土 箕

築 目 勘
倒
償

物物木池｀ 却 ． ． 
定

諸ボ電 諸給浄 1泉

饂倒償却入金収未 貸倒慨却事工給水収未 個料貸倒却舶水鉛給未収 貸償用料倒却器未収趾水I史 貸倒憤却金，料収水未 償却採延資産雑 却償験費試研究 伯差却金個翌打菜企`  翌恨却悶用装フン.メ年‘ 設 水水水
節

巫毎備 設 三冦m 丘函又命印

骰備備備備備
I 

解

/ 

I 

疏

月 2U 日 広 島 市 報

ニ
八



戸売や唸：プl -町心元：―-一＼忍応吟芍，匹ー9-ァ -1"'．
，，・，｛ぷ•， '．，.4: • 9 

ー ，9彎、91, 、9- ＇’ 巴；戸．‘，．． 9、r.：. ：・誓：示迄こ一＇す =l,1、・9. .. :• ● r .＇, ．：, ← • ̀’ ` • ; ・ •, ．99 ̀  • `  ：り'i：、．・な．，9し99’'” ’t,.．i :．t {— ’,t, • '̀, 9―, ’• .'ふ 9 99,•A) 99 i論： ． ’，•’ら 9' •9‘, .., J ..，； • 9 "ヽ •r -9 9; r' ふ ・•,．、 , .、.: ．9 C i，っ―、・` K 9'『9; ・ • 、 •.． ・ •ヽ・ ．，． ・', • • 9, ＇9.'，． •. '..＇・ ‘ · ヽ・：．＿• -•.’:: (: i • 9．ヽ”.： ` （ア • ?． '．.．-_， ' •と' i,．， ．．I―こ．＊，i．-t, •'; r,＇1. ．,＇，・―,‘t；且齊議9 炉．9：書．．．．．：；"．． ：`分，＇・9:',”:J; ：・ • ~’’-I ;,‘:’’. 9’• 9. -＼ 
，？r..況，，．、以がI_

;．．’’1し・.4や，

' ` ;、？恐恥',1'
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設
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設
栽

配
水
設
術
祈

設
毀

．

拾
水
設
備
新

設
毀翡喜毀ー）

一
諾
設
備
新
設
炭

毀

施
設
＇
樅

手給

当料 '

原
水
設
備
改

良
毀
の
「
節
」

に
準
ず
る

施
蔑
購
入
毀

喜
ェ
喜

淫
水
設
備
改

棗

設

備

改

醤鞣
設
備
改
口
ぢ
「
節
」

に
準
す
る

諸
設
備
改
良
皇

建
物
改
良
毀

喜
王
事
関
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改
良
工
事
関
連

迎
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原
水
設
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改
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費

雑器材運光旅 rf淵？肖消貸手
，具 毀耗
修 料 搬 熱 器

耗

綺 具品
毀料費樅費費．備型金当

給

料
手

当

貸

金

消

耗

品

裁

哨
耗
器
具
備

品
毀

旅

毀

燃

科

毀

通
信
運
搬
裁

器
具
修
紹
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材

料

費

委

託

料

借
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及
損
斜

補

慎

料

法
定
福
利
搬

雑

災

施
設
工
事
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施
設
購
入
既

漿
設
備
毀
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浄
水
設
備
毀
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、

坂
水
設
備
毀

雑補修手通光印食燃旅品ifi1肖退
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搬本 具品
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余 本 款 当

金 金 ヽ 金

I 塁泣借入癸金己自

資

塁[仮受金 価証券・預保証有り項 本

勘

i 
楷建 ヽ．企

器．艇＇車 品
諸

菜 ・ 目
具 ，

築
預

定 備 水 り

低 品約器 物物
e 

金

諸ポ霞 諸給配淫 l泉

他預そ歪のり 付金過誤納還未 町村民就別徴特嬰m 節 装フそ気 設 水水水水

毅設備設備
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勘

金
定

饂讐 担金工事負 価額財産評受賊 助金改良補建設 可価-再・ 積盗
・連改

員嗜 ［ i i 致舟 - 科
目

轟 目

表

損失霜純当 損躁欠越金 ， 塁純翡当 念〗益聰
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金立職玲与退稜 金立改建良積設 積依盆減立 I 予節
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第
九
条
前
条
の
小
切
手
に
不
渡
の
も
の
が
あ
っ
た
と
き
は
、
即
日

i

小
切
手
法
粥
三
十
九
条
に
よ
る
証
明
を
さ
せ
、
不
渡
小
切
手
を
添

え
て
管
埋
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
支
払
の
茄
本
原
則
）

第
十
条
現
・
飯
取
扱
銀
行
は
、
管
埋
者
が
交
付
し
た
支
払
通
知
書
に

よ
り
倣
権
者
に
現
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
呵
極
支
払
手
続
）

．

第
十
一
条
現
金
取
扱
銀
行
は
、
管
理
者
が
交
付
し
た
支
払
通
知
古

の
金
額
を
支
拭
証
（
第
一
―
―
号
様
式
）
の
持
参
人
に
対
L
、
即
日
、
・

そ
の
支
払
証
と
引
き
換
え
に
視
担
を
支
払
わ
な
け
れ
な
ば
ら
な
い

2

支
払
未
了
の
支
払
通
知
祖
が
あ
る
と
き
は
、
即
日
、
管
理
者
に

返
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

・
（
送
盆
支
払
手
続
）

翠、

第
十
二
条
硯
・
叙
取
扱
銀
行
は
、
管
理
者
が
交
付
し
た
支
払
通
知
営

で
送
姫
を
要
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
直
ち
に
、
送
金
小
切
手
、

市
郵
便
振
替
貯
金
、
そ
の
他
適
宜
な
方
法
に
よ
っ
て
依
櫂
者
に
送
付

し
、
佃
樅
者
の
領
収
証
雹
を
徴
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

量`

（
支
払
総
括
加
来
の
受
領
）

第
十
三
条
現
命
販
扱
銀
行
は
、
前
二
条
の
規
定
に
話
い
て
当
日
の

支
払
を
終
了
し
た
と
き
は
、
支
払
拉
日
報
（
第
四
号
様
式
）
を
作

島

成
し
、
即
日
、
管
理
者
に
送
付
し
、
別
段
預
金
領
収
証
に
代
え
た

・

支
払
総
括
煤
盆
蓋
号
様
式
）
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

広
．
い
。（

送
泣
支
払
の
処
理
）

第
十
四
条
硯
・
墜
収
扱
銀
行
は
、
第
十
二
条
の
規
足
に
よ
る
送
迫
支

払
に
0
い
て
は
、
次
の
各
号
に
よ
り
処
理
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

一

送

・箪
L
に
も
の
の
う
ち
、
似
庶
者
の
所
在
不
明
そ
の
他
の
事

由
に
よ
り
事
業
年
度
末
ま
で
に
未
受
領
の
も
の
が
あ
る
と
き
は

、
そ
の
支
払
証
番
．
汚
、
似
権
者
名
、
金
額
及
び
送
平
方
法
を
管

理
考
に
報
街
L
、
そ
の
指
示
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

二
依
梱
者
よ
り
微
す
べ
き
頷
収
証
沿
で
到
沿
が
箸
L
く
遅
延
す

る
と
き
、
叉
は
領
収
証
由
を
徴
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、

送
泣
柄
証
明
．
面
を
笠
辿
者
に
提
出
L
て
低
庶
呑
の
領
収
証
出

に
代
・
え
る
こ
と
が
で
き
ゐ
p

但
L
‘
似
権
者
に
お
い
て
未
受
領
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広
島
市
水
遥
局
硯
金
取
扱
銀
行
事
称
取
扱
規
程

昭
和
二
十
八
年
一
月
一

8

"

広
島
市
水
道
事
菜
管
理
者

広

島

宙

水

滴

局

長

寺

四

広
島
市
水
道
局
規
程
第
一
＿
一
号
の
五

正

雄

広
島
市
水
道
局
現
金
取
扱
錢
行
塞
移
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め

る。
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捕

修
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建 諸
設 條記修淫

物 f'2営 '11J
虹k致水

紐
．補・設設

翌‘.. 
修 伽伽

改 補補
~ - -'  

に修 l:；し 支直
準費水 払営
ずの設 :r-:r-
る....,fr桐

門補
軍事
我費

原
水
設
備
補

修
毀

雑器材連光旅品i肖罰貨手給
具
修料搬熱

毀耗耗

紹 覧品
吸 料 栽 毀 費 聾 備 費 金 当 料

補
彦
工
事
関

連
野

配
水
設
備
毀
而
心
水
設
備
費

建
物
災
―
の
祠
一
醤

諸

設

備

痰

ず

る

の
旨
を
申
L
立
て
た
と
き
、
又
は
依
権
者
の
所
在
不
明
の
た
め

未
受
領
と
な
っ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

三
依
権
者
よ
り
徴
L
た
領
収
証
祖
は
、
毎
月
取
り
誕
め
、
金
額

及
び
枚
数
を
表
記
l
翌
月
＿
―
-
日
ま
で
に
管
理
者
に
送
付
L
、
領

収
証
を
受
け
る
も
の
と
す
る
。

（
収
支
の
審
査
権
）

第
十
五
条
現
金
取
扱
銀
行
は
、
次
に
掲
げ
る
各
号
の
一
に
該
当
す

る
も
の
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
収
支
を
拒
み
、
樅
ち
に
そ
の
0

日を

管
理
者
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

●
一
納
額
告
知
翌
納
付
粛
又
は
現
・
盆
払
込
書
が
所
定
の
様
式
と

相
違
す
る
も
の
ー

二
納
額
告
知
醐
納
付
諮
又
は
視
金
払
込
書
の
ー
．血
額
を
改
ざ
ん

又
は
訂
正
し
た
も
の

―
―
―
支
払
証
に
記
載
さ
れ
た
香
号
、
金
額
、
又
は
似
権
者
名
が
支

払

迎

知

害

と

異

な

る

も

の

'

四
支
払
通
知
索
又
は
支
払
証
に
所
定
の
認
印
が
な
い
も
の
又
は

届
出
の
印
鑑
と
相
逢
す
る
も
の

五
支
払
通
知
祁
又
は
支
私
証
の
番
号
、
金
額
又
は
倣
櫂
者
名
を

改
ざ
ん
交
は
訂
正
l
た

も

の

・

六
詢
各
号
の
外
、
現
金
販
扱
銀
行
に
お
い
て
不
審
と
認
め
る
も

の
．

（
現
金
の
振
菩
照
理
）

第
主
な
〈
現
短
坂
扱
銀
行
は
、
管
埠
者
か
ら
硯
金
振
替
通
知
祖
（

第
六
号
様
式
）
の
交
付
を
受
け
た
と
き
は
、
即
日
、
現
・
金
の
振
岩

を
な
L
、
こ
れ
と
そ
の
日
の
収
支
盆
に
編
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0（
出
納
日
報
の
作
成
）

第
十
七
条
硯
血
版
扱
録
行
は
、
毎
日
、
硯
泣
の
出
納
及
び
残
高
を

肥
戯
L
に
出
納
日
報
（
祇
七
号
様
式
）
ャ
作
成
．
L
、
翌
日
、
管
理

者
に
提
出
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

出

納

月

報

の

作

成

）

．

第
十
入
条
現
・
泣
版
扱
銀
行
は
、
毎
月
末
日
硯
・
正
を
も
つ
て
現
・
盆
の

出
納
及
び
残
高
を
記
載

l
た
出
納
月
報
（
第
八
号
様
式
）

．
を
二
部

作
成
L
、
翌
月
五
日
ま
で
に
管
迎
者
に
捉
出
L
、
そ
の
一
部
に
認

グ・i

（
銀
行
の
販
扱
亭
移
）

第
一
条
地
方
公
営
企
菜
法
（
瞑
和
二
十
七
年
法
律
第
一
面
九
十
二

号
）
第
二
十
七
条
第
一
一
項
の
親
定
に
よ
h
市
長
が
指
定
し
た
金
懃

槻
関
（
以
下
「
現
金
瑕
扱
銀
行
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
の
規
程
の
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
広
島
市
水
滸
局
（
以
下
「
局
」
と
い
う
。
）

に
属
す
る
預
金
懇
じ
に
現
・
金
（
有
価
証
券
を
含
む
。
）
の
収
納
及
び

支
払
事
移
を
取
り
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
視
・
盃
吊
納
の
取
扱
時
間
）

、第11号様式
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証
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
十
九
条
現
・
燕
収
扱
銀
行
は
、
毎
事
業
年
度
現
・
金
出
納
源
を
備
え

付
け
、
預
金
及
び
硯
金
の
出
納
を
盤
涯
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
及
び
証
拠
帯
類
の
保
存
）

第
二
十
条
現
・
宝
取
扱
銀
行
に
お
け
る
帳
簿
及
び
証
拠
宮
類
は
、
・
事

諮
年
度
経
過
後
五
箇
年
間
似
存
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
印
縮
の
届
出
）

第
二
十
一
条
現
金
取
扱
銀
行
は
、
現
・
筵
の
出
納
に
関
L
使
用
す
る

印
錐
を
調
製
L
、
こ
れ
を
管
理
者
に
病
け
出
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
の
変
更
を
L
た
と
き
も
、
ま
た
、
同
様
と
す
る
。
'

（
事
移
検
査
）

．

．

第
二
十
二
条
管
理
者
は
、
硯
．
9

也
販
扱
銀
行
の
事
務
に
つ
い
て
、
毎

委
月
、
十
一
月
の
二
回
定
期
検
査
を
製
行
す
る
外
、
必
要
が
あ

る
と
き
は
、
何
時
に
て
も
報
告
を
求
め
又
は
臨
時
に
検
査
を
執
行
一

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

塑
一
条
現
・
・
竺
収
扱
銀
行
の
現
’泣
lJ

山
吋
竺
収
扱
時
間
は
、
当
該
金
濫

椴
関
の
販
引
時
間
に
よ
る
0

但
し
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
培
合
は
、

こ
の
限
り
で
な
い

•
O

（
使
用
人
の
源
出
）

．

第
三
条
現
・
歪
坂
扱
銀
行
は
、
広
島
市
水
遣
寧
函
が
管
埋
者
（
以
下
「

管
連
者
」
と
い
う
。
）
が
指
定
r
‘
る
箇
所
に
常
時
又
は
臨
時
に
使
用

人
を
祗
出
し
、
現
・歪
の
出
納
を
販
り
扱
わ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

、O
し

（
硯
・
歪
盤
理
区
分
）

．

第
四
条
現
・
氾
坂
扱
銀
行
に
お
い
て
取
り
扱
ぅ
現
命
は
、
局
の
事
茉

年
度
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
似
分
に
よ
h
こ
れ
を
盛
理
・
し
な
け
れ

t

は
な
ら
な
い
。

―
一
殷
硯
金

二

預

り

金

（現
・盆
と
預
金
幣
理
）

第
五
条
硯
・
歪
販
扱
銀
行
は
、
硯
金
を
、
す
べ
て
別
政
預
金
と
し
て

・
幣
理

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

合

（
収
納
の
苓
本
原
則
）

第
六
条
現
金
販
扱
銀
行
は
、
訥
人
者
か
ら
管
理
者
が
発
し
た
納
頷

告
知
害
、
納
付
恕
等
を
添
え
て
現
・
歪
の
納
付
を
受
け
た
と
き
叉
は

局
の
企
菜
出
納
負
か
ら
視
金
払
込
密
を
添
え
て
現
金
の
払
込
み
を

受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
を
収
納
L
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

収

納

手

続

）

．

第
七
条
現
笠
収
扱
銀
行
は
｀
前
条
の
規
定
に
よ
っ
て
納
入
者
か
ら

現
・
，
宝
の
納
付
を
受
け
た
と
き
は
、
令
密
に
領
収
印
（
第
一
号
様
式
）

を
押
し
、
領
収
訛
書
を
納
人
者
に
交
付
し
た
上
、
速
か
に
領
収

済
通
知
街
に
収
納
．
姫
日
報
（
第
一

1

号
様
式
）
を
添
え
て
一
管
理
者

に
送
付
．
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（

小

切

手

収

納

）

＇

餡
八
条
現
・
金
取
激
銀
行
は
、
収
納
金
に
小
団
手
を
収
受
し
た
と
き

は
、
領
llv．
洛
通
知
布
又
は
領
吸
飾
専
に
「
小
切
手
受
領
」
の
0

日
を

記
載
し
、
こ
れ
を
そ
の
日
の
収
受
金
に
編
入
L
、
翌
日
ま
で
に
，
呈

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
不
渡
小
切
手
の
処
理
）
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第2号様式

収納金日報

区分

ヽ
一現金

預り金

計

備 考

上記の通り収納につき別紙領収済遥卸書を添え報告する。

昭和 年 月

広島市水道事業管理者

日

氏

広島市水道局現金坂扱銀行

指定金融椴関名 ＠ 

名殿
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分区

量

上記の遥り相違ありません

昭和年 月日

広島市水道事業管理者氏

上記の遥り認 証する

昭和 年月日

広島市水道局現金取扱銀行

指定金融揆関名

名 殿

広島市水道局現金取扱銀行

指定金融概関名

昭和 年度・ 有効期限 当日 限

1日1旦ー1盈□1エドI盈戸「碑＿1
控除額所得税¥

市町村民税¥

納付金モ

現金支払額¥

り――

差 引
l 

⑲ 
受販人

広島市水道事業管理者 氏 名 ＠ 

上記の金額を指定金融槻関名（水道局派出所）において受領下さい。

昭和 年 月日

広島市水道事業管理者 氏 名 R 
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概
く
。

2

検
裔
員
は
、
所
属
畏
の
命
を
受
け
、
物
品
そ
の
他
の
検
査
を
行

う。

3
，
検
在
員
を
分
け
て
、
物
件
検
柾
負
灰
び
工
事
検
杏
貞
と
す
る
。

4

物
件
検
杏
負
は
常
設
と
し
、
丁
事
検
査
員
は
工
事
ご
と
に
こ
れ

を
置
く
。

（
検
査
員
の
任
命
）

第
四
条
検
究
員
は
、
局
峨
員
の
う
ち
か
ら
管
理
者
が
任
命
す
る
。

但
L
、
必
喫
に
応
じ
局
歳
員
以
外
の
者
に
こ
れ
を
委
嘱
す
る
こ
と

が

で

き

る

。

‘

2

検
在
負
の
任
命
は
、
次
の
各
様
式
に
よ
る
。

一

物

件

検

径

員

第

一

号

様

式

二
工
事
検
在
負

．第
二
号
様
式

＿
＿
一
委
闊
旋
杏
面
（
第
一
＿
一
号
様
式

（

臨

時

検

杏

貞

）

．

第
五
条
管
難
者
は
、
検
査
図
事
故
あ
る
と
き
又
は
物
件
の
性
質
上

特
別
の
検
壺
を
必
要
と
す
る
と
き
は
、
臨
時
検
査
負
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
玲
．
荘
に
必
梃
な
甕
類
の
究
付
等
）
ー

・

雙
ハ
条
各
課
長
は
、
契
約
を
締
結
し
た
と
き
は
、
契
約
杏
、
仕
様

罰
内
訳
害
、
欝
品
、
図
而
、
見
本
、
そ
の
他
検
査
に
必
要
な

楓
欝
誓
堕
貨
屡
付
し
て
準
備
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0‘、
2

次
の
各
号
の
一
っ
に
該
当
す
る
と
き
は
、
嘔
ち
に
検
査
命
令
を

出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
物
件
の
晦
入
修
窮
契
約
腹
行
の
提
供
が
あ
っ
た
と
き
。

ニ

エ

布

の

完

成

‘

三
そ
の
他
検
壺
の
執
行
を
必
要
と
す
る
と
き
0

'

,

3

限
行
の
提
供
を
受
け
た
者
は
、
直
ち
に
主
管
牒
長
に
報
告
し
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

（
検
査
の
立
会
）

第
七
条
各
諜
長
は
、
検
在
の
執
行
に
あ
た
つ
て
は
、
契
約
者
に
立

会
さ
せ
る
外
、
職
員
一
名
以
上
を
こ
れ
に
立
会
さ
亡
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
但
し
、
契
約
者
が
立
ち
会
わ
な
い
と
き
は
、
欠
席
の
ま

ー ・ー・c--;:----.--.-・-:-・"・,・,.,.・'' ヽ

'' ' ' 
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ま
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
検
査
の
執
行
）

．

第
八
条
検
査
員
が
、
検
査
を
執
行
す
る
と
き
は
、
前
条
の
規
定
に

ょ
亙
契
約
者
及
び
立
会
人
の
立
会
を
求
め
、
第
六
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
ろ
検
査
に
必
喫
た
関
係
書
類
に
よ
り
検
究
を
行
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

．

（
試
験
等
を
必
要
と
す
る
場
合
の
合
否
決
定
）
．

第
九
条
検
布
員
が
検
査
を
す
る
に
あ
た
つ
て
試
験
を
必
苑
と
す
る

、、

と
き
は
、
そ
の
成
紹
の
遥
知
を
ま
ち
、
据
付
、
試
用
、
開
さ
く
そ

の
他
の
処
置
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
、

そ
の
結
果
を
ま
つ
て
．
合
否

の
決
定
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

'
（
検
奄
員
の
変
更
に
よ
る
検
査
）

第
十
条
検
在
開
始
後
合
否
決
定
前
に
検
査
員
の
変
更
が
あ
っ
た
と

き
は
、
検
査
手
続
を
や
り
な
お
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
°
但
し
、

後
任
検
布
員
が
そ
の
必
要
を
認
め
な
い
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な

、0
、し

（
報
告
）

第
十
一
条
検
寄
員
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ

の
事
情
を
具
し
て
主
管
課
長
に
報
告
L
、
そ
の
指
示
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

一

検

在

執

行

の

で

き

な

い

も

の

・

二
契
約
の
相
手
方
又
は
そ
の
使
用
人
が
正
当
な
理
由
が
な
く
検

査
の
執
行
を
妨
害
し
た
と
き
。
'
-

ー
ー
ー
契
約
屈
行
の
内
容
が
著
し
く
粗
雑
で
あ
る
か
、
又
は
品
質
薮

祉
に
関
し
不
正
の
行
為
が
あ
る
と
認
め
た
と
き
。

四
契
約
の
腹
行
に
つ
い
て
不
正
の
行
為
が
あ
る
と
認
め
た
と

き。

・

五

、

検

壺

に

つ

い

て

疑

義

が

あ

る

と

き

。

．

．

（
検
脊
完
了
報
告
困
）

第
十
二
条
検
在
負
は
、
検
裔
完
了
後
阻
ち
に
第
四
号
様
式
に
よ
る

検
在
完
了
報
告
密
を
作
成
し
、
主
管
牒
―
ー長
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

2

箕
金
前
渡
を
受
け
て
契
約
｀
」
た
も
の
又
は
特
別
の
事
情
の
あ
ろ

も
の
に
つ
い
て
は
、
検
在
完
了
報
告F
]を
略
式
に
す
る
•
Jと
が
で

第1号様式

三
七

氏

広
島
市
水
逝
富
業
管
碑
者

名

翔

昭

和

年

月

日

検
査
事
項

物

件

広
島
市
水
道
局
検
杏
．
員
を
命
ず
る
職

氏

名

附

則

こ
の
規
荏
は
、
昭
和
二
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

）
 

き
る
。

（
不
合
格
に
よ
ろ
補
花
）
．

第
十
―
―
一
条
検
在
員
は
、
．
不
合
格
と
な
っ
た
も
の
で
、
手
直
補
強

叉
は
引
換
戊
を
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
期
限
に
間
に
合
わ
な
い
と

認
め
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
主
管
課
長
の
許
可
を
受
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（

不

合

格

に

よ

ろ

引

取

又

は

追

納

）

．

第
十
四
条
検
在
員
は
、
漁
杏
み
紡
＿
雲
盈
と
な
っ
た
も
の
が
あ

る
と
き
又
は
数
甑
の
過
不
足
部
分
が
あ
る
と
き
は
二
阻
ち
に
主
管

課
長
に
報
告
し
、
そ
の
指
示
に
よ
り
奨
約
者
に
引
取
又
は
追
納
そ

の
他
適
当
な
処
罰
を
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
減
価
採
用
）

第
十
五
条

＇
、
主
管
課
長
は
、
不
合
格
と
な
っ
た
も
の
を
滅
価
採
用
す

る
と
き
は
、
検
在
員
の
意
見
を
徴
す
る
も
の
と
す
る
。

[

（

試

験

）

．

第
ャ
六
条
検
究
員
は
、
検
在
の
た
め
理
化
学
的
試
験
を
行
り
必
嬰

が
あ
る
と
認
め
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
｀
主
管
課
長
の
指
定
す
る
試

験
槻
関
に
試
験
を
依
頼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
試
験
に
柩

rる
毀
用
は
、
突
約
者
の
負
担
と
す
る
。
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．

広
島
市
水
道
局
規
程
第
一
＿
一
号
の
六

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者
の
樅
限
に
属
す
る
金
銭
の
出
納
そ

の
他
の
会
計
事
移
の
一
部
委
任
規
租

広
島
市
水
道
事
架
管
理
者
の
旅
限
に
属
す
る
金
銭
の
出
納
そ
の
他

の
会
計
事
謗
の
り
ち
，
次
の
事
項
は
、
企
業
出
納
員
に
委
任
す
る
。

ー
管
理
者
名
の
預
金
か
ら
支
払
の
た
め
、
支
払
通
知
笞
及
び
支

払

証

を

発

行

す

る

こ

と

。

・

二
つ
り
銭
準
備
金
を
現
・
金
取
扱
員
へ
保
管
転
換
す
る
こ
と
。

附

則

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者
の
権
限
に
属
す
る
金
銭
の
出
納
そ
の
他

の
会
計
事
移
の
一
部
委
任
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

広

島

市

水

道

局

長

寺

西

正

雄

第9号様式

現 金 出 納 蹄

平エ［受:.'、 II 払 II一こ
. I 丁 ーI II 

I 9 - 1 - ：| |-
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広
島
市
水
道
局
検
収
事
移
取
扱
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
八
年
五
月
一
日

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

広

島

市

水

道

局

長

寺

西

花

雄

広
島
市
水
道
局
規
程
第
十
八
号

広
島
市
水
道
局
検
収
ポ
移
瑕
扱
規
租

（
適
用
範
囲
）

第
一
条
a

広
島
・
軍
水
道
局
（
以

F
「
局
」
と
い
う
。
）
の
検
収
亭
務
取

扱
に
関
し
て
は
、
別
に
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
く
外
、
こ
の
規
定

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
0

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
六
条
総
辞
謀
―
長
は
、
同
定
炎
諾
会
計
事
謗
を
、
会
計
課
長
は
、
（
検
収
事
謗
の
分
掌
）
．

た
な
卸
資
産
及
び
叙
銭{
K計
事
移
を
統
括
す
る
。
•
第
二
条
各
牒
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
従
い
そ
れ
ぞ
れ

第
七
条
中
「
緑
理
課
長
」
を
「
総
移
謀
長
」
．
に
改
め
る
。
検
収
事
務
を
掌
る
。

第
八
条
、
第
十
五
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
、
第
二
十
七
条
、
一
会
計
課
物
品
の
購
入
、
修
綺
雙
、
引
坂
に
よ
る
受
を

第
二
十
八
条
、
第
一
＿
＿
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
そ
の
他
こ
れ
ら
に
璽
’
ろ
も
の
の
受
入

屡

隠

五

十

九

条

、

i

塁
・
国
一
条
、
第
七
十
六
条
、
第
七
十
七
一
一
各
課
物
件
（
物
品
を
除
く
。
）
の
姻
入
、
譲
渡
、
倣
＾
（
会
場
、

[[[い汀応闘戸旦

[9只い↑．
□[

日
冒
｀
い
戸
[
[
日
且

八
条
，
第
百
九
条
、
第
百
十
一
条
Jj
至
第
百
十
四
条
、
第
百
十
六
条
、
入

箱
百
十
八
条
乃
至
第
百
二
十
条
及
び
第
百
二
十
三
条
中
「
経
理
課
長
」
（
検
査
員
）

と

「

会

計

膝

長

」

に

改

め

る

。

，

第

一

＿

一

条

前

条

各

号

の

検

査

に

当

ら

せ

る

た

め

、

各

課

に

検

査

員

を

各
謀
（
総
移
課
、

・会
計
諜
を
除
く
。
）

広
島
市
水
道
局
規
程
第
十
三
号
の
三

広
島
市
・
水
道
局
会
計
規
租
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

広
島
市
水
道
局
・
会
計
規
程
（
昭
和

1

一
十
八
年
一
月
一
日
広
島
市
水

道
局
規
程
第
三
号
の
四
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
C

.

次
の
上
抑
各
号
に
掲
け
る
謀
に
そ
れ
ぞ
れ
企
業
出
納
員
を
置
く
。

企
業
出
納
員
は
、
管
理
者
の
命
を
受
け
て
、
次
の
下
欄
各
号
に
掲
げ

ろ
事
項
を
分
掌
す
る
。

一
総
移
課

二

会

計

課

固
定
資
産
管
理

固
定
安
産
管
理

．
貯
蔵
品
出
納
保
管

金
銭
出
納
保
管

同
定
資
産
管
理

貯
蔵
品
出
納
保
管

広
島
市
水
道
局
会
計
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
狸
を
次
の
よ
う

に
定
め
る
。

昭
和
二
十
八
年
一
月
一
ー
一
十
七
日

広
島
市
水
道
事
業
管
理
者

広

島

市

水

道

局

長

寺

西

正

雄

J

の
規
租
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

ー.
I
I
 

第
百
二
十
六
条
乃
寄
第
百
二
十
八
条
、
第
百
一
＿
＿
十
六
条
乃
至
第
百

四
十
一
条
、
第
百
四
十
三
条
乃
至
第
百
五
十
条
、
第
百
五
十
二
条
、

第
百
五
十
四
条
、
第
百
五
十
五
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
茸
十
八

条
、
第
百
六
十
二
条
、
第
百
六
十
四
条
、
第
百
六
十
五
条
及
び
第
百

七
十
五
条
中
「
経
理
課
長
」
を
「
総
移
森
長
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
二
条
、
第
百
七
十
四
条
、
第
百
七
十
六
条
乃
至
第
百
七

十
九
条
中
「
経
理
課
長
」
を
「
会
計
謀
長
」
に
改
め
る
。

第
百
八
十
条
、
第
百
八
十
二
条
JJ
至
第
百
八
十
八
条
中
「
経
理
課

長
」
を
「
総
務
諜
長
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

-
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、

I 
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＇, 

一九

彗車緊急動自崩 暑動車定指 農羞 L 唱 I Ii 
八十醤月讐係る 安安委員 露 ::c::c

・ 委 ｀広 ・昭和右工 月事 事 ・

氾広 の 丁島市手町八広大目に 員 嬰島市道梁管水事 場

ーこ っ会 氏： 日工所名エ
島干 tと広 い告会 ．年農ポ―――- • 管塁

B 次--Cに て 示 且 ロ二’ 致[ 昭 事
市 つ島第 和

公；附件をL.、て、市 四ホ一 名函 密`  誤 詔魯月 竣

委 て 防 、 おら月 エ 課長牒長課長

員す指定令 団 致界L 届 ， 
会 長 日・

， t ま

一 番号
ヽ. 一

和O0六七四=車型盃jト、‘ー九五-年式ジ 六型車体番号広酒小乗車四輪用邸三式一年ダヒ指定自

月検の竣工実コ：i

悶乳
係長係長係畏

査理:c逗、| 

年際年約
． 

月の 月の
年

日年由延 日竣 日竣 検

査
九七クツ動 悶 悶悶 完

1ト
六ペサ車

氏検苓負月 検査完了

了
-一-ー../、 八 1ン

報
係係係昭

朱
／色水 色塗 年 年 年 和

色 告

右

合拠出動す場る炎寄硯へ場急 指条定件

し 書
名日ま 月・・ 月 月 年

し

固 同 同 同 殿 ｀た

復t 
日 日 日 月

..............． 

右 右 右

舟靖尉爵瓢魔老備 日
＠ 

同 同 同

申右 広島
＇ 

. ' 
， . ， 一 ， 

七
五六トー

式

｀ 襲

＝ 八 六

五トー

戸五T4癖小=九- Q広車尋面誇九

五トー

聞 澤直<市

ー隅漬八卓小体九委竺ジヤ
に 公 ．一

匿係祀ろ ， 委r員女→ 

〇〇九〇車休9綸車年式{ ジヤ

年

．の ムコ ーラ 9 -＊ 
こ ， に

田 八＾ 四 1 Iダ Iダ

右>:ヽと広 広広 広っ 告 ーム ード

艮右躍 旦右
に t、ン-了-

右四ン
す面九右普直五右普一

S ト 右四・ンっ島島島温，て 第 ー右 ・

乱右
す

し、市市市市 五
右同 右同 右恒」

一右同 」右 右同 ⇒同百― 右同
，て、宇 西東警 号

屡`怠十 い登察 ・

同 同 同 同 同 同 回 同 同 同 同 同
察察察本

署署 署 部
右 右 右 右 右 右 右 右

長長畏畏 ' 
右 右 右 右

同 同 商 同 同 同 同 同 同 同 同 恒
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f
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含
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告

涯

翠

・

栞

添
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1
i

珈

！で
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, l l三

栞

末

森

湘

図

Of.t

.. 、

1

豆
ー

鼻

→_ 
曲I•

犀

一

恙

一

蒋

哉

屁

l
t
E
拇
t
-
中

内

翠

5
f

-＿ 

:
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-

や
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n

ーで陛
娑
臼
l

盆

H
-

H

萄「

翠

薔

冷

m
m
l

甜

-＿＿ 

令
廃

弓n

市

器
4

曲
芽
沖

苺芸＿

蚕

蓉

哉

嘩

吋

業

士

t
g
}

----報

第2号様式

備
考

3 2 1 

（第 86号） ｀ 

備 タA
且 理 者

老

総移課長1主管課長

ー旱二重

贔〗
請負人i件名及番号1 • 

旦匹
昭和 年 月

検

査

事

項

贔

屁咀
（
臨
時
凝
奄
息

名

受

印

広
島
市
水
道
局
検
査
員
工
事
任
命
癖

ー

広
島
市
水
造
亭
業
管
理
者

氏

名

同

昭

和

年

月

日
自

昭

和

年

月

至

昭

和

年

月

一
検
在
期
間

広
島
市
水
道
局
検
愈
負
を
委
嘱
す
る
。

一
検
査
事
項

氏

名

,
1
,
9
9
,
9
,
＇
 ｀

 

'
,
9
,
＇
1
,
1
9
,
1

,
‘

ー

・

1
,．
,
9
.
，
．
,
r
t
;
'
‘

•• 

；
,

1

F

 

こ
の
任
命
薄
は
、
各
諜
別
に
備
え
付
け
る
こ
と
。

臨
時
検
査
員
を
命
す
る
と
き
ま
、
そ
の
理
由
を
備
考
胸
に
記
入
す
る
こ
と
。

備
考
欄
に
検
査
翠
了
年
月
日
を
即
入
す
る
こ
と
。

翌
メ
}B
率

吋

第 3号様式
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昭和 28年 6 月 20 日 広 島 報 （弟 86号）

疇ヽ
~
．
＇
，

班
務
吏
員

II 
9
.
 

9-

”
 

IJ 
グク

社
疎
福
祉
主
亭
に
補
す
る

．

闊

託

広
島
市
抜
術
吏
員
に
任
命
す
る

抜
手
に
補
す
る

七
殺
七
号
給
を
給
ナ
る

工
芸
指
蹂
所
勁
移
を
命
ず
る

9 沖：田岩

萌
賀井

新
春常

太

一 郎吉

小 吉中阿奥松林永

倉

慾

爾

． 
曾波岡

村 田

守敬

．
 

江
唯

E
 

.
l
 

栄 三 三 勇 之 雄 移

広
島
市
抜
術
｛
尖
負
に
任
命
す
る

按
師
に
補
す
る

九
叛
一

1

一
号
給
を
給
す
る

保
健
所
樹
生
試
験
室
勁
商
を
命
す
る

．

事

務

吏

負

―

―

―

即
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

技

術

吏

員

．

浅

地

広

地
方
公
粒
負
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
り
一
箇
年
間
休
戦

を
命
ず
る

ヒ

明

,
 

•• 
‘
 

れ
n

水

野

謳

保
健
所
術
生
試
験
室
兼
移
を
命
ず
る

事

移

吏

員

岡

建
股
局
土
不
牒
勤
談
を
命
ず
る

技

術

吏

員

汀

、

こ
ば
と
似
育
園
能
務
を
命
ず
る

事

酸

咎

貞

宮

本

光

夫

地
方
公
移
仇
法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
に
よ
り
一
箇
年
間
休
椒

を
命
ず
る

草

安

田

信

広
選
管
告
示
甲
第
ニ
―
―
一
号

政
治
毀
・
徳
翌
止
法
第
十
阿
条
の
規
定
に
よ
ろ
報
告
害
の
要
0

日
は
．

次
の
通
り
で
あ
る
。

昭
利
二
十
八
年
五
月
十
八
日

◎
選
挙
管
理
委
員
会
告
示 同

じ
云
5
"

ヽ

一

|

ー

-

番

号

一

指

定

自

勁

車

麿

．

指

定

条

件

一

圧

雌

老

言
＝
応
麟
臼

DJ

↓一灰言璽噂

，
 

一

右

同

ー
ー
一
濾
扇
惑
ィ
ル
ス
ジ
．
不
ズ
＿

―
-
1

フ

型

喜

盟

誓

喜

‘

色

右

同

-jL九五
瓜

璧

贔

i

-

―

-

i

]

四
一

―
―
-
―
芦
疇
車
休
番
号
竺
ー
―

o＿
白

色

互

一

右

同

白

色

す

一

右

同

，

一

晶

扇

翠

リ

エ

ル

自

量

そ

巫

裳

番

号

X
G
四

六

T
O七

一
九
四
五
羹
が
．
ッ
ヂ
プ
ラ

市一．

着

ー

ス

ウ

エ

ポ

ン

キ

ャ

リ

ヤ

＿

・

水

色

右

麟

瞬

腐

六

一

年

鬱

四

羹

ど

n,9
将
涌
＿
Jk
色

右

一

右

同

一

｀
布
一
麟
言

ヽ巴

喜
エ
ー
右
阿

同 Iiij 詞 同 同 ー同

広

島

4
m
公

昭
和
二
十
八
年
四
月

i

一
十
日
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•8 ら

一

安

委

員

彦 命
ゴ七

・会

九
条
に
抜
き
、
緊
急
白
勁
車
と
し
て
次
の
条
件
を
附

L
て
指
定
す

ろ。

一
、
第
四
十
七
号
議
案

一
、
第
四
十
五
号
議
案

一
、
第
固
十
四
整
眠
案

一
、
第
四
十
一
＿
一
号
議
案

四
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五
月
の
市
議
会
に
お
い
て
左
記
の
通
り
議
決
さ
れ
た
。

（
五
月
三
十
日
）

、
第
四
十
二
号
議
案

昭
和
一
一
十
八
年
庇
広
島
市
歳
入
出
予
罪
追

加

更

正

原

案

可

決

広
島
市
驚
奈
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

制

定

に

つ

い

て

原

案

可

決

広
島
市
工
芸
指
頌
所
使
用
料
及
び
手
数
料

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
制
定
に
つ

い

て

原

案

可

決

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
涸
定
に
つ
い
て

．
 

原
案
可
決

水
道
局
城
負
で
労
働
組
合
を
結
成
し
又
は

◎
雑

報

‘゚℃ 

広
島
市
収
入
役
に
選
任
ナ
る

抜

態

各

国

藤

野

守

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
放
射
線
科
部
長
を
命
ず
る

事

蒋

吏

員

沢

旧

鎖

競
掏
競
馬
亭
移
局
次
民
を
命
ず
る

昭
和
二
十
八
年
六
月
十
日
（
各
通
）

事

猪

吏

員

加

総
移
局
調
査
諜
勁
移
を
命
ず
る

昭
和
二
十
入
年
六
月
十
五
日

藤

勝

登 雄

台

三
m予

治

広
島
市
町
界
町
名
地
香
整
理
乖
議
会
委
員
を
委
嘱
す
る

福

永

信

伊

鏃

順

広
島
市
町
界
町
名
地
番
整
理
審
誠
・
会
委
員
を
解
く

昭
和
二
十
八
年
六
月
一
日

事
移
吏
員

厚
生
局
衛
生
諜
勁
格
を
命
ず
る

昭
和
二
十
八
年
六
月
＿
―
-
日

中

野
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宅

峯

吉

中

下

勝

津

賀

春

一

縫

部

敬

疲

吉

甲

良

雄

楢

垣

満

中

邑

元

木

野

非

雄

堀

江

守

田

頭

新

太

郎

池

永

消

真

中

野

拇

災

土

岡

甚

代

一

以

上

十

五

名

正
副
委
員
長
は
委
員
会
に
お
い
て
互
退
す
る

こ
れ
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者
の

範
囲
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条

例

制

定

に

つ

い

て

原

案

可

決

営
造
物
の
処
分
に
つ
い
て
肱
案
可
決

常
造
物
の
処
分
に
つ
い
て
原
案
可
決

財

産

の

取

徳

に

つ

い

て

原

案

可

決

契

約

締

結

の

同

意

に

つ

い

て

同

意

財
産
の
処
分
に
つ
い
て

特
別
委
母
会
付
託

架

約

締

結

の

同

意

に

つ

い

て

'

,
•
特
別
委
員
会
付
託

契

約

締

結

の

同

意

に

つ

い

て

同

窪

年
度
内
一
時
借
入
金
の
変
更
に
つ
い
て

原
案
可
決

公
有
水
面
埋
立
地
区
域
編
入
に
つ
い
て

支
隙
な
し
と
決
定

旧
牛
田
工
兵
降
作
業
場
跡
（
三
立
山
農
耕

地
）
を
市
有
地
と
し
て
確
保
方
梃
程
に
つ

い

て

採

択

比
浩
山
公
園
の
保
勝
対
策
援
助
に
つ
い
て

採

択

広
島
ス
ボ
ー
ツ
会
館
敷
地
供
与
に
つ
い
て

撤
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一
、
特
別
委
員
会
設
骰
、
委
員
並
び
に
正
副
委
負
長
の
選
任
に
つ
い

て

委

員
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諮
第
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＿
一
十
入
号

一
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諧
第
一
二
十
七
号

一
、
請
第
三
十
三
号

一
、
諮
間
第
四
号

一
、
第
五
十
四
号
躁
案

一
、
第
五
十
五
号
議
案

一
、
第
五
十
＿
＿
一
号
議
案

一
、
第
四
十
八
号
議
案

一
、
第
四
十
九
号
議
案

一
、
第
五
十
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一
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第
五
十
一
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議
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、
第
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十
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議
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寧
萎
史
貞

広
島
市
出
納
貞
を
命
ず
る

囮
．
和
一
一
十
八
年
五
月
一
日

事
謗
史
兵

図
に
よ
り
本
職
を
免
ず
．
る

消

し

99・

7

一
ー
昭
和
二
十
八
年
五
月
三
十
一
日

事

誇

吏

負

本

広
島
市
史
綱
修
委
負
・
会
専
記
を
免
ず
る

事
謗
印
露
〖
．
小

広
島
市
史
躙
修
季
｀
負
会
書
記
を
命
ず
る

技

術

史

負

宮

舟
入
病
院
勁
移
を
命
ず
る

水

3そ
g北~

小

林

節

夫

◎
辞
r

令

四
ホ
叩
女
な
寄
附
渚
及
む
支
出

該
当
な
し

な な な

｀□竺詞
韮
諏
一
定
腐
瓢
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罰
婿
叫
芥
量

総

竺
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訟
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阿

叫
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一

件
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一

総

細

名

日
本
祝
蕊
喪
突
労
働
祖
今
中
団
．

地

方

嵐

屎

支

部

広

島

支

店

分

な

ー

会

な

日
本
雷
気
産
梵
労
勁
迫
令
巾
国

地
方
広
島
県
支
部
広
島
本
店
分

会日
翌
社
会
党
広
島
喀
部

心

県
支
政
副
新
同
志
・
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市
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研
究
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団

体
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治
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法
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十
四
条
に
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ろ
報
告
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日
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翫

気

産
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労

働

組

合

言
窓
隠
産
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労
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組
合

八
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一
二
月
十
九
日
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八
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四
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二
十
四
日

自
昭
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冒
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自
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十
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一
月
．
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昭
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八
年
四
月
二
十
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の
要
旨
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す
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す
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す
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受
け
る
べ
き
者
に
対
し
て
涌
知
す
る
も
の

協
力
援
助
者
と
の
続
柄
又
は
関
係
に
関
す
る
市
町
村
長
の
発
行
と
す
る
。

す
る
証
明
害
（
戸
籍
の
殷
本
若
し
く
は
抄
本
又
は
除
か
れ
た
戸
一
条
例
第
三
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
打
切
給
付

籍
の
謄
本
若
し
く
は
抄
本
を
も
っ
て
こ
れ
に
か
え
る
こ
と
が
で
二
条
例
第
一
＿
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
休
業
給
付

_
＿
一
条
例
第
四
条
第
二
項
但
害
に
規
定
す
る
絵
付
基
痰
額
の
増

き
る
。
）

―
―
―
造
族
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
婚
姻
の
届
出
を
し
な
い
が
、
額

協
力
援
助
者
の
死
亡
当
時
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
梢
に
．
（
災
揖
給
付
原
節
）

あ
っ
た
者
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
の
で
き
第
九
条
市
長
は
、
別
記
第
八
号
様
式
に
よ
る
災
害
給
付
原
簿
を
備

る

害

類

え

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

四
遮
族
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
配
偶
者
以
外
の
者
で
あ
る
と

2

災
専
給
付
原
簿
に
は
、
左
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
に
、
所
戒
事

き
は
、
条
例
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
先
順
者
で
あ
る
こ
項
を
記
入
す
る
も
の
と
す
る
。

一
一
第
一
＿
一
条
に
よ
り
給
付
を
受
け
る
権
利
を
有
す
る
旨
の
通
知
を

と
を
証
明
す
る
宙
類

五
遮
族
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
、
条
例
第
八
条
第
一
項
第
二
し
た
場
合

号
叉
は
第
一
＿
一
号
の
規
定
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
と
き
は
、
協
カ
二
給
付
の
諮
求
を
却
下
し
た
場
合

援
助
者
の
死
亡
当
時
主
と
し
て
そ
の
収
入
に
よ
っ
て
生
計
を
維
―
―
―
給
付
を
行
っ
た
場
合

持

し

て

い

た

事

実

を

証

明

す

る

書

類

四

そ

の

他

必

要

が

あ

る

場

合

六
迪
族
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
が
、
条
例
第
八
条
第
一
＿
一
項
に
規
一
（
更
正
決
定
）

定
す
る
遺
言
叉
は
予
告
で
特
に
指
定
さ
れ
た
者
で
き
る
と
き
•
第
十
条
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
は
、
市
長
が
行
っ
た
協
力
援
助
を

は
、
こ
れ
を
証
明
す
る
害
頸

・

し
た
た
め
の
災
轡
の
諒
定
、
療
狼
の
方
法
、
給
付
金
額
の
決
定
そ

4

打
切
給
付
諧
求
害
に
は
、
療
兼
の
経
過
、
症
状
、
な
お
る
ま
で
の
他
給
付
の
実
施
に
つ
い
て
異
識
の
あ
る
と
き
は
、
左
に
掲
げ
る

の
見
込
期
間
等
に
関
す
る
医
師
の
意
見
杏
を
添
附
す
る
も
の
と
す
事
項
を
記
載
し
た
給
付
更
正
決
定
申
諮
害
（
以
下
「
争
詰
害
」
と

る

。

い

う

。

）

を

局

長

を

経

て

市

長

に

提

出

し

、

そ

の

更

正

決

定

を

申

諮

（

給

付

の

支

給

方

法

）

す

る

こ

と

が

で

き

る

。

第
六
条
市
長
は
、
給
付
の
諸
求
啓
を
受
狸
し
た
場
合
に
は
、
こ
れ
一
協
力
援
助
者
の
住
所
、
職
業
．
氏
名
及
び
生
年
月
日

を
審
査
し
、
給
付
金
額
の
決
定
を
行
い
、
別
記
第
七
号
様
式
に
よ
二
協
力
援
助
を
受
け
た
者
の
所
限
部
培
、
官
職
及
び
氏
名

る
支
給
通
知
因
を
も
つ
て
諮
求
者
に
そ
の
支
給
に
関
す
る
通
知
を
―
―
―
災
宙
発
生
の
日
時
及
び
場
所

日

．す
る
と
と
も
に
、
す
み
や
か
に
支
給
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
四
給
付
に
関
す
る
通
知
の
要
旨
及
び
年
月
日

20

い

。

五

申

硝

の

班

旨

月
（
痰
狡
給
付
等
の
支
給
）

．

六
申
睛
年
月
日

7

第
七
条
市
長
は
、
療
液
給
付
と
し
て
支
給
す
る
哭
用
及
び
休
業
給
七
申
踏
者
の
住
所
、
職
業
及
び
氏
名

年
付
に
つ
い
て
は
、
毎
月
一
回
以
上
支
給
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
八
申
賠
者
が
協
力
援
助
者
以
外
の
者
で
あ
ろ
と
き
は
、
そ
の
続

28

な

ら

な

い

。

柄

又

は

関

係

2

前
項
の
申
詣
店
に
は
、
更
生
決
定
に
必
要
な
参
考
資
料
を
添
附

和
（
打
切
給
付
等
の
涌
知
）

昭

第
八
条
市
長
は
、
左
に
掲
げ
る
給
付
を
行
う
堀
合
は
、
あ
ら
か
じ
す
る
も
の
と
す
る
。

広—
,•J 

＇ 
9
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広
島
市
規
則
第
三
十
四
号

広
島
市
の
八
ム
猪
負
に
対
す
る
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条

切
旅
行
規
則
の
一
部
を
改
王
す
る
規
則

広
島
市
の
公
務
負
に
対
す
る
特
別
手
当
の
安
給
に
関
4

，
る
条
例
施

行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
現
則
第
八
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。
-

第
．―f
条
中
「
八
月
十
日
」
を
「
六
月
ー
―
一
十
日
」
に
改
め
、
第
二
項

と
し
/
J

次
の
一
項
を
加
え
る
c

2

市
長
は
、
泌
躯
と
認
め
た
と
さ
は
｀
前
項
の
規
定
に
よ
る
支
給

定
日
を
繰
り
土
げ
る
こ
と
が
で
き
る
c

附

．

則

．

」
の
規
則
は
、
公
布
心
日
か
ら
施
行
す
る
c9

9
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昭
和
二
十
八
年
六
月
十
六
日
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広

島

市

の

公

務

員

に

対

す

る

特

別

手

当

の

支

給

9
,

1

関

す

ろ

粂

冽

施

行

規

則

の

二

部

を

改

正

す

る

視

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

◎

規

則

附

則

J

の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
旅
行
す
る
c

第
一
＿
一
条
こ
の
条
例
の
冠
行
に
関
し
必
返
な
事
項
は
、
市
長
が
定
め

る。

高
等
登
録
牛
＾

8
円
以
下

そ
の
他

gg円
以
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第
十
一
条
市
長
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
申
睛
が
あ
っ
た
と
き

は
、
そ
の
内
容
を
審
査
し
、
決
定
の
結
果
を
局
長
を
経
て
申
諮
者

に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

2

決
定
習
に
は
、
左
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
す
る
も
の
と
す
る
。

一
決
定
事
項

1

一
決
定
の
理
由

（
害
類
の
保
存
）

第
十
二
条
給
付
に
関
す
る
唐
類
は
、
そ
の
完
結
の
日
か
ら
一
―
―
年
間

保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
付
諮
求
の
助
力
）

第
＋
＝l

一
条
局
長
及
び
給
付
の
事
幣
を
行
う
者
は
、
給
付
を
受
け
る

べ
き
者
が
行
う
袷
付
の
諧
求
の
手
続
に
積
極
的
に
助
力
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

（
証
明
）

第
十
四
条
局
長
は
、
給
付
を
受
け
る
べ
き
者
の
要
求
に
応
じ
、
す

み
や
か
に
必
要
な
証
明
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広

島

市

の

公

務

員

に

対

す

る

特

別

手

当

の

支

給

（

災

害

発

生

報

告

）

第
二
条
広
島
市
消
防
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
は
、
条
例

第
一
条
に
規
定
す
る
災
害
が
発
生
し
た
培
合
に
は
、
市
長
に
対

に

関

す

る

条

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

0

し
、
す
み
や
か
に
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
災
害
発
生
報
告
害
を

昭

和

二

十

入

年

六

月

二

十

九

日

提

出

し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

。

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

ー

（

認

定

及

び

通

知

）

広

島

市

規

則

第

一

＿

＿

十

五

号

第

一

＿

一

条

市

長

ば

、

前

条

の

報

告

を

受

け

た

と

き

は

、

そ

の

災

寄

が

広
島
市
の
公
移
員
に
対
す
る
特
別
手
当
の
支
給
に
関
す
る
条
一
条
例
第
一
条
に
規
定
す
る
協
力
援
助
を
し
た
た
め
の
災
齊
で
あ
る

例

施

行

規

則

の

一

部

を

改

正

す

る

規

則

か

ど

う

か

の

認

定

を

行

い

、

そ

の

た

め

の

災

由

は

で

あ

る

と

認

定

し

広
島
市
の
公
賃
に
対
す
る
特
別
手
当
の
支
詮
に
関
す
る
条
例
施
た
と
き
＇
ぶ
、
局
長
を
経
て
、
す
み
や
か
に
給
付
を
受
け
る
べ
き
者

行
規
則
蔽
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第
r

／
ヤ
五
号
）
の
一
部
を
次
に
対
し
て
、
別
記
第
一
一
号
様
式
の
通
罰
害
に
よ
り
涌
知
し
な
け
れ

の

よ

う

に

改

正

す

る

。

ば

な

ら

な

い

。

第

四

条

に

次

の

一

項

を

加

え

る

。

一

（

医

療

闘

関

の

指

定

）
第
四
条
市
長
は
、
協
力
援
助
者
が
負
但
し
、
叉
は
疾
病
に
か
か
つ

2

支
給
日
以
前
六
月
以
内
の
期
問
に
お
い
て
、
国
又
は
他
の
地
方

・
た
場
合
、
こ
れ
に
必
要
な
僚
旋
を
行
う
た
め
、
あ
ら
か
じ
め
病
院

公
共
団
体
の
公
移
員
が
、
引
き
続
き
本
市
の
職
員
と
な
っ
た
場
合

，

叉

ほ

診

療

所

等

の

医

療

機

関

（

以

下

「

指

定

医

療

澳

関

」

と

い

に
お
い
て
｀
そ
の
者
に
対
し
て
期
末
手
当
を
支
給
す
る
と
き
ば
、

う
。
）
を
指
定
す
る
も
の
と
す
る
。

そ
の
者
が
そ
の
期
間
内
に
お
い
て
困
又
は
他
の
地
方
公
共
団
体
の

-
（
給
付
の
請
求
の
方
法
）

職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間
は
、
本
市
の
職
員
と
し
て
在
戟
し
た

―一
第
五
条
給
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
局
長
を
経
て
市
長
に
給

期
問
と
み
な

4,。

一
付
の
語
求
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
指
定
医
療

附

則

—
椴
関
に
お
い
―

,J
寮
投
を
受
け
る
瑞
合
の
療
投
の
給
付
に
つ
い
て

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

消

防

に

塙

力

援

助

し

に

者

の

災

害

給

付

に

関

す

2

前
項
の
睛
求
害
は
、
左
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
C

る

条

冽

施

行

視

則

を

こ

こ

に

公

布

す

る

。

＿

一

療

壺

給

付

諸

求

害

（

別

記

第

三

号

様

式

）

昭

和

二

十

八

年

七

月

一

日

―

―

―

障

害

給

付

諮

求

害

（

別

記

第

四

号

様

式

）

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

―

―
―
―
遺
族
給
付
諾
求
害
（
別
記
第
五
号
様
式
）

一

四
葬
祭
給
付
諮
求
害
（
別
記
第
五
号
様
式
）

広
島
市
規
則
第
一
＿
＿
十
六
号

消
防
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
忠
給
付
に
関
す
る
条
例
施
行

i

五
打
切
袷
付
請
求
害

（
別
記
第
四
号
様
式
）

・

六
休
業
給
付
諾
求
習

盆
別
記
第
六
号
様
式
）

規
則

（
こ
の
規
則
の
目
的
）

一
3

遮
族
給
付
詰
求
潜
に
は
、
左
に
提
げ
る
害
類
を
添
附
す
ろ
も
の

第
一
条
こ
の
規
則
は
、
消
防
に
協
力
援
助
し
た
者
の
災
轡
給
付
に
一
と
す
る
。

．

．
 

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
則
第
七
十
六
号
。
以
下

・

一
協
力
援
助
者
の
死
亡
診
断
苔
、
死
体
検
案
害
，
検
視
淵
害
そ

「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
規
定
に
基
き
、
市
が
行
う
給
一
の
他
協
力
援
助
者
の
死
亡
を
証
明
す
る
こ
と
の
で
き
る
害
類
又

付
の
実
施
に
関
し
．
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
一
は
そ
の
写
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別記第二号様式 別記第一号様式

災 J.̀ 
用
r

諮 定 通 知 密
消防に協力援助した者の災宵発生報告書

通知年月日：昭和 年 月 日 通罰番号 第

（給付を受けるべき者）

住所広島市 ・!':':!:'.!.... t::'.~.~!~... ................... .. .. ...... . ...... ·•........ •... ・・・・・・・ 

氏名 殷... -................................................................................ 

下記の災宵・は，消防に協力援助をしたための災胄

と認定したので通知しますo

広島市長

氏

（協力援助を受けた者）

所属

職

氏名

名 傾

.H. 
FJ 

、9
`

報告年月日：昭和，

文書香号

広島市消防局長

- - -l - - - l  
- - - - ••-- - -̂ 1―--• -------- --—• -_ -・ ----•一

広島市長

下記のように災僭が発生したので報告します。

1 協力援北を受けた者の所誤機関の長

職氏名
------~ • --• -

2 協力援助した者

住所

---•· • --•· --
殿

年 月

「-7

兵径．．．．．．．．—••一··-····· ···················- •• ••-；．］・・ 1現

日

協力援助を受けた分豚

戦業 氏庁
・'

（災和を受けた者）

住所.. ;;.. -.................................. ・・・・・...................................... 

氏名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＿＿．．．．．．．．．．．．．．．令．．．＇ー・..

年

性別

備考

月

□男

日生）

□女

死偏の区分及び偽病名，侮病の部位及びその程度

災害発生の場所

災宙発生の日時 ．
 ．
 

＇と”

年

性別

月

国

日生）

□女

3 絵付を受けるべき者

住所 秤 年 月 日生）
災害を受けた者との
臨柄又は関係
（）  

4 災害発生の場所 5
 

災害発生の日時

昭和 年 月
午前

日午後 時 分

6 災褐発生の原因及びその状況

7 但病名 8 傷病の部位

昭和 年 月
午Hii

日午後 時頃

9 傷病の程度

． 

10 医師の意見，剖検記録等協力援助に因るものであるかどうかを認定するため参考となる事項

この決定に異衆のあるときは，更正決定の申睛をすることができますo

荘

11 医師の証明

7から 9までに記載した事項は事実と相違ないことを証明しますo

所在地.................. 

H 病院又は診療所の｛乱．．．．．應．．．一...........................---•--•----........----
職、氏名 ＇⑲ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

昭和 年 月

四

＇ 

9. 

.. ： ~ 

... 

｀ 
’’•, 

..●、

、. .9 、J.. • 9”” ．ヽ．．

：；：』；
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昭和 28年 7月 20日

予1こr、9伍螂省心•出祈いF，辺！

ヽ

．． 

広 ー”
U

r
h
 

打r,
＇ 

報 （第 87号）

別記第三号様式

（衷） 際 旋 給 付 竺
PIJ 求 害 （表）

． 種 別 額

2.4 

僚

強

喪

計

計
、

、

J

J

 

金

I

I

 

-
ー

-
l
-

—
―
-
_

冒

―

―

分

分

分

）

回

行

回

日

日

剤

施

時H
 

法療

ー
腔

F
,
 

-
c
c
c
c
処

月

一

一

年

和

回

―

昭

回

一

回

＿

法

輝

療

＇ 

既処名

名

名

一

樅

村

法
処

ヂ

療

一

’~,9. 

料

料

料

一

的

料

疇

饂

翠

一

瞬

饂

内

訳

の

診 l昭和

往診 I距離片道 キロ 1屈問 ・ 回夜間 回
＿診燦時間1時間をこえた場合

水薬 日分
内用茉

特殊薬 l薬名

外用薬薬名

一~J
検査名

検査料下戸」、．

ゲン I ゑ視

! 

初 年

散薬

月

r 

日分その他

1日分使用址

注射

cc 

検査

回撮影

の種類

処

手

回

容

回

回昭和

日

暴風雪時

剤投与

グラム

鱒

剤分薬名I予 l

検査

枚（使用フィルム

『

一

ー

ー

最 ．
 

＇`， 
.r'r,tr
と？・”・:`
予，

9
p
f

‘
 

r
 

協力援助者等について

1.1協力援助をしたために災害を受けた者

処置

年

その他

ー］一闘靡—―—箪

月

グラム

回

枚、大きさ

回

H
 

数

円

円

鐸
[
―-i

↑

＿

 

（記入注意）

1 諮求書は※印の欄には記入しないこと。

2 該当する口閥にはダ印で示すこと。

3 2の「医師の証明」の欄にはその記入に代えて同様事項を記載した医師の証明害を添附してもよい。

4 3の「府誨料J及び4の「移送費」については，袈用の領収証及び明細書を添附すること。

5 5の「上記の外の療捉袈」の欄には入院料に食事を含まない場合の食事料及び療旋に必要な浩療材料

等の要用を記載し，その要用の領収害及び明細害を赤附する•こと。

諸求年月日：昭和広島市長

・ 殿

下記の療投袷付を諮求しますo

年 月 日

諮求者の住所．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．，．．．．．．．．．.............

氏 名 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． ⑰ ．呵．．．．．．．．.............

住 所 氏 名

(
 

年 月 日生）

1.2負傷又は発病年月 H

昭和 年 月 日

年 月 日から
見ーー一且度で 門叶給食の有無 口有 □無 ※医師の証明

合計

2.1から2.4までに記戟した事項は，事実と相述ないこと及び領収した金額は，

証明しますo

1 日
［所在

病院又は
診療所のl 

名

職及び氏名．．．．．……… ⑰ 

昭和 ｝
 

日
地

称．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

2.4の通りであることを
• 

｀
 

,
 
．． ・1
 
‘‘ 

Kヽ

、し，＇

2.1侶 病名

3 沼臨料
和
和

昭
昭

4 移送要 から

•.•••• 
勾
勾

月
月

まで

日から
日まで

逍
復

片
往ロロ

、日間

キロ

口百獲婦

回
その他の
移送費

□附添婦 円

！傷病の部位及び程度

5 上記以外の療並袈（内訳別紙領収習 枚の通り）
2.2傷病の経過

七
6
 

六
療狼給付金額総計 昭和 年 月 日 □治ゆ 仁匠亡 口転医 □現在療旋継続中

※受理年月日

年昭和 月

I※決定年月日

日昭和 年 月 日

I※支払年月日

昭和 年

］諮求回数

同一偽病について

2.3療旋の内容

月 日

,~,.,' 

,

~ 

，
 9,
1

‘

'

‘

・

,

9

,

．
 

.

.
 
｀
-

，
.
‘
,
'

-

．．
 

回

;.・ 
＇ 昭和 年 月 日から昭和 年 月 日まで 日 回診療日数

.. 
日間

，・・、------- ----．-- ---------- ----- -

•

9

、

.. I
i
‘
‘
.
,
I
‘
9
,
 ．．
 
’
•
9
ヽ
・

2
.
i
,

｀
9
9
‘
,

．
，

1
9
r
E
9
'
’
’

ー
・

1
1
,
'
ヽ
ャ
J
I
ヽ
'
,
9
•
9
9
1
P
J
I
'

，
.
，

.. ',
'
ー
、

9
9

嶋
9
り
，
t
‘
,

、’
•
j
•
9
9

｀
 

、“・

下

『

9

マa
... 

•
'
｀
，
こ
．
．
虐
応
迄

i
l
 
心
涵

9
,
9
,
 ,

1
^
b
 

．．
 

J
.
9
含・

一

ァ

9
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＇心ぷト

"f
＇̀
，
ゞ
ル
，
，

9

，
＇
，

苔
巧
閉

‘
.•.• 

,
9
.
^
1

.
 

．
 

7̀‘
t
.
 

ふ
・
心
‘
•

,‘
 

泳
妥
ぶ

L
ム
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J
 

ヽ,＇ 
別記第五号様式 別記第四号様式

追
葬

族
祭

給 付 E
H
 

竺
U 求 書

障
打

轡
切

給 付 睛 求 害

九

（記入注意）

1 睛求者は※印の欄には記入しないこと。

2 迫挨袷｛寸の諮求者と葬祭給付の諮求者とが異なる場合には，各別：こ諮求害を作成すること。

3 逍挨給付の諮求曹には，施行規則第 5条第 3項の規定により，必要な瞥類を添付すること。

（給付を央施する者の戦氏名） 詰求年月日：昭和 年 月 日

......................................................... .. 殿•• 諮求者の住所

下記の扉旦給付を諮求します。 氏名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．＠

1 協力援助者等について ※2 給付基魂額の証明

1.1協力援助したために死亡した者
2.1給付基礎額 円

内
基準額 円

住所．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ー・．．．．．．．．．．．．．・ •.．．．...·．●・．•.
我町I亙子偶者 I Al 円

氏名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． Al 円

年 月 日生 訳 塁iその他 1 人l 円

1.2負偽又は発病年月日 2.2給を証付基明礎し額まについては， 2.1の通り相迩ないこと
す。

昭和 年 月 日
昭和 年 月 日

1.3死亡年月日 戦．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

昭和 年 日 日 氏名．．．．・・・・・•... •· ・・・・・・・・・・ ···· · ···、..・—....---.. .. ••⑲ ＊ 

3 遺族給付詰求金額...................................... ・・・・・・・・・・・・・ ......円... 

給付を受けるべき同順位者の氏名，死亡者との続柄叉は関係及びその受けるべき絵付の額

住 所！氏 名 1 生年 月 日 1続柄又は関係 金 額

I i I 円

I I I 
円

¥-¥|¥＼¥＼I ¥、＼、 1合計 円

4 蔀祭給付諮求金額・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・...................................円..• 

蔀祭給付を受けるべき者と死亡者との続柄又は関係

5 3の硝求金額と 4の詰求金額との合計額

※受．理年月日 I 痴と定年月日
I I ※支払年月日

昭和 年 月 日 i ！i 昭和 年 月 日 昭和 年 月 日

く・

F 

え
1

‘̀, 
,

9
 

‘
 

1こ
r、~； 

（記入注意）

広島市長

下記靡腐給付を諮求しますo

1 詰求者は※印の欄には記入しないこと。

2 2.4の「筒褐状況の詳細」について記載欄が不足するときは適宜別紙に記載して殊付すること。

なお障摺が外部から明らかに認められないときは， レントゲン・フィルム又は写呉等を添付すること。

3 打切給付を詰求する場合は， 2.3. 3. 4の事項については記載しないこと。

また，障害給付を諮求する場合は5の事項についてほ記載しないこと。

詰求年月日：昭和 年 月 ・ 日

諮求者の住所．．ー・・—• 9 ・・・・...................................

氏名........................................、．．．．．．．．．．．．..........R 

． ． 殿

1 協力援助者等について・ ※2 給付基暁額の証明

｀
 ．
 

~,' 

、

べ

•
‘
`

t
,
 

,

9

,

し
4
9
9
,

．

ヽ

f
,
a
r
)
•
9

』A
.
.
.
 

,＇2
-
,
‘
f
.
 

曇ー

s,＇ 1.1協力援助したために災得を受けた者

住所．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．..........................................

氏名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

年 月 日生

2. 1給付基礎額

内
基変額

扶
配偶者

投

親
子

叫族その他

-

I

'

 

人

人

人

円

円
一
円

円

円

1.2負傷又は発病年月日

昭和 年 月 日 時頃

2.2給付基環額については， 2.1の過り相違ないこと
を証明しますo

昭和年月日

職氏名 印······································.........•..... 

※医師の意見

ー・ ----

3.1偏病名

3.2傷病の部位

3.3傷病の治ゆした年月日 昭和 ．．． 勺 月 日

3.4障宙状況（打切給付の場合は現症）の詳細（図で示すことのできるものは図解すること。）

1.1の者は3.1から3.4までに記載した通であると認めます。

年月 日｛所在地．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

病院又は診朕所の名 称．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

職氏名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⑲

昭和

4 障宵等級＿●一●●●●●0●一●●●ー．．．と...................--•----•--．．級．．．．．．．ー●●●-------••_．登．．．
5 障宙給付詰求金額．

・・・・··••·
円

..........•----•-•-..--•-•一................................................•--•••••四．．．．．6 打切給付諸求金額

※受理年月日

昭和 年 月

※決定年月日

日 昭 和 年 月 日

※支払年月日

昭和 年

八

月 日

．
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別記第六号様式

休 業 給 付 詰 求 害 （表）

1. 1の者は， 3.1から3.4までに記載した迎りであるものと認めます。

昭和年月 日

病院又は診療所の｛：在t:・• ・ • ・ •.......· •.......· •......· •..... ．． .．・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ •... •..· • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ •........· • ・ • ・ •....· • ・ •. ・ • ・ • ・ • ・ • ・ • ・ •. ．． ・ •••••口／．．．．．．．．．．．．．：．．．．．．．．．．．．．．．•・ •....· •....... •. ・ •..... 

職氏名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．⑬

4 休業期間及び休莱袷付の額

4.1扱捉のため休業した期問

年 月 日から
年 月 日まで

ヽ，•← （記入注意）

諮求者は，※印の欄には記入しないこと。

傘

~
~
 

利
和

昭
昭

日間のうち従前得ていた業務上の収入を得ることができない日数

2

3

4

 

該当する口lOOにはV印で示すこと。

4.1の欄の収入を得ることができない日数とは，休莱給付を受けるべき日をいう。

第 2回以後の諮求の場合における 3.3及び4.1の記載については，前回の諸求後の分について記載する

こと。

、

i

,

,

＇

・

1
1
1
,

＇

,
1
,＇ヽ

9
9
,
9
‘
`
L
rI

'

．
 

r. 

｀
 

一

4.2 
60 

x = 
1日当りの休業給付の額疇●●●●●ー・.-............. -------. -.... ---. ---.... =---.1. QQ..＿.....こ----••-••----•-••••--•-ー一円

※ 5 休業日数等の査定

5.1休業日数 1 j 5.2休業給付金額 I

一

r
-
9
・

、
T
~r瓜
．
＜
；
・

1L",
'

広島市長

殿．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 

下記の休業給付を諮求しますo

5.3 3.3の医師の意見及び4.1の災害を受けた者の詰求による休業日数を勘案し，休業日数及び休業給付金
額を上記のように深定するのが適当と思われます0 I 

昭 和年月 日

職． 氏名 ・⑰".・......................... ·•·····............... ・・・・・・・・・・・・・・................................... 

※受理年月日

年昭和 月

※決定年月日

日昭和 年 月

※翠年月日

日 昭 和 年 月 日

1.1協力援助したため災轡を受けた者

住所．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．ゃ・・・．．．．．．．．．．．．．．．．

氏名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

年月 日生

年 月 日

詰求者の住所．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

氏 名．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．................: ・@ 

協力援助者等について ※絵付基暁額の証明

円

円

円

I 
、 I

： 
I 

I 

別記第七号様式
給 付 支 給 通 知 害

1 詰求年月日：昭和

i 

i 2.1給付基礎額

I 

内！
：基準額

玉！配偶者
齊―—--l 

ェ I
親 i~

訳 i族 i
その他

I 

1.2負傷又は発病年月日

―

―

.
I
 

人

人

人
円

円

2.2給付基礎額について， 2.1の通り相違ないことを

証明します。

昭和 年 月 日

日 1

I 

-- - - ---― 
’ 

（備考）

通郊年月日

詰求者

ます。

昭和

（絵付決定金額）

金

年 月

住 所．．．．．．．．．．．．．．．．．...・・・・・．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

氏名．．．．．．．．．．．．金•··········································)~毀

下記のように給付金額を決定したので通知し

円

通知香号 第 号

印．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．暑

i -.,.， 

昭和 年 月
午前

日午後 時 分頃
戟

氏名．．．．．．．．............●●:・●●雫.............................⑮

※医師の意見

広島市長

3.1傷 病 名

傷病部位

3.3際強のため業務に従事することができなかった

と認められる期間

（給付請求金額） （給付請求年月日）

日から
1
0
 金 円 昭和 年 月 日

昭和

昭和

年

年

月

月
日まで

3.2傷病の経過 昭和 年 月 日

口治ゆ □死亡 □転医 □現在継続中

3.4 3.3の期間における診療日数

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・日
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広
島
市
告
示
第
七
十
八
号

建
築
基
準
法
第
四
十
二
条
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路
の
位
臨
を
左

記
の
と
お
り
指
定
し
た
。

な
お
、
こ
の
関
係
図
甚
は
、
建
設
局
建
洒
指
消
踪
に
お
い
て
、

般
の
縦
密
に
供
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
十
六
日

広
島
市
長 1

 .... 

,＇’ 

広
島
市
町
界
町
名
地
番
照
理
審
議
規
測
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
七
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

広
島
市
規
則
第
一

l

-

＋
七
号

広
島
市
町
界
町
名
地
番
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規

則

’
広
島
市
町
界
町
名
地
番
監
理
審
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島

市
規
則
第
七
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

審
猥
会
は
、
委
負
五
十
名
以
内
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
四
条
審
議
会
に
、
委
員
長
一
名
、
湖
委
負
長
二
名
を
筑
く
。

二

場

所

2

委
員
長
は
、
委
負
で
あ
る
広
島
市
担
任
助
役
を
も
つ
て
こ
れ
に

充
て
る
。

3

副
委
負
長
は
、
委
員
が
写
迩
す
る
0

月

日

一

月

日

一

哭

4

委

員

長

は

、

審

哉

会

を

総

理

し

、

会

談

の

猿

長

と

な

る

。

、

七

月

さ

一

七

ロ

ハ

日

一

環

5

躙

委

員

長

は

、

委

員

長

を

補

佐

し

、

委

負

長

に

事

故

が

あ

る

と

一

ー

|

ー

|-g

七

[

甘

一
熾本

|
|
「
中

-
|
|
＇

ー「
広江

一
ー
ー
ー
—
ー
ー
ー

1

f
f
-
=
-
+＝
一
日
｀

6
n叫
叩
〗
〗
[
[
い
。
[
/
[
[
[
』

1
-
〗
[

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

i
―
日

言

一

日

一

豆

吋

If

二
十
―
―
―
日
一
戸

一
天

,
J

、
.

ー

ニ

十

四

日

段
原

If

十

四

日

ー

皆

実

"

-

己

観

・・1,
9
9

,

牛
田

II

＿
二
十
五
日
一
似

十
究
日

h
―
品
ー

料

金

一

回

七

円

接
稲
を
受
け
る
人
＿
＿
一
歳
か
ら
六
十
歳
ま
で
の
者

昨
年
完
了
し
た

但
し
｛
昨
年
末
完
了
の（

 

浜

井

信

四三

◎
 
告

ホ

広
島
市
告
示
第
七
十
九
号

予
防
接
種
法
の
規
定
に
基
く
賜
チ
フ
ス
・
パ
ラ
チ
フ
ス
の
予
防
接

稲
を
左
記
の
通
り
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
十
八
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

B
 

n-kt 

自
昭
湘
二
十
八
年
七
月
六
日
｝
午
後
一
一
時
か
ら

室
昭
禾
二
十
八
年
七
月
二
十
五
日
午
後
七
時
ま
で

広
島
市
告
示
第
八
十
一
号

昭
和
二
十
八
年
六
月

1

一
十
二
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

第
十
一
回
仮
換
地
予
定
地
指
定
取
消
及
び
第
一
二
十
九
回
仮
換

地
予
定
地
変
更
指
定
並
び
に
土
地
許
価
基
準
の
改
正
発
表
に

つ
い
て

一
仮
換
地
予
定
地
指
定
取
消
・

広
島
平
和
都
市
建
設
事
業
東
部
復
典
土
地
区
画
整
理
施
行
に
伴

い
さ
き
に
指
定
し
た
左
記
仮
換
地
予
定
地
は
、
土
地
区
画
照
理
委

員
会
の
甜
問
を
経
て
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
に
決
定
し
た

か
ら
、
関
係
者
は
、
東
部
復
典
事
移
所
で
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

コJ

叫
！
比
□
叫

[

号

町

名

9

番
一

’

,

'

,

 

げ

1
1
0写

J

一
九
＿
―
-
国

1

同

町

一

0
写
J

一写
tiil

I
~
~
!同

日

時

信

9
,
9
 

警
[

i

心．
，．
f

貫口'-.

9
,

＇ 

.. 

：
 

甕
t

.

t
t
§
'
 

_
 
．．．
 
9.
 

祁ー・
-
・

}

 

ヽ`J号7
 

8
 

第、,‘

五四三ニー

己きロ

指

定

番

号

指

定

年

月

日

道

路

の

位

既

幅

負

及

び

延

長

表

示

図

面

第
五
号

昭
和
二
十
八
年
六
月
十
一
日

広
島
市
出
汐
町
六
八

0
番
地

幅
四
米
、
延
長
―
―
―
―
―

-
•
O五
米

別
紙

広
島
市
告
示
第
八
十
号

広
島
市
中
央
卸
売
市
場
莱
移
条
例
（
昭
和
二
十
四
年
四
月
二
十
八

日
広
島
市
条
例
第
一
＿
＿
十
一
一
号
）
第
一
二
十
九
条
第
二
項
但
否
の
規
定

に
よ
り
、
保
腕
金
を
納
付
し
な
い
で
せ
り
売
又
は
入
札
先
に
参
加
で

き
る
者
は
、
左
記
の
通
り
と
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
二
十
二
日

広

島

市

長

浜

井

a
 

ヨ
1
R

広
島
鱗
友
商
業
協
同
組
合
の
組
合
員

広
島
中
央
鮮
魚
商
業
協
同
組
合
の
組
合
員

広
島
東
部
鮮
魚
組
合
の
組
合
員
．

日

の

出

鮮

魚

組

合

の

組

合

員

．

安
佐
郡
鮮
魚
商
業
協
同
組
合
9
組
合
員

高
田
郡
鮮
魚
商
莱
協
同
組
合
の
組
合
員

五
受
け
な
く
て
よ
い
人

喜
患
者
、
心
臓
並
び
に
血
管
系
、
腎
ー

隣
そ
の
他
内
臓
に
異
常
の
あ
る
者
等

,r 

.
`
・L
7
7
、

号
!
i
:
＇

レ`ィ

．．
 
＼
 

．
 
.J' 

9
 .

.

 

`
 

¢
T
 

｀ 
し・

.＜ ＊ 1J'.-． 

..,、・
•· C鼻.... .・．と

..・・.. 
9 9 - s 

西譴翌．＇，

別記第八号様式

災 r
．ーg

r
 

給 付• 原

下ト
力^ぃ

1 協力援助し災宙を受けた者 2 協力援助を受けた者

住所．．....••··• •• ···· ·· ・・・・・・・・・・・-・ •• •·••• ••• ••·••••.•• 所属．．．．．．．．．．．．・・・・・・・・・●● ●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

氏名．．．．．．．．．．．．．．．．．． . .... . . . .....（ . .... オ・・・・・） 脇— •·············- · · ··-····．ー ・ー・・一 氏名．．．． 0•-••- • •-• ー・ ・-..- ．．．．ー ・一 ． ．．

3 負倦発病年月日 4 負偏疾病死亡の別 I 5 偽病名，但病部位

昭和 年 月 日 時頃 | 
6 災潜報告書受理年月日 7 認定の通知年月日

昭和 年 月 日 昭和 年 月 日

詰回数求 iI如譴受理年月日＼決定年月日 1支払年月日誓喜 I 療設給付額

8 第 回|i昭和年月日 1昭 和 年 月 日 1昭和年月日！ 吋 円

療

I 
l 

I 
！ ！ 

I 

： I 

！ 
捉

I ＇ 
I 

， 

i 
I 
！ 

給
i --

付 I i I I l 
I 

I 
.. I I 

， 治ゆ年月日 l賢胃可 l決定年月日 l支払年月日 l旦 直 畠 変 贔 l障害栓付金額
陣給

昭和 勾： I昭和 年 1昭和 勾, I昭和 q 絨 円I| 円

害付
: 

月日 月日 月 日 月 日 i 号；

10 位麟求者の氏名死の亡続者肪＇死亡年月日 i諮求苫受理 1決定年月日 I支払年月日 ＇ 袷- 付 1 遺-き-芙袷付
迪給 iと ！ 年月日 ，基 礎 額 金 額

族付 I i昭悶勾＾日［昭禾h年日 1昭禾h勾：日 1昭悶年日！ 円1一一 円

葬1絵1 ！諸求者の氏名死1との亡続者的死亡年月日 1；；年昴求書月受理日！決定年月日 支払年月日 1給基定付額 1 葬金祭細額

祭付 I | I昭和月1 年日 1昭和月年日 1昭和月年日 l1昭和月年日！i 凰I Fi 

打12袷
諮求書受理年月日 1 決定年月日 i支払年月日，| 袷付基変額：打切給付金額

昭和年月日 1昭和勺月日 1昭和年月 HI 円iI 円切［寸

乱 数求 1 諮年求書月受理日 ！： 決定年月日 1 支払年月日 1 1休業日数 i基給 変 額付 ＇ 休給 付 額業

13 第 回 11 昭和1 年：昭和 年＇! 昭和 年」I | 吋 吋 円

休

月日 i 月日 月日
： 

学ォ<
I I ！ I I 

I I I 
！ 

I 

I I 
給

！ 

I I 
！ 

！ I 
｝ 

付 ！ 

| I I I 

，↑ 

---------- --- - ―•一一 ーニ ・・
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昭和 28年 7 月 20日 広 島 k
 

_r 
報 （第 87号） 昭和 28年 7月 20日 広 島 市 報 （第 87号）

広
島
市
告
示
第
八
十
六
号

昭
和
二
十
八
年
度
定
期
収
入
、
自
転
車
税
及
び
荷
車
悦
の
督
促

状
、
市
内
横
川
町
二
丁
目
竹
広
茂
外
ー
―
‘
-
—i
0九
件
、
住
所
不

明
の
た
め
送
逹
不
能
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
二
十
条
及
び
広
島
市
税

条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
七
月
三
日
か
ら
七
月
十
六
日
ま
で

の
十
四
日
問
公
示
す
る
。

な
お
、
右
八
ム
示
分
の
舒
促
指
定
期
限
は
｀
昭
和
二
十
八
年
六
月
二

十
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
と
あ
る
を
、
同
年
六
月
二
十
日
か
ら

一
、
拾
得
場
所

一
、
拾
得
月
日

一
、
拾
得
者

広
島
市
告
示
第
八
十
四
号

左
記
の
者
に
対
す
る
昭
和
二
十
七
年
度
不
動
産
差
押
調
習
は
、
住

所
不
明
の
た
め
送
逹
不
餌
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
二
十
条
及
び
広
島

市
税
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

コ
吾
u

広
島
市
平
塚
町
究
一
＿
一
番
地
林
弘
一

9

,

1

,

1

 

広
島
市
告
示
第
八
十
王
号

昭
和
二
十
八
年
六
月
二
十
六
日
．

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

．
濡
流
物
拾
得
に
つ
い
て

左
記
の
物
件
に
つ
い
て
、
拾
得
の
届
出
が
あ
っ
た
か
ら
、
心
蛍
り

の
方
は
、
広
島
市
役
所
社
会
課
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

a
 

菩
ロ

伝
馬
船
党
隻
（
長
さ
十

1

一
尺
五
寸
）

船
名
（
神
利
丸
）

安
芸
郡
江
田
島
町
字
秋
月
沖

昭
和
二
十
八
年
六
月
十
六
日

広
島
市
仁
保
町
作
木
山
本

岩
人

一
、
品

名

a
 

至
P

一
、
市
誠
会
澗
誤
長
の
選
挙
に
つ
い
て

'

一
、
常
任
委
負
会
委
員
並
び
に
正
副
委
負
長
の
選
任
に
つ
い
て

,
9
9
,

．，
．, 

．．
 

；`
＿

、

―
-
ー

|
 

,r

-

．．
 
“

'
 

,．
 

・‘

.'

• ．．
 

}
‘.
 

ぼ
忍
J¢
ヘ

9

、‘
9

・U
”

.

.
 2‘ 

9‘
 

,
}

．T
4

.
 

人••
. 

•
一，

．
．
 

．．．
 

.
b

、
9

，
 ー・・

1
.
-

七
月
一
日
招
集
の
臨
時
市
議
会
に
付
識
す
る
事
件
は
≫
左
記
の
迎

り。 同 同 同 同

町 1町 1町 1町

-
0
テーー――-――
-

g

1
0
~ノー
七
一
―
―

号
―
10¥l

一

g

-
0
主
ノ
ー
―
―
―
―
―
癸
＾
―
一
七
ノ
ー
―
―
同

―
―
―
申
諾
者
住
所

四
申
諸
者
氏
名

2 
ニー七

開

催

期

日

開

催

賜

所

昭
和
二
十
八
年
七
月
九
日

広
島
市
国
泰
寺
町
三
九

広
島
市
庁
舎
内
建
設
局
長
室
（
二
階
）

広
島
市
広
瀕
北
町
五
五

中

川

即

義

地

城

六五四三

申
訥
者
住
所

申
諮
者
氏
名

建

築

場

所

用

途

概

要

開

催

期

日

開

催

場

所

昭
和
二
十
八
年
七
月
九
日
午
紺
十
時

広
島
市
国
泰
寺
町
＿
＿
＿
九

広
島
市
庁
舎
内
建
設
局
長
室
（
二
階
）

広
島
市
矢
賀
町
九
九

岡
本
与
茂
一

広
島
市
矢
賀
町
九
九
I
-

―

三
級
薬
廊
、
石
造
、
平
家
建
、
冗
、
七
六
平

方
米

住
居
地
域

広
島
市
告
示
第
八
十
七
号

昭
和
二
十
八
年
度
定
期
収
入
、
市
民
税
第
一
期
微
税
令
害
市
内
徽

町
栗
山
登
外
一
、
二

0
七
件
、
住
所
不
明
の
た
め
送
達
不
能
に
つ

き
、
地
方
税
法
第
二
十
条
及
び
広
島
市
税
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
、
七
月
一
＿
＿
日
か
ら
七
月
十
六
日
ま
で
の
十
四
日
間
公
示
す
る
。

な
お
、
右
公
示
分
納
期
は
、
昭
和
二
十
八
年
六
月
一
日
か
ら
同
月

三
十
日
ま
で
と
あ
る
を
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
七
月
十
七
日
ま
で
に

変
更
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
一
―
-

R

,

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

広
島
市
告
示
第
八
十
八
号

建
築
基
準
法
第
五
十
四
条
の
規
定
に
基
き
、
左
記
の
と
お
り
公
開

に
よ
る
聴
問
を
行
う
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
六
日

広
島
市
長

コ3き
U

浜

井

信

ー

七
月
十
七
日
ま
で
に
変
更
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
日

広
島
市
長

浜

井

信

や
·
’•9
“~•

二
仮
換
地
予
定
地
変
更
指
定

.
1

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
興
土
地
区
画
照
理
施

行
に
伴
う
左
記
の
土
地
は
、
土
地
区
画
整
珂
委
員
会
の
諮
問
を

経
て
仮
換
地
予
定
地
が
変
更
に
決
定
し
た
か
ら
、
限
係
者
ほ
、

東
部
復
興
事
琥
所
で
、
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

2

土
地
所
有
者
に
対
す
る
仮
換
地
予
定
地
の
指
定
通
知
害
は
、

土
地
所
有
届
を
提
出
済
の
者
に
の
み
送
逹
す
る
。
な
お
、
土
地

所
有
届
を
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
者
は
、
至
忽
提
出
さ
れ
た

、
o

し
3

今
回
発
表
の
土
地
を
、
売
却
叉
ほ
誰
渡
す
る
と
き
は
、
事
前
ノ

に
必
ず
東
部
復
興
事
謗
所
に
協
議
の
上
、
取
り
巡
．
ひ
願
い
た

い
。
万
一
連
絡
が
な
い
場
合
は
、
決
定
し
た
仮
換
地
を
取
内
消

す
こ
と
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
、
是
非
連
絡
方
実
行
さ
れ
た

、
oヽ

4

前
記
仮
換
地
予
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
び
借
地
権
そ
の

他
の
権
利
に
つ
い
て
は
、
追
つ
て
指
定
す
る
。

已――
―
-n 

在

土

地

所

有

者

―

―

 

土

地

ぃ

ー

出

一

氏

名

名

I

I
 

町99
 

薬

研

、
堀

l
-
―

―

古

殿

湖

子

同

町

／

四

外

一

築

ー

ー

ー

島

数

ー

―

―

外

一

＿

名

東

白

島

町

―

／

一

外

一

鍬

中

根

淑

子

同

町

一

ノ

＿

―

-

酒

井

喜

一

南

竹

屋

町

0
/
-
＿

外

一

箪

丸

橋

資

右

同

町

〇

／

九

石

岡

追

子

大

手

町

八

丁

目

入

河

村

虎

太

郎

大

手

町

四

丁

目

外

九

築

上

田

美

恵

子

外

一

名

鴨

生

町

―

-
B
外

筈

＿

山

本

ヤ

ス

同土同同同若同同同新同下同同同同中同中平同平千同同石 I司同西同俄八平同
田

見白
野

町

三

丁
町町町町町町町•町町町町町町町町町町町町町町町目町町町町町町町町堀町町

手 草
J I I 

場
中

島田

本屋 屋 島
丁野

-
l
_
＿
吾
外
一
筆

き
l
-

．c

呉
l
-

．
 

今
＿
―
-
外
＿
＿
＿
箪

―――――ノ一外―＿筆

元
l
-

元
l
-

―-

弓

界

一

箪

老
／

l-外――箪

登
l

一
外
一
築

翌
l
-

―̂-^
l
-
―-K
 

哭
J
-
＿外――蛋

七＿^

l
l
-
―-

二
J
-
＿
外
一
築

-0-
―-
l
＿
外
一
筆

翌
l
-
―一外一埒
i

―-^
J
-
―-

．
 

―-^
J
g
 

―
-
＾
ノ
一
外
一
等
i

―-^
J
六

―
-
＾
ノ
一
外
一
築

―――
-
J
-

-
B
/
_
＿
外
一
架

ュ六七

l
-

七

l
__ 

究一
l

＿外―-筆

究一
l
――

六^
ゃ
J
-

六^
七
J
-

-
＾
外
一
筆

――――-＿外一筆

吉

田

秋

太

杉
山
輝
寿
外
二
名

山
田
益
子
外
一
名

辻

宮

太

郎

小
山
合
毀
会
社

高

田

直

己

出

岡

一

男

波

田

筈

明

吉

永

謹

二

田

戸

康

樹

田
戸
康
固
外
一
名

吉

田

年

男

同同明

浩

屋

高

橋

栄

吉

世

良

盛

吉

深
井
ふ
さ
外
ー
名

新
越
栄
一
一
一
郎

多

田

進

大

亀

仁

一

大

川

玄

鳳

山

根

邦

夫

泉

谷

一

水

戒

箸

寺

同同同古

本

邦

宏

畠

キ

ミ

子

坂
下
寅
市
外
ー
名

小

方

多

郎

一

上

村

治

郎

佐

伯

良

一

一
五

広
島
市
告
示
第
九
十
号

昭
和
二
十
八
年
七
月
八
日

広

品

市

長

浜

井

信

二
水
稲
の
二
化
瞑
虫
一
化
期
（
な
か
ざ
し
）
の
駆
除
を
す
る
目
的

で
楼
莱
用
薬
剤
ホ
リ
ド
ー
ル
粉
剤
を
撒
布
す
る
。

ー
ホ
リ
ド
ー
ル
は
、
人
帝
に
被
祖
を
及
ぽ
す
甜
物
で
あ
る
か
ら
特

に
撒
布
田
に
は
、
十
日
間
以
上
立
入
せ
ぬ
こ
と
、
ま
た
家
畜
類
も

近
づ
け
な
い
よ
う
充
分
注
意
す
る
こ
と
。

七
月
二
十
日

七
月
十
八
日

七
月
十
七
日

七
月
十
六
日

七
月
十
五
日

七
月
十
四
日

七
月
十
三
日

七
月
十
一
日

七

月

十

日

実

施

期

日

右

同

右

届I

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

右

同

午
後
ー
―
一
時
か
ら

午
後
八
時
ま
で

親
・
昔
沖
中
、
同
沖
東
、
同
沖
西

本
浦
西
、
作
木
、
江
波
、
大
河

上
山
手

山
手
、
打
越
、
大
洲
、

炉

、

大

乏

高
須
、
双
葉

尾
長

矢
賀
上
、
同
下
、
田
方
、

段
原

田
方
、
牛
田
東
、
同
南
、
同
北

実

施

時

間

区

己
斐
一
部
、
同
一
＿
一
部
、
同
四

部
、
同
布
部
、
同
六
部
、
山

田
庚

施

生

産

地

広
島
市
告
示
第
八
十
九
号

パ
ラ
チ
オ
ン
製
剤
（
毒
物
）

う
に
実
施
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
七
日

広
島
市
長

防
除
実
旅
日
時
及
び
区
城

浜

井

t

信

に
よ
る
批
作
物
害
虫
防
除
を
次
の
よ

七

域

六 五

用建

途築

概場

要所・・

広
島
市
広
瀬
北
町
五
五
五
入

自
動
車
修
理
工
場
、
木
造
平
家
、
三
七
、
五

0
坪
、
動
力
五
馬
力

商
莱
地
域
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広
島
市
告
示
第
八
十
二
号

昭
和
二
十
八
年
六
月
二
十
四
日

・
広

島

市

長

浜

井

左
記
の
通
り
臨
時
市
衆
会
を
招
集
す
る
。

已―-
ー
-n

一
招
集
日
時
昭
和
一
＿
十
穴
年
七
月
一
日
午
後
一
時
一

一

招

集

場

所

広

島

市

役

所

・

広
島
市
告
示
第
八
＋
＝
＝l

号

昭
和
二
十
八
年
六
月
―
―
十
四
日

広

島

市

長

浜

井

ー百,1
 

言
,
L

ー

土
地
評
価
基
準
の
改
正

別
冊
の
通
り
（
賂
）

関
係
図
書
縦
笠
場
所

広

島

市

基

町

一

広
島
市
建
設
局
東
部
復
典
事
謗
所

同同同堀同皆白京中同同同宮同松平同鶴

、悶島千島
. -Jし

一

丁
軒

田本

町町町町町目町町町町町町町町町町町町

JI I 
士

見
川塚 見

哭
四
J

吾
外
一
筆

哭
g
l
六
外
一
睾

冥
外

l

＿筆

六0
外
＿
＿
築

莞
外
―
―
栄

＿o-―-外一筆

1
0
"
-
ーー

一
写

l
l
＿七

一芋
l
-
g
外
一
筆

―
―
チ
ー
外
器
字

至
＾
J
1
0
外
一
筆

――-
^
J
-

一四―
-
l
-

-
＾
＾
七
外
六
筆

九〇^^
l
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-

芸
外
＿
筆
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J
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一
四

哺同伊平田同広同加 小松水田三尾オ、高児
芳

京田｀村 藤芙林古戸中宅埼村山玉
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郎＿登

名
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登

柿

勝
太
郎

伸

夫
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阻
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左
記
の
者
昭
和
二
●
八
年
七
月
八
日
臨
時
市
誤
会
に
お
い
て
広
島

市
議
会
誤
長
並
び
に
同
副
議
長
に
当
迫
し
た
。

コ3
—-1-P 

広
島
市
照
会
議
長

広
島
市
誤
会
副
議
長

市

-•—--•--株 I

＇ 
広
島
市
告
示
第
九
十
一
号

広
島
市
水
遥
事
業
に
係
る
現
金
を
預
け
入
れ
る
金
滋

機
関
の
商
号
変
更
に
つ
い
て
．

広
島
市
水
道
事
業
に
係
る
現
金
を
預
け
入
れ
る
金
融
椴
関
は
、
昭

和
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
そ
の
商
号
を
左
の
通
り
変
更
し
た
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
●
●
―
―
一
日

広

島

市

長

浜

井

信

三

商
号
．
＿
旧
ー
9
1
1—
§


三

菱

銀

行

一

株

式

会

社

千

代

田

銀

行

◎
水
道
局
規
程

,；

l
 

広
島
市
水
道
局
会
計
規
程
附
属
諸
様
式
を
定
め

ろ
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
七
日
｀

広
島
市
水
逆
事
業
管
理
者
．

寺

西

正

雄

広
島
市
水
道
局
規
程
第
十
―

l

一
号
の
四

広
島
市
水
消
局
会
計
規
程
附
属
語
様
式
を
定
め
る
規
程

日
広
島
市
水
逍
局
会
計
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
広
島
市
水

20

道
局
規
程
第
一
ー
一
号
の
四
）
附
則
第
二
項
の
規
定
に
基
く
帳
簿
、
伝
猥

月
そ
の
他
の
祁
表
様
式
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。
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様
式
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号
条
文
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称

年

第

一

号

第

七

条

収

入

予

算

賂

理

簿
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第

二

号

同

支

出

予

算

賂

理

簿

和

第

一
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ー

号

同

丁

事

喪

内

訳

賂

理

簿

第

四

号

同

企

莱

債

台

帳

．

昭

新

第

十

六

号

第

十

七

号

第

●

八

号

第

十

九

号

第
二
十
号
そ
の
一

同

そ

の

二

第
ニ
ヤ
一
号

第
二
十
二
号

第
二
十
ー
―
ー
号

第
二
十
四
号
そ
の
一

同

そ

の

一

第
二
十
充
号

第
二
十
六
号

第
二
十
七
号

第
二
十
八
号

第
二
十
九
号

第
一
＿
一
十
号

第
一
―
―
十
一
条

第
一
―
-
+
＿
一
号

第
一
―
-
+
―
―
一
号

第
一
―
―
十
四
号

第
一
―
―
十
五
号

第
一
―
―
十
六
条
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固
定
資
産
台
帳

（
土
地
、
立
木
）

同

（

建

拘

）

同
（
構
造
物
そ
の
他
）

仕
訳
日
計
表
．

総
勘
定
元
帳

内

訳

．

帳

現
金
出
納
帳

保
管
有
価
証
券
整
理
簿

前
渡
金
整
理
薄

概
算
払
整
理
簿

徴

収

簿

貯
疲
品
出
納
簿

固
定
資
産
保
管
台
帳（

動
産
）

収
入
伝
票

支
出
伝
票

振
替
伝
票

収
入
閥
害

支
出
調
書
（
一
般
）

同

（

給

与

）

綜
合
収
支
日
計
表

納
額
告
知
害

納

付

書

徴
収
カ
ー
ド

（
水
追
料
金
徴
収
台
帳
）

同
（
給
水
工
事
台
帳
）

現
金
払
込
害

収
納
金
報
告
書

督

促

状

支

払

通

知

、

支
払
通
知
害

支

払

証

送
金
支
払
通
知
害
内
訳

送
金
通
知
奢

支
払
総
括
票

査
金
前
渡
精
算
書

概
算
旅
費
精
算
書
．

立
替
払
明
細
害

第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第 第
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+ + + + + + + +1→仝・r+ + + + + + + •ヤ五• -― 四．
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+•三++ ++ |六
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十七七六六 六
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条ニー八七 五

条条条条、 条

振
替
調
害

納

書
保
証
物
納
害

利
札
造
付
諮
求
書

物
品
調
達
睛
求
伝
票

入
庫
伝
票

出
庫
伝
票

交
付
材
料
出
納
薄

貯
疲
品
組
替
伝
票

亡
失
き
損
報
告
害

貯
疲
品
残
高
報
告
害

た
な
卸
明
細
表

固
定
資
産
取
得
報
告
書

工
事
竣
功
精
算
書

建
設
工
事
別
経
哭
睦
理
簿

末
竣
功

H
事
報
告
書

固
定
資
産
巽
動
報
告
書

同
定
資
産
除
却
報
告
啓

貸
付
台
帳

借
入
台
帳

固
定
賓
産
増
滅
総
括
表

固
定
資
産
明
細
表

主
要
固
定
衰
産
除
甜
表

主
要
固
定
森
産
表

澱
価
償
却
明
細
表

矮
外
物
品
受
払
整
碑
簿

掠
外
消
耗
品
受
払
整
理
蒋

窯
外
備
品
屯
用
票
・

簿
外
物
品
防
求
兼
払
出
票

簿
外
物
品
現
在
高
報
告
瞥

予
算
痰
求
害

追

加

（

更

正
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誓

喜

羞

要

求

説

明

害

第
百
八
十
万
条
及
び
算
｛
冠
謬
疇
麟
調
害
一

予

算

戻

入

第

百

八

十

六

条
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第
百
八
十
七
条
予
算
繰
越
説
明
害
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（曲お謡）

第
26

号
様

式
（

第
41
条）

昭
和

昭
和

年

年

月
分

収
納

金
報

一
告

害

度
広

島
市

水
逍

事
業

会
計

i‘ー

1.ij、6lp9'

｀
・,9
い社，ぃ哀がたぷ

II
入らか?“ じぶ’ォ． ．  ，9

， ． ． ．  し｀名:;＂、»`r:; ．’•
癖把’,.;.,'::l 
ビ送 Hoz•ff 
l

 
:~

 
8
Z

一江匿

科
目

1
収

納
額

市
金

庫
へ

払
込

額
計
lI

 
，
 差

引
残

高
考

款
l

項
I

目
1

酋
i

前
月

迄
累

計
1
本

月
分

1
累

醜
迄

累
計
1
本

月
分
1

累

備
計

I
 
I

 
I

 
;

 I
 

I
 I
 

I
 II 

I
 I

 
l

 |
 

l
 ll 

I
 II 

I
 
I

 
I

 
l

 I
 

~ 
I

 
I

 
:

 
II 

i
 I
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 |
 

~ 
II 

I
 II 

I
 
I

 
I

 
!
 I
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i
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I
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f
 

II 
I

 II ・
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.
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i
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`
 

l
 |
 

I
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i
 II 

!
 II 

小
計

l
 I
 

i
 |
 

I
 II 

r
 

l
 I
 

i
 I

 
:

 II 
:

 I
 

l
 

I
 
I

 
I

 
l
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・
 
I
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!
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I
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I
 I
 

I
 II 

l
 I
 

l
 

I
 
I

 
I

 
l
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• 
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I

 II 
l
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;
 1
 

.1 
II 

• 
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I

 
I

 .
 I
 

i
 l
 

:
 I
 

I
 II 

i. 
I
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 |
 

l
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I

 
I

 
~ 
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I
 I
 

;
 II 

I
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I

 I
 

!
 II 

;
 Il 

小
計

l
 I
 

:
 |
 

l
 ll 

l
 l
 

l
 l
 

l
 l
 

l
 

I
 !I 

摘
要

I
I
 

上
記

の
通

り
現

金
払

込
領

収
害

を
源

え
提

出
す

る
。

昭
和
．

年
月

日

広
島

市
水

道
硝

業
管

理
者

氏
名

殿
広

島
市

水
道

局
企

業
出

納
員

印

lll
ギ
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市 報 （第 87号）

第28号様式（第55条）

支 払 通 知 舌 （第20号様式支出澗害参照）
，＇
疇

9
9
 

ヽ

第27号様式（第42条）

督

下記水道料金が未納となつておりますから、昭和

納付し-C下さい。

促

年 月

状

日までに水遊局 諜（基町 1番地）へ

なお、指定期限を過ぎても納付されないときは、やむを得ず停水又は差押え処分をいたします。

昭和

ヵード番号 I

年度

≫瓜ー
Y
・ヘ
．
I．

 

v̂. 

第30号様式（第55条）

ゆ． 支 払 証

：＼序用

用
一
ー
ー
—

市／．
廷口

第

共用

竺

期

饂

至

・

,＇

,
 

円

科数手

月

促督

，

＇ 

円

自

料用使逆ィ‘
I
J
 

7
 

合

月

計

円

御

1

2
 

R 

注意

本督促状は、昭和 年 月

上の行迎いにつき左様向了承下さい。

督促状は各期の滞納毎に発行しております。

昭和 年 月 日

日現在で発行したものですから、既に納付済のときは、事移取扱

広島市水道事業管理者
広島市水道局長

． 
水道に関する事は基町水道局電話⑤2.205-2.205へ問合ぜ下さい。

氏 名 宜

第28号様式（第54条）

昭和 年度 有効期限 当日 限り 支 払 通 知

金 _§_II二戸lニニュI•三
． 

控除額 所 税

市町村民悦

納

差 弓l現支払額金

受取人

上記の金額を指定金融機関名（水道局派出所）において受領下さい。

l

九
昭和 年 月 日

1

広島市水道事業管理者

し
'
d
,

＂J-
l

,
＇
，
り

得

付 金

¥

¥

¥

¥

 

．
 

．
 

o

.

 • 

．
 

氏 名 ⑲ 

／＞、

昭和 年

注意事項

1 支払時間

2
 

3

4

 

百I．千I 払

限

支

期

円
•

ヽ

9
9

9

9

,

.

.

.

.

.

.

.
 .
 

昭和

月

年

日

上記の金額を支払ますから印章並びに本書を持参の上受領して下さい。

月 日

広島市基町一番地

広島市水道局会計課
ヽ

電② 22 0 1 

平日 9時から15時まで

土暇日 9時から12時まで

受取人の印章は、諮求書に使用した印章と同一のものを伎用して下さい。

若し印章を異にするときはE噂の証明を要します。

受取人が官培の場合は、出納役叉は出納祇関の印章を持参して下さい。

受取人が代理人をもつて現金の支払を受けるときは、委任状を持参して下さい。
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第
32

号
様

式
（

第
56

条
）

送
金

遥
知

害
（
表
面
）

送
金

通
知

害
（
衷
面
）

呈
•一＂ヤ q

~
9
,
9
"
,
1
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昭
和

年
度

1
広

島
市

水
道

事
業

会
計

1
支

却
証

第
号
l
序K
l
 

i
胃

金
額

I
I| 千|

I百|
拾

1|
万

11千
1百

lI
拾

II
 

Pl 

控額除
何

I
 

＇ 
I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 I
 

何
．

l＇ 
I
 l
 I
 l
 I
 I
 I
 I
 

I
 I
 I
 I
 I

 I
 I
 I
 

但
し

上
記

の
金

額
衷

面
記

載
事

項
熟

覧
の

上
領

収
し

て
下

さ
い

。
.~ 

昭
和

年
月

日

住
所

何
某

殿

広
島

市
水

道
事

業
管

理
者

氏
名

＠

上
記

の
金

額
を

領
収

致
し

ま
し

た
。

領
・

.-；：--貼印----用 -y.--欄-----；
,
 

i
 

，
 

i
 

昭
和

年
月

日

収
住

所

証
受

瑕
人

何
某

R

害
広

島
市

水
道

事
業

管
理

者
氏

名
殿

注
=1、、忠、

事
項

し
印

章
を

異
に

す
る

と
き

は
印

鑑
証

明
（

受
領

月
日

前
五

日
以

内
に

発
行

の
印

鑑
証

明
）

を
添
付
し
て
下
さ
い
。

2
 
受

取
人

が
官

公
署

の
場

合
に

出
納

役
又

は
出

納
機
OO

の
印

章
を

捺
Ep

し
て
下
さ
い
。

3
 
本

書
表

面
領

収
証

害
の

欄
に

金
券

の
受

領
年

月
日

及
び

住
所

氏
名

を
記

入
捺

EP
の

上
、

広
島

市
何

町
何

番
地

広
島

市
水

道
局

現
金

取
扱

銀
行

何
銀

行
宛

送
付

し
て

下
さ

し
‘
0

4
 
営

業
に

関
す

る
も

の
で

金
額

千
円

以
上

の
場

合
は

規
定

の
収

入
印

紙
を

貼
用

消
印

し

て
下
さ
い
。

5
 
受

取
人

が
代

理
人

を
も

っ
て

現
金

の
支

払
を

受
け

る
と

き
は

、
下

記
委

任
状

欄
に

必

嬰
事

項
を

記
載

し
規

定
の

収
入

印
紙

を
貼

用
消

印
し

て
委

任
状

提
出

に
代

え
る

こ
と

が

で
き
ま
す
。

委任欄

本
書

表
面

の
金

額
受

取
方

を

:.... _.......... 
~·・！

昭
和

：
印

紙
i

i
貼
用
欄
！

に
委
任
致
し
ま
し
た
。

•9
9
,1

r 
9,ト.r‘t'
貞嵐ヽ・9,＇

t.It-＇9,と`りー:.1
ー`・

年
月

日

何
某

R 

臣
l

”゚
ー・:

;、
今、一-ご：

1
 :

 ～̀ 
｀
 ァ.，-

--
• 

←
 -~--” 

`
 
｀̀ 

-ゃ．．．
。
一.
-
•
ー

・`·•,.”·· 
•. 

..．
‘
ì
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第35号様式（第70条）

l金 I 
概算受額

精算害

差 弓l
概 用移（受追又は返納理由）期間 1 用 移 先

内
I 

算

「不足なし｝
旅

梢算差引不足額追給別紙旅炭明細害の通り
訳

過 金 返 納

炎 上記の通り梢算（踏求、返納）致しますo

昭和 年 月 日

棺
課 戟 氏 名⑪

算
広島市水道事業管理者 氏 名殿

上記の涌り領収致しました。

否 昭和 年 月 H 

翡 職 氏 名⑲

広島市水道事業管理者 氏 名殿

備考 1 この精算書に捩替、支出及び収入調害の下梱に貼付又ほ印刷すること。

2 この精算吾は使途により、不用の文字を抹消して使用すること。

3 精算差引過不足なし又は追給額がある場合は、主楔金額欄に精算額又は追給額を黒害し、精算差

引返納金がある場合は主楔金額欄に返納額を朱害すること。

第36号様式（第72条）

立 替 払 明 細 表

門長 1 
I 係長 I係

I金 I 何々のため立替払

立替 支 払 先
品目又は事項 数 皿ユ 単 価 金 額

所 II氏年月日 住 名

I | 

I I II II II l ll l l 

I I l i iII ! II I l| ・ ii 

l I Il II II I I l II 

l ．！ I ll lI II I ll ll 

上記（別紙拠証書類添付）の通り相迎なく立替払を致しました。

昭和 年 月 日

課 職 氏 名⑲
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市 報

第33号様式（第59条）

.iVo． 支 払 総 括 四示

昭和 年度

百 」 万 二 百 」 円 拾銭

金

控除額 所 得 税 ¥ 

市町村民税 ¥ 

納 付 金 ¥ 

差 弓I 現金支払額 ¥ 

上記の金額は支払済なることを認証する

昭和 年 月 日

広島市水道局現金取扱銀行 広島市水道事業管理者 氏 名⑲

指定金融機関名殿

第34号様式（第65条）

I金 I 資金前渡金精算

資
自昭和 年 月 日

の経哭
金 支

至昭和 年 月
何々

日
払

翌（又月ほ返繰納越額額） FJ‘‘ IJ 計 区分 1 前日まで累計 1 本 月 分 I 計 （今回分） 1 

渡
算

受 I | I I 害

金 払 I I I I 

梢 上記の通り精算致します。

算
昭和 年 月 日

杏
広島市水道局資金前渡事移取扱者

職 氏 名 ⑪ 

｀ 
広島市水道事業管理者 氏 名殿

備考 1 この精算は振替調書又は収入調書の下欄に貼付又は印刷すること。

2 精算差引零の場合は、精算金額欄に支払額を黒害し、精算差引返納金がある場合は、精算金額

欄に返納額を朱色すること。

3 この柄算習は、使途より、不用の欄に斜線を引いて使用すること。
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この保管物睛求害は、義移履行の際、保証物領収証害とともに提出を要します
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第42号様式（第103条）

区〇分
入 廊 伝 票

会 計 牒 課

課-長I1係 長Il_＿係＿＿I 記帳 入 庫 閉讀I係長 l係 1記帳

No. 

年 月 日

款：l： 流動資産勘 庫入事由

定
項 ；；； 貯

科
祓 品

． 

目
目I

品 名 1形状寸法 1単位 1数 剛単 価 1金 額 I摘 ．要

I I I I l I l 

l I I.. I 
； 

I 
： 

： : 

I I l I l I i . ．． 

備考控、正、副、語求、用として四通作成すること。

第43号様式（第103条）

l《〇分
出庫伝 票

—,.--•一----—, ---―- ------• --』・---■-一 99-- -

・会 計 課 腺

課 長iI係長I係 1記帳 出 庫 鰈出長納企業員 1係 長 I係 1記帳 l詰求者
-

A. 

年 月 日

款） 工事名番号、事由 用途
予

算
項）

科
目）

目 節） ヽ

・品 名 l 形状寸法 1単位 1数 抵 l単 価 1金 額 I摘 要

I I I I l I l 

I I I I 
. 1 

I l 

l I I I i I l ； 

備考控、正、副、送付用として四通作成すること。
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昭和 28年 7月 20日

第40号様式（第83条）

利札還付諮求害

L̀額面金 I I 

何々 保証物

内
稲 別 1額面金額！記号 1番号 1利子渡期 1利札枚数 l利札額面金額

I I l I I I I 

訳 I I I I I I I 

I I I I I I I 
上記の遥り遥付下された＜諮求いたします。

昭和 年 月 日

納入者住所 氏 名 ⑮ 

広島市水道事業管狸者 氏 名殿

上記の通り受領いたしました。 I I収入
氏 名 ⑰ 印紙

広島市水道事業管理者 氏 名殿 貼用欄

策41号様式（第97条）

区〇分

発行・

備考 1

2

 

昭和 年

広

物 品
一
一
月

l
"
 

•-
i-1 

ー

I

調 迅詔

日

仔r,＇ 

求

報

伝票

※会計課受付番号第 号

闘 闘l I係 I I 1i I 謂1 I計会係長1 げI 1醤I
請求 JVo. 課 決定 .i'Vo. 

夏I 1賃I l町 l星l 契年月約日 l
所要時間 l 契約方法 1
納入場所 I 納期 I
工又事は名用番号除 I 供住所給氏者名 I 

予定金額 I ¥ 決定金額 1¥ ヽ
． 

予算科目芦 1項 I目 . I節 1細節

品 目•形質 1 単位 l 数拡 1 単予価 l 金定額 1 塁塁 l 単※価決I 金定額 1 月検日 I 収印 ！1月受日 1領印

I I I I I 1 I I i I 1 I I I I I I 

ー..... 

I 
~～ 
I I !|へ二上~--- I 1 l I I i I 1i こ・し--

讐

区分欄には諮求物品が貯祓品扱となるときは（貯）、直哭処理のときは（直）と表示すること。

※印の箇所は記入しないこと。
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第44号様式（第110条）

決
昭和 年 月 日

裁

細 節 I1 品 名 I贔贔 I単位呼称属叫単 価 1金 額

I I I I l I I 
I l l I I l I 
I I l I I I I 

会 計

亡日失時き及損び発場生所のI ． 

亡失き損の事由 I
平保索管にお状け況る l 
発見後の処町

その他参考如叶
． 

会計課長の意見I

唆 付 材 料 出 納 簿

品名 にこl- •一— - ----．．．- • - --•• ~ -

高＿！I払 高ユ在高 1

額 I数菰 1 金・ 額 数 I 金 額

しll | I II I I 
l. Il I I II l――l--
I II I • III J|― 
| 1 1 | | 1 1 | | 
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この票は各人別にし各諜庶移係において保管すること。
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この説明書は予算要求杏に添付し、 6部提出のこと。

この説明害は目ごとに別紙とすること。

収入予算については、この様式を準用する。

この説明書は西洋白紙に鮮明に記入することともに説明並びに査定事項が記入できるよう空欄

を設けること。
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この要求害は 6部作成し提出すること。

収入予算については、この様式を準用すること。

前年度予算額欄には、当初予算額の外、追加更正予算額（）内に記入すること。

この要求書は、西洋白紙に鮮明に記入するとともに説明並びに査定事項が記入できるよう空

欄を設けること。

昭和 年度追加更正予算調害
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この調害は 6部作成し提出すること。

予算要求説明害の様式を準用し、その計算の基礎を明確に記入、 6部提出すること。

この調害は西洋紙白紙に鮮明に記入することともに説明並びに査定事項が記入できるよう空

欄を設けること。
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1. この説明蜜は 6部作成提出すること。

2・ この説明書の備考欄又は別紙に繰り越しを要する建設改良愛の事業内容及び事由を詳細に記入する

こと。

この説明害は西洋白紙に詳細に記入すること。
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・
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一
、
第
六
十
号
誤
案

一
、
第
六
●
一
号
識
案

（
六
月
十
八
日
）

一
、
第
五
十
九
号
識
案

（
六
月
十
五
日
）

一
、
第
五
十
七
号
狼
案

（
六
月
十
六
日
）

一
、
第
五
十
八
号
識
案

広
島
市
の
公
猪
負
に
対
す
る
特
別
手
当
の

支
給
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条

例

制

定

に

つ

い

て

原

案

可

決

広
島
市
家
畜
人
工
受
梢
料
条
汎
制
定
に
つ

い

て

原

案

可

決

契

約

締

結

の

同

窓

に

つ

い

て

同

意

広
島
県
道
路
H
革
分
担
金
条
例
案
に
対
す

る
意
見
困
提
出
の
同
意
に
つ
い
て原

案
同
意

監
査
委
員
選
任
の
同
窓
に
つ
い
て
同
窓

市
議
会
議
決
事
件
に
つ
い
て

六
月
の
市
識
会
に
お
い
て
左
記
の
通
り
誤
決
さ
れ
た
。

a
 

ョ
g

◎

雑

報

＇ ,' 

寒

謗

吏

員

吉

広
島
市
環
境
衛
生
監
視
負
を
免
ず
る

広
島
市
伝
染
病
予
防
吏
負
を
免
ず
ろ

革

移

吏

負

坂

広
島
市
棗
境
衛
生
監
視
負
を
免
ず
ろ

広
島
市
伝
染
病
予
防
吏
員
を
免
ず
る

ポ

猪

吏

員

浜

広
島
市
伝
染
病
予
防
吏
員
を
免
ず
る

事

移

吏

員

原

I
I

•

木

広
島
市
伝
染
病
予
防
吏
員
を
命
ず
ろ

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
＿
―
-
日
（
各
通
）

池

永

消

松

谷

徳

広
島
市
町
界
名
地
番
盤
理
器
誤
会
委
員
を
委
闊
す
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
＿
―
-
日
（
各
通
）

村田

•

I 

,．
9

1
9
,

．し、
9
-

•••

. 

福稲，

市真 ＝士
ーロ

尾

洋

本

敏

己

JII 

消

r
 .
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事

移

吏

員

吉

益

周

地
方
公
謗
負
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
一
＿
一
号
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

昭
和
二
十
八
年
六
月
ニ
ト
四
日
（
各
通
）

訓

告

珊
事
に
補
す
る

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

技

術

吏

負

寺

建
設
局
東
部
復
興
事
務
所
長
を
命
ず
る

按

術

吏

員

勝

建
設
局
計
画
翻
長
を
命
ず
る

市

務

吏

負

谷

市
長
室
勤
移
を
命
ず
る

昭
和
二
十
八
年
六
月
十
八
日
（
各
通
）

事

移

吏

員

山

岡

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

昭
和
二
十
八
年
六
月
二
十
＿
―
-
日

事

蒋

吏

員

川

村

義

芙
輝

正

岡

敬

夫

原

享

綺

幸

助

原

助

役

坂

田

事

移

吏

員

丹

羽

↑

技

術

吏

負

甲

斐

事

務

吏

員

永

井

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
迎
営
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

市

議

会

議

負

網

本

芳

II

新

関

貞

百

生

一

遠

藤
白

井

市

本

田

―

―

―

永

野

秀

．

正

岡

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
迎
堂
委
員
会
委
員
を
委
嘱
す
る

昭
和
二
十
八
年
六
月
ヤ
ー
日
（
各
通
）

技

術

吏

負

松

商 旭堆郎郎操孝夫人

太諦修

要郎順一

◎

辞

令

_
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,

•
1
1
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：

1

;

1

し
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、

1
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·
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1

,

9

、ー

1

,
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一
i
 

．
 

ー、

'

,

＇
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（
七
月
八
日
）

一
、
市
議
会
副
競
長
の
選
挙
に
つ
い
て
松

一
、
市
衆
会
誤
長
の
辞
職
許
可
に
つ
い
て

一
、
市
議
会
議
長
の
選
挙
に
つ
い
て
池

（
七
月
九
日
）

．

一
、
常
任
委
負
会
委
員
並
び
に
正
副
委
員
長
選
任
に
つ
い
て

正
副
議
長
一
任
と
決
定

（
七
月
十
日
）

常
任
委
負
会
委
員
並
び
に
正
副
委
員
長
逃
任
に
つ
い
て

総

務

委

負

会

委

負

定

数

九

名

委

員

長

網

副

委

員

長

木

（
七
月
四
日
）

一
、
議
員
提
出
第
二
十
号

一
、
詰
第
三
十
六
号

一
、
諮
第
一
＿
下
＇
四
号

一
｀
第
五
十
二
号
議
案

一
、
第
五
十
ー
ー
ー
号
誤
案

（
六
月
十
八
日
）

、
第
一
―
―
十
八
号
誤
案

山木

正芳

二人

永

硝

其

谷

徳

市

閉
会
中
審
査

契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
て

閉
会
中
審
査

予
算
外
義
務
負
担
に
つ
い
て

財
産
の
取
得
に
つ
い
て
閉
会
中
審
査

閉
会
中
器
査

契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
て

元
相
生
橋
通
貰
通
に
つ
い
て
閉
会
中
猫
査

広
島
県
新
聞
会
館
建
設
に
対
し
助
成
金
下
附

に

つ

い

て

閉

会

中

晦

査

七
月
の
市
議
会
に
お
い
て
左
記
の
通
り
議
決
さ
れ
た
。

（
七
月
一
日
）

已=＝-n
 

一
、
特
別
委
員
会
委
負
定
数
増
加
並
び
に
委
員
追
加
選
任
に
つ
い
て

委
員
定
数
一
＿
＿
名
増
加
（
計
十
八
名
）

追

加

委

員

松

谷

拮

市

君

田
中
睦
―
―
一
君

浜

田

一

実

君

以
上
決
定

原
矮
障
害
者
治
療
衆
募
金
連
動
に
対
す

る
感
耕
決
躁
文
送
呈
に
つ
い
て原

案
可
決

一
、
第
一
＿
下
＇
九
号
誤
案

事

移

吏

負

龍

神

”

中

村

正

地
方
公
移
員
法
第
二
十
九
条
第
一
項
に
よ
り
戒
告
す
る

事

酪

吏

員

徳

森

学

事

移

吏

負

沖

本

卓

段
原
出
張
所
勁
移
を
命
ず
る

事

酪

吏

負

貞

尾

幸

比
浩
山
出
張
所
勤
秘
を
命
ず
る

事

移

吏

負

森

岡

利

基
町
出
張
所
勁
移
を
命
ず
る

事

移

吏

員

難

友

十
日
市
出
脹
所
勁
謗
を
命
ず
る

事

謗

吏

負

益

井

観
背
出
張
所
税
移
係
長
を
命
ず
る

霜

商

吏

負

吉

村

降

＿
―
-
篠
出
張
所
税
移
係
長
を
命
ず
る

技

術

吏

員

勝

原

享

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
専
門
委
員
会
幹
事
を
命
ず
る

技

術

吏

員

寺

箔

幸

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
野
門
委
員
会
幹
事
を
免
ず
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
一
日
（
各
通
）

技

術

吏

員

勝

広
島
市
事
移
改
箸
委
員
会
委
員
を
命
ず
る

技

術

吏

員

寺

広
島
市
事
移
改
苦
委
員
会
委
員
を
免
ず
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
二
日
（
各
通
）

,
r
 

r.“ ‘t“、

綺

幸

助

原

字

助 之 集 新 之
当許当
選可選

雄 司志 忠蔀

訓

告

和

田

石

五

郎

主
事
に
補
す
る

事
務
吏
員

“
 

理
事
に
補
す
る

事
移
吏
員

'・ • 9 

岡遠

茂

田谷

政・

繁人

技

術

吏

員

後

藤

文

彦

II

中

川

行

夫

芦 ＇

六
可

厚

生

委

員

会

委

員

定

数

委

員

長

副
委
負
長

委

員”
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委
員
定
数

委

員

長

副
委
員
長

委

員
”・
 

辰秀峯光寿博百藤 喜

太代

央男 吉夫一央郎雄元勝一

”
 
”
 
”
 

文
教
委
員
会

”
 

委
員
定
数

委

員

長

副
委
員
長

委

負"・
 

本田尾村本・村垣江賀

正正義政寿

太

則之光郎一智満守一

春

"
 

り
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II 
If 委

員

九十 •JI.,
疑瑠岩新名山波 三猪吉中永木中中土一谷秋浅杉吉木．栴堀津名鈴松中浅宮中永

多
名

田野宅原本野田野邑下岡 木谷下尾本邑田

百

太

貢市勝光夫元郎

徳 義正

9
"
L
 

.`

・

、.
"
9
.̀

9
‘

ヽ
ら
，・ベ
tS

_

-

.＂
..`

、9
,

．は
盗
臨

1
ぷ

t

、

.
g
..
 
‘̀
 

.‘ •• •
• 
t̀・ 
5
 
•. 

＂．
 

9[ 

鼻
・
'

．．
 

大田浜

広
島
市
建
築
審
査
会
委
員
に
選
任
す
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
●
日
（
各
通
）

市

誤

会

議

員

鈴

”

―

―

―

 

広
島
市
監
査
委
員
に
送
任
す
ろ

昭
和
二
十
八
年
七
月
●

一
日
（
各
通
）

永

田

百

広
島
市
町
界
町
名
地
番
整
理
審
議
会
委
負
を
解
く

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
二
日

太

郎

宅木

峯

吉 貢

横

田

義

頭

新

太

田

一

実郎雄

”
 

願
に
よ
り
退
職
を
承
認
す
る

鈴内伊宮木

害
記
に
補
す
る

厚
生
局
社
会
課
勤
移
を
命
ず
る

事
務
吏
負

総
務
局
財
移
課
勤
移
を
命
ず
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
＿
―
-
日
（
各
通
）

事

移

吏

負

桑

広
島
市
土
地
評
価
委
員
を
命
ず
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
日

監
査
委
員

”
 

建
築
審
査
会
委
員

II 

藤朦本山
木

徳忠正正

貢松男夫ニ

田

茂

西

藤

康

典

／
 ＇ 

事
啓
吏
員

福
祉
事
移
所
勤
謗
を
命
ず
る

事
移
吏
員

三
篠
出
張
所
長
を
命
ず
る

事

移

吏

員

国

厚
生
局
社
会
課
福
利
係
長
を
命
ず
る

事

移

吏

負

藤

草
津
出
張
所
庶
務
係
長
を
命
ず
る

事
移
吏
員

平

田

毅

田

多

喜

登

友

栃

男

和

田

精

臨

脇

田

寿

壮

4

、四

r
J
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勇
一
九
―
―
—

（
発
）
（
エ
）
（
ー
）

唇
一
六
―
―

（
元
）
（
四
）
（

1
）
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概
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総

括

事
労
必

待
氾
の
地
方
公
也
企
業
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
九
二
号
）

及
び
地
方
公
営
企
業
労
鋤
関
係
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
八
九

号
）
が
そ
れ
ぞ
れ
制
定
公
布
せ
ら
れ
、
わ
が
国
水
道
出
業
界
に
と
つ
．

て
い
ま
だ
か
つ
て
な
い
画
期
的
な
経
営
上
の
大
革
新
が
も
た
ら
さ
れ

た
の
で
あ
り
ま
す
。

両
法
律
と
も
昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
せ
ら
れ
、
本
市

水
道
事
業
も
こ
れ
ら
の
法
律
の
適
用
事
業
で
あ
り
ま
し
て
、
全
国
の

他
都
市
約
一

0
0事
業
体
占
と
も
に
地
方
公
営
企
業
体
と
し
て
新
発

足
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

．

．
 

地
方
公
営
企
業
法
は
、
同
法
第
一
＿
一
条
に
規
定
す
る
と
お
り
、
常
に

企
業
の
経
済
性
を
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
本
来
の
目
的
で
あ
り

9

ま
す
る
公
共
の
福
祉
を
贈
進
す
る
よ
う
連
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｀

と
す
る
経
営
原
則
に
苺
き
、
・
公
営
企
業
体
と
し
て
の
組
織
、
財
移
の

取
扱
及
び
戦
員
の
身
分
取
扱
に
限
し
て
規
制
し
た
も
の
で
、
地
方
自

治
法
及
び
地
方
財
政
法
の
特
例
法
で
あ
り
、
な
お
、
地
方
公
営
企
業

、
9

労
働
関
係
法
は
｀
上
述
中
、
職
負
の
身
分
取
扱
に
関
し
、
地
方
公
膀
．

f

．
．̀

負
法
の
特
例
法
と
し
て
企
業
職
負
の
冴
分
取
扱
を
規
制
す
る
も
の
で
＇
，

．

あ
り
ま
す
。

こ
れ
ら
両
法
律
に
よ
っ
て
、
従
来
の
官
庁
会
計
を
排
し
て
，
私
企
[
.
.
.‘.[

業
体
と
同
様
発
生
主
裟
の
原
則
に
甚
く
企
業
会
計
採
用
に
よ
る
経
営
｀

／

面
の
合
理
化
と
胆
串
的
運
悠
に
よ
り
ま
し
て
ー
本
事
莱
は
今
後
一
屈

↑

t
●

〇

｀

の
経
済
性
を
高
め
る
結
果
と
な
り
ま
す-;
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本
市
上
水
道
事
業
自
体
に
つ
い
て
は
、·昭
和
二
十
年
八
月
原
燦
に
年
三
月
ー
ー
ー
十
一
日
ま
で
の

．

「
業
移
状
況
」
と
を
あ
わ
せ
て
公
表
い
た

．

昭
和
十
六
年
度
よ
り
継
続
事
業
と
し
て
施
行
中
で
あ
っ
た
第
四
期

，`

を
t
t,

＇、..,

訳
〗．

9

9
m.9よ
る
甚
大
な
る
被
習
に
加
え
て
、
昭
和
二
十
五
年
九
月
キ

，ジ
ア
、
昭
一
す
も
の
で
あ
り
ま
す
。
'
-
水
道
拡
張
工
事
は
、
時
局
の
苛
烈
に
加
え
て
原
矮
の
被
害
等
に
よ
り

r
5

ゞ応

9●
g.f
J、]

和
二
十
六
年
十
月
ル
ー
ス
両
台
風
に
よ
る
水
轡
を
蒙
っ
た
に
も
か
か
以
下
、
当
期
の
業
啓
の
状
況
を
説
明
い
た
し
ま
す
。
中
断
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
が
、
昭
和
二
十
七
年
度
に
至
り
こ
れ
が

い
“[＇1
/

"

号

わ

ら

ず

、

幾

多

の

悪

条

件

を

克

服

し

、

既

存

設

備

の

復

旧

整

備

あ

る

＿

二

諮

会

議

決

車

項

・

末

施

行

分

を

整

理

し

、

新

た

に

広

島

平

和

記

念

都

市

建

設

法

の

栂

想

・・[

.• 

,．]
＇：
（
い
は
改
良
活
用
に
鋭
窓
努
力
し
、
箔
々
事
業
効
果
を
挙
げ
つ
つ
今
日
当
期
中
広
島
市
水
道
事
業
に
関
す
る
市
談
会
の
誠
会
の
議
決
事
項
に
基
き
六
ヵ
年
維
続
事
業
と
し
て
総
額
一
、
0
七
五
、
0
0
0
"
0
 

,
9
,
9
 

翌

i
,9
,J・

に

到

り

ま

し

た

。

は

、

次

の

と

お

り

で

あ

ろ

。

0

0

円

の

事

業

認

可

を

受

け

、

本

年

度

は

起

債

梢

勢

の

悪

化

に

件

い

．

勺

．．
 
ぃ＼

し

か

し

な

が

ら

、

広

島

市

の

再

建

計

画

の

進

捗

と

相

ま

つ

て

上

水

い

予

算

に

関

す

る

事

項

．

六

件

申

詰

額

一

六

一

、

0

0

0

、

0

0

0

円

に

対

し

八

0

、

0

0

0

、

0

.

_＇
，

切

〗
応い

遊
に
お
き
ま
し
て
も
保
健
衛
生
、
特
防
上
は
も
と
よ
り
行
政
、
経
似
条
例
に
関
す
る
事
項
七
件
0
0
円
炉
承
認
さ
れ
、
前
年
度
よ
り
の
施
行
事
業
を
勘
案
し
最
も
有

ハ

二
件
効
且
つ
急
施
を
要
す
る
諸
工
事
を
次
の
と
お
り
施
行
し
た
。

1-

豆
竺
＇

．
済
、
文
教
及
び
廂
莱
復
興
に
伴
う
絵
水
の
増
加
に
備
え
、
す
み
や
か
⑨
決
算
の
認
定
に
関
す
る
亭
項

-
3〗

·
‘,

．

に
、
水
迅
詔
施
設
の
拡
充
盤
備
を
計
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
現
状
で
①
建
設
工
事
の
語
負
契
約
に
関
す
る
事
項
四
件
本
市
の
現
有
送
水
咽
筒
所
の
一
棟
は
、
昭
和
十
七
年
度
の
戦
時
中
[



l
'5

ー・
、
＇

あ

り

ま

す

。

伺

財

産

の

取

得

に

関

す

る

事

項

ー

ー

件

に

建

設

し

た

も

の

で

地

盤

軟

弱

の

上

に

噸

筒

室

も

木

造

で

梧

め

て

粗

l,
．

'

.

.
,'
r

f
出

●
困
~
こ
こ
に
お
い
て
、
原
燦
に
よ
り
中
止
状
態
で
あ
っ
た
昭
和
十
七
年
囮
広
島
市
水
道
事
業
甚
本
計
画
・
一
件
雑
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
除
々
に
床
盤
も
沈
下
を
来
た
し
．
靡
所

—

`
．J

-.‘>,
.

• 
,＇
度
継
続
媛
設
定
の
第
四
期
水
遊
拡
張
工
事
を
整
理
し
、
こ
れ
が
末
施
ー
ー
ー
眠
員
に
関
す
る
葎
項
に
亀
裂
を
生
じ
極
め
て
危
険
な
状
態
と
な
っ
た
の
だ
、
早
愁
に
こ
れ

-

•• 
〗"
,

_ ＇

口

行
分
に
つ
い
て
計
画
を
変
更
し
、
昭
郡
二
十
七
年
度
よ
り
六
ヵ
年
熊
ー
職
員
の
定
数
及
び
現
在
負
ら
の
施
設
を
移
転
す
る
要
が
生
じ
た
の
で
、
本
計
画
に
基
い
一

J

前
年

．
？
ゞ

笑
加
業
と
し
て
事
莱
総
額
一
、
0
七
五
、
0
0
0
千
円
の
認
可
を
得
て
水
追
局
の
職
員
定
数
は
吏
負
一
0
0
人
そ
の
他
職
負
一
六
九
人
度
よ
り
施
行
中
の
咽
筒
室
を
完
成
し
、
咽
筒
の
移
設
及
び
配
池
へ
の
．

ー
実
施
中
で
あ
り
ま
し
て
、
広
島
市
水
道
事
業
基
本
計
画
（
昭
和
―
-
+
t
t
-
＿
六
九
人
で
、
当
期
末
日
に
お
け
る
職
員
の
配
殷
は
次
の
と
お
送
水
管
八

0
0
粍
を
布
設
し
た
。
な
お
、
本
市
に
は
沈
澱
池
を
有
し

＂

99
-．
＂',
'-
1
 

：ヽ
＇
下'

"..
 

•
• 

[
．
．

七

年

十

二

月

市

眠

会

議

決

）

に

基

き

、

人

口

四

0

0

、

0

0

0

人

一

り

で

あ

る

。

．

な

い

た

め

、

雨

季

は

勿

論

の

こ

と

降

雨

の

度

ご

と

に

直

接

濁

水

を

減

八

□
日
配
水
菰
ー
ニ
0
、
0
0
0
立
方
米
を
目
標
に
今
や
戦
後
の
た
ゆ
ま
（
）
内
数
字
は
現
在
員
を
示
す
過
池
へ
群
入
す
る
の
や
む
な
き
た
め
濾
速
度
が
半
減
し
十
分
は
濾
過

．．

．
 

＂ 

叫
町
「
叫
四
用
樹
定
_
-
．
建
詞
ー
樹
ー
定
—
一
合
計
機
能
の
発
揮
を
阻
ま
れ
、
そ
の
都
度
市
内
の
給
水
状
況
は
甚
だ
不
円

．

r
.
[

、‘
9̀
.、，

ぬ
建
設
期
に
入
っ
た
訳
で
あ
り
ま
す
。

1

.

,

．
 

：
島

尺
・,：

上
述
の
変
革
期
に
処
し
ま
と
、
戦
負
一
同
窟
を
あ
ら
た
に
し
、
事
務
＿
技
術
現
業
一
計
事
蒻
技
術
＿
闊
―
計
．
滑
な
実
梢
を
星
す
る
の
で
、
沈
澱
池
を
築
造
し
、
前
記
送
靡
讐

―

-
P

の

他

と

共

に

一

連

の

円

滑

な

る

迎

営

を

図

っ

た

。

・

-．ぷ
口

．．

社
会
政
策
麗
栗
政
策
及
び
都
市
政
策
を
通
じ
て
水
道
事
業
の
存
立
一
―
―
六
―
―
―
―
―
九
．

一

_

,
.
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報
n
r
t
t
十
六

．
t
9
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r
9
今
，
百
こ

J
I
‘
?
t

ぷ
『
1

写
認
~
り
こ
こ
紆
3

年i
し
叩
＾
こ
―
-
•
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似
カ
一塁
一

-
R
U
J
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-
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E
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一
；
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戸
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．

召

ご

こ
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-

ば
か
-

d

b

忠
ご
＂
盆
印

v
J
-

ご
っ
一
噸
一
畑
i

{

i

t

：
五
ご
ど
．

r

し
，
公
翠
墨
塁
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'
^
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四
0
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紀
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こ

こ

罪

旦

二

ぎ

、

C
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）
こ
．
庁
'
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ロ
ー
―
.
＇
ふ
度

i

F

1

F
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.
-
,
•
V
、
翌
一
L
’
ー
・
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ご
｀
玄
立
i
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-
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二
皇

5
-
ほ
一

s
，
羹
＾

ー鼻．

[

て

.9
入

寧

こ

を

ご

1

2

-

E

和

1
十
・
-
こ
一
品
8

翌
uH

和
一
，
ー
'
T
”
り
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39油

笠

｀

：

UJ

こ

贔

旦

靡
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が

i

r

-

.
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ノ

い
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ポ

皿

―
i
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―

―

し

lli

此
い
，．
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こ
i

-

毎

i

い
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匹
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．
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緑
?
-
．
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u
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H
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総
～
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[
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ム
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j
i
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3

認
証
外
施
行
の
配
水
管
移
設
工
事

区
画
賂
理
事
菜
の
進
捗
に
伴
う
道
路
の
改
廃
に
却
応
し
た
給
配
北

日
の
移
設
を
行
い
給
水
の
円
南
を
は
か
る
た
め
、
必
然
に
水
逍
会
〗

）
一
般
収
入
を
充
当
す
る
の
や
む
な
き
状
態
で
あ
る
。
よ
っ
て
本
士

に
お
い
て
は
、
年
々
こ
れ
が
事
莱
と
し
て
約
ー
0
、
0
0
0
、
0
0

.
0
円
程
度
の
財
源
を
拾
出
し
て
施
行
●
て
い
る
が
、
本
年
度
巾
に
は

横
JI地
区
を
は
じ
め
、
九
ヵ
所
の
配
水
管
布
設
五
、
六
0
二
い
？
五
米

第

三

業

珠

自
昭
和
二
十
七
年
度
十
月
一

H
)．
の
水
道
事

一

業

務

緻

昭
和
ー
ー
十
七
年
疲
ご
至
昭
和
二
十
八
年
三
月
ー
―
―
十
一
日

業
関
係
業
翌
皿
は
下
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

ー

配

水

批

一

日

平

均

[

八

O
ヽ
九

O
八
立
米

総

配

水

蔀

、

・
一
四
、
七
二
五
、
一
＿
―
-
三
立
米

2

使
用
電
力
批

一

日

平

均

一

＿

＿

―

-

、

0

1

<

k

W

A

、
総

電

力

薙

四

、

天

四

、

三

六

八

k

W

A

3

給
水
人
口
並
び
に
給
水
戸
数
（
三
月
一
＿
＿
十
一
日
現
在
）

給

水

人

口

二

五

九

、

ニ

ー

八

人

給

水

戸

数

五

七

、

．

一

九

五

戸

A
水
道
料
金
微
収
件
数

調

定

件

数

．

収

入

件

数

収

入

率

≪

5

船
舶
給
水
件
数

直

接

給

水

述

搬

給

水

6

絵
水
工
事
件
数

即

納

工

事

・

〗
修
繕
工
事

ー

．
 

二
、
三
六
七
件

五
、
七
＿
＿
＿
＿
件

ー

五
九
件

-o_＿＿件

芦
に
よ
り
繰
越
と
な
っ
て
い
る
9

一
改
瓦
工
事
の
概
況

ー

復

興

事

業

．

戦
災
都
市
区
画
膵
薙
事
業
に
よ
る
街
路
の
改
築
造
工
武
蔽
地
工
事

の
進
捗
と
租
ま
つ
で
」
れ
が
配
水
管
の
移
設
工
事
を
五
ヵ
年
計
画
事

架
と
し
て
施
行
中
で
あ
り
、
本
年
度
分
と
し
て
布
設
一
0
、
四
二
九
米

撤
去
七
、
九
八
六
米
の
一
0
0
粍
し
一
冗
〇
粍
配
水
管
移
設
工
事
を

行
い
、
こ
れ
が
事
業
竺
七
、
九
一
九
、
0
0
0
円
中
半
額
八
、
九

五
九
、
五
0
0
円
は
国
庫
補
助
、
残
り
の
う
ち
―
―
-
、
八
0
0
、
0
0

0
円
は
起
依
に
よ
り
、
そ
の
他
は
一
般
収
入
を
充
労
し
て
行
っ
た
。

2

施
設
復
旧
亦
菜

昭
和
二
十
六
年
十
月
ル
ー
ス
台
風
に
よ
り
被
街
を
う
け
た
上
水
巡

．の
取
水
掲
を
始
め
、
浄
水
、
配
水
の
詣
施
設
の
後
旧
に
つ
い
一

J

は
疵

0
0
0
円
の
認
証
内
示
を
う

に
こ
れ
が
総
事
業
碑
五
一
、
九
0
0
、

け
、
昭
和
二
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
応
忽
複
旧
工
事
と
し
て
天
満

観
音
、
住
吉
の
三
水
管
稿
及
び
取
水
枠
復
旧
が
認
証
と
な
っ
だ
。

一
闊
―
-
＿
橋
は
本
市
西
部
地
区
へ
の
配
水
幹
線
で
あ
り
、
こ
れ
が
流

巻
に
よ
り
同
地
区
面
が
断
水
の
や
む
な
き
に
い
た
っ
た
の
で
応
恐

架
設
工
事
を
施
行
し
給
水
状
態
を
応
悠
的
に
原
形
に
復
IEl
せ
し
め
、

併
翌
取
水
枠
復
旧
工
事
を
施
行
し
取
水
批
の
確
保
を
図
り
衛
生
、

爵
防
上
の
不
安
を
緩
和
し
た
。
．

•

こ
の
財
源
の
半
額
は
国
廊
補
助
を
う
け
残
り
の
う
ち
巧
―
―
\
0
0

‘‘
a
0
0
円
を
起
債
に
、
九
0
0
、
0
0
0
円
は
一
般
歳
入
を
充
当

ーす
る
こ
と
と
な
っ
た
。

、
叉
本
事
業
の
残
事
莱
は
住
吉
描
水
管
伏
越
工
事
の
一
部
を
本
年
鹿

に
お
い
て
施
行
し
外
は
総
て
次
年
度
に
お
い
て
完
成
す
る
も
の
で
あ

り
ま
す
。

｀
 

ニ
哭
‘
-
1
-
―
―
―
八
件

ー
五
四
、
ニ
ニ
ー
件

九
七
、
四
％

撤
去
四
、
四
九
八
。
米
の
移
設
を
行
っ
た
。

4

そ
他
改
良
工
事

上
記
の
改
良
工
事
の
外
、
浄
水
場
滋
過
池
改
良
、
庁
舎
、
倉
廊
の

改
良
工
事
を
行
っ
た
が
、
そ
の
う
ち
浄
水
場
、
倉
庫
改
良
工
瑣
は
材

料
入
手
の
開
係
上
繰
越
と
な
っ
て
い
る
。

―
―
―
維
持
工
事
の
概
況

塁
枠
の
破
損
復
旧
、
内
燃
檄
関
及
び
附
屈
配
管
工
事
、
変
庄
器

修
理
、
誠
水
器
取
替
補
修
、
建
物
営
繕
工
事
，
配
水
管
の
維
持
管
理

淵
水
許
容
限
度
を
配
水
批
の
十
五
％
を
目
棚
に
し
た
夜
問
涸
水
閻
査

各
戸
水
栓
の
濶
水
防
止
等
水
迎
事
業
述
営
上
の
語
般
の
維
持
エ
ポ
を

行
っ
た
。

第
四
予
算
決
算
に
関
す
る
事
項

一

磁

況

昭
和
二
十
七
年
＿
＿
＿
月
一
＿
十
一
日
市
議
会
に
お
い
て
眠
決
せ
ら
れ
ャ

当
初
予
算
額
一
＿
一
六
一
―
-
、
九
―
-
＿
六
、
四
一
八
円
の
水
道
事
業
喪
は
、
ナ

月
末
ま
で
に
お
い
て
歳
入
に
お
い
て
二
十
七
％
、
歳
出
に
お
い
て
一
―

十
一
％
の
予
算
執
行
状
況
を
示
し
、
十
1
一
月
末
ま
で
に
お
い
て
は
戦

災
復
旧
災
専
復
旧
事
業
炭
等
の
認
証
額
決
定
並
び
に
企
業
予
算
切
替

等
の
た
め
の
追
加
更
正
を
経
て
予
算
総
額
四
ー
天
、
九
四
0
、
ニ
ー

七
円
と
な
り
、
十
二
月
末
出
納
閉
鎖
期
問
ま
で
に
収
入
済
額
一
八

五
、
五
九
七
、
二
四
ー
ー
ー
ニ
芸
円
（
調
定
額
―

i

＿
一
四
、
一
塞
一
、
四

吾
一
。
六
八
円
）
支
出
済
額
一
六
四
、
六
九
七
、
六
一
も
四
二
円

の
予
算
執
行
済
額
で
収
入
率
四
ニ
・
t
=％
、
支
出
率
ー
―
―
八
•
四
％
の

結
果
を
来
し
た
。
こ
の
決
算
に
示
さ
れ
た
決
算
余
測
金
―
-
0
、
八
九

九
、
六
一
＿
六
こ

．一
円
は
企
業
会
計
へ
繰
越
し
す
る
こ
と
と
し
た
。

次
い
で
前
述
し
た
ご
と
く
公
営
企
莱
法
の
規
定
に
則
り
企
業
の
劾

梢
勢
に
応
ぜ
ら
れ
る
よ
5

自
昭
和
二
十
八
年
一
月
一

率
的
迎
営
に
主
眼
を
お
き
経
営
活
動
が
諸

弾
力
性
を
考
慮
し
た
昭
和
1
ー
ナ
七
年
度
ず
品
昭
和
二
十
八
年
一
―
―
目

―
―
-
+
)
の
水
道
事
業
会
計
予
算
は
、
収
入
、
支
出
各
総
額
一
＿
六
九
｀

―
-
0
八
、
一
三
九
円
の
議
決
を
も
っ
て
発
生
主
義
会
計
に
よ
る
経
碑

一
日

の
下
に
財
移
を
取
り
扱
い
、
前
会
計
期
間
に
引
き
続
い
て
予
定
計
lunl

に

従

い

事

業

を

施

行

し

た

。

．

な
お
、
本
予
算
に
お
い
て
も
前
会
計
の
決
算
の
確
定
並
び
に
認
張

事
業
及
び
単
独
事
栗
の
起
器
決
定
に
よ
り
予
算
総
額
、
収
入
い
裔

各
一
四
七
、
0
八
六
、
三
二
円
に
更
正
す
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。

次
い
で
こ
れ
が
決
算
に
つ
い
て
は
、
別
表
の
と
お
り
そ
の
企
黎
且

慕
如
何
に
能
率
的
で
あ
●
た
か
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
市
民
危

の
信
頼
に
応
え
る
た
め
こ
れ
に
よ
っ
て
公
正
な
経
理
を
行
う
と
共
に

其
実
な
企
莱
成
徴
及
び
財
政
状
況
を
お
知
ら
せ
す
る
も
の
で
あ
り
、

当
該
年
度
に
属
す
ろ
収
支
は
現
金
の
収
支
を
含
む
す
べ
て
の
債
楓

債
啓
を
包
含
し
て
お
り
ま
す
。
更
に
収
支
の
総
額
は
、
す
べ
て
損
益

計
算
上
の
収
益
我
用
と
せ
ず
、
こ
れ
を
収
益
的
収
入
、
支
出
、
資
木
~

的
収
入
、
支
出
に
区
分
し
て
あ
り
、
し
か
し
て
、

7
こ
れ
ら
収
益
的
収
~

吝
は
、
損
益
計
算
困
に
、
貨
本
的
収
支
●
貸
借
対
照
表
に
よ
り
そ
れ
[

ぞ
れ
経
理
・
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
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（号

五

水

滸

袈

計

尺

水

逆

事

業

究

第
四
期
水
泊
拡
張

っ'七
、
事
業
焚
木
年
度
支

曲

五

、

給

水

工

事

炭

四

、

水

栓

調

査

究

、
配
水
管
陪
設
毀

11
、

批

水

器

媛

一

、

経

営

喪

圭ら
刀人

項

最
終
予
算
額
一

一
に
対
す
る
％

し
十
二
月
盆
決
冥
額
）

最

終

予

算

額
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考

g

七

四 三

・•--.―'「--

二
借
入
先
千
代
田
銀
行
償
迎
条
件
五
ヵ
年
均
等
割

＾ 
七 六 写

償
還

利

率

一

終

期

霊
要
契
約
の
要
旨

旧
軍
用
水
迎
施
設
の
譲
与
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

業

備

考

）
は
昭
和
一
＿
十
七
年
度
借
入

第
五

会

計

営

業

利

六
、
営
業
外
収
益

旧

受

取

利

息

似

戦

負

納

付

金

③
不
用
品
売
却
益

m発
生
品
組
替
益

的

営

業

外

雑

益

当

年

度

総

利

益

七
、
常
莱
外
要
用

①

支

払

利

息

似
固
定
資
産
除
却
袈

③

貸

倒

償

却

勾

雑

損

失

的
前
会
計
繰
越
支
出

当

年

度

純

利

益

-
＿
＿
必
＾
宍
ロ
＾
．
8

―
-
、
発
〖
、
九
一
＿
＿
一
・
g
)

r
^
-
R
、
六
七
0
・
0
0

――＿写―-忍・只）

、
六
冥
、
哭
O
・
C
O

幸
、
0
＾
七
．
8

弯
―
―
-
＾
主
．
8

＾
、
目
．
8

者
ro-―10・8

、
突
＾
、
空
O
・
8

門益
ヽ

一
、
一
唱
、
数
六
．
8

六
‘
＾
ら
、
兄
―
―
-
•
只
〕

――-‘ヰ^
立、―――_＿．8

-
＾
、
旦
、
六
究
．
8

牛
田
旧
軍
用
水
道
施
設
は
、
明
治
三
十
一
年
八
月
に
無
料
使
用
の

許
可
を
得
て
、
市
の
接
続
水
道
と
併
せ
、
広
島
市
上
水
遊
と
し
て
給

水
を
開
始
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。
爾
来
、
日
を
追
つ
て
発
展
す
る

市
勢
に
応
じ
数
度
に
わ
た
り
市
費
を
も
つ
て
軍
用
施
設
の
拡
張
改
良

及
び
補
修
を
行
い
、
加
え
て
原
燦
羅
災
後
は
被
害
施
設
の
復
旧
に
全

力
を
傾
注
し
、
全
施
設
の
維
持
管
理
の
万
全
を
期
し
つ
つ
あ
る
の
で

あ
り
ま
ナ
‘
°

本
軍
用
施
設
は
、
前
期
の
と
お
り
本
上
水
道
と
は
不
可
分
一
体
の

関
係
に
あ
り
、
目
下
計
画
実
施
中
の
第
四
期
水
道
拡
張
事
業
の
啄

l

行

上
に
も
、
且
つ
叉
、
本
市
上
水
道
の
死
活
も
一
に
本
施
設
の
譲
与
如

何
に
か
か
つ
て
お
る
の
で
、
こ
れ
が
譲
与
方
に
つ
い
て
か
ね
が
ね
国

に
対
し
て
折
拇
中
で
あ
っ
た
が
、
去
る
昭
和
二
十
七
年
六
月
六
日
牛

田
町
軍
用
水
道
諸
施
設
（
牛
田
町
水
源
池
、
牛
田
町
水
道
、
取
水
場

牛
田
町
軍
用
水
道
）
の
誤
与
契
約
締
結
に
引
き
続
き
、
今
回
、
昭
和

二
十
七
年
十
二
月
＿
―
-
日
牛
田
作
業
場
用
地
そ
の
他
（
牛
田
町
作
莱
場

）
の
誤
与
契
約
を
締
結
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

2

事
謗
引
継
に
つ
い
て

地
方
公
営
企
業
法
施
行
令
第
七
条
及
び
附
則
第
二
項
の
規
定
に
よ

る
収
入
役
事
務
の
引
維
は
、
昭
和
二
十
八
年
一
月
十
日
に
昭
和
二
十

竺
借
入
先
県
償
迎
条
件
ー
ー
カ
年
均
等
割

六 四 九

＾ 

,• 
．
 ＇ 

7
1

'

.
.‘‘

心
泊
抵
i-

.r
d
'
 

.̀’

、,・
,

9

 .
 

• 
“
r
 

‘,
＇ 

八
年
一
月
一
日
開
始
貸
借
対
照
表
に
計
上
さ
れ
た
水
通
局
所
限
の
一

切
の
資
産
及
び
負
債
を
水
道
事
業
管
理
者
へ
引
熊
し
た
。
引
維
の
大

要
は
左
記
の
と
お
り
で
あ
り
ま
す
。

有
形
固
定
資
産
―
―
-
―
―
―
-
‘
^
―
写
‘
-
＝
-
―
-g
円
七
＾
銭

流

動

棗

産

器

、

九

n

‘

-

＝-
g
円

流

動

負

債

翌

、

g

o

t

己

円

3

広
島
市
水
道
局
の
現
金
出
納
並
び
に
預
金
の
取
扱
に
関
す
る

契
約

地
方
公
宮
企
業
法
第
二
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
株
式
会
社
千

代
田
銀
行
広
島
支
店
を
水
遥
局
に
属
す
る
現
金
の
預
金
銀
行
に
指
定

し
、
こ
の
銀
行
を
し
て
現
金
の
収
納
及
び
支
払
事
移
を
取
り
扱
わ
せ

る
こ
と
と
し
た
。

二
企
業
債
及
び
一
時
借
入
金
の
概
況

ー
企
業
債
の
概
況

昭
和
二
十
七
年
度
末
企
莱
債
の
借
入
状
況
及
び
現
在
高
ほ
左
表
の

と
お
り
で
あ
る
。

八
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計

建

設

仮

勘

定

盛

共

備

品

車

儒

連

搬

具

盛椴

械

及`
び築

・装

盛漑

水

樅

物

建

物

立

木

土

地

疑

1ヽ産

の

種

類

年
度
当
初
現
在
高
顔
嗜
網
蒻
一
当
年
度
増
加
額
｀
一
当
年
度
減
少
額
年
度
末
現
在
高
一
噂
価
伍
鱈
一
祠
度
言
醗

円
円
円
一
円
ー
―
―
―
r
^
-
―
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―
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七
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約
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一
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四
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l-l
資

産

の

概

況

地
方
公
営
事
業
法
施
行
令
附
則
第
五
項
に
よ
h
再
評
価
し
た
水
道
事
業
所
限
の
有
形
固
定
西
産
の
状
況
ほ
左
表
の
と
お
h
で
あ
る
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i

昭
和
二
十
八
年
度
に
お
け
る
広
島
市
の
公
謗
負
に
対
す
る
期
末

手
当
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
条
例
制
定
：
・
…
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一

広
島
市
競
輪
条
例
の
一
部
改
正
・
…
…
．．．．．．．．．．．． 
，
 
．．．．．．．．．．．．． 
：・・:―― 

.、

広
島
市
議
会
事
秘
局
設
漑
条
例
制
定
…
•
•
•
•
…
…
•
•
•
•
,

...•

..... 

:
 .... 
――
 

占

◎

規

則

広
島
市
家
帝
人
工
揆
研
実
施
規
則
制
定
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
:.........•... 

i
.

――
 

広
島
市
工
業
指
導
所
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
細
則
の

一
部
改
正
•
•
…
…
…
…
…
…
…
·
…
•
•
•
•
•
•
•
…
…
…
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
七

広
島
市
競
輪
勝
者
投
票
及
び
払
い
も
ど
し
規
則
の
一
部
改
正
：
：
．．
 

＾
 

広
島
市
競
翰
実
旅
拒
則
の
一
部
改
正
：
•
•
•
•
•
…
…
·
:
；
…
…

．．．．．．．．． 
十一

広
島
市
公
印
保
管
使
用
規
則
の
一
部
改
正
：
…
…
…
…
…
…
・
：
．．．． 
+-

広
島
市
競
錐
参
加
選
手
の
治
療
袈
及
び
療
養
見
舞
金
支
給
規

則
制
定
；
．．．． 
：
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
，
 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
十一

公
示
送
逹
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9

・

…
…
・
:
・
:
 ．．．．．． 
；:＋―― 

公
示
送
逹
に
つ
い
て
・
・
・
・
:
....... 
,…•, 

................ ,: ．．．．．．． 
；・…十二

道
路
区
域
の
決
定
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9

・

…
…
…
…
 ....... ＋―― 

市
逍
の
供
用
開
始
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
・
十
二

第
四
十
回
仮
換
地
予
定
地
変
更
指
定
の
発
表
に
つ
い
て
：
．．．．．．．．． 
十二

公
死
公
告
に
つ
い
イ

J
•••••••••••••• 

:
 

．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
：
 ．．．．．．．．．．． 
士――

源
流
物
拾
得
に
つ
い
芥
：

9

．．．．．． ,•…•••••••…………••…, 

．．．．．．．． 
＋=-

◎
告

示

U
目

次

】

◎

粂

例

頁

市
誤
会
談
決
卒
件
に
つ
い
て
•
•
•
…
•
'
：
·
…
…
…
…
…
…
…
…

....... ―-
f
 

出
張
所
々
管
別
人
口
及
び
世
柑
状
況
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
':.1-+

0
器

◎
雑

報令

完

広
島
市
助
役
専
決
事
項
の
取
扱
に
つ
い
て
·
·
…
…
…
…
•
•
…
•
•
…
·
：
大

◎
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
に
よ
る
報
告
密
に
つ
い
て
・
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
大

政
治
資
金
規
正
法
第
十
二
条
に
よ
る
報
告
害
に
つ
い
て
．．．．．．．
．．．．． 
完

選
挙
管
理
委
員
会
開
催
に
つ
い
て
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
；
…
•
十
在

選
挙
管
狸
委
員
会
延
期
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
:
......... ,
•
…
…
…
·
·
完

◎
訓

令

ヽ
呻
，
＿
ー

1

,

＇

•
9
,
1

,
＇
’

”
~
冒

名

，．

唸
牙
{

,
.ー

、3
-.‘

`
9
,
 

.、9‘号8
 

8
 

（
 

公
示
送
逹
に
つ
い
て
：
．．．．． ……••••••…………•••……… 

..... ：
古

............................ ,
 ...................... ＋石

公
示
送
逹
に
つ
い
て

瀕
流
物
拾
得
に
つ
い
て
・
:
・
…
…
…
…
…
.................... :
 ．．．．．．． 
十四

聾
器
定
期
検
査
に
つ
い
で
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
…
…
…
…
・
…
・
・
・
・
十
四

.......... ,
 ..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
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 ＋
王

市
議
会
招
集
に
つ
い
て

広
島
市
東
部
復
興
土
地
区
画
控
理
地
区
内
の
市
有
地
売
却
に

つ
い
て
．
；
・
:
．．．．．．．．．．．．．．． 
：
 ．．．．． 
…
…
…
…
…
…
…
…
 ．．．．．．．．．．．．． 
宝右

一
ー
・
＇
，
~

~

＿
市
長
の
職
謗
代
理
者
に
つ
い
で
・
・
・
…
…
…
…
…
…
・
…
............ .
 

漂
流
物
拾
得
に
つ
い
て
．．．．．．．． 

；
 
．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
…
…
…
…
…
・
宅

議
決
追
加
予
算
に
つ
い
-
J

（
一
般
会
計
）
・
:
....... :
 ......... ,
…
•
土

議
決
追
加
予
算
に
つ
い
て
（
水
道
事
業
）

．．．．．．．．．．．． 
…・・・・・・・・・・・大

・
〈
ラ
チ
オ
ン
製
剤
に
よ
る
渫
作
物
害
虫
防
除
に
つ
い
て
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
大

て1丸

戸
藉
上
の
市
勢
に
つ
い
て
…
・
:
・
…
・
:........ ;
・
:
 ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 
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職

負

組

合

の

登

録

事

項

変

更

に

つ

い

て

―

―

十

一

（第88号）

発

昭和28年 8月20日

（木曜日）

子ィー

発発

行行
広
島
市
条
例
第
一

l

i

十
二
号

昭
和
二
十
八
年
度
に
お
け
る
広
島
市
の
公
謗
員
に
対
す
る
期

末
手
当
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
条
例

1

広
島
市
の
公
謗
負
に
対
す
る
特
別
手
当
の
支
給
に
閑
す
る
条
例

（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
例
第
八
十
一
号
。
以
下
「
特
別
手
当

安
給
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
．
昭
和

二
十
八
年
八
月
十
二
日
（
以
下
「
支
給
H
」
と
い
、
Joo)に
在
職
す

る
も
の
に
対
し
て
は
．
そ
の
者
が
支
給
日
現
在
に
お
い
て
受
け
る

べ
き
特
別
手
当
支
給
条
例
の
規
定
に
よ
る
期
末
手
当
の
額
の
計
算

の
基
変
と
な
る
べ
き
給
与
月
額
に
．
支
給
日
以
前
六
月
以
内
の
期

問
に
お
け
る
そ
の
者
の
在
職
期
間
に
応
じ
て
~
左
の
各
号
の
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
を
支
給
日
に
支
給
す
る
。

一
在
職
期
間
が
六
月
の
場
合
百
分
の
二
十
五

二
在
職
期
間
が
一
＿
一
月
以
上
六
月
末
酒
の
燭
合
百
分
の
十
五

一

◎

条

広

島

市

長

浜

井

信

昭
和
二
十
八
年
度
に
苓
け
る
広
島
市
の
公
務
員
に
対
す

る
期
末
手
当
の
支
給
の
特
例
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
―

-
H

人所

広

匡四

r)
 

例

市^

役

広
島
市
国
泰
寺
町
―
―
―
九

翌

唇

（

代

表

）

中

翌

英

労

政

包

一

西

一

奏

（

東

部

復

興

事

移

所

）

奥

莞

ー

（

保

健

ど

甲

言

一

（

水

道

問

）

密

部

）

臭
―
-
九
-
}

中
一
六
癸
（
市
会
事
移
同
中
一
醤
一
（
市
民
病
一
中
01
―-0
九

（

菩

察

本

需
話
中
一
六
老
（
必
害
課
）
中
0
1
七0
(
舟

入

病

院

）

ー

西

翌

ー

ー

（

消

防

局

）

中
一
益
＾
（
会
計
課
）
西
＿
委
三
中
央
卸
売
市
場
）

i

西
語
一
幸
（
児
斑
文
化
会
館
一

中

翌

癸

（

徴

収

課

）

中

0
写
忌
（
エ
芸
指
導
所
）
・
・
西
面
翌
（
中
央
公
民
館
）

中
主
器
一
（
総
移
局
総
移
課
）
中
―
―
立
＿
＿
（
競
輪
競
馬
事
移
所
）

i

99.

,• 
9,• ヽ

.‘
 ．，．、

.
＇
ぷ
”

土

口
羹
造
．．
 ，
 貞

所

し ．l



勺：l.，ぷ'9 烹-Cマっ匹紺氾守’翌閂雰需四宍蜘硲沼:3立唸唖竺竺工虚如今ざy叫•.~衣’令公・立云翌•翌？宝c:-
”*• ‘’-r、ょへ^ ’Z~-

昭和 28年 8 月 20日 ＇広 島

i' 
， 

←,. | : 

市 報

， ヽ．．

. :、ズ

C 8. 8号） _ 昭和 28年 8 月 2OH 広 島 市 報 (8 8号）

,’‘,• い

、

99 ,・
 

、
．
ャ

•
I

、
9ti-

＇ 

，
 

，
 

，

ヽ

，

，
 

`~, 

,＇，‘̀ 

,
．
，
．
＇
 

9

,

＇4,

＇t‘,＇” 
山 山

別
記
様
式
第
二
号
叉
は
別
記
様
式
第
一
一
一
号
に
よ
る
閏
液
誦
渡
申
訪

害
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
・

（
人
主
授
研
料
の
納
付
）

第
五
条
，
八
主
授
研
叉
は
籾
液
の
誼
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、

人
工
授
術
に
つ
い
て
は
第
一
一
●
条
に
定
め
る
人
工
啜
柄
話
術
料
及

ぴ
硝
液
料
を
第
一
回
の
授
研
を
受
け
る
際
に
｀
研
痰
唸
詢
渡
に
つ

い
て
は
第
三
条
に
定
め
る
研
戒
料
を
防
液
の
引
渡
し
を
受
け
る
際

に
、
そ
れ
ぞ
れ
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
但
し
、
人
工
授
桔

に
つ
い
て
は
・
人
丁
授
研
料
納
付
後
左
の
期
間
内
に
お
い
左
行
う

第
一
一
回
及
び
第
三
回
の
授
梢
に
つ
い
て
は
。
八
下
疫
研
料
の
納
付

を

戒

し

な

い

。

'

一
牛
に
あ
っ
て
は
、
九
十
日
間

二
馬
、
め
、
ん
平
‘
毛
恙
及
び
豚
に
あ
っ
て
は
、
当
該
年
に
お
け

る
蛍
該
種
雌
帝
の
発
僻
期
問

2

既
納
の
人
工
翌
研
施
術
料
叉
は
鞘
液
料
は
．
蚤
逗
し
な
い
。

3

第
七
条
の
規
定
に
よ
h
梢
液
を
変
更
し
た
場
合
は
．

A
工
授
研

料
を
追
徴
し
な
い
。

又
工
炭
梢
叉
は
梢
液
の
腺
渡
を
拒
む
場
合
）

第
六
条
市
畏
は
、
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
．

A
主

埼
柄
叉
は
精
液
の
誼
渡
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

一
種
雌
畜
に
悪
性
の
疾
病
叉
は
悪
癖
が
あ
る
場
合

二
稲
雌
畜
の
発
育
叉
は
栄
毀
が
は
な
は
だ
し
く
芥
浪
た
場
合

―
―
一
種
雌
帝
の
飼
従
地
若
し
く
は
そ
の
附
近
叉
は
ひ
き
付
の
際
遥

過
す
る
地
方
に
家
帝
伝
榮
病
が
発
生
し
、
叉
は
浣
行
し
て
い
る

塙
合

四
稲
雌
帝
の
疾
病
．
負
偽
畜
疲
労
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
授
梢

を
受
け
る
こ
と
が
涸
当
で
な
い
と
認
め
た
場
合

五
人
舌
孜
鞘
又
は
研
液
の
譲
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
前
条

第
一
項
本
文
の
規
定
に
過
反
し
た
場
合

六
人
工
探
梢
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
次
条
の
研
液
の
変
更
に

同

意

し

な

い

場

合

．

七
人
苫
夜
研
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
人
工
授
梢
実
施
に
関

し
、
関
係
職
負
の
指
示
に
従
わ
な
い
場
合
．

八
第
八
条
の
報
告
義
猪
者
又
は
第
九
条
の
届
出
義
酪
者
が
報
告

議

i

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
―
―

i

日

広
島
市
長
職
謗
代
理
者

広

島

市

助

役

高

広
島
市
条
例
第
一
＿
＿
十
四
号

広
島
市
競
会
事
移
局
設
樅
条
例

（
設
骰
）
．

第
一
条
市
競
会
に
関
す
る
事
移
を
処
理
す
る
た
め
、

に
事
移
局
を
樅
く
。
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．
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又
は
届
出
を
怠
っ
た
場
合

（
梢
液
の
変
更
）

第
七
条
市
長
は
直
人
工
授
柄
の
後
、
や
む
を
得
な
い
事
由
に
よ
り

同
種
の
硝
液
を
そ
の
後
の
人
工
授
筍
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い

と
認
め
た
場
合
に
は
。
人
工
授
精
を
依
頓
し
た
者
の
同
意
を
得
て

猜
液
を
変
更
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
報
告
及
び
届
出
の
義
移
）

第
八
条
市
畏
か
ら
腺
り
受
け
た
精
液
を
種
雌
畜
に
注
入
し
た
者

は
．
注
入
後
遅
滞
な
く
別
記
様
式
第
四
号
に
よ
る
精
液
注
入
報
告

害
を
市
長
に
捉
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
人
工
授
桔
を
受
け
た
種
雌
畜
の
所
有
者
又
は
飼
旋
者
は
~

左
に
掲
げ
る
事
項
を
そ
の
つ
ど
遅
滞
な
く
市
長
に
届
け
出
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

、、

一
種
雌
畜
を
分
べ
ん
前
に
誼
渡
し
た
と
き
は
．
そ
の
年
月
日
並

び
に
誰
受
人
の
住
所
及
び
氏
名
又
は
名
称

、、

一
一
種
雌
畜
が
分
ぺ
ん
前
に
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
年
月
日
及

び
検
案
書

―
―
一
種
雌
畜
が
分
べ
、
ふ
し
た
と
き
は
、
そ
の
子
畜
の
生
年
月
日
．

性
、
毛
色
、
数
及
び
特
徴

四
種
雌
畜
が
流
産
（
早
應
し
た
と
き
は
、
そ
の
年
月
日

五
種
雌
畜
が
受
胎
し
な
か
っ
た
と
き
は
論
そ
の
9
日

（
血
統
証
の
交
付
申
睛
及
び
交
付
）

第
十
条
子
畜
の
所
有
者
叉
は
飼
ャ
年
者
は
｀
血
統
証
の
交
付
を
市
長

に
申
訊
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
申
踏
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
号
に
よ

る
血
統
証
交
付
申
諮
書
に
揆
精
証
明
害
を
添
え
て
市
長
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

市
長
は
、
前
項
の
申
請
雹
の
提
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
別
記
様

式
第
六
号
に
よ
る
血
続
証
を
交
付
す
る
。

4

市
長
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
左
に
掲
げ
る
場
合
は

、
、
、

血
統
証
の
交
付
を
拒
む
こ
と
が
で
き
る
。

一
前
項
の
申
諮
帯
の
記
載
事
項
に
虚
偽
叉
は
誤
び
ゆ
う
が
あ
る

嘉
g
め
た
場
合

1

ー
第
八
条
叉
は
第
九
条
の
規
定
に
よ
る
報
告
叉
は
届
出
が
涙
認
行

“ 

三
在
職
期
間
が
三
月
末
満
の
場
合
百
分
の
七
・
茸

2

前
項
に
規
定
す
る
者
が
＂
特
別
手
当
支
給
条
例
の
規
定
に
よ
り

昭
和
二
十
八
年
十
二
月
に
受
け
る
べ
き
期
末
手
当
の
額
は
、
特
別

手
当
支
給
条
例
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
．
当
該
期
末
手
当
の
額
か

ら
前
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
を
受
け
る
べ
き
額
を
控
除
し
た
金
額

と
す
る
。阻

則

こ
の
条
例
は
。
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
市
競
輪
条
例
の
一
部
を
改
花
す
る
条
例
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
三
日

広
島
市
長
職
移
代
理
者

広
島
市
助
役
高

広
島
市
条
例
第
一

l-+ll一号

広
島
市
競
輪
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

広
島
市
競
綸
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
例
第
六
十
四
号
）

↓` 

の
．
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

＇ 

第
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
六
条
競
輪
に
出
場
す
る
選
手
の
災
宙
に
対
す
る
補
債
に
つ
い
て

は
富
別
に
規
則
で
定
め
る
。

開

則

こ
の
条
例
は
畜
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
市
議
会
那
務
局
設
置
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

、,9 

H-”i,-

浜

・井

信

，ヽ
な
9
9

（
職
負
）

第
二
条
事
務
局
に
事
謗
局
長
、
次
長
．
雲
記
及
び
そ
の
他
必
要
な

職
員
を
匠
く
。

（
職
員
の
定
数
）

第
三
条
職
員
の
定
数
は
、
広
島
市
職
負
定
数
条
例
（
昭
和
二
十
六

年
―
―
一
月
三
十
日
広
島
市
条
例
第
五
十
九
号
）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。

（
組
織
）

第
四
条
事
謗
局
に
．
そ
の
事
謗
を
分
掌
す
る
た
め
．
庶
謗
課
｀
践

事
課
．
市
政
調
査
課
を
腔
く
。

2

各
課
の
分
掌
事
移
は
、
践
長
が
定
め
る
。

第
五
条
課
に
課
長
を
股
く
。

2

課
に
係
を
設
け
．
係
長
を
腔
く
こ
と
が
で
き
る
。

3

課
長
及
び
係
長
は
．
議
長
が
害
記
の
中
か
ら
任
命
す
る
。

（

職

員

の

任

用

そ

の

他

）

．

第
六
条
職
員
の
任
用
、
分
限
、
服
移
、
給
与
等
に
つ
い
て
は
~
別

に
定
が
あ
る
も
の
の
外
、
市
役
所
の
例
に
よ
る
。

（
そ
の
他
）

第
七
条
こ
の
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
定
め

ろ。

附

則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

2

広
島
市
議
会
事
移
局
事
務
分
掌
条
例
（
昭
和
一
＿
十
四
年
四
月
一

日
広
島
市
条
例
第
二
十
二
号
）
は
論
靡
止
す
る
。

則
9

・

』

広
島
市
家
帝
人
工
授
精
実
施
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
C

昭
和
二
十
八
年
六
月
一

H

広
島
市
長

広
島
市
規
則
第
三
十
三
号
の
二

広
島
市
談
会
」
（
こ

□鱈鱈
恰

実

疱

規

則

r
ー

一

」

◎

規

‘‘’ I 

9
,
 

．

．
 り
'
、
;

9,．',．，',.'ヽ
，・1.,＇
”
‘
9
9
9

1● ．
 

•
し

9
.

，
.

．

．

 

9,'’ 

,9,99,

"’
r,
,'• 

＇
，
囀

99 

‘̀ 

,．‘ 

ヽ

:

i
:
‘
9
9
,
；
、
,
、
‘
9
,
＇
，
'
，
1
'
,
9
:
'
,
9
t
,
h
.
，
、
｀
り
｀

’
•
J

，
｀
．
 

，
 

.

-

9

9

4

ヽ

ヽ'

，

＇

,

 

,

V

9

 

2̀,'̀
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附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

さ

れ

て

い

な

い

場

合

、

＇

＿
―
-
家
畜
の
登
録
事
栗
を
行
う
団
体
の
登
録
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
子
畜
で
あ
る
場
合

四
年
齢
が
四
歳
を
こ
え
て
い
る
子
畜
で
あ
る
場
合

宜
家
畜
仝
嘉
師
で
な
い
者
が
自
己
の
飼
投
す
る
種
雌
帝
仁

注
入
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
生
れ
た
子
帝
で
あ
る
場
合

（
血
統
証
の
害
換
交
付
又
は
再
交
付
）

第
＋
・
一
条
前
条
第
一

1

一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
交
付
さ
れ
た
血
統
証
を

汚
損
し
｀
叉
は
亡
失
し
た
者
は
、
そ
の
害
換
交
付
叉
は
再
交
付
を

市
長
に
申
詰
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
申
諮
は
、
別
記
様
式
第
七
号
に
よ
る
申
請
害
に
よ
っ
て

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

9̀.tljロ

.. 

ぶ”ご
‘
C
i

,＂[
5
し

．． 
’
↓
 

‘、＇、

1

9

,

 

、

、

-

や

ぎ

1
,

、
ヽ
•
9
9
.

ゑ
ー

-
！
＇
 

(
A主
姿
研
又
は
研
液
の
諒
渡
申
諮
）

第
四
条
人
工
授
籾
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
別
祀
様
式
第
一
号

に
よ
る
授
梢
申
諮
害
を
、
柄
液
の
誼
渡
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は

I 

f--. 

―-m円

1

,

1

、

勇
円
ーー

0

跨
円

c
つ
円

J
,
1
1
,
＇
,
1
i
'
1
1
,
＇
1
‘
_
1
.
，
 

•
I
9
9
1
,
＿
点
翌
誓
術
料
一

E
B

液
料

1
1
,

．
 

雷
の
種
類
―
]
一
回
に
つ
き
）
床

9
1
,
9
1
 

一

高

等

登

録

牛

＾

0
0
円

そ

の

他

B
0
0
円

乳

牛

一

弯

0
円

1
9
9
 

一
高
等
登
録
牛

そ

の

他

和

牛

一

―

―

1
0
0
円

1

,

,

．

，

9

`

 

喜
四

馬

一

1191,＇,‘,1,＇,＇i9911',1,＇， 

-

．

-

、

、

、

-

め

ん

羊

―

―

-
0
つ
円
[

g)円
-
0
0
円

m
o
0
円

―-m円
,
1
 

――
 一

第
一
条
こ
の
規
則
は
。
広
島
市
が
家
畜
の
所
有
者
叉
は
料
投
者
の

依
頼
に
よ
っ
て
行
う
家
畜
人
工
授
柄
の
実
施
に
必
要
な
事
項
を
定

め
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
用
語
の
意
義
）

第
一
一
条
こ
の
規
則
に
お
い
て
｀
左
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義

は
．
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
種
碓
畜
人
工
授
精
又
は
誼
眠
す
る
柄
液
の
注
入
を
受
け
よ

、

、

、

、

う
と
す
る
雄
牛
~
雌
馬
畜
雌
め
ん
羊
、
雌
や
ぎ
及
ぴ
雌
豚
を
い

う
。

二
子
函
人
工
授
精
又
は
誼
渡
す
る
糊
液
の
注
入
を
受
け
た
種

、

、

、

、

雌
畜
か
ら
生
産
さ
れ
た
子
牛
。
子
馬
＂
子
め
ん
羊
畜
子
や
ぎ
及

び
子
豚
を
い
う
。

（
人
工
授
梢
料
の
額
）

第
三
条
広
島
市
家
畜
人
工
授
研
料
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市

条
例
第
三
十
一
号
）
第
二
条
に
規
定
す
る
家
畜
人
工
授
簡
料
の
額

は
、
左
の
通
り
と
す
る
。
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(8 8号）

広

島

．
 

備
老
一
家
畜
改
良
又
は
増
殖
を
目
的
と
す
る
畜
産
限
係
団
体
よ
り
一
括
申
諮
す
ろ
場
合
に
限
る
。

ニ
各
家
畜
ご
と
に
作
製
す
る
こ
と
。

三
注
入
者
が
家
畜
人
工
接
梢
師
で
あ
る
場
合
に
は
｀
注
入
者
の
氏
名
に
家
帝
人

H
授
籾
師
と

間
店
す
る
こ
と
。

．
．
 
し

ーヽ
、

s
.

＾
 

噌｀
 

＾ヽ

四

市 年

右
に
よ
り
柄
液
の
誼
渡
を
受
け
た
い
の
で
広
島
市
家
奇
人
工
炭
籾
実
施
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
申
諮
し
ま
す
。

誰
渡
希
艇
年
月
日

注
入
者

氏
長

殿 月 名

希
望
す
る
種
雄
畜
綺
液

番

町

剛

剛

副

一

―― 

-I—|-|—|—|—I¾ 
番

日

゜
2
 

月8
 

年8
 

2
 

和

,．

昭

丁ー
．
．
 ‘,ノ

，
 
．
 

．
 号8

 
8
 

（
 

glJ
記
様
式
第

l
l

一号

'

．

,
、

＇‘,、

．
“
i
l

`

．，
 

,．
,
 
,•9"

.

“
' 

,
．
ヽ

9

,

”
し

'
,

.
~

,.

、9
9
9
、

，
 

、

＇

（
名
称
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）

申

閉

人

氏

名
住

所

日

号

—|— 
希譲

頭望
数

分最渡

摘

種

ー

名

号

一

麟

噴

主

竺

翡

片

日

ー

銅

狡

場

所

一

銅

喜

氏

名

□贋
戒

T

-

―

_

-

L

 

「

-

＿

＿

-

L

＿

＿

＿

＿

一

一
「

-

―

―

―

ー

L

一

．

一

」

」

-

l

'

|

―

―

―

―

―

―

 

硝

液

隙

渡

申

諮

密

研
液
を
注
入
し
よ
う
と
す
る
種
雌
畜

.・.1.,.. 

＼
 

9

,

＞

、

＼
 

'

．
,
 

•  ̀
贔
、
‘
“
、
.
‘
.
＇
,
＇

、

,
1

,
 .

.

.
 ，

．
 

'
,
‘
`
 

＇`
 

⑲ 
要

ー

―

-f‘

広

島

市

長

毀

⑲ 

年

月

申
諮
し
ま
す
。

（
団
体
に
あ
っ
て
は
そ
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

申

睛

人

氏

名

日

住

所

右
に
よ
り
人
工
挽
研
を
受
け
た
い
の
で
広
島
市
家
帝
人
工
提
精
実
旅
規
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
り

名

号

品

種

篇

を

受

け
ー

9

.
 

名

号

一

闊
喜
一
ー
、

l

ー

1

—
'
：

l
|
|

．．
 

品

種

忍

父

毛

色

母

桐
璧
者
の
住
所

特

徴

＿

星冒屈

息
蘊
所□;

司

の

研

液

祖
父

祖
母

船
既

授

稽

申

請

害

備
考

広

島

市

長

殿

年

月

報

告

者

氏

名
住

所

五

＠ 

n
 

．`
 

9

I月1
-
-

「;

―
―
―
注
入
の
年
月
日
等

糊
聾
採
墨
'
-

月
日
及
び
精

液

Ij陸｀
喜糾―ー
1

|

1

一
輸
送
方
法
一

一
注
入
場
所
一

父母

祖祖祖祖
母父母父

竺

ー

名

誓

畜

入

し

た

種

雌

帝
• 

名

号

一

ー

＿

醤

喜

，

＇

一

生

年

月

日

[
|
l
|
l
|

種

類

及

び

＿

＿

産

地

一

じ

―

血

統

一

飼

器

場

所

一

―

辱

麟

麟

一

右
の
遥
り
柄
液
を
注
入
し
た
の
で
広
島
市
家
畜
人
工
楼
柄
史
施
規
則
第
八
条
の
規
定
に
よ
り
報
告

し
ま
す
。

報
告
者
が
家
畜
人
工
授
鞘
師
で
あ
る
場
合
に
は
報
告
者
の
氏
名
に
「
家
畜
人
工
授
鞘
師
」
と

躙
若
す
る
こ
と
。

・
`

,9

ー

、

・‘

.

＇

｀

i

9
9
9
,
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9
,
1
,
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●
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h
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999
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・
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9
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し
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r

`

,
9
,

『

i
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，
 

,
.
t

•
'
’

ヽ

ー
、
，
．

ヽ

'

.. 
，

"
，
、

‘

、
‘
·
i
’
・

ヽ

、
’
I

'

，
＂
,

'
t
-

:
＇

4
9
，
菫
~

，
．
＇

，
；
；
、
＇

’

，
．
r
'
,
＂
r

,
9
9
"

&
J

,
9
f
3
9
,
＂
"
｀
‘
‘
`
；
ヽ

1

'
,

•

9

』

'1
,
`
'

品

号

籾
液
の
譲
渡
を
受
け
た
種
雄
帝

籾

液

注

入

報

告

書

別
記
様
式
第
四
号

・よ．．｀

ー
i

麗

．
 

広

島

ヽ

備
考
注
入
者
が
家
畜
人
工
授
箭
師
で
あ
る
場
合
に
は
「
注
入
者
氏
名
」
欄
の
氏
名
の
右
側
に
「
家
帝

人
工
揆
柄
師
」
と
扇
密
す
る
こ
と
。

<
J
 1n 

長

隈

申

諮

人

氏

名

⑲ 

住

所

・年

月

日

り
申
諮
し
ま
す
。

1
|
|
1
|
T
|
|
|
|
|＇1

 

~
~

｀
 

号

一

庫

彎

闘

―

生

年

月

日

＿

種

類

及

び

品

種

―

一

産

地

一

・

ー

1

ー

祖

父

祖

毛

色

特

徴

血

統

祖
父

祖
母

母

飼

狡

場

所

＿

＿

靡

琵

一

二
希
望
す
る
種
雄
畜
の
精
液I
—
一
ー

[
l
|
|
|

＇

1
,

＇
ー1

名

号

一

品

種

一

ー
ー
ー
譲
渡
年
月
日
等

譲

渡

希

坦

年

月

＿

ー

1

ー

ー
1

|

|

|

日

及

び

時

刻

―

．

一

注

入

場

所

一

．
．

注

入

予

定

月

日

＿

＿

注

入

者

氏

名

一

•'9 

.. 

及

び
1

時

刻

右
に
よ
り
精
液
の
猿
渡
を
受
け
た
い
の
で
広
島
市
家
畜
人
工
委
精
実
旋
規
則
定
に
よ

名

精
液
を
注
入
し
よ
う
と
す
ろ
稲
雌
畜

精

液

誼

渡

申

請

習

別
記
揉
式
第
二
号

四

.. 
I 

9,  

・.. •. ! 
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一

•
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・、
、
,

9
、
•

99

,
 

．
 

~

ヽ

f

、

呵
—
'
額

名
―
（
ご
P
[
件
に
つ
き
）

晨

ヂ

ニ

ネ

ど

喜

醤

子

切

旋

継

一

―

―

―

―

1
0

円

理
研
ベ
ン
チ
レ
ー
ス

B
型

荀

密

醤

一

ー

患

0

円

林

型

一

番

牛

万

能

研

磨

盤

一

―

―

―

―

-0
円

ー

晨

B
T
M
一
七
号
型
舌
兵
フ
ラ
イ
ス
盤
l

_

-

B

0

円

一

八
沢
旋
猿

I

写0
円

1
1
1
0
円

-
1
|
_
|
1
|

—

I
I
I

ー
―
ー

ー
＇
ー
．
I
iー

1

:9
,

．

ー

1

1

.

1

|

1

i

'

’

ー

|

1

ー

ー

六

墨

羞

_
]
釦
畠
ー
！

i
I
I
I
!
,
＇
1
'
9
|
＇

ー

一
ー
＇
．
1
，
↑
9
,
1

酎匹

広

島

市

長

殿

申
諮
人

氏
名

＠ 

住
所

年

月・

ロ＂

市
家
帝
人
丁
授
籾
実
施
規
則
第
十
一
条
に
よ
り
申
睛
し
ま
す
。

右
に
よ
り
血
統
証
の
害
換
（
再
）
交
付
を
受
け
た
い
の
で
広
島

五
申
聞
の
事
由

四
所
有
者
の
住
所
及
び
氏
名
叉
は
名
称

子
帝
の
品
種
及
び
名
号

血
統
証
交
付
年
月
日

工

作

設

備

血
統
証
番
号 血

統
証
密
換
（
再
）
交
付
申
諮
書

glJ
記
様
式
第
七
号

広
島
市
工
業
指
導
所
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
細

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

広
島
市
規
則
第
一
二
十
八
号
．

広
島
市
工
業
指
導
所
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
旅
行
細
則

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
盃
歪
指
導
所
使
用
料
及
ぴ
手
数
料
条
例
施
行
細
則
（
昭
和

1

1

+

―
―
年
二
月
五
日
告
示
甲
第
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

5
に
改

正
す
る
。

。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

広
島
市
工
芸
指
導
所
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
施
行
細
則

「
H
業
」
を
「
工
芸
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
広
島
市
工
芸
指
導
所
使
用
料
及
び
手
数
料
条
例
」
の

下
に
「
（
昭
和
二
十
二
年
二
月
五

H
広
島
市
条
例
第
一
号
。
以
下
「
条

例
」
と
い
r
)
。
）
」
を
加
え
る
。

第
式
条
中
「
条
例
第
一
条
の
規
定
に
依
り
」
及
び
「
本
所
長
に
」

を
削
る
。

第
八
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
八
条
条
例
第
二
条
に
規
定
す
る
使
用
料
の
額
は
．
左
の
通
り
と
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備
考
乳
用
牛
に
あ
っ
て
は
左
右
見
取
図
を
流
え
る
こ
と
。

広

島

市

長

殿
申

諮

人

氏

名

⑲ 

-
f
 

-lJ 

ャ｛
 

．．． q
 

月

日

よ
り
申
諮
し
ま
す
。

右
血
統
証
の
交
付
を
受
け
た
い
の
で
広
島
市
家
畜
人
工
袴
梢
実
施
規
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に

二
種
雄
畜
及
び
帝
硝
年
月
日

引
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号
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＿
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—
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工
芸
意
匠
の
図
案

一
般
印
刷
意
匠
図
案

第
十
一
条
中
「
条
例
第
一
条
の
規
定
に
依
h
」
を
「
本
所
に
お
い

て

」

に

改

め

る

。

'

第
十
二
条
中
「
本
所
の
」
を
「
本
所
に
お
い
て
」
に
，
「
国
民
学
校

高
等
科
を
修
了
し
」
を
「
新
制
中
学
校
卒
業
以
上
の
学
隈
を
有
し
」
一
．

に
改
め
る
。
．

第
十
ー
ー
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第

十

一

二

条

削

除

―

第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
十
五
条
本
市
民
で
な
い
者
が
本
所
を
利
用
す
る
場
合
の
使
用
料

及
び
手
数
料
の
額
は
｀
第
八
条
又
は
、
第
十
条
に
規
定
す
る
使
用

料
又
は
手
数
料
の
額
に
｀
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
二
割
を
加
え
た
額
と
す

る。

第
十
六
条
特
に
急
を
痰
す
る
依
頼
事
項
の
使
用
料
及
び
手
数
料
の

額
は
、
第
八
条
又
は
第
十
条
に
規
定
す
る
使
用
料
又
は
手
数
料
の

七

区

ポ
ス
ク
1
類

染
色
意
匠
図
案
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第
九
条
中
「
条
例
第
一
条
の
規
定
に
依
り
」
及
び
「
本
所
長
に
」

を
削
る
。

第
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
ろ
。

第
十
条
条
例
第
一
一
条
に
規
定
す
る
手
数
料
の
額
は
左
の
遥
り
と
す

る。一
材
料
強
度
試
験
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成
縦
害
又
は
証
明
害
の
謄
本

高
周
波
に
よ
る
乾
燥
及
び
成
型
合
板

高
周
波
に
よ
る
乾
燥

高
周
波
に
よ
る
成
型
合
板

額
に
警
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
三
割
を
加
え
た
額
と
す
る
。

．

附

則

こ
の
規
則
ほ
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

＇b-
第
五
条
中
「
別
記
第
二
の
例
」
を
「
一
回
の
競
鰺
開
催
ご
と
に
別

記
第
1

一
か
ら
別
記
第
四
ま
で
の
い
ず
れ
か
一
の
例
」
に
改
め
る
。

別
詑
第

1

一
の
次
に
別
記
第
一
＿
＿
及
び
別
肥
第
四
と
し
て
次
の
よ
う
に

加
え
ろ
。

広
島
市
競
輪
膀
者
投
票
及
び
払
い
も
ど
し
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
二
日

広

島

市

長

洪

井

信

―

―

―

広
島
市
規
則
第
一

l-
＋

九

号

・

広
島
市
競
輪
膀
者
投
票
及
び
払
い
も
ど
し
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
規
則

広
島
市
競
輪
膵
者
投
栗
及
び
払
い
も
ど
し
規
則
（
昭
和
二
十
七
年

広
島
市
規
則
第
七
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

9
,
9
9
”
.
＇
1
髯
'

,
.，1.

9,．
＇
，

‘

ヽ

，

＇，

9

,

＇

,

'

,
 

9

9

ら・

1
『

'

‘

..

＇

,

＇

,

.

`

’

 

'

,

.

,

 

•
• 

,

9

,

'

 

1

,

'

 

r

,

 .
.
 

＇9,＇，9 

9

'

，

9

,

＇
.
 ，
 

r
 

,•',9

.
$~
.'‘ 

9
、
9
,
9
.
’
’

．＇^
 

9

,

 

.＇’,'/,＇さ9••• 

r
.
l
‘
`
、
'
,
9
,
9
9
,
．
，
し
'
、
'
,
9
9
9
9
9
,

位

金

四
鈎
物
砂
試
験

芸
0
円

芸
0

円

翌
0
円

六

8
円

十
十

区

彊
0

円
額

石
炭
・
コ
ー
ク
ス
類

一
件
に
つ
き

一
石
に
つ
き

•• 

‘̀ ~., 

，

＇

ー

，

＂

•• 

-

9,,9

1,
'~ 

＂一

・
J
 ーー

図
羞

l

、9
か
J

...，

f
 

•'
-

．＇ 
1
 

-
-_ 
，
 

ー

ヽ

．

‘

＿

，
鳥
ー
・
‘
L
,
.
，
＇
9
,
＇
9
,
＇
•
9
,
‘
.
.
！
，
1
9
1
、
i
i
.
、
1
1
:
i
l
,
9
,
3
1
J
,

＂
i

し
＊
』
、
，
．
『
＂
，
＇
ヽ

•

'
•
‘
た
ヽ

．．
 

、●,

9

9

9

9

9

.

 

1
1
,
:

＇，99,
'
 

＇ 

'
-
‘●,.、

i.• 

9
 

'
9
,
 

J
 

,
’
、
9

,、
1
．
ら
•
9
;
．
，

•. 
f
j
’
↑
‘
.
，ぃ．4
バ
？
ゞ
A
,
5
,
＇f
.
"

●
,
9
ヽ
，
し
，
，9．
A
“
,
'
,
.

.

 

，
｀
ー
＇
ー
'
,
●
:
`

,.4、

9

,

5，̀

a

,
t'

．
し
，
．
，
・
-
．
―

9

,

9

 

分

同
単

九

位

金

実

毀
一
、
目
円

額

四
0
円

九
特
別
の
経
哭
を
要
す
る
指
導
及
び
資
料
の
し
ゅ
う
集

実

袈

八
設
計
及
び
製
図
並
び
に
機
器
叉
は
工
芸
品
の
試
作

実

喪

＿．
 

一

同

「

一

ー

屈

曲
釦

町

同

「

_

磨
剛
ー
ー
「
町

T—

ー
1
|
i
!
|
i
'
i
,
1
|
I
9
|
|
i
ー
・
[
I
i

硬

度

試

吟

ー

同

｀

l
i
ー
9
1
1
,
＇
9
1
1
,
1
,
1
・
・
・

―
―
材
料
組
織
検
査

9
j
J
J
•
I
＇
~
し
・
・
'
,
.
＇
’
•
~
•
~
•
•
9

区

分

＿

単

位

一

＾

婦

欝

写

真

を

翠

る

i

-

―
個
叉
は
一
件
ゴ
ー

料

組

綿

検

査

に

つ

き

孤

懲

箆

面

を

要

し

な

．

一

同

一

材
料
組
露
検
査

'
,
9
ー
1
:
1
1
1
1
：
●
ヽ
9
9
9
1
;
.

＿
―
-
金
属
分
析
試
験

~
 

区

分

一

単

位

一

今

|
i
l
ー
・
1
ー
，
・
1
|
|
'
1
:
1
1
,
§

―9
,
1

定

性

分

析

一

に

つ

き

同
＿
ー

．

普

遥

成

分

和

璽

ー

一

に
つ
き

鉄

ニ
ッ
ケ
ル
・
ク
ロ
ム
巳
魯
―
ー

抵

銅

特

殊

成

分

言

ご

字

丁

ー

バ
ナ
ジ
ウ
ム

ー

分

鉄

合

金

育

一

銅

合

金

嘉

合

金

ロ

ー

一

ー

ー

I
l
i
l
9
1
,；
1
,
＇
1
1
,
l
l

：
＇冑ヽ

一
同
一

熔

祈

-

]

 

．
 

ー

地

金

・

鋲

石

類

同

盲

一

ー

4
 

＇ 

位

一

金

額

~1.III 
一
試
片
一
個
に
つ
き
一
0
0
円

ーー！！II99,．,＇：ー！’，1,111,1i/1i,11,．ー，11,ii,1,1ー一ー！ーーー

材

料

硬

度

試

験

用

＿

同

一

写

0
円

材

料

組

織

検

査

用

一

同

一

写

0
円

1
1
,
 

1 -

ノ‘

試
片
製
作

五
携
器
の
精
度
検
査

一

~
 

区

位

一

金

額

9

9

.

，＇ 

ー9
9
9
,
＇
，
．
，

．．．． 
‘
 

強

度

験

一

に

つ

き

―

-
0
0
円

1
,

＇

ー

'

,

'

,

遥

気

9

度

試

験

一

同

一

き

0
円

!
|
|
|
|
|
|
＇
：

1

ー
1
,
．
ー
ー
1
-

—

I

附

荒

力

験

―

^
0
円

｀

玉

，

1

1

・

1

9

[

！
）
／

9
・
1
1
1
一
ー
」
渭

酎

熱

験

ー

一

―

―

―

―

1
0
円

ー・

1

分

析

験

一

に

つ

き

一

―

―

-8円

ー

ー

，

9

ー

＇

ー

綜

合

分

験

一

に

つ

き

一

己

8
円

I

I

I

,

1

9

.

 

八



.gとざ必＇とさ、や＇令．“｀文~ぶtマこ—S•:;4::，！！:.9て39で＇翌•9玄に名が ． ．．下工そf•9r.... -曇~竺上エS'1● 9mm呵-`”’‘?『て．心m-c こヤ和rEふt.,..“ ぺ••芦‘とべ‘.,． し・・ょ．
9 → -•’~• -~':,9,. 

．、一 9- -

. -• ・，＇’.．．ヽ＇＇！ノ｀ ｀ ・ •‘•',• Pi ・ •、 9 •,', •“;•, 9. 
.・、..'..-:.．． 'F 、....'-.ヽ'

．．． 

ベ・ 昭和 28年 8月20日 広．島 市・報

~Jl震もたこ”プ
ヽ"'·•'、.,,. 
. •. ・,. 
* J 

9.  • •,• 

: 9 :: 

: 

, ＇・・・ ニ一賃『
(8 8号）．

，＇，．．．り；．i.・
` --·、• ← i 

，電，，‘-,、i
, 9 

` -’ 

・＇ ↓9 
-i ,．,  ̀,;＇・,く＂』＇鵞

＇． し・

l 

,; ;', ;- 4 9.., 

昭和 28年 8月 20日 広 島 市 報 (8 8号）
-●9 9,’’'-

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
＿
―
-
日

広
島
市
長
職
謗
代
碑
者

広

島

市

助

役

高

広
島
市
規
則
第
四
十
一
号

広
島
市
公
印
保
管
使
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
担
則

広
島
市
公
印
保
管
使
用
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第
三

山

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
―
―
-
H

広
島
市
長
職
務
代
理
者

広

島

市

助

役

高

広
島
市
規
則
第
四
十
号

、
広
島
市
競
輪
実
施
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
競
輪
実
旅
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第
七
十
一

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
十
四
条
第
一
項
中
「
使
用
自
転
車
の
種
類
と
競
走
の
距
離
と

を
」
を
「
使
用
自
転
車
の
種
類
、
競
走
の
距
離
及
び
競
走
の
方
法

を
」
に
改
め
.
同
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
．

2

使
用
自
転
車
の
種
類
は
．
実
用
車
単
式
競
走
車
及
び
複
式
競

走
車
と
す
る
。

同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4

競
走
の
方
法
は
、
普
涌
醗
走
枚
式
競
走
車
競
走
ク
ロ
ス
・

レ
ー
ス
、
ミ
ス
・
ア
ン
ド
・
ア
ウ
ト
・
レ
ー
ス
、
先
頭
責
任
制
競

走
及
び
岡
碍
競
走
と
し
畜
競
輪
開
他
ご
と
に
こ
れ
を
定
め
る
。

第
三
十
五
条
に
次
の
但
害
を
加
え
る
。

但
し
。
ク
E

ス
・
レ
ー
ス
又
は
板
式
競
走
車
競
走
を
実
施
す
る

場
合
に
お
い
一
J

は
菖
そ
の
競
走
の
種
類
ご
と
に
年
六
回
を
こ
え
な

い
場
合
に
限
り
．
そ
の
日
の
競
走
回
数
は
十
三
回
以
内
と
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
會
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
•

広
島
市
公
印
保
管
使
用
規
則
の
一
部
を
改
花
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

山

広
島
市
競
輪
実
施
規
則
の

l

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

iI( 

広
島
市
競
綸
参
加
選
手
の
治
叛
吸
及
び
療
養
見
舞
金
支

給
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
一
一
一
日

広
島
市
長
職
移
代
理
者

広

島

市

助

役

高

山

一

・

―

―

―

広
島
市
規
則
第
四
十
二
号

広
島
市
競
輪
参
加
迦
手
の
治
療
衆
及
び
療
平
替
兄
舞
金
支
給

規
則

附

則

J
の
規
則
は
~
公
布
の
H

か
ら
施
行
す
る
。

(tL
の一＿）

広
島
市
長

喜

代

理

者

i
>
、

＇ 

改
め
る
。

同
表
中
公
印
の
ひ
な
形
四
の
次
に
次
の
ひ
な
形
を
加
え
る
。

十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。
｀

別
表
保
管
課
の
欄
中
「
産
業
局
農
水
産
課
」
を
「
総
謗
局
戸
籍
課

」
に
~
信

「

帽

讐

―

C
I
v
害

一

方

二

四

瓢

贔

鬱

＿

ー

を

―

―

―

―

一

発

す

る

文

書

」

1

,

1

1

1

,

 

霞
翡
襲

「一
市
長
代
雷
広
害
方
二
四
雫
麟
疇
一
恥
麟
讐
―

1
0

｀
咋
鯰
幻
腎
＿

碑
印
一

一

所

|
|
1
-

―
市
長
欠
員
叉
一

＿

総

賛

局

一

は

事

誓

る

元

、

、

戸

語

課

と

き

市

長

職

：

市
長
職
）
一

一

謗

代

理

者

名

研

―

八

各
出
張
ー
を
も
つ
て
発
一
E

移
代
理
の
か
い
害
径
―
―
―

ニー―

―

-
T

一
す
る
配
給
関

-

（

―

―

-

月

―

係

文

書

一

」

者
印

こ_、9

‘ ..― 

ふ

''. 

， 
i 

＾
前
口
の
瑞
合
に
お
い
て
医
師
が
入
院
治
朕
を
痰
す
る
と
認

め
た
者
に
対
し
て
は
、
医
師
の
診
断
し
た
予
定
入
院
日
数
に

対
し
、
一
日
に
つ
き
一
―
ー
百
八
十
円
、
医
師
が
専
屈
看
殿
人
を

要
す
る
と
認
め
た
者
に
対
し
て
は
．
医
師
の
診
断
し
た
専
屈

看
詭
人
予
定
屈
用
日
数
に
対
し
、
一
日
に
つ
き
ー
ー
ー
百
円
の
割

合
で
計
管
し
た
額
を
加
邸
し
て
支
給
す
る
こ
と
が
あ
る
。

劉

日

扉

し

た

浩

療

療

疵

見

鉗

金

闘
治
療
旧
数
」
ー
ー
ー1
1
|
.
1
|
|
1
|
1

一
日
に
つ
き
―
―
主
0
円
―
―
日
に
つ
き

0
円

一
週
間
以
上

十
日
未
満

一
日
に
つ
き
一
一
写
0
円
―
―
日
に
つ
き
忌
円

十
日
以
上

二
週
問
末
滴
一

|
|
1

ー

ー

~
週
問
以
上
＿
ー
日
に
つ
き
＿
＿
芋

0円
一
一
日
に
つ
き
―
―
写

0円

ー
四
遡
問
末
漉
ー
1

1

,

1

一

四

週

間

以

上

＿

一

日

に

つ

き

日

に

つ

き

蓋

0

円

-

1

一
月
未
満

でJの規則の目的）

第一条この規則ほ、広島市競輪条例（昭和二十七年広島

市条例第六十四号）第六条の規定に基き、本市が行う競

輪（以下「競輪」といr)0)に参加中（当該選手が競走に参

加するため．広島競輪実施規則（昭和1一十七年広島市規

則第七十一号）に基いて出場の前日に広島競綸場におい

て行う検究に合格したときから当該選手の同競翰場にお

．げる最終競走の終了のときまでをいう。以下「競輪参加

中」というo)の選手の災杏に対する補償について定める

ことを目的とする。

第二条競輪参加中の選手の負偏及び疾病については、左

の各号により補償する。

ー競走中叉は指定練習時間中の事故による場合・

イ市長の指定する医師（以下「医師」という。）が一

週問未満の治療を要すると認めた者に対しては、医

師の診断した予定治療日数に対し、一日につき二百

円の割合で計算した額の治療哭を支給する。

ロ医師が一週間以上の治療を要すると認めた者に対

しては．左表により治療炭及び療旋見舞金を支給す

る。

＿ ＿ ・----・ - ---
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記

I 
第
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地

所

有

者
名

比

陣

町

名

一

地

上
流
川
町
ご
―
1
六

建

物

株

式

会

社

胡

町

一

―

J

-

―

-

＊

実

一

同

町

一

―

-

I

-

＿

外

四

鍬

国

社

雑
魚
場
町
—
-
＿
九
九
外
四
筆
上
源
次
郎

段

原

ご

―

綺

嘉

術

大

畑

町
＇ 

．
中
町
—
-
―
―
―
―
ー
外
1
一
築
原
信
菅

西

魚

屋

町

―

-

＝

外

一

箔

川

金

一

郎

千

田

町

一

七

四

九

I

八

外

一

箔

藤

賭

男

―
―
―
丁
目

同

町

一

七

四

九

I

-

0

糊

卓

―

―

.

I

I

・

11

田

臆

夫

し

ー

1
|
＇
’
,
i
,
1
,
1
l
ー
大
ー
ー
鴨
揺
ー
那
ー

同

町

七

四

九

l
――

ic

町
一
―
―
―
一
外
一
埒

i

一

外

二

洛

ー

itt

良

盛

吉

一

中

島

本

町

一

六

外

一

築

一

.
,
＇
,
1
9
,
1
9
,
＇
 

八

丁

堀

ー

ニ

八

J

-

1

一

外

一

笹

原

粕

9
9
1
'
，
＇
1
9
,
 

1

,

1

1

,

'

 

同

町

一

―

一

八

J

四

外

二

笠

木

光

雄

,

．

,
1

ー

1

9

上

柳

町

六

一

―

-

J

-

＿

外

一

筆

地

焚

男

一

同

町

一

六

ー

ラ

ー

外

盃

年

外

卓

-
5

麿

中

町

一

―

―

―

-

J

一

根

淑

子

•• 

I
 

水

幸

子

．
 

●

町

一

l

-

＝-l=-

，

ー

名

竺
軒
虹
一
一
＿
四
／
1
一
外
四
笹
ー
，

1
ー
虞
ほ
虜
ー

鉄

砲

町

王

。

／

一

外

一

煕

藤

仁

六

同

町

＿

宜

O
l
-――

蔽

井

寧

所

番在

記

広
島
市
告
示
第
九
十
八
号

昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
九
日

広

島

市

長

浜

公

売

公

告

市
税
滞
納
に
よ
り
差
押
え
た
左
記
電
話
加
入
樅
は
、
来
る
八
月
十

二
日
入
札
の
方
法
を
も
つ
て
公
売
す
る
か
ら
、
買
受
希
磁
者
は
入
札

心
得
魯
（
徴
牧
課
備
付
）
熟
宜
の
上
末
記
条
件
に
よ
り
当
市
徴
牧
諜

へ
入
札
宙
を
差
し
出
さ
れ
た
い
。

E
 

w-m 

9
9
9
1
1
,
1
1
,
1
,
1
1
,
1
1
,
1
1
,
;
 

局
名
一
電
話
番
号
一
滞
納
者
住
所
一
滞

広
島
市
段
原
＊
―

＿
竺
量
＿
畑
町
一
＿
＿
J
-
ー

石

田

惣

干

納

者

名

井

信

町

一

J

-

1

一

外

一

筑

＿

山

ミ

ッ

町

九

八

ノ

ー

外

一

筑

一

上

ー

ク

ー

ー

子

曲
一
．
六
l
-

―

中

・

演

＂ 

J
 

ャ

龍

町

＿

ー

六

ノ

1

1

―

爵

ー

0

九

l

ー

外

＿

一

筆

山

克

彦

-
—
|
|
＇
ー
ー
|
|

竺

二

0
こ

一

大

忠

男

山

i

利

夫

町
—
1
0
八

l
-

―
外
一
名

~
 

町
一
六
万
—
―
今
実
雄

町

―

二

0

J

-

―

ー

外

一

策

一

岡

一

正

雄

皆

哭

ー

六

ー

―

―

一

阿

部

l

プ

に
し
ぃ
ー
ー
ー
ー
1
|
1
i
1
_
—
ー
！

l
|

ー
ー
ー
ー

竹

屋

六

外

一

鍛

一

臼

井

要

―-JII

七

ノ

九

一

水

田

稲

一

関

係

場

所

，

＇

広
島
市
碁
町
一

広
島
市
建
設
局
京
部
復
興
寡
蒻
所

広
島
市
告
示
第
九
十
九
号

昭
和
二
十
八
年
七
月
一
＿
＿
十
日

広
島
市
長

顎
流
物
拾
得
に
つ
い
て

左
記
の
物
件
に
つ
い
て
＂
拾
得
の
届
出
が
あ
っ
た
か
ら
、
心
当
り

の
方
は
広
島
市
役
所
社
会
課
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

翫

井

信
以

上

二

g
o
B
六
一
ク
荒
神
町
一
究
一

一

ク
西
塑
音
町

-＿丁目

見

西
一

中
―
-
―
-
9
0
-
―
―

□i

皆
実
町
三
丁
一

中
―

101l̂
＿

ク

旭

町

―

―

―

―

泣

七

久

保

之

信

t
lー
↑

西
一
―
―
-
―
―
-o一
言

疇

疇

音

町

一

国

塀

一

竺

芦

芦

一

ク

餓

町

-

l

o

/

1

―

二

前

田

勉

麟

株

式

会

社

:
千
田
町
＿
―
-
丁
ー
藤
田
自
動

q

一
目

尻^―-0-――六

中
一

南西
―
-
＿
四
＾
―
―
―
―
ク
水
、
主
町

1011
一
妙
見
青
果
有
限
会
社

-

―

有

限

会

社

中

央

特

殊

中

＿

l

空

釜

ー

各

田

町

一

丁

目

丙

撚

浅

工

業

所

ー

条

件

一
、
入
札
及
び
開
札
年
月
日

入
札
昭
和
二
十
八
年
八
月
十
二
日
午
前
十
時

開
札
昭
和
二
十
八
年
八
月
十
二
日
午
前
十
一
時

一
、
入
札
場
所
広
島
市
役
所
徴
牧
課

て
入
札
加
入
契
約
保
証
金

買
受
各
自
の
見
稲
価
格
の
百
分
の
五
以
上
（
原
則
と
し
現
金
を
も

つ
て
納
付
す
る
こ
と
。
但
し
。
録
行
保
証
小
切
手
は
可
。
）

一
。
時
宜
に
よ
り
公
売
電
話
加
入
権
の
全
部
又
は
一
部
を
公
売
し
な

い
こ
と
が
あ
る
。

一
、
契
約
保
証
金
は
契
約
不
腐
行
の
と
き
は
没
収
す
る
。

一
。
公
売
代
金
は
現
金
を
も
つ
て
八
月
十
七
日
ま
で
に
納
付
す
る
こ

と
。
（
銀
行
保
証
小
切
手
は
可
0
)

岡

茂

雄

田
坂
製
針
株
式
会
社

西

本

安

芙

ヽ•
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広
島
市
告
示
第
九
十
•
l
-
l
号

左
記
の
者
に
対
す
る
昭
和
二
十
七
年
度
電
話
加
入
権
差
押
通
知
書

は
｀
住
所
不
明
の
た
め
送
達
不
能
に
つ
き
．
地
方
税
法
第
二
十
条
及

ぴ
広
島
市
税
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

昭
和
1
一
十
八
年
七
月
1
-
+
＝
一
日

広

島

市

長

翫

井

n3 
―――-
U
 

一
。
広
島
市
南
闊
晋
町
一
＿
＿
菱
町
内
い
一
0
九
区

深

堀 信
坂
本

太
郎

,．
 

◎
 

I
―●ー・・一●一――――●●

広
島
市
告
示
第
九
十
二
号

左
記
の
者
に
対
す
る
昭
和
二
十
八
年
度
不
動
産
差
押
調
雹
は
、
住

所
不
明
の
た
め
送
達
不
能
に
つ
き
、
地
方
税
法
第
一
＿
十
条
及
び
広
島

市
税
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

昭
和
二
十
「
八
年
七
月
十
六
日

広

島

市

長

浜

井

B
 

弓
n

て
広
島
市
舟
入
川
口
町
四
三
0
ー
一
番
地

音
I

d
 

告

示

,
 
.. -
1
-
―’
 

附

剖

J
の
規
則
は
~
公
布
の
日
か
ら
論
行
す
る
。

ニ
前
イ
畜

p
及
び
ハ
に
定
め
る
も
の
の
外
、
市
長
は
、
傷
害

の
程
度
を
勘
案
し
て
一
万
円
以
下
の
見
舞
金
を
支
給
す
る
こ

と
が
あ
る
。

二
前
号
以
外
の
場
合

医
師
の
診
断
に
よ
り
、
一
週
間
を
こ
え
な
い
限
度
に
お
い
て

治
釈
に
要
す
る
実
費
を
支
給
す
る
。

第
三
條
競
輪
場
に
お
け
る
応
急
処
骰
及
び
医
謗
室
治
療
に
要
す
る

喪
用
は
富
本
市
が
負
担
す
ろ
。

第
四
條
医
務
室
治
療
を
受
け
て
競
輪
に
参
加
す
る
場
合
に
支
給
す

る
治
療
費
及
び
療
狡
見
舞
金
の
額
は
、
医
師
の
診
断
し
た
予
定
治

療
日
数
か
ら
医
移
室
浩
療
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
に
つ
き
計
算

し
た
額
と
す
る
。

広
島
市
告
示
第
九
十
六
号

市
逍
の
供
用
開
始
に
関
す
る
告
示

左
記
の
通
り
、
道
路
の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
追
路
怯
（
昭
和
二

十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き
公
示

す
る
。

路

線

名

一

区東
霙
町
旧

ら

東

冥

仁
保
町
字

渡
絋
扮
鼓

詐
・
不
線

一

-
＾
-
1
0
,
 1-――七写一

淵

崎

臨

二

保

町

字

西

ー

／

割

樋

―

―

諏
端
b
ら

匝

渡

線

仁

保

町

露

霰

疵

ま

で

-

―

広

島

皆

実

町

御

幸

橋

東

詰

か

ら

―

―

―

鸞
町
県
営
浅
橋
可
部
宇
•
1
0
-
一
竺
―
贔
―
―
-
―
主
一

臨

泄

綿

品

港

線

終

点

ま

で

一

―起

点

―

―

早
、
乎
し
七

0≫
九
六

a-

―

―

 

式
会

＇ 

南

^
-
、0
0
~

―

―

 

_
-

江

ー
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業
東
部
復
興
土
地
区
画
整
理
施
行

に
伴
う
左
記
の
土
地
は
｀
土
地
区
画
漿
理
委
員
会
の
諮
問
を
経
て

仮
換
地
予
定
地
が
変
更
に
決
定
し
た
か
ら
•
関
係
者
は
東
部
復
興

事
移
所
で
詳
細
承
知
さ
れ
た
い
。

二
土
地
所
有
者
に
対
す
る
仮
換
地
予
定
地
の
指
定
通
知
害
は
，
土

地
所
有
届
を
提
出
済
の
者
に
の
み
送
逹
す
る
。
な
お
｀
土
地
所
有

届
を
ま
だ
提
出
し
て
い
な
い
者
は
。
至
急
提
出
さ
れ
た
い
。

三
今
回
発
表
の
土
地
を
。
売
却
又
は
誰
渡
す
る
と
き
は
．
事
前
に

必
ず
東
部
復
興
事
移
所
に
協
談
の
上
．
取
h
運
ぴ
願
い
た
い
0

万

一
連
絡
が
な
い
場
合
は
、
決
定
し
た
仮
換
地
予
定
地
を
取
り
消
す

こ
と
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
＂
始
非
連
絡
方
実
行
さ
れ
た
い
。

四
前
記
仮
換
地
予
定
地
の
使
用
開
始
の
時
期
及
び
借
地
権
そ
の
他

の
権
利
に
つ
い
て
は
、
追
つ
て
指
定
す
る
。

第
四
十
回
仮
換
地
予
定
地
変
更
指
定
の
発
表
に
つ
い
て

広

島

市

長

浜

井

信

昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
八
H

逍
路
の
種
類

路

線

名

逍
路
の
区
域

広
島
市
告
示
第
九
十
五
号

道
路
区
域
決
定
に
腐
す
る
告
示

逍
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
基
き
、
道
路
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
決
定
す
る
。

そ
の
脚
係
図
面
は
．
広
島
市
建
設
局
土
木
課
に
お
い
て
一
般
の
縦

閤
に
供
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
一
l
-
H

広

島

市

長

翫

市

道

左
記
の
と
お
り

ク

井

信

広
島
市
告
示
第
九
十
七
号

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
市
建
設
局
土
木
課
に
お
い
て
一
殷
の
縦

窃
に
供
す
る
。

昭
和
1
一
十
八
年
七
月
二
十
三
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

B
 ＇ 

I
 

路

線

名

二

噂

疇

麟

一

供

用

開

始

期

日

一

摘

要

雲
記
ー
ー
線
一
昭
和
二
十
八
年
四
月
十
七
日

〗
＊
線

l
 

ー

淵

崎

露

グ

一

ク

―
-

，
隣
渡
ー
線
一

』

麟

一

グ

一

ク

＿

紐

波

東

線

ク

一

―
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島
市
告
示
第
百
四
号

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
一
H

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

広
島
市
東
部
復
興
土
地
区
詞
漿
理
地
区
内
の
市
有
地
売
却

に
つ
い
て

広
島
市
平
和
祀
念
都
市
建
器
事
業
東
部
復
典
土
地
区
厠
益
碑
雄
行

地
区
内
の
過
小
宅
地
所
有
者
並
び
に
関
係
者
を
救
済
す
る
た
め
＂
左

記
甕
地
を
次
の
各
号
の
一
に
聾
苓
ろ
者
（
所
有
｛
！
る
土
地
が
祁

央
上
誼
路
及
び
溝
渠
放
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
叉
は
東
部
及

び
西
部
復
興
土
地
区
同
監
瑯
地
医
内
で
換
地
若
し
く
は
そ
の
他
の
迎

―

-
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•• 

，

．

，

 

．． 

‘
 A

"
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、
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,
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‘
,
9
J
i
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9、
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と

11'i,'‘

ー
，
ー
ー
ー
ー
1
-
9
ー
ー
ー
ー
ニ
璽
既
に
土
地
の
交
付
を
受
け
た
も
の
文
は
将
来
受
け
る
よ
う
に
な
一

-
—
っ
て
い
る
も
の
を
詮

v
o
)に
、
売
却
す
る
か
ら
｀
買
受
希
翫
者
は
申

大
手
町
六
論
七
．
八
｀
九
丁
目
一
I
I
二
十
日
一
市
役
所
一
―

国
泰
寺
町
。
雑
魚
阻
町
い
胚
町
」

i
'：ー＇ー＇ー11,＇11,1,1'ー，1,

-

i

薔
（
東
部
復
興
事
讐
所
備
付
）
を
提
出
さ
れ
た
い
。

1
9
9
,
l
'
1
1
ヽ
1
,
―

―

市
内
（
東
祁
地
区
）
ー
I
I
二
十
六
B
-
I
I

l
l
'ー
ー
ー
'
|
'
：
ー
1
ー
！
ー
：
ー
，
1
1
ー
ー
'
,
1
9
9
9
,
I
I
I
I
I
ヽ
・
ニ
靡
―
―
十
年
八
月
十
五
日
現
弯
ー
坪
以
上
二
十
坪
未
満
の
土

；

1

|

ー
ー
ー
ー
ー
ー
地
所
有
者
で
あ
っ
て
．
引
き
続
き
所
有
網
を
有
す
る
も
の

-
l
l

二
十
七
H
i
l
I

ー＇ 

-
I
I
二
十
八
円
_
ク

i

二
昭
利
二
十
年
八
月
十
五
晶
羞
一
坪
以
上
ニ
ャ
坪
未
満
の
土

II 

地
所
有
者
で
あ
つ
て
；
昭
和
二
十
六
年
十
二
月
一
―
-
+
-
H

喜
’1

1

1

ー

ー

・

璧
器
第
百
四
十
二
条
但
雹
に
規
定
す
る
璧
巌
定
期
検
査
実
施

所
有
権
を
移
転
し
た
も
の

の
期
日
及
び
場
所

一
実
施
期
H
昭
和
二
十
八
翠
二
月
一
H
か
ら
昭
和
二
十
九
年

・
一
月
―
―
-
+
-
H

喜

―

-

―
―
央
廊
場
所

l

同
法
同
条
第
一
号
に
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
土
地
一

二

叉
は
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
所
在
の
塙
所

――― 

2

同
法
同
条
第
二
号
に
定
め
る
も
の
に
あ
っ
て
ほ
、
そ
の
計
益

器
の
所
在
場
所

四二ヰ
-
]
 

広
島
市
告
ー
ホ
第
百
一

l

一号

昭
和
二
十
八
年
八
月
宜
日

広

島

市

長

慌

左
祀
の
涌
h
定
例
市
議
会
を
招
叙
杢
す
る

B
 

n
1
U
 

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
二
日
午
後
一
時

広
島
市
役
所

井

信

p, 1 

広
島
市
告
示
第
百
二
号

昭
和
二
十
八
年
八
月
三
日

広
島
市
長

源
流
物
拾
得
に
つ
い
て

左
記
の
物
件
に
つ
い
て
．
拾
得
の
届
出
が
あ
っ
た
か
ら
．
心
当
り

翫

井

信

浜

広
島
市
告
示
第
百
一
号

昭
和
二
十
八
年
度
定
期
収
入
。
固
定
資
産
税
第
一
期
徴
税
令
密
偽

市
内
富
士
見
町
田
中
キ
ク
外
＿
＿
＿
八
九
八
件
畜
住
所
不
明
の
た
め
送
逹

不
能
に
つ
き
｀
地
方
税
法
第
二
十
条
及
び
広
島
市
税
条
例
第
十
一
条

の
競
定
に
よ
り
、
八
月
一
H
か
ら
八
月
十
四
日
・
ま
で
の
十
四
日
間
公

示
す
る
。

な
お
。
右
公
示
分
の
納
期
は
~
昭
和
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
同

月
三
十
一
日
ま
で
と
あ
る
を
、
同
年
七
月
一
日
か
ら
八
月
十
五
日
ま

で
に
変
更
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日

広
島
市
長

井．

信

B
 

1
h
K
A
 

漁
船
老
隻
（
ポ
ー
ト
型
。
木
造
）

長
さ
九
尺
．
幅
一
二
尺

広
島
市
宇
品
町
県
営
棧
招
沖

防

波

堤

附

近

．

一
~
拾
得
月
日
昭
称
一
＿
十
八
年
七
月
十
四
日

一
~
拾
得
者
広
島
市
宇
品
町
畠
山
順
之
助

広
島
市
告
示
第
百
号
．

昭
和
二
十
八
年
度
定
期
牧
入
市
民
税
第
一
期
督
促
状
｀
市
内
西
白

烏
町
士
井
正
夫
外
ニ
―

-
0七
件
、
住
所
不
明
の
た
め
送
逹
不
能
に
つ

き
、
地
方
税
法
第
二
十
条
及
び
広
島
市
税
条
例
第
十
一
条
の
規
定
に

よ
り
．
八
月
一
日
か
ら
八
月
十
四
日
ま
で
の
十
四
日
問
公
示
す
る
。

な
哭
右
公
示
分
の
督
促
指
定
期
限
は
、
昭
和
二
十
八
年
七
月
二

十
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
と
あ
る
を
．
同
年
七
月
二
十
日
か
ら

八
月
十
五
日
ま
で
に
変
更
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日

広

島

市

長

浜

井

信
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島
九
軒
町
一

l

六
プ
ロ
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画
地

二
七
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一
合
外
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八
策
計
四
、
六
六
一
一
一
坪

一
合
九
勺
（
内
訳
別
紙
の
通
り
）

随
意
契
約
に
よ
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
日
か
ら

昭
和
二
十
八
年
九
月
三
十
日
ま
で

申
謂
場
所
広
島
市
基
町
広
島
市
建
設
局
東
部
復
興
寧
語
所

申
詰
期
問
経
過
後
の
申
語
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し
な
い
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市
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地

調

雹
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方
怯

申
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間

売
却
土
地

以

上

記

. "，贔

浜

定
期
検
査
日
程
表
（
東
部
地
区
）

ー

，

記

ー

施

区

城

一

麟

醗

疇

T
一

言

温

ー

仁
保
町
（
青
崚
向
洋
~
塀
越
）
一
十
月
五
且
青
崎
小
学
校

霞

ぶ

順

悶

戸

―

ー

六

H

一

尾

長

小

学

校

裔
町
、
南
猥
屋
町
、
西
照
屋
一
ク
七
日
＿
荒
神
小
学
校
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町喜

町

一
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八

日
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須
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-
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原

町

一

グ
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日

グ
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牛

田

町

一

ク

十

一

1
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日
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牛

田

小

学

校

峠

麟

瓢

『

置

呵
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ク

十

九

日

＿

段

原

小

学

校

噂

麟

臼

鱈

百

醤

一

グ

1

一

十

日

ア

山
町

綬
眠
剌
関
町
ー
蘭
躙
町
ー
段
丁
、
二
十
；
―
段
原
中
学
校

誓
出
町
、
段
原
山
に
町

闘
悶
尉
1麟
烹

□□二
十
二
日

l

ク

広
島
市
告
示
第
百
二
号
の
二

計
葉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
七
号
）
の
規
定
に
基
き
.

広
島
市
東
部
地
区
の
計
裁
器
定
期
検
査
を
次
の
よ
う
に
実
施
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
四
日

広
島
市
長

井

信

の
方
は
広
島
市
役
所
社
会
課
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。
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昭
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日
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一
ク
ニ
十
＿
―
-
日
一
仁
保
小
学
校

（
本
洞
淵
崎
作
木
）

下

仁
保
町

佃
藤
町

仁
保
町
（
日
宇
那
｀
楠
那
五
一
ク
ニ
十
四
日
―
楠
那
小
学
校

包

！
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1
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ー
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1
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鼻
（
大
河
）
出
汐
町
、
旭
＿
I
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-
ー
十
六
日
一
大
河
小
学
狡

町

言
｀
門
翠
町
"-II-_t-珀

Ii

屡
誓
丁
目
、
宇
品
町
東
部
一
”
―
―
-
+
H
＿
皆
実
出
張
所

宇

品

町

一

ク

ー

ー

ー

十

一

日

一

宇

品

出

張

所

宇

品

町

一

十

一

月

四

日

一

詈

血

小

学

狡

一

宇

品

町

一

グ

五

H

I

I

襲
嗜
脳
闘

9-ク
九

日

白

島

小

学

校

島
中
町
、
西
白
島
町
・
東
白
島

如
い
ヒ
葉
の
里
。
基
町
北

壽

（

西

南

）

猿

楽

町

璽
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十

旦

公

民

銅
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大
手
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一
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二
丁
目
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四
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一

IJ

十
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一
胃
小
学
校

誓
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丁
堀
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上
流
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町
＿
”
+
1
1
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一
熾
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小
学
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上
帯
〗
東

製
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、
平
田
屋
町
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屋
町
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研
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ー
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五
丁
目
、
中
町
、
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屋
ク
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一
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校

町
。
下
中
町
．
西
魚
屋
町
、
袋

町
｀
塩
屋
町
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尾
道
町
、
新
川

場
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、
鳥
屋
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、
三
川
町
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—-•' 広
島
市
告
示
第
百
五
号

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
二
日

広

島

市

長

浜

井

信

―

―

―

第
二
回
H
米
太
平
洋
市
長
会
談
出
席
の
た
め
市
長
在
外
中
（
昭
和

二
十
八
年
八
月
十
一
＿
一
日
か
ら
）
は
、
地
方
自
治
法
第
百
五
十
二
条
に

よ
る
市
長
代
穏
翌
（
昭
和
一
＿
十
六
年
六
月
十
九
日
広
島
市
規
則
第

二
十
一
号
）
の
親
定
に
よ
り
、
広
島
市
助
役
高
山
一
ー
ー
ー
が
そ
の
職
猪

を
代
迎
す
る
。

一
七

昭
和
二
十
八
年
度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追
加

歳

入

市

税

金

百

八

拾

老

万

千

円

一
普
遥
税
金
百
八
拾
壱
万
千
円

歳
入
合
計
金
百
八
拾
壱
万
千
円

歳

出

ー
ー
役
所
袈
金
百
五
拾
九
万
千
円

ー
役
所
衆
金
百
五
拾
九
万
千
円

二

諸

哭

金

八

万

円

十
七
諸
支
出
金
金
式
拾
式
万
円

七
雑
支
出
金
式
拾
式
万
円

歳
出
合
計
金
百
八
拾
壱
千
万
円

歳
入
出
差
引
残
金
な
し

広
島
市
告
示
第
百
七
号

八
月
十
二
日
市
議
会
の
識
決
を
経
た
昭
和
1
一
十
八
年
度
広
島
市
歳

入
出
予
算
追
加
の
要
領
は
~
次
の
遥
り
で
あ
る
。
但
し
、
こ
の
予
算

は
、
即
日
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
二
日

広
島
市
長

浜

井

信

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
二
日

広
島
市
長

源
流
物
拾
得
に
つ
い
て

奈
記
の
物
件
に
つ
い
て
拾
得
の
届
出
が
あ
っ
た
か
ら
、
心
当
り
の

方
は
広
島
市
役
所
社
会
課
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

B
 

-＝日

一
、
品
名
モ
ー
ク
1
船
（
新
造
船
）
一
隻

長
さ
二
十
尺
幅
四
尺
五
寸
深
さ
＿
一
尺

一
、
拾
得
場
所
似
島
町
長
浜
沖
合

一
、
拾
得
月
日
昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日

一
~
拾
得
者
広
島
市
似
島
町川
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師

夫
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央
喜
ヽ
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期 莉

問 類

i

1

 

,1
,99し
，＇，
91,
1

... 
i 

i 

広
島
市
選
挙
筈
四
委
翠
笠

委

餃

長

平

井

憲

＇

太

郎

B
 

至ロ

-
、
H
時
昭
和
二
十
八
年
八
月
五
日
午
後
一
ー
一
時

一

．

場

所

広

島

市

役

所

広
運
菅
告
示
甲
第
二
十
五
号

i
-

」
•
9
L

■
-
1
-
―

-
5
-

」

J
-

＿
_
＿
_
＿
＿
―
―
―
―
―

ロ
戸
臼
口
汀

□虞
[
[
[
1
1

瓢讐{-

□-
―
秩
島
鴨
ー
一
広
島
市
皆
実
町

ー

―

ー

＇

ー

|
L

写

，

且

二

岡

野

龍

ニ

―

広

島

市

靡

欝

町

II 

ーー藍呻

兄

，
 

1

1

,

、

ー

9

1

1

1

1

ー

自
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
）

后
昭
和
―
―
十
八
年
六
月
―
―
―
十
日

該
当
な
し

昭和 28年 8 月 20日 広 島 市 報
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I 

政
治
資
金
規
正
怯
第
十
二
条
の
親
定
に
よ
る
報
告
害
の
疫
旨
は
、

次
の
遥
り
で
あ
る
。

昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
七
日

政
治
貸
金
拒
正
怯
第
十
二
条
に
よ
る
報
告
害`

 

七

年

五

月

一

H

七
年
十
二
月
ー
―
-
+
-
H

自
昭
和
二
十

至

r和
二
十

自
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
H

至
昭
郡
二
十
八
年
六
月
＝
一
●
日

自

昭

和

二

十

七

年

五

月

一

H

)

報
告
害
の
疲
旨
ご
至
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
ー
―
-
+
―
日

，
 

ご

盗

百

報

告

o

f

一
件
五

円
以
上
の

1
"
の

一
了
上
両
以
上
百
円
以
支
Ill
の

一

翡

円

以

上

l
 •• 

政

党

一

右

裏

誓

し

牧

入

又

出

―

の

窟

印

の

寄

一

の

支

出

て

1
1
1
-

受
埋

の
他
の
言
三
一
醗
飼
ー
ー
一
雰
四
は
ロ
ー
麟
9

冨〔言呈

醤
讐
〗
―
`
ー-
I＿
い
鴫
―
―
-
一
い
釦
ー
一
、
ー
一
疇

靡

＿

＿

＿

―

―

-

_

-

（
自
昭
和
二
十
八
年
一
月
一

R
)

:
_
'
ー
1
1
1
,
、
,
＇
i
l
'
]
I
i
ー

□叫
E-,T
ー
問
廿
円
胃

至
昭
和
―
―
十
八
年
六
月
―
―
―
十
日

―
―
i

呵
呈
ー
一
、
翌
ol
―-主-＿写芍

自

由

堂

―

―

広

島

市

ー

ー

ー

ー

ー

―

-

靡
一
ー
ー
一
ー
」
・
ー
，
ー
一
に
ー
，
9
ー
、
i
i
l
ー
，
ー
ピ
し
ー
'
|
』
-l,

四
、
再
要
な
寄
附
者
及
び
支
出

自

昭

和

二

十

七

年

布

月

一

日

)

日
寄
附
竺
、
至
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日

，

ー

1

9

,

1

 

住
所
又
は
主

心
及
び
一
戦
栗
一
た
る
事
務
所

政
党
、
協
会
一
寄
附
の
一
寄
附
者
の

一

そ

の

他

の

団

件

数

体

名

一

総

額

一

聾

ぃ

名

の

所

在

地

‘
,
＇
,
＇
 

9
9
9
1
1
,
＇
’
i
9
9
9
,
1
,
'
.
 

-
_
―1

0
~
=

三
｀
＇
―
-
羹1r
t

八
了
！

ぷ、

パ
ラ
チ
オ
ン
製
剤
（
ポ
知
狗
）
に
よ
る
恨
作
物
宙
虫
防
除
を
次
の
よ

う
に
実
施
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
H

（二）

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
H

広
島
市
選
挙
管
理
委
負
会
を
左
記
に
よ
り
開
催
す
る
。

支

出

（

畠

竺

言

誌

疇

i
-

肛
―
―
―
↑
五
）

耀
麟
疇
一
支
出
の
総
額
〗
数
一
支
出
の
目
的

I

I
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名

円
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0
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町
~
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本
君
枝
の
給
料

ー
一

謬

賢
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島
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`穀

H‘―
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―
交
通
費
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（
自
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
)

至
昭
和
二
十
八
年
六
月
―
―
ー
十
日

9

1

1

1

1

'

ー

ー

'

,

I

I

巴

芋
、
登
O

'

I

―
会
合
費

昌
＿
―
-
通
信
痰

．
 

広
選
管
告
示
甲
第
二
十
六
号

＼
＇
 

9.,‘` ら、

広
島
市
告
示
第
百
九
号

収

入

第
一
＿
款
森
本
収
入
金
四
百
六
拾
万
円

第
一
項

rt本
収
入
金
四
百
六
拾
万
円

第
一
ー
一
款
繰
蒙
椋
卸
柑
産
金
六
拾
式
万
六
千
九
百
四
拾
八
円

第
一
項
操
楚
棚
卸
柑
廂
金
六
拾
式
万
六
千
九
百
四
拾
八
円

収

入

合

計

金

五

百

式

拾

式

万

六

千

九

百

四

拾

八

円

支

出

第
1
一
款
建
設
改
良
毀
金
五
百
式
拾
式
万
六
千
九
百
四
拾
八
円

第
一
項
旅
設
費
金
五
百
式
拾
式
万
六
千
九
百
四
拾
八
円

（
綱
余
金
処
分
）

第一
l

一
条
繰
越
利
益
刹
余
金
の
う
ち
四
百
六
拾
万
円
は
.
こ
れ
を
次

に
掲
げ
る
と
お
h
処
分
す
る
も
の
と
定
め
る
。

建
設
改
良
痰
へ
繰
入
四
百
六
拾
万
円

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
二
日

広

島

市

長

浜

井

1

広
島
市
助
役
専
決
事
項
の
取
扱
に
つ
い
て

広
島
市
助
役
事
移
担
任
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
七
月
十
宜
日
広
島

市
規
則
第
八
号
）
及
び
広
島
市
役
所
事
謗
淡
裁
振
程
（
昭
和
二
十
六

年
八
月
九
H
広
島
市
訓
令
第
七
号
の
二
）
第
七
条
の
規
定
に
か
か
わ

ら
ず
。
当
分
の
問
担
任
助
役
の
謳
決
事
項
に
つ
い
て
は
｀
あ
ら
か
じ

広
島
市
長
戦
蒜
代
珂
者

広

島

市

助

役

高

山

一

―

一

一

め

他

の

助

役

の

決

裁

を

経

る

も

の

と

す

る

。
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昭
和
二
十
八
、
年
度
広
島
市
水
迩
事
業
会
計
追
加
予
算

（
総
則
）

第
一
条
昭
和
二
十
八
年
度
広
島
市
水
洒
事
業
会
計
の
追
加
予
算

は
．
以
下
に
定
め
ろ
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
収
入
及
び
支
出
）

第
二
条
収
入
及
び
支
出
の
予
定
を
次
の
と
お
り
追
加
す
る
。

浜

信

八
月
十
二
日
市
践
会
の
縦
決
を
経
た
昭
和
―
―
十
八
年
度
広
島
市
水

道
事
業
会
計
追
加
予
邸
の
要
領
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
但
し
、
こ

の
予
算
は
、
即
日
施
行
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
二
日

広
島
市
長

井

信

庁

中

般

広
島
市
訓
令
第
二
十
・
九
号

広
島
市
告
示
第
百
八
号

/ 

一
防
除
実
施
日
時
及
び
区
域

,

1

1

,

1

1

1

ー

1

9

,

'

実

施

期

日

一

実

施

時

間

一

実

施

生

産

区

名
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毘
―

7Tl_＼
，
ョ
＂
ー
四
ー
＇

一

五

六

部

八
月
二
十
日
か
ら
午
前
七
時
か
ら

八
月
二
十
六
日
ま
で
一
芹
陸
八
時
ま
で

閏

ー

員

ー

蜃

屋

｀

双

＿

グ

．

一

ク

一

葉

|
i
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ー
1
1
'
ー
'
1
'
’
ー
'
|
1
]
羹
喜
虐
肩
ー

グ

□”
江

漿

似

島

＇

ー

ー

ー

ー

ー

一

叫

呵

開

訃

呵

躙

一

狽

、

庚

午

、

草

津

ー

グ

ク
ー

、

1

1

,

、

'

,

観
昔手

牛
田
東
、
西
薔
、
北
．

グ

一

ク

一

塁

禅

中

、

沖

西

、

土

',~; 

9
回
．
東
雲
本
浦
東
、
西
砿

グ

一

雙

塁

、

堀

縛

向

洋

、

大

i
9ーj

,
1
|
ー
|
」
—||
i詞
’
'
i
l
ー

1
'ー
！
＇

打
越
、
下
山
手
、
上
山
手
t

グ

ー

＇

ー

一

ク

，

9

-

大

芝

焉

ォ

薪

庄

｀

中

原

・

二
水
稲
二
化
跛
虫
（
な
か
ざ
し
）
二
化
期
の
駆
除
を
す
る
目
的
で

艇
栗
用
薬
剤
ボ
リ
ド
ー
ル
紛
剤
を
撒
布
す
る
。

三
ボ
リ
ド
ー
ル
は
人
畜
に
被
街
を
ぷ
ぽ
す
忠
物
で
あ
る
か
ら
、
特

に
撒
布
田
に
は
十
日
間
以
内
は
立
入
せ
ぬ
こ
と
。
ま
た
家
畜
の
銅

料
と
し
で
撒
布
附
近
の
雑
草
を
．
十
日
間
以
内
ほ
家
密
に
与
え

な
い
よ
う
完
分
注
意
す
る
こ
と
。

ヤー1-―●-――ニ―
◎
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令

．
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i
-
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―
-
―
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1

才

広
島
市
工
場
設
骰
委
員
会
委
員
を
解
く

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
五
日

岩

井

広
島
市
工
場
設
匹
委
員
会
委
員
を
委
詞
す
る

翌

架

委

員

会

委

員

中

邑

願
に
よ
り
辞
任
を
承
認
す
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
六
日
（
各
通
）

事

謗

吏

員

久

保

田

産
業
局
商
主
課
勁
務
を
命
ず
る

事
移
吏
負

福
祉
事
移
所
勤
幣
を
命
ず
る

隅

託

広
島
市
事
謗
吏
負
に
任
命
す
る

害
記
に
補
す
る

e. 

七
緞
四
号
給
を
給
す
る

戦
災
児
育
成
所
勁
謗
を
命
ず
る

事

狗

負
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八信敏

軍

修子 英夫彩雄男

繁 逍

丹

後

正

貞

尾

幸

雄

友

吉

元 章

村

時

昭
和
二
十
八
呼
八
月
充
日
開
催
の
広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会
は
。

こ
れ
を
延
期
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
五
日

広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井
-
_
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郎
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選
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告
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年
七
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1
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広
島
市
選
挙
管
理
委
員
会

委

員

長

平

井

憲

太

郎

皿
類
政
治
蓑
金
規
正
法
第
十
二
条
に
よ
る
報
告
密

自
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日

至
昭
和
二
十
八
年
六
月
一
＿
＿
十
日

却

間

―

―

―

報

告

害

の

要

旨

．
一

件

五

一

件

五

,
1
1
,

＇, 

墨
一
件
千
百
円
以
支
出
の
一
一
件

i-百

円

以

田

魯

覧

誓

そ

ぴ

牧

入

円

以

上

上

の

寄

上

の

支

出

点

支

の

交

理

各

右

の

右

阻

附

出

の
他
の
団
体
名
盲
:
]
は
ー
皿
畔

I
ーI―
面
「
画
—
一
面
蝉

1
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広
島
県
罠
科
医
師
な
し
一
ー
一
ー
一
ー
一
ー
一
な
し
一
ー
一
ー
一
ー
一
ー
＿
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-
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ー
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·
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一
~
第
五
十
ー
ー
一
号
磁
案
契
約
締
結
の
同
意
に
つ
い
て

閉
会
中
審
査

9
,

こ
町

•
9
9

,

．
 

9.
，
9
9
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1
,'◆・

.、．皇

．＇
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一
、
第
宜
十
二
号
誤
案

財
瓶
の
処
分
に
つ
い
て

一
~
第
一
＿
一
十
九
号
談
案

一
、
第
三
十
八
号
衆
案

契
約
締
結
の
同
窓
に
つ
い
一
J

閉
会
中
審
査

予
算
外
義
移
負
担
に
つ
い
て

閉
会
中
審
査

閉
会
中
審
査

市
長
の
附
限
機
関
の
設
砥
に
関
す
る
条
例

制

定

に

つ

い

て

原

案

可

決

審
茶
会
審
議
会
及
び
調
査
会
等
の
委
員
そ

の
他
の
樅
成
負
に
対
す
る
報
酬
及
び
袈
用

弁
償
条
例
制
定
に
つ
い
て
原
案
可
決

広
島
市
東
部
復
典
土
地
区
画
整
理
委
員
会

委
負
の
報
酬
及
び
袈
用
弁
償
条
例
制
定
に

つ

い

て

原

案

可

決

広
島
市
保
育
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る

条
例
制
定
に
つ
い
一
J

原
案
可
決

広
島
市
競
絵
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例

制

定

に

つ

い

て

原

案

可

決

基
本
財
産
の
管
理
に
つ
い
て
原
案
可
決

財

産

の

取

得

に

つ

い

て

原

案

可

決

契

約

締

結

の

同

意

に

つ

い

て

同

意

契

約

締

結

の

承

認

に

つ

い

て

承

認

昭
和
二
十
八
年
度
広
島
市
水
道
事
業
会
計

追

加

予

算

原

案

可

決

契

約

締

結

の

同

意

に

つ

い

て

同

意

昭
和
二
十
八
年
度
広
島
市
歳
入
出
予
算
追

，
J:

加

原

案

可

決

自
昭
和
ー
ー
十
八
年
一
月
一

E
)
広
島
市

一
、
昭
和
二
十
七
年
度
ご
至
昭
和
二
十
八
年
三
月
―
―

-+-13.

水

道

事

栗

決

邸

密

認

定

広
島
市
談
会
事
猪
局
設
樅
条
例
制
定
に
つ

い

て

原

案

可

決

一
、
誤
第
一
号
誤
案

一
、
第
七
十
宜
号
談
案

一
、
第
七
十
六
号
誤
案

一
。
第
七
十
号
議
案

て
第
七
十
一
号
説
案

一
、
第
七
十
二
号
寂
案

て
第
七
十
―
―
一
号
猿
案

一
、
第
七
十
四
号
議
案

一
、
第
六
十
九
号
裟
案

一
、
第
六
十
八
号
哉
案

一
、
第
六
十
七
号
議
案
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一
、
第
六
十
六
号
議
案

一
、
第
六
十
五
号
議
案
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現
在
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1
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浩
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旦
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弓

＾

玉
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大

河
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皇
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宇
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出
張
所
々
管
区
別
人
口
及
び
世
帯
状
況
に
つ
い
て

て

発

築

一
、
諮
第
四
十
四
号

一
、
諮
第
四
十
二
号

一
．
詰
第
四
十
一
号

一
、
詰
第
四
十
号

一
、
請
第
三
十
九
号

一
、
諮
第
三
十
六
号

一
、
諮
第
三
十
四
号

広
島
県
新
聞
会
館
建
設
に
対
し
助
成
金
下
附

に

つ

い

て

閉

会

中

審

査

元
相
生
橋
通
貰
通
存
置
に
つ
い
て

閉
会
審
査

二
葉
地
区
小
学
校
新
設
に
つ
い
て閉

会
中
審
査

国
泰
寺
中
学
校
校
舎
増
築
に
つ
い
て

閉
会
中
審
査

広
島
市
立
広
瀬
小
学
校
第
一
一
期
増
築
工
事
起

工

に

つ

い

て

閉

会

中

審

査

広
島
堅
光
学
園
の
事
策
遂
行
の
た
め
助
成
金

下
附
に
つ
い
―
J

閉
会
中
審
査

江
波
小
学
校
校
舎
増
築
施
設
照
備
に
つ
い
一
J

文
教
委
員
会
付
託
閉
会
中
審
査

太
田
川
改
修
促
進
特
別
委
員
会
設
匠
に
つ
い
一
J

議
長
一
任
に
決
定
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技

術

負

広
島
市
技
術
吏
員
に
任
命
す
る

技
手
に
補
す
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
七
日
（
各
通
）

、

事

謗

吏

員

竹

中

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
十
八
日

事

孫

吏

員

小

林

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
二
十
二
円

事

幣

吏

負

石

梱

箭

舟
入
病
院
事
移
長
を
免
じ
舟
入
病
院
勤
務
を
命
ず
る

児

玉

政

広
島
市
事
謗
吏
負
に
任
命
す
る

主
事
に
補
す
る

十
二
級
一
＿
一
号
給
を
給
す
る

舟
入
病
院
事
謗
長
を
命
ず
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昭
和
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十
八
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七
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十
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I 
痰

戸
籍
上
の
市
勢
に
つ
い
て

（
昭
和
一
＿
八
年
七
月
分
）

似

＇田

広
島
市
技
徽
吏
負
に
任
命
す
る

技
手
に
補
す
る

八
級
充
号
給
を
給
す
る

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
勤
移
を
命
ず
る

車

謗

吏

員

脇

田

休
戦
の
期
間
を
一
＿
i

固
月
間
更
新
す
る

、

中

広
島
市
渋
莱
委
員
会
委
員
に
選
任
す
る

助

役

坂

修

/ ‘ 

野

梼

実

昭
和
ー
ー
十
八
年
度
に
お
け
る
広
島
市
の
公

謗
員
に
対
す
る
期
末
手
当
の
支
給
の
特
例

に
関
す
る
条
例
制
定
に
つ
い
て

原
案
可
決

芳

雄

乳
児
院
兼
膀
を
命
ず
る事

移
吏
員

段
原
出
張
所
長
を
命
ず
る

事
謗
吏
員

皆
実
出
張
所
長
を
命
ず
る

亭

猪

吏

員

菅

総
辞
局
徴
収
課
徴
収
第
一
係
長
を
命
ず
る

事

移

吏

負

梶

総
謗
局
徴
収
課
徴
収
第
一
＿
一
係
長
を
命
ず
る

事

稔

吏

負

川

本

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
庶
謗
課
業
移
係
長
を
命
ず
る

事

猪

吏

員

高

踏

健

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
会
計
課
経
理
係
長
を
命
ず
る

寧
弱

吏

負

河

村

正

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
会
計
課
調
理
係
長
を
命
ず
る

寧

涵

吏

員

高

田

卓

ク

西

本

紀

総
秘
局
峨
員
課
勤
酪
を
命
ず
る

技

術

吏

負

日

山

ク

西

川

願
に
よ
り
本
職
を
免
ず
る

事
謗

吏

員

渡

辺

広
島
市
出
納
員
を
命
ず
る

昭
和
二
十
八
年
七
月
三
十
一
円
（
各
遥
）

惑

井

降

良

ヘ市
八 会
月議
十決
＝事・

g項 l雑

◎ 

報

斐

太

-+←•と

央 元

之吾

太

奇男

渡 平

井 原 辺 井

政 道 良 武

雨 '‘
 汐 苧

表 義

羞
六 ＝ ニ

一-・・. ．、．．

一
て
第
六
十
四
号
競
案

宮

本

夫

新

関

夫

中

下

勝

佐

々

木

亮

新

田

行

太

村

田

ま

さ

き

熊

チ

ド

リ

大野

村

覚

広
島
市
失
業
対
策
事
業
就
労
者
就
職
資
金
錠
付
審
査
会
委
員
を
委
嘱

す
る

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
日
（
各
遥
）

技

術

吏

員

甲

斐

．

事

移

吏

負

永

井

広
島
市
職
員
考
査
委
員
会
臨
時
委
員
を
命
ず
る
（
各
通
）

昭
和
二
十
八
年
八
月
四
日

技

衛

吏

負

甲

社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
長
を
命
ず
る

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
五
日

グ
9
・

市
践
会
誤
員

Il 

貞 正

江

口

芳

丹

羽

順

原

田

郎

ク

山

手

光

広
島
市
失
業
対
策
事
業
就
労
者
就
職
査
金
錠
付
審
査
会
委
員
を
命
ず

る
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執

行

委

員

長

中

村

忠

躙

執

行

委

員

長

本

田

尚

IJ

山

野

忠

治

啓

記

長

沼

田

常

誰

執

行

委

員

大

村

簗

見

ク

安

達

昭

久

,
1
~
,

＇
_
•
9

』

て
本
市
の
出
生
と
死
亡
か
ら
見
た
増
数

男

一

九

五

人

女

一

六

五

人

一
日
平
均
一
て
六
一
人

一

、

前

年

右

同

男
ー
ニ
ニ
人
、
女
―
―
―
四
人

-
H
平
均
七
。
九
人

一
、
謄
抄
本
作
製
数
巧
七
―
―

-
0枚

喜

四

．

七

式

0
枚
従
事
人
負
延
―
―
―
●
―

-

A

]

-

、
毎
約

一
人
平
均

l

-

＿

六

枚

一

R
平

均

一

七

で

九

枚

広

島

市

賤

負

餌

合

規

約

第

十

六

条

に

次

の

但

雲

を

加

え

る

。

コ
ピ
ア
防
写
器
九
八

0
枚

．

一

但

し

〇

委

員

会

が

脊

ゃ

む

を

得

な

い

喜

誓

る

と

認

め

た

一

、

失

期

件

数

―

―

ー

九

件

ー

と

き

に

限

り

、

組

合

の

構

成

員

た

る

す

べ

て

の

職

員

が

平

等

に

参

内

訳

一

加

す

る

機

会

を

有

す

る

直

接

且

つ

秘

密

の

投

票

に

よ

る

全

員

の

多

出
生

1

一

七

死

亡

九

後

見

開

始

一

数

決

に

よ

り

｀

大

会

に

お

い

て

議

決

｀

す

る

こ

と

を

要

件

と

す

る

事

＿
項
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

相

続

一

離

婚

一

言
（
）
は
本
籍
地
以
外
で
の
事
件
を
本
箱
地
で
あ
る
本
市
へ
郵
―

|
i
i
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ー
！
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•
9
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i
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ー
ー
ー
！
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送
届
出
た
も
の
0

婚
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冨

綺

出

要

死

亡

ほ

一

二

十

一

日
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正

q
•
-
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I
I
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i
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』
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i
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,
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9
-
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！
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r
_
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,
；
,
'
’
I
I
’
,
9
9
-
-

―
U
―
●
一
S

●
_
―
―
:
i
l

・

分
｀
そ
の
他
は
二
十
七
円
分
で
計
邸
し
た
も
の

,
i
!
！
i
ー
1
1
,
：
.
,
1
,
'
9
•
9
9
9
,
1
,
＇
.
,
；
昭
和
二
十
八
年
七
月
二
，

T
-―
-
日
付
広
島
市
報
号
外
（
水
道
事
莱
の

＇
ニ
―
―
―

-
1

●

會

広
島
市
職
負
組
合
の
役
員
の
改
任
及
び
規
約
の
究
更
に
つ
い
て
昭
業
務
状
況
公
表
）
中
、
第
七
頁
中
段
二
十
二
行
「
第
一
資
本
瑚
余

和
二
十
八
年
八
月
十
七
日
次
の
と
お
り
登
録
事
項
を
変
更
し
た
。
金
」
と
あ
る
は
「
第
一
利
益
剰
余
金
」
の
誤
り
。

て
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市年表第二法二査
藍六
査月

す七十第号

委三
る項七百 結

員十°の年九
日規度十 果

定定九
に期条 の
よ煕：第，
り査三

J"¥. ム、

嘉贔麿 表
結行規
果 し 定
をたに

目

次

頁

東

京

出

張

所

・

・

・

・

・

・

一

競
輪
競
馬
事
務
局
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
三

市
長
室
、
会
計
課
、
秘
書
課
及
び
渉
外
鰈
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一

0

水
遥
局
・
・
・
：
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
一
四

．．
 

＾
，
．
乳
晨
翠

ヽ

虚

広

島

市

役

所

．

，

・

広
島
市
国
泰
寺
町
―
―
―
九
＇
〗
・
＼

中
翌
元
（
労
政
課
）
西
一
立
癸
（
東
部
復
興
事
移
所
）
し
．
〗

中
廃
一
（
保
健
所
）
中
―
―
―
101
(

水

逍

局

）

久

9

.

中――――-ヰ-}.（代表）

中六＿＿
R
-

中
一
六
癸
（
市
会
事
務
局
）
中
一
醤
ー
（
市
民
病
院
）
中
OI
―
―
兄
（
将
察
本
部
）

．． 
、•
P

電
話
中
一
六
岩
（
秘
．
害
課
）
中

0
1
~
0
(
舟
入
病
院
）
西
四
＿
＿
＿
一
（
消
防
．
局
）

中
一
益
＾
（
会
計
課
）
西
―
-og-
（
中
央
卸
売
市
場
）
西
―
―
-g
―
―
主
（
児
章
文
化
会
館
）
，
＊

、

中

至

癸

（

徴

収

課

）

中

0
翌
七
（
工
芸
指
蒋
所
）
西
＝
器
―
-
（
中
央
公
民
館
）
～
9
・

中
三
器
一
（
総
移
局
総
謗
課
）
中
―
-
＝
＝
（
競
輪
競
馬
事
辞
所
）

本
市
東
京
出
張
所
は
、
昭
和
二
十
四
年
四
月
中
央
諸
官
庁
じ
ら
れ
将
来
機
樅
の
拡
充
等
に
よ
り
職
員
の
贈
員
を
な
す
と
き
｀
ヽ

と
の
連
絡
を
密
に
し
、
市
政
の
円
滑
な
る
連
営
促
進
を
図
る
た
は
到
底
円
滑
な
る
事
移
の
遂
行
は
困
難
が
予
想
せ
ら
れ
る
か
ら
。
〗
•

こ
の
点
充
分
考
慮
す
べ
き
要
が
あ
る
。
書

め
、
現
在
の
東
京
都
千
代
田
区
日
比
谷
公
園
一
番
地
東
京
市
政

会
館
内
に
事
移
所
を
設
腔
し
た
の
で
あ
っ
て
、
開
設
以
来
主
と

3

職
員
の
配
置
と
待
遇
に
つ
い
て

し
て
本
市
各
種
事
業
糞
の
起
債
認
承
、
＇
国
庫
補
助
額
の
要
昭
、
当
所
職
員
に
つ
い
て
は
本
市
面
京
出
張
所
曲
庶
直
規
則
に
よ
•
9
“

が

地
方
交
付
金
の
獲
得
遮
動
の
た
め
関
係
方
面
へ
の
連
絡
、
睛
願
り
、
所
長
、
所
員
若
千
名
と
定
め
ら
れ
、
こ
れ
が
定
員
に
つ
い
．
讐
ヽ
・
ぃ
包

及
び
陳
情
等
に
努
力
を
続
け
て
来
た
の

S

で
あ
る
が
、
今
回
は
こ
て
ほ
明
確
で
な
い
が
従
来
所
長
（
嘱
託
）
一
名
、
．
書
記
ー
名
・
土
．
勺
、
・
[9,

れ
ら
の
取
扱
事
移
が
い
か
よ
う
に
処
理
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
臨
時
事
移
員
一
名
、
計
三
名
が
勤
移
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
本
年
'
[
」

•
2ー●

状
況
を
は
握
す
る
た
め
、
藍
査
を
執
行
し
た
の
で
あ
る
。
五
月
一
日
付
を
も
つ
て
暫
記
が
交
代
す
る
と
同
時
に
新
た
に
書
・
・
・
〗

；
監
査
の
結
果
、
本
事
務
所
は
職
員
の
保
健
と
衛
生
的
見
地
よ
記
ー
名
が
増
員
さ
れ
現
在
四
名
と
な
っ
て
い
る
。

り
し
て
比
絞
的
好
条
件
に
恵
ま
れ
、
所
長
以
下
全
職
員
健
在
で
な
お
、
当
所
勤
狗
の
職
員
に
対
し
て
ほ
、
従
来
特
殊
佃
移
手
・
＇
晨
•
_
'
，

そ
れ
ぞ
れ
の
担
当
事
移
に
よ
く
精
励
し
、
事
啓
処
理
も
ま
た
概
当
と
し
て
、
一
ヵ
月
に
つ
き
所
長
一
万
円
、
．
害
記
ホ
千
円
、
事
[
〗

9〗

．
ね
適
正
に
行
わ
れ
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
た
が
、
一
部
そ
の
務
員
千
円
が
支
給
さ
れ
て
い
た
が
、
昭
斑
一
十
八
年
度
よ
り
こ
．
一

□[
4
.

暑
と
事
謗
処
理
の
面
に
お
い
て
は
、
な
お
今
後
の
研
究
と
改
の
規
定
が
廃
止
さ
れ
、
同
時
に
広
島
市
職
負
等
の
旅
衆
に
関
す
“
い
9
9
9

〗

善
に
ま
つ
も
の
が
あ
り
以
下
そ
の
祇
要
を
詔
述
す
る
。
．
る
条
例
の
運
用
の
．
一
部
改
正
に
よ
り
、
新
た
に
日
額
旅
既
と
し
’
'
[

て
所
長
三
百
円
、
主
事
ー
ー
百
円
、
書
記
百
五
十
円
、
事
務
員
百
、
い

2

当
事
移
所
は
、
財
団
法
人
東
京
市
政
調
査
会
と
本
市
市
長
と

の
間
に
お
い
て
昭
和
二
十
四
笹
一
月
、
藍
借
契
約
が
結
ば
れ
た
円
が
そ
れ
ぞ
れ
衷
給
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
い
＇
」
．

こ
れ
が
職
員
の
待
遇
に
つ
い
て
は
他
都
市
に
此
し
遜
色
な
か
も
心
，
＂
＇

も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後
職
員
及
び
事
移
載
の
増
加
に
伴
い

冑
し
む
る
よ
う
意
を
用
い
ら
れ
た
い
。
ま
た
、

5
職
員
の
給
料
に
つ
:
'
，
〗
'
[
〕

狭
臨
を
感
ず
る
に
至
り
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
現
在
の
室

ぃ
て
も
、
従
来
小
切
手
に
よ
り
送
金
し
て
い
た
が
、
現
在
は
勧
口

（
六
・
九
五
坪
）
に
移
転
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
問
三
回
に

業
銀
行
あ
て
に
送
金
し
、
出
張
所
に
対
し
て
は
電
話
連
絡
を
な
，
．
．
．． 

9

，
わ
た
り
契
約
内
容
の
一
部
改
正
が
行
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が

し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
ほ
事
移
手
続
の
＇
ぃ

g

監
査
の
糧
類
昭
和
二
十
七
年
度
定
期
監
査
・
一
賃
借
料
は
月
九
千
三
百
円
（
室
内
雹
燈
、
電
力
≫
電
話
料
金

繁
雑
を
避
け
る
上
か
ら
も
直
接
現
金
送
金
の
方
法
に
よ
り
す
み
．
．
r

監

査

の

時

期

昭

和

二

十

八

年

五

月

十

四

日

「

市

外

通

話

を

除

く

」

A

を
含
む
。
）
ば
」
な
っ
て
お
り
、
諾
官
庁

や
か
に
所
負
に
入
手
し
得
る
i
う
或
め
る
要
が
あ
る
0

.

＂

．
 

．
 
と
の
連
絡
及
び
周
囲
の
環
揉
も
よ
く
、
そ
の
位
既
は
最
も
適
し

監
査
の
対
象
広
島
市
東
京
出
張
所
々
管
に
係
る
事
猪
の
執
行

4

本
庁
と
の
事
務
連
絡
に
つ
い
て

状
況

．
．
 

て

い

る

と

い

え

よ

う

。

，

．

．

ヘ

；
ヽ
ヽ

四

監

査

の

結

果

左

記

の

逝

り

。

．

．

ー

し

か

し

な

が

ら

現

在

の

職

員

を

も

っ

て

し

丘

既

に

狭

溢

を

感

、

．

中

央

官

庁

に

対

す

る

陳

岡

詰

願

及

び

申

睛

等

の

処

理

て

ん

し
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京
出
張
所
公
舎
に
つ
い
て

i

公
舎
は
昭
和
一
平
＇
五
年
一
月
十
六
日
所
負
住
宅

t
し
て
買

~
—
た
も
の
で
あ
っ
て
、
敷
地
百
三
十
一
坪
、
建
坪
四
十
二
坪

三
合
八
勺
で
購
入
価
格
ほ
八
十
万
円
で
あ
り
、
京
京
都
杉
並
区

東
田
町
二
丁
日
百
七
十
七
番
地
に
位
し
、
現
在
初
代
所
長
一
家

、
と
外
に
所
毘
一
名
が
入
居
中
で
あ
る
が
、
国
に
初
代
所
長
は
昭

．．
 
和
一
干
五
年
九
月
三
日
付
を
も
っ
て
退
職
の
も
の
で
あ
っ
て
、

ー
.'’ 

．
 

i I 
I ． 

L 
， 

前
渡
査
金
の
取
扱
状
況
．

年

度

別

一

毀

金

．

受

高

梢

il司
劉
ご

ー

ー

ー

1「

平
＇
五
年
度
一
＾

3
-
8
8

~||+ 
二
十
六
年
度
_

_

 -om8-8-

・
訂
尉
記
一
酎
｀

高

一

疇

贔

一

備

考

8

皇
8--0‘8
食

器
、
皇

8-gr--
＿告―

含
垣
＿

8-
一き―――――

--8-

＿―

-m-年

8-
―-rg九＿＿
8-

•• 
,
 

，
 

算

執

行

状

況

9

年

度

別

一

最

終

予

蓋

―

決

算

額

不

用

額

一

備

考

・
ー
~

一
二
十
四
年
度
一
藍

‘̂
8-8-m-0、―――-七
-8
芸
哭
―
―

--8二

―

―

 

二
十
五
醤
＾
＿
四
、
突

o
-
8
-
q写
一
、
＝
旦

8-

六-『喜一

一

二
十
六
年
度
負
、

o
~
o
8羹
＾
翌

-
8
-
六0
、
―
―
―
―
ヰ

8
-ニ

―

二

二
十
七
年
度
＿
き
―

r
g
-
8一
璽
、
哭
年

8-
九
0
、―――

-g

こ
れ
が
使
用
件
数
及
び
支
払
金
額
等
不
明
で
あ
る
が
予
算
科
目
｀

中
に
も
借
料
及
び
損
料
と
し
て
該
当
裁
目
が
計
上
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
｀
滴
正
な
処
理
と
は
認
め
難
い
。
．
‘

な
お
、
前
渡
金
の
受
渡
し
に
つ
い
て
は
、
従
来
予
算
額
を
年

四
期
に
区
分
し
、
毎
期
の
精
算
終
了
後
に
あ
ら
ざ
れ
ば
次
期
の

前
渡
金
が
送
金
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な

、
措
囮
は
常
設
の
器
羅
所
費
に
年
間
を
涌
じ
四
カ
月
の
空
白
を

生
ず
る
こ
と
と
な
り
事
謗
執
行
上
、
す
く
な
か
ら
ず
不
便
で
あ

る
と
思
料
せ
ら
れ
る
の
で
こ
れ
が
取
扱
方
改
善
に
つ
き
考
献
の

戒
が
あ
る
。

予

算

の

競
輪
競
馬
事
務
局

監
査
の
租
類
昭
和
二
十
七
年
度
定
期
監
査

監
査
の
時
期
昭
和
二
十
八
年
五
月
十
八
日
か
ら
五
月
二
十

、
三
日
ま
で

ー
ー
ー
監
査
の
対
象
競
輪
競
馬
事
移
局

本
市
競
輪
事
菜
は
昭
和
二
十
七
年
七
月
一
日
の
改
正
自
転
車
競
抜

法
に
基
き
、
昭
和

1

ー
一
十
七
年
十
月
二
十
九
日
通
産
省
か
ら
正
式
に
許

可
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
同
年
十
二
月
十
四
日
第
一
回
を
央
施
、

、第
●● 9● 

.●  ●● 9● - ，． 引
き
継
ぎ
当
公
舎
に
在
居
す
る
こ
と
は
妥
当
と
認
め
ら
れ
な

い
。
本
件
に
関
し
て
は
既
に
昭
和
二
十
五
年
度
に
お
け
る
監
査

の
際
当
時
の
監
査
委
員
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
、
そ
の
後
、
後
任

所
長
に
お
い
て
も
口
頭
を
も
つ
て
退
去
方
督
促
し
て
い
る
よ
う
．

で
あ
る
が
、
末
だ
本
市
よ
り
正
式
に
文
害
に
よ
る
通
知
が
発
せ

ら
れ
て
い
な
い
実
情
で
あ
る
。
勿
論
本
件
に
関
し
て
は
種
々
の

事
梢
あ
る
こ
と
は
容
易
に
了
承
し
得
る
皮
退
職
後
既
に
一
一
年

八
カ
月
を
経
過
せ
る
今
日
な
お
末
解
決
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は

入
居
者
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
市
当
局
の
揖
置
が
あ
ま
り
に
も

緩
楓
で
あ
る
と
思
料
せ
ら
れ
る
か
ら
す
み
や
か
に
善
処
さ
れ
ん

こ
と
を
要
望
す
る
。

1
1
結

語

1
1

、

以
上
監
査
結
果
の
大
要
を
述
べ
た
ご
と
く
、
当
出
張
所
は
事
．

甕
乎
も
相
当
多
く
｀
且
つ
、
広
暉
に
わ
た
り
、
こ
れ
が
事
移
も

単
な
る
事
移
連
絡
に
と
ど
ま
ら
ず
、
一
定
の
枠
内
に
お
い
て
必

要
起
債
額
の
よ
り
多
き
認
承
及
び
補
助
額
、
交
付
金
の
痰
得
等

そ
の
任
謗
は
梃
め
て
重
要
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
存
在
価
値

と
必
要
性
に
づ
い
て
は
近
時
よ
う
や
く
内
外
に
認
め
ら
れ
つ
つ

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
当
事
移
所
常

勁
者
の
激
励
と
も
な
り
、
餡
率
増
進
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
当
事
謗
所
は
、
あ
く
ま
で
本
市
の
連
絡
機
関
に
過

ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
市
当
局
の
充
分
な
る
理
解
と
協
力

な
く
し
て
は
到
底
所
期
の
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ

る
か
ら
将
来
と
も
常
勁
者
の
苦
衷
に
一
悩
の
理
解
を
も
っ
て
こ

れ
が
任
移
達
成
に
迎
算
な
か
ら
し
む
る
よ
う
特
段
の
配
意
を
戒

望
す
る
も
の
で
あ
る
。
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末
が
充
分
で
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
あ
る
程
度
出
張
所
自
体
の

責
に
婦
す
る
も
の
も
あ
る
が
9

｀
王
と
し
て
本
庁
内
各
局
、
課
間

．
に
お
け
る
横
の
連
絡
に
欠
ぐ
結
果
で
あ
る
と
思
考
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
即
ち
、
本
市
職
員
が
各
種
用
移
の
た
め
東
京
都
に
出
張

す
る
場
合
は
、
主
管
課
長
を
経
て
市
長
室
長
に
そ
．
の
9

日
を
告

げ
、
市
長
室
長
は
直
ち
に
東
京
出
張
所
長
に
連
絡
す
る
よ
う
に
一

な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
完
全
に
実
行
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
で

あ
る
。
従
っ
て
、
関
係
官
庁
よ
り
説
明
を
求
め
ら
れ
た
際
、
所

、
長
の
全
く
関
知
し
な
い
事
件
に
逢
粛
す
る
こ
と
も
あ
り
、
特
に

．

事

務

処

理

事

年

度

別

一

謬

螂

＿

瓢

蝉

一

如

二
十
四
醤
―
-
．
四
椅
＿
五
叫
＿

二
十
五
年
度
ー
―
、

IL-
―
―
―
互
ハ
ー

二
十
六
年
度
一
＿
二
浮
八
一
直

二
十
七
年
度
一
―

-JL
六

＿

五

0
-

計
一
九
九
三
＿
ニ
ニ
四
＿

文

書

の

取

収

年

度

別

一

封

書

一

葉

二
十
四
年
度
一
戸
圏
一

二

十

五

年

度

一

嵐

二

十

六

年

度

一

は

二

十

七

年

度

一

遭

一

八

降隣
L
葉

此＿豆ふ
勾

一
四
三
＿

刑
釦
_

5

事
務
処
理
に
つ
い
て

バ
日
文
害
の
保
存
及
び
賂
理
は
充
分
と
い
え
な
い
か
ら
、
文
害

受
付
簿
を
備
え
付
け
て
幣
理
す
る
と
共
に
、
収
受
文
害
に
は

ヽ
ヽ
‘

必
ず
受
付
印
を
押
捺
亡
ら
れ
た
い
。
ま
た
文
書
の
編
さ
ん
及

現
在
広
島

計

｀

、
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び
保
存
区
分
に
つ
い
て
も
適
当
で
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
本

市
文
害
取
扱
規
程
に
照
し
、
処
理
に
逍
憾
な
き
を
期
ぜ
ら
れ

た
い
。な

お
、
当
出
張
所
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
｀

鱈；頃摩
電

文は直I二I亘~I送
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対る対事口
すもす項頭
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にむ及官゜

゜
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備

考

I, 

備

考

ヽ

――
-1-

工
事
関
係
に
お
い
て
ほ
こ
れ
が
専
門
知
識
が
な
い
た
め
そ
の
説

明
に
困
却
す
る
場
合
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
将
来
本
市
に
お

い
て
も
確
固
た
る
方
針
の
も
と
に
常
に
当
出
張
所
と
の
緊
密
且

つ
迅
速
な
る
連
絡
を
保
ち
、
続
一
●
●
一
貰
せ
る
必
要
害
類
を
逐

次
整
備
し
、
中
央
官
庁
よ
り
要
求
あ
る
場
合
は
即
時
提
出
、
又

は
説
明
し
得
る
よ
う
に
し
，
い
や
し
く
も
各
方
面
よ
り
の
陳

箭
、
要
望
等
に
不
調
和
、
矛
盾
等
の
こ
と
な
か
ら
し
む
る
よ
う

注

意

を

要

す

る

。
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沢
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器

需
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虫

一

只

胆

叫

哨

珈

耳

晨
羞
直
喜
国
盈
芦
喜
、

14

冷
臣
翠
涯
＿

x
、
旦
誓
喜
扇
喜
訃

ご
て
、
翌
洒
9

¥

1

ご
て
’
誨
皿
1

て
L
q届
苓
逹
袖
誤
）

）篇
4
0
0

J
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器
滞
栞
ー
叫
崇
恩
．
9

6

3

t

x
さ
1-"
3
,
5
o
o
;
g
 

：ヽ

<

F

一
垣
思
塁
o
o
o
;
g
F

卦
担
『
g
4
,
5
0
0
成
1

浬
H
E国
沼
＿
—5,
6
0
3
~

｀

じ
来
毎
月
六
日
間
、
二
十
八
年
五
月
ま
で
延
六
回
開
孤
さ
れ
て
来
た

の
で
あ
る
。
今
回
の
藍
査
は
こ
れ
が
事
業
の
内
容
を
は
握
す
る
た
め

主
と
し
て
予
算
の
経
理
及
び
現
金
の
取
扱
状
況
に
軍
点
を
樅
い
て
央

施
し
た
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
本
事
称
局
は
昭
和
ー
ー
十
七
年
六
月
市
条
例
に
よ
り
設
置
さ

れ
た
の
で
あ
っ
て
、
従
来
の
競
馬
事
謗
局
を
廃
し
”
競
輪
競
馬
事
稼
'

局

と

し

て

新

た

に

発

足

し

た

の

で

あ

る

。

．

た
り
宿
題
と
な
っ
て
い
た
広
島
市
の
競
輪
は

し
か
し
て
多
年
に
わ

昭
和
二
十
四
年
十
二
月
に
は
通
産
省
、
二
十
五
年
ー
百
竿
'
-
日
に
は

地
方
財
政
委
員
会
か
ら
承
認
並
び
に
指
定
を
受
け
て
い
た
の
で
あ
る

が
、
建
設
財
源
及
び
土
地
の
問
題
で
爽
現
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
た
．．
 ≫

 

め
に
民
間
会
社
で
建
設
し
た
も
の
を
市
が
借
入
れ
て
実
施
す
る
計
画

を
た
て
、
市
議
会
の
承
認
ま
で
得
た
の
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
他
都

り
市
民
の
競
輪
事

市
に
お
い
て
発
生
し
た
競
輪
場
騒
炭
事
件
等
に
よ

業
に
対
す
る
不
評
、
不
信
と
な
り
暫
時
見
送
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ

る。
し
か
し
な
が
ら
広
汎
、
多
岐
に
わ
た
る
本
市
復
典
の
財
源
の
一
助

ま
、
こ
れ
が
、
競
輪
場
の
設
既
は
極
め
て
忽
移
で
あ

と
す
る
た
め
に
＇

る
と
の
観
点
よ
り
、
一
部
に
は
強
い
反
対
意
見
も
あ
っ
た
が
既
に
昭

和
二
十
七
年
度
に
至
り
、
総
工
哭
四
千
三
百
余
万
円
を
投
じ
実
現
す

る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。

r

競
輪
場
並
び
に
施
設
の
棚
要
は
、
次
の
涌
り
で
あ
る
。

躇
珈
悪
欝
茄
笛
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市
東
京
出
張
所
設
置
規
則
が
あ
る
の
み
で
、
こ
れ
が
内
容
は

ば
く
然
と
し
て
い
て
出
張
所
自
体
の
格
付
も
な
く
、
，
ま
た
所

長
の
専
決
及
び
こ
れ
が
代
決
事
項
に
つ
い
て
も
な
ん
ら
の
規

定
も
な
く
事
移
処
理
上
支
障
を
生
ず
る
こ
と
も
し
ば
し
ば
あ

る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
、
早
号
密
に
各
種
取

扱
規
定
を
設
け
て
、
合
規
の
処
理
を
な
し
得
る
よ
う
に
す
る

必
要
を
感
じ
た
。

⇔
備
品
の
保
管
賭
理
に
つ
い
て
は
、
台
帳
と
現
品
が
符
合
し

て
い
て
、
そ
の
処
理
状
況
は
概
ね
良
好
と
認
め
ら
れ
た
が
、

職
員
寮
の
備
品
中
、
白
布
の
使

fflに
堪
え
な
い
も
の
が
数
枚

あ
り
、
適
時
補
充
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

回
消
脈
品
の
受
払
に
つ
い
て
は
、
二
十
四
年
度
は
受
払
薄
も

な
く
、
処
碑
状
況
は
不
明
で
あ
り
、
二
十
罪
年
度
よ
り
幣
理

し
て
い
た
が
、
一
部
前
年
度
よ
り
の
繰
越
数
の
相
迎
し
て
い

る
も
の
が
あ
り
、
処
理
状
況
は
充
分
で
な
か
っ
た
。

同
郵
便
切
手
受
払
に
つ
い
て
は
、
切
手
別
に
口
座
を
設
け
て

3.

賂
理
す
る
と
共
に
、
摘
要
梱
に
は
文
害
の
件
名
を
記
載
す
る

よ
う
に
せ
ら
れ
た
い
。

四
痕
車
券
受
払
に
つ
い
て
も
、
使
用
区
問
、
用
務
等
を
詳
細

に
記
入
す
る
と
共
に
、
エ
十
七
年
度
に
お
い
て
は
、
各
自
に

一
冊
ず
つ
交
付
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
必
要
に
応
じ
そ
の
都
．

度
交
付
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
各
受
払
簿
と
も
膠
年
に
よ
り
賂
理
し
て
い
た
が
，
．

本
市
物
品
会
計
取
扱
規
則
に
示
さ
れ
て
い
る
通
り
す
べ
て
会

計
年
度
に
よ
っ
て
処
理
す
べ
き
で
あ
る
。

経
理
関
係
に
つ
い
て

経
理
関
係
に
つ
い
て
は
、
広
島
市
予
算
、
決
算
及
び
会
計
規

則
に
よ
り
前
渡
金
制
度
を
と
つ
て
お
り
、
こ
れ
が
主
な
る
究
目

は
、
食
甜
衆
、
消
師
品
炭
、
通
信
毀
及
び
備
品
毀
等
で
あ
っ

て
、
そ
の
受
領
及
び
精
算
状
況
は
左
表
の
通
り
で
あ
り
別
段
異

状
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
処
理
状
況
は
適
当
と
認
め
難
い

も
の
が
あ
っ
た
。
即
ち
当
出
張
所
に
お
い
て
自
動
車
の
借
り
上

げ
を
な
し
た
場
合
、
こ
れ
が
使
用
料
ほ
す
べ
て
食
糊
費
中
に
含

め
て
支
出
し
て
お
り
、
従
っ
て
自
動
車
借
上
に
関
す
る
限
り
、
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日 次 1躍日 1天候 1入鳩者数

車券売上金 額

戸購買高単 l勝式 l複 1勝式 1述勝式 l 計

名
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目
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目

当初予算額

•9 
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I

、
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，＇ 

J競輪事業袈

l事謗衆

1職員給

2賭手当

3賃金

4旅炭

5俯用喪

6 負担金補助
及び交付金

7利子

¥ I 

2開催

1賠手

2報恨

3賃
4旅

5需

6諸

予算訓令額
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2旅

1予.. 
＇ I予

歳

用

備

備

出-合

既

当

要

金

炭

要

費

3競輪垢建設翌

金

要

3需用毀

4 補債金及び
補屈金

2予.り9 致

衆

変

計

I最終予算額

-524,290,00~ばI
5,786,0001 5,786,000 

752,0001 752,000 

632, DOOi 632,000 

138,00DI 138,000 

120,00DI 120,000 

1,600, ODDI L 600,000 

528,000 

2,016,000 

473,480,000 

300,000 

25,279,000 

5 I 351,000 

218,000 

9, I I 1,000 

433,221,000 

45,024;000 

8,000 

49,000 

44,377,000 

590,000 

528,000 

2,016,000 ． 
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300,000 

25,.279,000 
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月3
、9

し
か
し
て
本
市
競
輪
は
、
開
設
以
来
漸
次
好
洸
を
呈
し
、
こ
れ
が

フ
ア
ン
の
動
向
を
見
て
も
最
近
に
お
い
て
は
市
内
居
住
者
四

0
%、

市
外
居
住
者
六
〇
｀
％
と
い
う
傾
向
を
示
し
、
将
来
の
訛
進
に
あ
る
程

度
空
壺
率
が
持
て
る
も
の
と
予
想
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

＇ 

日．次 1耀日 1天

1

公‘JI 
9
”
 

15 _ 

I 6 

21 

22 

23 

合

土

日

月

土

日

月

睛

痣

雨

Ilif 

lti 

内＂n
計
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昭和 28

叶入場者数

名

I単
2,520 

, (1,300) 

3,380 
(I. 462) 

識
2,967 

(1.234) 
3,830 

{ I, 20 I) 

2,250 
(826) 

16,207 
(6,687) 

勝 複

第

券年車一刈＂

115,700 

勝

3 9回

売上

予 勝

-
3月競輪

金額

式

河
I 計

科

苧
m人 碩
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I贔人当贔
購買高

l’I I III 

53,800 

159,600 

49,300 

148,000 

90,800 

176,200 

380,100 

620,300 

227,000 

475,000 

467,900 

290,500 

2,460,800 

5,258,200 

7,076,600 

3,525,700 

4,963,900 

7,003,400 

5,740,700 

5,692, l00 2,200 
、

7,856, 5001 2・, 300 | 
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33,568,500 

3,802,000 

5,554,600 

7,619,300 

6,122,000 

36,646,500 

J,900 

2,700 

2,200 

備考 I.
2. 

入場者数（
3月14日

）の数字は、招待券、案内状による入場税のみ市負担のもの。
（第 1日）第10レースは騒擬事件のため11,12レースは中止となつている。・
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歳 入 （昭和27年度28.3.31現在）

目

目 1節

1競輪事業収入

l入場料収入

.．1入場料収入
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予
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最
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額
入 1

他
都
市
に
比
す
る
と
き
一
カ
月
一
億
八
千
万
円
余
の
売
上
げ
を
な
じ

て
い
る
川
崎
甲
子
園
に
は
な
お
遠
く
及
ば
ざ
る
も
の
が
あ
る
の
で

あ
っ
て
｀
そ
の
連
営
に
つ
い
て
は
常
に
研
究
対
策
を
講
じ
る
等
最
箸

を
つ
く
し
、
市
民
の
期
待
に
副
う
よ
う
努
力
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な

、oヽ

9

,

9

9

 

す‘

9
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I, 000,000 1,000,000 

1入湯料収入

入瑞料．収入

J, 800,000 
I.  

I, 800,000 

1,800,000 

I, 800,000 

L800,000 

l,、800,000
． 

1,800,000 

1,800,000 

0

0

0

 

587.100 

0,. 

587, I 00 

587, I 00 

587, 1 00 

1,000,000 1,000,000 520, 000, 0001 520,000, 000 

1,000,000 

525,290,000 

1,000,000 0
0
0
0
0
0
 

0

0

0
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塵
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5

5

5

 

．
券
入
券
入

収

収
上

票

票上
投
売
投
売

券
入
券
凡

薯
喩上

上
票

投
売

投
売
ー

2
 

01 153, I 09, 700 

01 153, IO 9, 700 

O! 153,109,700 

01 153,109,700 

0
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0

0
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昭
和
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
現
在
に
お
け
る
歳
入
、
歳
出
の
状

況
は
上
記
の
通
り
三
九
、
九
二
七
、
九
八
一
円
一
八
銭
の
赤
字
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
り
に
建
設
費
及
び
備
品
衆
等
の
伯
却
疑
産

を
一
カ
年
問
で
償
却
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
と
き
は
、
現
在
の
売

上
額
を
約
六
千
万
円
(
-
、
力
月
千
五
百
万
円
）
増
加
す
る
か
、
．
あ
る

い
は
固
定
要
若
し
く
は
開
催
喪
の
中
の
変
動
我
を
節
約
す
る
以
外
に

は
収
支
の
會
＾
ラ
ン
ス
は
と
れ
な
い
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

競
輪
の
開
催
経
喪
に
つ
い
て
は
、
現
在
競
輪
競
馬
特
別
会
計
規
則

に
基
き
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
が
｀
｀
こ
れ
が
処
狸
状
況
ぽ
充
分
と
い
え

な
い
も
の
が
あ
っ
た
。

即
ち
、
本
規
則
は
、
昭
和
二
十
八
年
三
月
よ
う
や
く
規
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
り
、
ま
た
職
員
中
首
脳
部
の
二
、
三
名
を
除
く
他
は
ほ
と

ん
ど
競
輪
に
関
す
る
矧
識
に
乏
し
く
、
加
う
る
に
競
輪
の
開
催
日
に

当
つ
て
は
約
六
百
名
に
及
ぶ
臨
時
職
員
を
採
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
央
状
よ
り
し
て
、
開
催
の
一
二
回
目
位
ま
で
は
従
事
者
の
不

慣
れ
等
も
あ
っ
て
●
●
相
当
滉
雑
し
た
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
が

以
下
述
べ
る
ご
と
く
事
謗
上
の
不
備
｀
欠
陥
は
早
急
に
撒
理
を
戒
す

る。
競
輪
競
馬
会
計
規
則
第
十
二
条
の
備
付
帳
節
の
一
っ
で
あ
る
金
銭

出
納
簿
ほ
繰
替
金
、
前
渡
資
金
そ
の
他
事
務
局
で
取
り
扱
う
現
金
が

す
べ
正
記
入
さ
れ
、
手
持
現
金
残
高
が
日
々
明
示
さ
れ
、
し
か
も
正

確
な
も
の
で
な
け
れ
ば
木
ら
な
い
が

1

第
一
回
第
．
一
日
の
残
高
に
お

い
て
出
納
帳
残
高
，
払
戻
金
残
高
、
雑
部
金
残
高
並
び
仁
前
渡
資
金

残
高
の
合
計
額
は
、
銀
行
預
金
逝
帳
残
高
よ
り
千
八
百
円
少
く
、
入

出
金
面
に
間
述
い
が
あ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
本
出
、

納
帳
の
賂
理
方
法
に
欠
陥
が
あ
る
も
の
で
あ
り
、
将
来
か
か
る
こ
と

の
な
き
よ
う
研
究
｀
改
善
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

車
券
売
場
並
び
に
勝
車
券
払
戻
窓
口
に
滋
け
る
事
故
金
、
閉
ち
不

足
金
並
び
に
余
剰
金
は
事
故
票
に
よ
り
照
珊
さ
れ
、
経
替
金
で
操
作

し
て
い
ろ
が
、
•
こ
の
事
故
金
は
最
も
棋
軍
を
班
す
る
も
の
で
あ
っ
て

現
金
が
合
わ
な
い
か
ら
事
故
票
で
撒
珊
し
残
高
を
合
し
て
お
く
と
い

う
取
扱
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
事
故
猥
は
で
き
得
る

限
り
厳
密
に
調
査
し
、
事
故
を
確
認
し
た
後
に
処
理
す
べ
き
で
あ

る
0
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入

入

歳入合計

,.雑 入

売店使用料

事 故 収 入

選手参加
手数料
建物倣却準備
租 立 金 収 入

3,490~000 

3,490,000 

3,490,000 

450,000 

60,000 

120,000 

2,860,000 

,3,490,000 
し

3,490,000 

3,490,000 

、450,000

60,000 

120,000 

2,860,000 

718,500 

718,500 

718,500 

288,000 

689, 7001 28, 800 

689,7001 28,800 

68_9, 700 

25~, 2001. 28,800 

゜. 01 

゜525,.290, ODDI 525,290, 0001 154,415, 300j 154, 386・, 5001 28,800 

430,500 

。
。

28,800 

。
。
。

ーヽ_
 

二
十
七
年
予
算
ば
当
初
二
十
七
年
十
月
よ
り
翌
年
三
月
ま
で
の
六

回
（
延
三
六
日
）
開
催
す
る
も
の
と
し
て
編
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

が
工
事
並
び
に
認
可
等
の
関
係
に
よ
り
ー
ー
カ
月
の
ず
れ
を
生
じ
、
従

っ
＄
コ
初
予
算
と
一
ー
カ
月
分
の
誤
差
を
生
じ
て
い
る
。

予
算
執
行
状
況
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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昭和27:'il~
第 l回

28年
第1回

第2回

第3回

計

伽考

裳

2,168,750 

2,045,250 
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金

加伐 1普通m忍IIII祀録裳 1先

1, 432, 951i・ •1, 948, 4 50|26,00: 

J,516,8001 2:206,2501. 

J,,5 I 6, 8001 
I J, 609 I 500 

6 ̀,0 7 6, 0 501 8, 3 6 8, 70 i 
昭和28年第3日特別箕は第3日 (3月16日）降雨中におけるレ--スに出走政湖した選手に支給した特

別牲。
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じ’'::
ぷ 表

88,000 

64,000 

68,000 

266,000 

10,000 

14,000 

9,800 

I ¥ 

49,800 

上
記
の
表
に
示
す
ご
と

く
第
二
投
票
折
の
従
業
負
．

は
第
一
投
票
所
空
一
分
の

一
で
あ
る
が
、
売
上
は
四

分
の
一
と
な
っ
て
お
り
、

能
率
は
五
0
％
し
か
あ
が

つ
て
い
な
い
こ
と
と
な

る
。
固
定
費
は
死
上
高
の

い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
必

戒
で
あ
り
＂
こ
の
観
点
よ

り
考
察
す
る
と
き
．
将
来
に

お
い
て
は
投
票
所
も
ー
カ

，
 

所
に
統
合
す
る
こ
と
が
碑
．

想
で
あ
る
と
思
料
せ
ら
れ
＂

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
．

が
ら
開
設
後
間
も
な
い
し

か
も
現
在
の
立
地
条
件
下

に
お
い
て
、
こ
れ
を
央
現

す
る
こ
と
は
柩
め
七
困
難
＇

で
あ
る
が
折
角
こ
れ
を
併

骰
す
る
な
ら
ば
、
価
値
を
、

倍
加
す
る
よ
う
対
策
を
講

．
．
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．
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じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
し

宛
店
の
保
証
金
並
び
に
．

,

使
用
料
は
、
使
用
者
が
直
．
、
‘

接
市
金
應
L
納
付
す
べ
き

、
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7 I 150 

15,600 

58,500 

計

I'’ 
3,953,650 

4,364,550 

4,257,7~゜，• ・
4,225,650 

16,801.550 

出
勁
節
は
す
べ
て
の
事
移
の
根
本
と
な
る
も
の
で
、
特
に
正
確
を

期
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
開
催
要
員
の
出
勤
簿
に

お
い
て
整
理
不
充
分
な
る
点
多
く
｀
賃
金
の
仕
訳
害
と
一
致
し
な
い

も
の
、
事
故
票
と
一
致
し
な
い
も
の
な
ど
あ
り
適
当
で
な
い
。

賃
金
の
計
算
等
は
賃
金
台
帳
、
出
面
表
、
出
勤
癖
等
無
用
な
各
種

の
簿
冊
を
備
え
付
け
る
こ
と
を
さ
け
、
確
実
な
る
も
の
一
冊
備
え
付

け
賭
理
す
る
を
要
す
る
。

．．
 

競
輪
事
業
の
命
脈
た
る
車
券
の
取
扱
は
、
回
数
、
レ
ー
ス
番
号
、

遥
手
番
号
を
打
抜
機
に
ょ
●
打
抜
い
た
る
も
の
と
否
と
に
か
か
わ
ら

ず
、
特
に
そ
の
取
扱
は
餌
軍
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。
印
刷
所
の
手

落
に
よ
る
欠
番
、
見
本
と
し
て
の
使
用
、
若
し
く
は
廃
棄
等
に
お
い

て
で
き
得
る
限
り
綿
密
な
取
扱
を
戒
す
。
'

な
お
打
抜
機
は
現
在
二
十
台
あ
り
、
こ
れ
が
不
正
使
用
に
よ
る
事

故
の
発
生
も
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
，
保
密
、
取
扱
に
改
善

を
班
す
。

焼
輪
参
加
中
選
手
の
災
害
補
恨
に
つ
い

rC
は
本
市
競
輪
条
例
に
明

確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
が
条
例
を
無
視
し

た
取
扱
を
な
し
て
い
た
。
即
ち
こ
れ
は
競
輪
場
設
樅
の
遅
延
そ
の
他

の
関
係
で
選
手
の
災
害
補
償
に
関
す
る
通
産
省
軍
工
栗
局
長
通
達
を

競
輪
条
例
施
行
直
後
に
お
い
て
入
手
し
た
た
め
＞
こ
れ
に
基
き
実
施

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
条
例
速
反
と
な
っ
て

い
る
か
ら
す
み
や
か
に
実
悟
に
即
す
る
よ
う
条
例
を
改
正
す
る
な
ど

適
正
な
る
措
腔
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

醗
輪
事
移
関
係
者
の
車
券
の
購
入
は
、
鳩
内
取
締
規
則
に
よ
り
厳

恭
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
関
係
者
の
売
掲
内
外
の
出
入
に
つ
い

て
は
一
般
の
誤
解
を
招
か
な
い
よ
う
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、0`
＞ 、

袖
郎
翰
鳩
開
設
に
当
り
、
場
内
の
売
店
の
許
可
申
諮
者
は
二
二
店
舗

、、

に
対
し
三
―
二
名
と
な
っ
て
い
て
、
抽
せ
ん
に
よ
り
二
二
．名
と
三
名

の
補
欠
を
決
定
し

rC
い
る
が
、
申
昭
者
の
審
査
が
不
充
分
な
た
め
、

同
一
人
に
て
二
通
申
請
し
た
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
適
当
で
な

、、

い
。
ま
た
抽
せ
ん
の
状
況
は
詳
細
に
記
録
し
て
既
き
後
日
の
証
と
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
店
舗
の
交
換
に
つ
い
て
も
入
居
者
が
膀
手
に

す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
gF類
を
提
出
せ
し
め
、
央
状
調
査
の
上
許
可
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戻

種
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A級末勝

一般B級

一般B級
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30,090 

て 出を算 ．
い十す密違ま
る二とにいた‘量・
°月いすに計
第うるよ‘算
ー こ と る 係
回と共事が
かのに故的
らな‘金中
三い監は車

．月よ督金券
まう者額に
でにのも対
のし注大す
事な意きる
故けをく払'’
金 れ 欠 ‘ 戻
はばし、窓金
‘なだ口を

次らた車算
のなめ券出
通いに売す
り°事場る
と 故と際
な 金連の
つ を絡計

戻
金
裳
金
並
び
に
事
故
金
を
差
引
き
た
る
も
の
が
預
金
、
現
金
の

集
計
額
と
な
る
べ
き
で
あ
つ
て
、
開
催
期
問
中
は
別
と
し
て
、
平
素

は
払
戻
金
の
一
部
を
手
持
現
金
と
と
持
ち
、
他
は
す
べ
て
預
金
と

し
て
保
管
す
べ
き
で
あ
る
が
、
現
在
払
戻
金
は
勝
車
券
枚
数
に
対
す

る
払
戻
金
全
額
を
繰
替
金
よ
り
一
応
支
払
い
、
別
口
座
と
し
て
い
る

も
、
現
金
，
預
金
面
に
は
区
別
な
く
判
然
と
し
て
い
な
い
。

的
中
車
券
に
対
す
ろ
払
戻
金
は
繰
替
金
よ
り
出
金
し
た
場
合
。
全

額
を
別
勘
定
と
し
預
金
通
帳
も
別
に
備
え
付
け
、
こ
れ
よ
り
逐
次
支

,
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払
を
す
る
よ
う
な
す
べ
き
で
あ
る
。

．

選
手
の
裳
金
に
対
す
る
税
金
も
、
こ
れ
と
同
様
別
勘
定
と
し
少

v
'

ぶ

と
も
手
持
現
金
が
い
ず
れ
の
勘
定
に
属
す
る
も
の
か
不
明
で
あ
る
と
、

い
う
取
扱
は
妥
当
で
な
い
0

.

・
な
お
．
十
二
月
か
ら
三
月
ま
で
の
高
額
払
戻
金
（
五
千
円
以
上
）

参
加
選
手
級
別
並
び
に
選
手
に
対
す
る
裳
金
は
、
次
表
の
通
り
で
あ

る。
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一
面
珊
事
者
側
と
し
て
は
絶
好
の
機
会
で
あ
り
、
市
行
政
に

つ
い
て
も
船
窓
な
き
市
民
の
声
を
岡
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
か
ら
、
将
来
本
怒
談
会
の
普
及
徹
底
を
図
る
と
共
に
従
来
し

ば
し
ば
央
施
さ
れ
た
珊
事
者
側
の
司
会
は
こ
れ
を
避
け
、
市
民

の
自
由
な
ろ
窓
思
に
よ
り
懇
談
せ
し
．
む
ろ
た
竺
市
民
を
し
て

司
会
さ
も
る
こ
と
が
好
ま
し
く
●
こ
れ
が
指
荘
に
特
別
の
配
窓

を
菜
ず
ろ
も
の
と
認
め
た
。
‘
・

ー・・
1

-

I

I

＇ 
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．
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開昭和 28年 8月．31日:I’ 

六
一
般
事
務
に
つ
い
て

．
ー
広
報
活
動
と
し
て
「
広
島
市
お
知
ら
せ
」
一
万
六
千
五
百
部

を
定
期
に
発
行
し
て
い
い
る
が
、
こ
れ
が
発
行
部
数
は
約
五
世

術
に
一
部
と
い
う
央
伯
で
あ
っ
て
、
そ
の
徹
底
は
期
し
雖
い
と

認
め
ら
れ

P
か
ら
、
予
算
の
ゆ
る
す
限
り
こ
れ
が
珀
刊
に
一
料

の
努
力
が
望
ま
し
い
。

．
そ
の
他
フ
ジ
オ
放
送
は
J
O
E
R
放
送
が
毎
辿
火
紐
日
、

N

H
K
放
送
は
第
五
火
珈
日
と
な
っ
て
い
る
も
、
放
送
局
の
都
合

、
も
あ
っ
て
、
昭
和
二
十
七
年
中
に
お
い
て
は
、

J
O
E
R
二
十

，
＿
―
-
回
、

N
H
K
三
回
と
な
っ
て
い
る
。

2
.
、
市
政
恕
談
会
は
昭
和
二
十
七
年
四
月
よ
り
開
始
し
た
も
の
で

.9た

．．
． 
パ・，1

．,•
. 

-―
 

，ら．
，9
／[
．？．9,
,．、'，”•• 

、

.”

.
。（;
“
.
.、ぃ
・"7
,9
,

＇J
“し
□"
、1i
.;
iy'
,
9
,'・
’

で

あ

器
”
f

実
際
は
事
謗
局
で
取
り
ま
と
め
の
上
一
揺
市
金
庫
に
納
一
分
蹴
事
器
に
つ
い
て
ゾ
・
[•• 

c
 

外

，付

し

て

い

る

実

情

で

あ

る

°

市

長

室

に

お

け

る

分

掌

事

語

は

、

綜

合

、

企

画

に

関

す

る

こ

と

盲

ー

...
‘,'. 

ご

．口
い

、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
も
そ
れ
ぞ
れ
台
帳
を
備
え
付
け
受
領
月
日
、
納
市
政
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
、
市
民
の
世
論
に
関
す
る
こ
と
｀
報
道

ご

．
号
付
月
日
、
金
額
等
明
確
に
記
入
、
整
理
を
な
主
要
が
あ
ろ
。
に
関
寸
る
こ
と
、
そ
の
他
市
長
の
特
命
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
．

‘、,`

げ
．`
．
J
“

市
の
歳
入
と
な
る
の
は
車
券
売
上
に
対
し
、
払
戻
七
五
％
、
自
転
そ
の
内
で
も
綜
合
、
企
画
に
関
す
る
事
謗
は
重
要
な
も
咳
で
あ
る
だ

な
．

9
t
~
,.
. ｀

車
振
興
含
一
％
並
び
に
国
庫
納
金
最
高
四
％
を
差
し
引
き
た
ろ
残
り
け
に
、
企
画
立
案
に
つ
い
て
は
特
に
慎
軍
を
期
し
，
そ
の
樅
想
の
実

辺
，
〗f

-
八
％
で
あ
る
が
：
経
常
要
即
ち
宣
伝
費
人
件
袈
等
は
売
上
の
多
現
に
特
段
の
努
力
を
払
わ
れ
た
い
。
従
来
企
画
の
主
な
る
も
の
は
、

ぃい

．“
.；

寡
に
か
か
わ
ら
ず
支
出
を
翠
，
ろ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
常
要
を
節
次
の
通
り
で
あ
る
。

●
●

‘

,"〗

約
す
る
消
極
的
手
段
も
考
え
●
れ
る
が
盲
要
は
車
券
売
上
高
を
増
す

1

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
樅
想
案
9

.

,
．
,
．
＇
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
最
少
の
経
費
で
最
大
の
効
果
が
得
ら
れ

2

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
専
門
委
負
会
に
つ
い
て
．

t
‘3,
/
 

＼̀,

.9.5
,

．
る
よ
う
不
断
の
努
力
と
研
究
を
怠
つ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

3

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
協
議
会
に
つ
い
て

ぃ
．口

報
以
上
監
査
結
果
の
大
要
を
記
述
し
た
が
、
翠
る
に
事
謗
的
に
は

4

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
案
執
行
連
絡
協
議
会
に
つ
い
て

ぃ~
＇
，
＇
•

[

将
来
改
善
を
要
す
る
も
の
が
多
々
あ
る
が
、
末
だ
発
足
以
来
日
な
ぉ
―
―
職
員
の
服
務
朕
況

職
員
ほ
課
長
以
下
十
名
で
あ
る
が
、
他
に
休
職
中
の
主
事
二
名
あ

い
・
5‘
.99

浅
く
こ
れ
が
軌
道
に
乗
る
に
は
相
当
研
究
の
余
地
あ
る
こ
と
は
容
易

．

．

り
出
勤
率
は
九
五
％
で
あ
る
。
職
員
中
無
届
欠
勁
日
数
三
日
あ
る
が

．t

．
．
．
に
推
察
で
，
き
る
の
で
あ
る
。

理
由
の
い
か
ん
に
か
か
わ
ら
ず
紀
律
上
適
当
で
な
い
。

;
‘.

〗
廿
し
か
し
て
日
々
＂
そ
の
場
そ
の
場
が
判
然
と
計
数
に
現
わ
れ
、
し

-

l

l

予
算
経
理
に
つ
い
て

9‘．い
、
5
．
か
も
一
日
約
七
百
万
円
の
現
金
を
数
百
人
の
手
で
撒
理
し
て
行
く
の

ー・

只
で
あ
る
か
ら
、
各
賓
任
者
の
指
揮
監
督
の
軍
要
な
る
ほ
勿
論
、
各
自

9/
i
r
l
J
の
責
任
感
。
事
謗
能
力
に
ま
つ
も
の
甚
だ
大
で
あ
る
。
ー
予
算
は
市
長
訓
令
と
会
計
課
長
の
訓
令
配
分
の
一
一
本
建
で
あ

’
〗．
い
•

[

ま
た
一
方
、
こ
れ
が
迩
営
に
つ
い
て
も
逐
次
施
設
の
改
良
。
漿
備
る
が
、
市
長
訓
令
予
算
は
東
京
出
張
所
費
、
広
報
要
で
畜
訓
令

配
分
に
よ
る
も
の
は
役
所
費
、
需
用
衆
中
の
消
耗
品
、
備
品
衆

で
あ
る
。

忍
、
口
を
な
し
、
フ
ァ
ン
に
満
足
を
与
え
る
よ
う
常
に
意
を
払
う
べ
き
で
あ

．
 

る
。

．

東

京

出

張

所

予

算

訓

令

額

は

六

十

一

万

二

千

五

百

円

で

（

職

・

広
な
お
、
二
十
八
年
度
に
お
い
て
は
六
百
万
円
の
予
算
を
も
つ
て
施

員
は
含
ま
ず
。
）
、
支
出
額
は
五
十
七
万
一
「
一
千
四
百
六
十
円
で
あ

.]
＇',：

設
を
改
良
し
フ
ァ
ン
の
吸
収
を
計
る
べ
く
努
力
し
て
い
る
が
、
将
来

]

....信

．
こ
れ
が
有
効
適
切
な
る
宜
伝
に
よ
り
、

IEし
い
フ
ァ
ン
の
吸
収
に
努
っ
た
。
こ
れ
ら
支
出
額
中
金
額
の
主
な
も
の
は
、
家
屋
そ
の
他

借
上
料
の
二
十
八
万
五
千
六
百
円
並
び
に
負
担
金
の
十
四
万
七

千

円

で

あ

る

。

．

"．．
□[./
．

め
る
と
共
に
本
市
競
輪
が
建
全
娯
楽
と
し
て
益
々
発
展
せ
ん
こ
と
を

{̀”
.
[
¥9
日
深
く
期
待
し
て
や
ま
な
い
次
第
で
あ
る
。

借
上
料
は
東
京
出
張
所
事
移
室
並
び
に
平
河
寮
そ
の
他
の
借

•
• 

-

r

,̀
;
。
第
一

l

―

市

長

室

、

会

計

課

、

秘

書

課

及

び

渉

外

課

上

料

で

、

負

担

金

は

平

河

寮

浴

場

改

修

H
事
費
負
担
金
五
万
円

及
び
出
張
所
事
移
室
移
転
工
事
費
負
担
金
九
万
七
千
円
で
あ
っ

'：
月

•JO 

、̀‘

.,．＂
",18

ー
監
査
の
種
類
昭
和
二
十
七
年
度
定
期
監
査

t
 

2

東
京
出
張
所
事
務
室
借
上
料
は
昭
和
一
「
十
七
年
十
一
月
室
の

乃
，

•9
年
—
ー
監
査
の
時
期
自
昭
和
二
十
八
年
五
月

．一
日
至
五
月
十
六
日

移
転
と
同
時
に
月
八
千
五
百
円
よ
り
拳
三
百
円
に
値
上
げ
と

b
[
,
9
.
.
r
[
2
8
-
—
ー
監
査
の
対
象
市
長
室
、
会
計
課
、
秘
書
課
及
び
渉
外
課

，

四

監

査

の

結

果

□
昭

な

っ

て

い

る

が

、

こ

れ

に

関

す

る

伺

害

に

は

契

約

更

改

の

写

し

"．．和

翠

．9,”

．．
 

市

長

室

．

を

添

付

し

て

お

か

れ

た

い

。

.

.-
|
＇
 

|
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市
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島

広

計

利

子

そl浅

の

他

野

図

苔

館

復

旧

炭

仏

舎

利

安

脱

塔

建

設

毀

金

原i学
爆

偏

ttT 
「-

者

治

朕

袈

兄

図

画

作

製

毀

金

慰口
霊

碑

、

建

設

資

金

和

記

念

館

建

設

資

金

児 l-
窪

図

困

館

建

設

毀

金

般

建

設

事

業

炎

金

ハ

ワ

イ

広

島

戦

災

救

済

会

資

金

戦

災

孤

児

育

成

資

金

般

社．．

会

事

業

授

金

種

別

収
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目
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目
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n―
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翌
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9
-
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-n-＝七‘-＿塁。―

同
年
中
に
十
四
回
実
施
し
て
い
る
。
こ
の
懇
談
会
は
市
民
の
主

催
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
市
民
の
市
政
へ
の
関
心
が
漸
次
深

ま
り
つ
つ
あ
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
は
よ
ろ
こ
び
と
す
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

支

三 四

貧1頁 芍三忌目貪：苔嘉

．―|岱 身羞・目目苔目腐』．
豆夏ニニニニ箋旦豆豆至豆翠豆，一—

出

残

寄

附

金

出

納

--l一 l一1-1一 l一 l一 l― l―|―|―|―|―I―-|―-l―
覧

表

ー

（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
二
十
七
日
現
在
）

3

「
市
長
へ
手
紙
を
出
す
旬
閻
」
並
び
に
市
内
各
出
張
所
へ
投

害
箱
を
設
け
、
文
書
に
よ
る
市
民
の
声
を
聞
く
な
ど
、
そ
の
施

策
は
適
当
で
あ
る
が
、
左
表
の
通
り
利
用
者
は
極
め
て
低
調
で

あ
る
。「

市
長
へ
単
紙
を
出
す
旬
間
」
受
理
件
数
七
三
件

投

書

同

三

〇

宜

件

こ
れ
ら
投
害
中
に
は
無
記
名
の
も
の
が
二
八
％
も
あ
っ
た
。

、、

無
記
名
投
害
に
は
ね
つ
造
、
中
侶
な
ど
が
往
々
に
し
て
あ
る
の

で
、
市
民
の
呉
の
声
と
し
て
の
政
治
的
資
料
と
す
る
場
合
，
こ

れ
が
取
捨
選
択
に
は
特
に
注
意
を
吸
す
る
。

会

．

計

課

一
事
務
分
掌
に
つ
い
て

当
課
の
事
謗
は
出
納
係
及
び
用
度
係
に
分
れ
、
出
納
係
は
、
収
入

及
び
支
出
、
金
銭
及
び
有
価
証
券
の
保
管
、
歳
入
出
、
予
算
に
関
す

き
Jゞ

、
雑
部
金
に
関
す
る
こ
と
。
市
金
庫
に
関
す
る
こ
と
。
用
度

係
は
物
品
の
調
逃
、
修
繕
、
物
品
の
保
管
、
納
入
物
品
の
検
収
｀
不
用

品
の
処
分
、
そ
の
他
物
品
会
計
に
関
す
る
専
移
を
分
掌
し
て
い
る
9
'

以
上
の
内
、
出
納
係
の
分
掌
事
孫
に
つ
い
て
は
、
例
月
出
納
検

査
並
び
に
臨
時
出
納
検
査
に
お
い
て
、
そ
の
都
度
検
査
を
実
施
し
て

い
る
の
で
今
回
の
監
査
は
主
と
し
て
用
度
係
分
掌
事
移
そ
の
他
一
殷

事
謗
に
つ
き
央
施
し
た
。

二

職

員

の

服

務

状

況

．

ー
職
員
は
課
艮
以
下
三
十
六
名
で
他
に
臨
時
事
移
負
十
一
名
で

あ
る
。
職
員
の
出
勁
率
は
九
五
％
で
あ
っ
た
。

2

臨
時
事
謗
負
中
水
迅
局
関
係
事
笏
漿
理
の
た
め
と
●
ぅ
珊
由

の
も
と
に
、
水
道
局
に
お
い
て
屈
用
し
た
臨
時
事
移
負
ー
名
を

当
課
に
配
眼
し
一
般
事
務
に
従
事
せ
し
め
て
い
る
が
、
こ
れ
が

職
員
の
休
暇
伺
は
水
道
局
所
狐
課
長
の
決
裁
に
収
す
る
と
い
う

，．

理
由
で
無
決
裁
の
ま
ま
休
暇
し
て
い
．
る
が
、
事
央
上
当
課
に
勁

移
し
て
い
み
も
の
に
つ
い
て
は
、
水
道
局
所
囮
課
長
と
合
磁
の

点
課
に
お
い
て
処
理
す
る
よ
う
改
咄
A
，
ぺ
き
で
あ
る
。
‘

-
I
-
1
ヤ
~
算
経
理
に
つ
い
て
．

特
別
会
計
用
品
調
達
炎
用
品
炎
の
予
算
及
び
予
算
訓
令
額
は
七
百

万
円
に
じ
芍
．
こ
の
支
出
額
は
六
百
九
十
六
万
七
千
三
十
二
円
で
あ

ー

＇

ー

ー

ー

・

ヽ
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｀
一

四

．．
 

物
品
管
理
に
つ
い
P
`
4
.
.ヤ

備
品
図
書
は
、
．
図
書
目
録
に
よ
り
処
理
さ
れ
て
い
る
が
J
'

取
扱
c

'

ー
・

規
則
に
滴
合
し
た
図
書
保
管
簿
を
備
＂
え
て
保
管
を
戒
す
る
。

｀
＂

．．

，‘’

五
寄
阻
財
産
管
理
委
員
会
に
つ
い
て
、

、
ー
広
島
市
に
寄
託
さ
れ
た
寄
附
財
産
を
、
そ
の
使
用
方
法
が
決

”

?

定
す
る
ま
で
、
適
正
に
管
理
す
る
を
目
的
と
し
て
、
昭
和
二
十
．

，＂ー

五
年
三
月
広
島
市
寄
附
財
産
管
理
委
員
会
舞
程
を
設
け
、
翌
四

．

月
よ
り
施
行
し
て
い
る
が
、
こ
れ
が
委
員
会
の
内
容
に
つ
い
て
、
『

検
討
す
る
に
委
員
会
は
市
の
理
事
者
及
び
議
会
議
員
そ
の
他
民
・

ロ

間
団
体
代
表
者
等
十
一
名
を
も
つ
て
樅
成
さ
れ
、
そ
の
任
務
と

：’‘

し
て
は
、

け
市
長
の
決
定
に
よ
り
受
納
す
る
寄
附
財
産
を
管
碑
す
る
こ

．

．

 

と
。

⇔
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
寄
附
財
産
の
使
用
方
法
＇

に

つ

い

て

市

長

に

意

見

を

述

べ

る

こ

と

。

．

等
が
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
設
腔
の
主
旨
、
目
的
に
つ
い
．

て
一
応
了
承
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
迫
憾
な
点
は
、
当
初

本
委
員
会
の
設
股
に
当
り
、
法
令
又
は
条
例
等
に
関
し
深
く
研

究
す
る
こ
と
な
く
、
単
に
伺
決
裁
に
よ
り
施
行
さ
れ
て
い
る
こ
れ

と
で
｀
本
会
に
関
す
る
規
程
が
正
式
に
市
の
規
定
と
し
て
認
め
し

あ
れ
な
い
点
で
あ
り
、
い
ま
―
つ
は
地
方
自
治
法
第
百
七
十
条

．

t

第
一
項
中
に
「
当
該
普
通
地
方
公
共
団
体
の
出
納
そ
の
他
の
会

計
事
移
に
つ
い
て
は
原
則
と
し
て
収
入
役
が
こ
れ
を
掌
る
」
と

規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
従
つ
て
市
長
に
お
い
て
受
珊
決

涅
し
た
寄
附
財
産
に
つ
い
て
は
;
)
れ
が
使
用
方
法
の
指
定
が
あ

．
る
と
否
と
に
か
か
わ
ら
ず
一
応
市
の
歳
入
と
し
て
予
算
化
す
る

の
が
正
当
で
あ
っ
て
、
法
令
に
な
ん
ら
の
根
拠
を
も
た
な
い
本

委
員
会
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
寄
附
財
産
の
受
納
、
保
管
、
処

分
を
な
す
権
能
は
な
く
、
且
つ
、
妥
当
と
認
め
ら
れ
ず
迎
法
で

あ
る
か
ら
す
み
や
か
に
こ
れ
が
取
扱
方
に
つ
き
考
研
の
上
＼
善
・

処

さ

れ

ん

こ

と

を

要

望

す

る

。

'

.

寄
附
金
の
出
納
状
況
は
，
左
の
と
お
り
で
あ
る
。
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人
登
録
令
に
関
す
る
こ
と
、
第
三
国
人
送
迫
事
酪
に
関
す
る
こ
と
、

そ
の
弛
外
事
に
関
す
る
こ
と
を
分
掌
し
て
お
り
｀
終
戦
以
来
本
市
の

も
つ
外
国
交
渉
は
公
私
共
に
激
増
し
、
原
爆
に
関
す
る
世
界
の
関
ヽ
心

は
今
な
お
深
く
≫
各
地
よ
り
の
照
会
、
訪
問
、
寄
附
、
交
歓
、
外
国

人
施
設
な
ど
の
事
移
も
相
当
多
数
に
の
ぽ
つ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
｀

殊
に
独
立
後
に
お
い
て
は
外
国
人
登
録
が
実
施
さ
れ
た
の
で
こ
れ
ら

の
事
酪
も
相
当
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
、

二
職
員
の
服
務
状
況

．

．

 

職
員
は
課
長
以
下
七
名
、
臨
時
戦
負
三
名
で
年
間
無
欠
勁
と
な
っ

て
お
り
、
勤
移
状
況
は
良
好
と
認
め
た
。

―
―
―
予
算
経
理
に
つ
い
て

ー
予
算
は
訓
令
配
分
制
で
あ
っ
て
、
四
半
期
ご
と
に
配
分
を
受

け
る
の
で
あ
る
が
実
際
の
差
引
経
理
は
会
計
課
用
度
係
に
お
い

、
、
、

．
て
行
わ
れ
て
い
る
関
係
上
蛍
課
の
差
引
蒋
は
す
こ
ぷ
る
づ
さ
ん

で
あ
っ
て
、
用
度
係
差
引
蒋
と
符
合
し
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ

れ
ら
は
訓
令
配
分
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
は
正
確
、
諒
の
責

任
に
お
い
て
記
帳
漿
理
す
る
こ
と
が
必
痰
で
あ
る
。

2

経
炭
支
出
伺
に
し
て
事
後
に
発
談
決
裁
を
し
た
も
の
が
あ
っ

た
が
、
や
む
を
得
ざ
る
場
合
の
外
事
前
に
決
裁
し
執
行
す
る
よ

う
注
意
を
疲
す
る
。

四
物
品
管
理
に
つ
い
て

ー
図
唐
保
管
簿
を
備
え
付
け
て
い
な
い
が
、
規
定
に
よ
る
保
管

節
を
す
み
や
か
に
賂
備
せ
ら
れ
た
い
。
な
お
、
物
品
取
扱
主
任

に
異
動
が
あ
っ
た
褐
合
は
、
．
物
品
保
管
主
任
は
物
品
会
計
主
任

へ
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
そ
の
手
続
が
末
了
で
あ
っ

ヽ

J
O

f
 

2

梢
脈
品
の
受
払
に
関
し
、
若
し
く
紐
数
の
相
述
す
る
も
の
が

あ
り
、
且
つ
、
現
在
底
数
の
不
明
な
も
の
並
び
に
年
度
末
繰
越

幣
狸
未
了
の
も
の
が
あ
っ
た
。

3

乗
車
券
の
使
用
に
お
い
て
私
事
使
用
と
認
め
ら
れ
る
も
の
が

あ
っ
た
が
、
す
み
や
か
に
拮
骰
を
講
ず
る
と
共
に
今
後
特
に
注

ヽ

意
を
班
す
る
。

・
一
般
耳
務
に
つ
い
て

昭
兜
一
十
七
年
四
月
二
十
八

H
（
平
和
条
約
発
効
の
日
）
以

五

、鳳．，

ゴ
・
'
.
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つ
て
、
三
万
二
千
九
百
六
十
八
円
が
予
算
残
額
と
な
っ
て
い
る
。

四
物
品
の
管
理
に
つ
い
て

ー
在
庫
品
の
棚
卸
し
は
毎
年
五
月

l

-

＿
十
一
日
ま
で
に
こ
れ
を
行

＇
・
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
昭
和
二
十
六
年
度
は
二
十
七
年
十
二

月
末
に
実
施
し
、
も
つ
て
年
度
切
換
時
の
棚
卸
し
と
し
て
い
る

も、
・在
庫
品
の
棚
卸
し
は
そ
の
当
時
の
現
状
を

tt握
し
、
年
問

受
払
の
正
否
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
次
年
度
へ
の
正
確
な
繰

越
高
を
決
定
す
る
も
の
で
極
め
て
軍
硬
な
も
の
で
あ
る
か
ら
｀

棚
卸
し
期
日
の
励
行
に
努
め
ら
れ
た
い
。

2

昭
和
二
十
六
年
度
よ
り
繰
越
と
な
っ
た
帳
簿
上
の
物
品
丹

上
質
紙
(
・
1

l
i
O
斤
）
外
三
十
八
点
に
し
て
、
価
格
は
二
十
一

万
一
千
五
百
八
十
四
円
三
十
二
銭
で
あ
る
。
二
十
七
年
度
繰
越

は
ア
ー
ト
紙
外
五
十
五
点
価
格
三
十
三
万
七
千
二
百
七
円
六
十

四
銭
で
あ
る
。

3
｀
郵
便
切
手
受
払
計
算
害
中
五
円
切
手
及
び
は
が
き
の
受
払
に

誤
記
述
算
の
も
の
が
あ
る
が
、
記
帳
に
つ
き
注
意
を
要
す
る
。

4

備
品
原
蒋
中
舟
入
高
校
の
紛
失
図
害
百
二
十
二
冊
の
賂
理
が

未
了
と
な
っ
て
い
た
。

即
ち
同
校
備
品
図
書
に
つ
い
て
は
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
十

―
-
H
物
品
会
計
主
任
者
の
行
う
物
品
検
査
に
お
い
で
よ
れ
が
紛

失
図
害
の
数
を
確
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
教
育
委
員
会
事

啓
局
に
お
け
る
事
謗
手
続
遅
延
の
た
め
現
在
な
お
未
幣
理
と
い

う
状
態
で
あ
る
か
ら
す
み
や
か
に
教
育
委
員
会
事
謗
局
と
も
連

絡
の
上
幣
理
す
べ
き
で
あ
る
。

•

な
お
｀
本
件
に
関
し
て
は
昭
和
二
十
六
年
八
月
ご
ろ
二
百
冊

が
紛
失
し
て
い
る
こ
と
を
学
校
側
に
お
い
て
発
見
し
、
教
育
委

員
会
へ
報
告
す
る
一
方
，
紛
失
図
害
の
調
査
並
び
に
同
名
著
害

．．
 の
購
入
補
充
に
努
め
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
中
百
二
十
二
冊
は

遂
に
補
充
す
る
こ
と
が
で
き
ず
現
在
に
至
っ
て
い
る
の
で
あ

る
o

.
こ
れ
が
紛
失
の
原
因
及
び
時
期
等
に
つ
い
て
は
判
然
と
し
な

い
が
、
二
十
五
年
十
一
月
に
行
わ
棗
物
品
会
計
主
任
の
検
査

に
お
い
で
は
、
「
備
品
図
害
保
管
簿
の
記
帳
撒
理
は
良
好
で
あ
っ

た
」
と
の
報
告
害
が
提
出
さ
れ
て
お
り
、
更
に
二
十
六
年
二
月

:‘．ー・
，ヽ

．，

,＇ 

'
[
 

ヽ

.• 

,
J
"

‘
 

•

4
ヽ

‘,.

p
..

，
9
.

I
 

,

9
9
.

＇
,
i
i
 

,
•
1

•
I

‘
、
•
9

,

••• 

,• 

'

.
 

t
,"

＇

,＇
，‘

}̀ ．
、

9

,

．
 

•

『

9

•• 
、.
‘,

．

＇ 

9,•

, 

，
 

‘
-

... 

...

9,＇
,
'
 

.
2

、’

'
 • .

 ＇ 
9

9

 

ヽ

｀
 

．
 

ヽ
i
 

r
,
 

,

9
 ・ヽ

・／・.，
 ．
 

9
.
 

、¥

,

9
 

1

,

'
,
'
 

..

• 

‘
 
.

.
 
'
 

'
,
.
 

＇ 
．
 

ヽ,̀

、

i'
，＇疇，‘ヽ
t
,＇

,．

,

1
 

＇ 

r
 

•
•
9

、

、

’

9
『

'

ヽ
，

9

，

•

‘
,
＇

‘

9
,

.
＇

,

9

,
 

;
‘

•
9-

＇ 

9
,
9

、
一
•
-
.9

、

r

_

＇し

＇，＇

9

,
'
 

＇ .

,、'

,
＇9,

一

ー

r
、
•

、

無プイオドス 、フィペベプカ米中大湘l
イ 1

計 1J ギ ス ペラク ルラ

国、 ジト イ ルナ

ピ
リラ イン 1J ギジ

リ

範 ンスャッンスヤ

．` 
I

》
J
'
 

．

．
 

ヽ

'
 

・＇'
‘
.，＇ 
ー

‘

c
ヽ

,．
 9

9

.
 

，
 ．
．
．
 

一、

8ヰ 三三
四四
，，ヽ六=-＝一九ー＝名

．． 
＇ ．ヽ，

違
友
容
疑
者
告
発
件
数
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
）

翡
心
翡
痒
｝

．

区

分

一

国

籍

別

件

数瑚

群

一

大

韓

民

国

一

中

華

民

国

一

米

国

一

．
プ
ラ
ジ
ル

i

-

名

名
．

名

彗
]
い
[
-
―
―-

J
L七i
[—
二

計

一

五

四

七

七

ー

ニ

2

各
種
文
杏
中
に
決
裁
区
分
の
明
示
な
き
も
の
が
多
数
あ
っ
た
一
に
よ
っ
て
処
理
す
る
を
適
当
と
認
め
る
。

が
、
往
復
文
害
の
取
扱
に
正
確
を
期
す
る
上
か
ら
も
決
裁
区
分

五
.::::. 
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器^

元ユ

一、

-- Z = 
十

歳

以

上

戸
国

f
 

鮮国国国

'

灰レ9’ 

. -1 ュエニニ
ー 一 七 一 七 ＿ ＾ 名

写ブ
一三写〇

ー一七一--＾ 二 名

男
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、 1
9 ' 

無

国
徳

ニ 三叫一―

計
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．
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＇ヽ

一ェ＝ ニーニ
八八〇名

一
‘一兌

写ヨ．
一三一三

ーさ＝；九九名

女

六

写、四^
＾

元

--ー四六
ー ・九七＾

-- ＝ー四三四三ニー三二七九五

＾ 
＝名

対

前

月

増

滅名
名

――七

一

今 七
- -~写名

在
監
者

‘̂ 二
ーや六 ＾ 

四 六 四 ＾泄
---==-=--＝-==六四ー益窃

前
に
交
付
さ
れ
た
登
録
証
明
書
は
新
た
に
同
法
の
規
定
に
よ
っ
そ
の
後
の
異
動
堅
理
及
び
新
入
国
者
の
登
録
事
移
は
当
課
の

て
新
様
式
の
登
録
証
明
害
に
弧
替
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
主
恋
業
移
と
し
て
専
従
職
員
を
必
要
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

、
同
年
九
月
二
十
八
日
よ
り
十
月
二
十
七
日
ま
で
の
間
に
こ
の
業
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
の
外
国
人
登
録
別
人

務
を
実
施
し
た
の
で
あ
る
。

．
、
員
は
、
左
表
の
通
り
で
あ
る
。

外
国
人
歪
録
国
藉
別
人
員
表
（
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
三
十
一
日
現
在
）

十

四

歳

以

上

一

十

四

歳

末

満

ニ

し

末

ー

満

ー

．

男

＿

女

•

名益究四

華靱

民 民

六七一4ヒ3;= ^ 
写^ ＿―.::::;.ーブ名 ．
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計
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に
新
旧
校
長
の
交
代
が
行
わ
れ
た
際
に
も
一
応
異
常
が
な
い
も

の
と
し
て
引
継
が
行
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
す
れ
ば
そ
の
後
に
お

い
て
紛
失
し
た
も
の
と
思
考
せ
ら
れ
る
が
、
一
・
面
物
品
会
計
主

任
者
に
お
い
て
も
数
千
冊
に
及
ぶ
図
書
そ
の
他
の
備
品
検
査
が

倣
か
一
日
間
で
果
し
て
完
全
に
行
わ
れ
た
か
ど
う
か
に
つ
い
て

も
い
さ
さ
か
疑
問
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
ま
た
新
旧
校
長
問

に
お
け
る
事
蒋
引
継
も
完
全
に
行
わ
れ
て
い
な
い
点
も
充
分
指

摘
し
得
る
の
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
事
実
は
事
実
と
し

て
明
確
に
し
か
も
迅
速
に
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
．

5

不
用
品
売
却
処
分
に
関
し
て
入
札
に
附
す
る
場
合
、
そ
の
見

穣
価
格
が
過
小
に
失
す
る
と
思
考
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。
資
料

そ
の
他
に
よ
り
物
品
に
対
す
る
相
当
価
格
と
売
却
の
限
界
価
格

と
を
も
つ
て
売
却
見
稼
価
格
と
な
す
な
ど
、
不
用
品
売
却
が
い

た
ず
ら
に
放
任
的
な
処
分
と
な
ら
な
い
よ
う
注
意
せ
ら
れ
た

、o＇ 
6

当
課
使
用
消
耗
品
の
日
々
の
残
数
は
明
確
を
欠
く
も
の
が
あ

り
、
ま
た
年
度
末
残
高
の
次
年
度
繰
越
末
了
の
も
の
が
あ
る
な

ど
適
切
な
る
処
理
を
要
す
る
。

．

な
お
、
物
品
取
扱
主
任
者
は
捺
印
し
＂
も
つ
て
責
任
あ
る
取

扱
を
な
す
よ
う
つ
と
め
ら
れ
た
い
。

五

一

設

事

務

に

つ

い

て

｀

．

ー
．
証
明
害
発
行
に
つ
き
同
一
内
容
の
も
の
に
対
し
市
長
名
を
用

い
た
も
の
と
収
入
役
名
を
用
い
た
も
の
と
あ
る
が
、
手
数
料
を

徴
す
る
限
り
に
お
い
て
は
市
長
名
を
も
つ
て
す
べ
き
で
あ
る
。

本
件
に
関
し
て
は
規
定
に
不
備
な
点
も
あ
る
が
、
こ
れ
が
取

扱
区
分
を
明
確
に
す
る
要
あ
り
と
認
め
た
●

.2

稟
談
関
係
文
雲
中
決
裁
に
長
時
日
を
要
し
た
も
の
が
あ
っ
た

が
、
迅
速
な
処
理
を
必
要
と
認
め
る
。

秘

書

課

一

分

蹴

事

務

に

つ

い

て

．

苺
課
は
市
長
秘
書
に
関
す
る
事
項
が
そ
の
主
な
る
も
の
で
、
儀
式

及
び
交
際
に
脚
す
る
こ
と
、
褒
裳
及
び
表
彰
に
関
す
る
こ
と
、
式

辞
、
祝
辞
に
関
す
る
こ
と
を
分
掌
し
て
い
る
。
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ー
職
員
は
讐
長
以
下
六
名
•
他
に
臨
時
職
員

i一
名
、，計
八
名
で

あ
る
。
．
昭
和
二
十
七
年
度
中
の
出
勤
率
は
九
六
％
で
あ
っ
た
。
．

2

市
長
事
蒋
部
局
各
課
長
の
休
暇
願
書
に
し
て
代
筆
無
印
の
も
’

の
、
遅
参
、
．
旱
退
の
幣
理
に
お
い
て
、
そ
の
区
分
の
判
然
と
し

な
い
も
の
が
あ
る
等
取
扱
に
は
注
意
を
要
す
る
も
の
が
あ
る
。

一
予
算
経
理
に
つ
い
て
．

ー
予
算
は
市
長
交
際
費
及
び
土
地
そ
の
他
借
上
料
が
予
算
訓
令

で
、
そ
の
他
の
需
用
要
は
会
計
課
の
訓
令
配
分
と
し
て
経
理
さ

れ
て
い
る
が
、
予
算
訓
令
前
に
物
品
購
入
、
修
繕
を
施
行
し
た

も
の
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
事
前
に
予
算
措
漑
を
謡
じ
し
か
る
の

．

ち
施
行
す
る
を
適
当
と
認
め
る
。

2

予
算
差
引
簿
の
記
帳
整
理
は
不
充
分
で
あ
り
．
会
計
課
用
度

係
の
差
引
簿
と
不
突
合
の
も
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
が
記
帳
賂

．
理
に
は
正
確
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

四
物
品
管
理
に
つ
い
て

ー
図
害
保
管
簿
を
備
え
付
け
備
品
図
書
の
管
理
を
厳
に
し
、
ま

た
備
品
保
管
簿
中
の
記
載
事
項
、
物
品
の
異
動
等
に
関
し
て
は

取
扱
責
任
者
は
認
印
処
理
し
責
任
あ
る
取
扱
を
要
す
る
。

．

2

消
能
品
年
度
末
残
高
は
次
年
度
へ
繰
越
し
、
且
つ
、
そ
の
事

実
を
受
払
節
に
記
載
し
、
毎
年
一
回
物
品
会
計
主
任
の
行
う
検

査
に
は
本
簿
を
提
出
し
検
査
済
の
確
認
を
受
け
る
要
が
あ
る
。

な
お
、
完
結
文
害
中
に
は
未
使
用
の
残
用
紙
が
多
数
綴
込
ま

れ
た
も
の
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
取
り
は
ず
し
て
使
用
す
る
な

ど
栖
力
消
耗
品
の
節
約
に
努
め
ら
れ
た
い
。
．

五
一
般
事
務
に
つ
し
て

ー
市
長
、
助
役
の
諸
給
与
受
領
に
関
し
て
は
、
受
領
代
人
を
定

め
て
い
る
が
、
代
理
委
任
に
つ
い
．
て
は
委
任
状
を
必
要
と
認
め
・

る。

2

各
種
文
害
の
収
受
に
つ
い
て
は
｀
広
島
市
文
害
取
扱
規
程
の

・

定
め
る
課
の
受
付
印
を
使
用
照
理
さ
れ
た
い
。

．

渉

外

課

．

一
分
堂
事
務
に
つ
い
て

苺
課
は
も
つ
ば
ら
外
事
に
関
す
る
事
務
を
掌
理
し
、
駐
留
軍
と
の

交
渉
連
絡
に
関
す
る
こ
と
、
翻
訳
並
び
に
通
訳
に
関
す
る
こ
と
9
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第

四

水

道

局

,‘,' 

｀9.
J

し

一
．
監
査
の
種
類
昭
和
二
十
七
年
度
定
期
監
査
．

,
.
,
r
.
 

,.9
 

[..
'
,．．一
．`9

-
ー
監
査
の
時
期
昭
和
二
十
八
年
五
月
一
日
か
ら
同
月
十
六
日

ー、

ま
で
及
び
同
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
六
日
ま
で

．
．
 
、＇．号

い
ヽ``

•
T
ぃ
＼

l
-
ー
監
査
の
対
象
水
道
局

..，

.

11ま
え

が

き

1

1

.

t

"

昭
和
二
十
七
年
八
月
一
日
地
方
公
営
企
業
法
が
制
定
公
布
迂
ら
れ

[

＇ h

•

こ
れ
に
伴
い
本
市
に
お
い
て
は
水
道
事
莱
が
こ
の
法
律
の
適
用
を
受

い
•
[．．
 
け
る
こ
と
と
な
り
、
昭
和
二
十
七
年
十
月
一
日
条
例
の
施
行
と
同
時

．．．
 

〗
に
管
理
者
が
任
命
さ
れ
語
規
程
等
も
相
次
い
で
漿
備
す
る
に
至
り
昭

し[

.
、

利
二
十
八
年
一
月
一
日
、
財
務
関
係
の
切
換
に
よ
り
こ
こ
に
公
営
企

〗．． ．
ぃ華
業
体
と
し
て
完
全
に
独
立
発
足
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

．
．
、
＇
•

[

な
お
、
木
法
の
施
行
さ
れ
る
こ
と
は
か
ね
て
よ
り
予
想
さ
れ
て
い

9
.、
‘

~
'
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
財
狗
関
係
の
中
心
と
な
っ
て
い
る
会
計
帳
蒋

ぃ

〗
・
市
ほ
‘
昭
和
二
十
七
年
四
月
よ
り
本
法
の
実
施
さ
れ
る
ま
で
の
問
を
訓
／
八
ー

別

i.覧
＇

練

期

問

と

し

従

来

の

官

庁

会

計

と

併

行

し

て

、

所

謂

発

生

主

義

に

基

種

分

で

〗

く
復
式
癒
記
に
よ
り
、
経
理
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
未
だ
日
浅
く

，
．
．

s

且
つ
、
事
務
担
当
者
に
お
い
て
も
長
年
の
現
金
主
義
会
計
に
基
く
官
総
人
口

給

水

人

口

’
←'〗
島
庁
会
計
の
永
い
経
験
が
か
え
つ
て
事
房
円
滑
な
る
遂
行
を
阻
碍
す

•. 
＇
.7,

．
る
一
因
と
も
な
っ
ぷ
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
管
理
者
以

．．
 

下
一
体
と
な
り
、
真
し
な
る
隙
度
で
本
法
と
取
り
組
ん
で
お
り
、
こ
普
及
率

れ
が
述
営
も
漸
次
軌
道
に
痕
り
っ
つ
あ
る
こ
と
は
よ
ろ
こ
ば
し
い
限
l
日
給
水
癌
．

り
で
あ
る
。

．
〗0 ，

ら」
広

一
人
一
日
平
均

/

f

-

、
そ
も
そ
も
企
莱
会
計
の
特
色
と
す
る
と
こ
ろ
は
企
業
の
其
の
姿
、

9
[
．
即
ち
査
廂
、
負
貸
資
本
の
状
態
を
常
に
正
確
に
は
握
し
つ
つ
過
去
給
水
栓
数

‘
]
ぃ

□
現
在
の
実
絨
、
将
来
の
見
門
を
数
学
的
に
且
つ
理
論
的
に
解
明
す
配
水
管
総
延
長
g
-
＿
芍
―
―
―
元
メ
ー
ト
ル

・
日

濶

水

率

―

―

1

0

%

、 J

〗

る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
経
営
の
成

い、・
‘

• 93
1
果
を
高
竺
経
営
管
理
の
上
に
正
確
な
貸
料
を
得
る
こ
と
が
で
き
る

〗
｀~，
’
[月
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
事
蒻
的
に
は
従
来
の
官
庁
会
計
よ
り
多

□..
8

少
複
雑
な
点
は
あ
る
け
れ
ど
も
こ
れ
が
必
ず
し
も
事
移
抵
の
増
加
と

第
四
期
拡
張
工
事
に
つ
い
て
は
国
に
お
い
て
も
、
そ
の
必
瑛
性

〗
：

年
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

｛
函
・
今
回
の
監
査
は
特
に
地
方
公
堂
企
業
法
に
基
く
事
謗
の
執
行
状
況
は
充
分
認
め
起
債
も
相
当
考
慮
が
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が

〗
呻
讐
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
が
ら
事
業
年
度
終
了
日
で
あ
る
＿
―
-
月
末
だ
過
ぐ
る
ル
ー
ス
、
キ
ジ
ア
等
．
の
災
害
復
旧
費
に
対
す
る
起
債

．
の
関
係
も
あ
り
必
然
的
に
起
債
の
枠
も
畜
縮
少
さ
れ
る
と
い
う
実

g
,
．
~
．
．
．
，
-
#
―
日
ま
で
に
軍
点
を
腔
き
実
施
し
た
の
で
あ
る
。
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債
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一
0
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目
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g
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g
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九
-
―
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目
、
g
-
九
o
・
g
、
日
）
一
均
0
8
`
g
-
―
七
＾
‘
g
‘
目
一
七
―
,
r
c
c
o
・
g
r
o
＾
毛
目
g

（
申
諮
中
）

〗□
9
，
い

執
行
済
額
―
-
0
、
目
、
g
^
0
、
g
、
g
＝
爵
目
、
目
ー
ー
ー
ー
一
ー
|
ー
ー
―
g
g
、
g

q
‘
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｀

●
｀
•
,

~．9

．
な
お
、
第
四
期
水
遥
拡
張
工
事
の
祁
債
計
画
及
び
工
事
の
執
行

l
;
 

ご
＇
．
紅
状
況
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

年

度

金

額

・

i
 

一・
[
.
9
.

9.9
..-

、

i

□報

昭

和

＝

宍

年

度

一

―

痔

＾

哭

、

目

昭
誓
年
度
―
-
m
^
-
―
-
、
翌

デ

ロ

・

工

事

の

執

行

に

つ

ど

J

は
物
価
水
準
の
高
騰
に
伴
、
い
、
殊
に
人

』

.

.
〗．
市
件
費
に
お
い
て
ほ
昭
和
―
―
十
六
年
度
当
初
の
設
計
単
価
と
現
在
の

-．
 一―り，

5
,

ぃ．

単
価
で
は
相
当
縣
隔
が
あ
り
、
エ
誓
批
と
誓
の
面
に
お
け
る
矛

-
7

ぃ．

．
盾
が
年
々
大
き
く
な
り
設
計
変
更
に
よ
り
工
事
喪
を
増
す
か
、
あ

ぃ

9
る
い
は
工
事
抵
を
縮
少
す
る
か
い
ず
れ
か
の
方
法
を
取
ら
ざ
る
を

――、
』

]．
、,．ぃ

況
得
な
い
実
梢
に
あ
る
が
、
折
角
、
本
計
画
を
実
現
す
る
よ
う
関
係

-＇．
．
．
者
の
努
力
を
望
む
も
の
で
あ
ろ
。

、

や
二
.
昭
和
二
十
七
年
六
月
五
日
及
び
十
二
月
＿
―
-
日
の
一
一
回
に
わ
た
つ

で
．

‘

て
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
法
第
四
条
に
基
く
普
通
財
産
（
旧
軍

-．
．
 

用
施
設
）
の
無
償
誰
渡
を
受
け
で
い
ろ
が
、
一
部
を
除
き
ほ
と
ん

_••広
｀

．ゞ，
．．
 
’
ど
の
も
の
ほ
明
治
三
十
一
年
一
月
以
降
即
ち
当
時
陸
軍
よ
り
軍
関

、
し
・，7

．
係
水
逆
施
設
の
無
慣
修
理
を
交
換
条
件
と
し
て
、
無
恨
貸
与
を
受

.
,
．9

け
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
よ
う
や
く
正
式
に
本
市
の
財
産
と
な

・亀．．
．
日
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
保
全
箸
理
に
万
全
を
期
せ
ら
れ
た

一

一

、o＇ 

3
 

．．

．
．
天
な
お
、
無
伯
腺
渡
を
受
け
た
も
の
は
、
次
表
の
涌
り
で
あ
る
。
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括

II.

一
現
在
水
道
局
の
主
流
と
な
っ
て
い
る
事
業
は
第
四
期
水
道
拡
張

土
事
で
あ
っ
て
、
本
工
事
は
既
に
昭
和
十
七
年
に
計
画
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
給
水
人
口
六
十
四
万
六
千
人
、
・
一
日
最
大
給
水
堂
一

十
万
ト
ン
を
目
擦
に
昭
和
三
十
年
末
完
H
予
定
で
鋭
意
努
力
中
の

と
こ
ろ
、
戦
争
の
た
め
一
時
中
止
す
る
の
や
む
な
き
に
至
り
、
更

に
昭
和
二
十
年
八
月
に
は
原
子
矮
弾
に
よ
り
浄
水
、
配
水
諸
施
設

に
潰
滅
的
損
害
を
受
け
た
の
で
あ
っ
て
、
戦
後
は
こ
れ
ら
戦
災
に

対
す
る
諸
施
設
の
復
旧
と
都
市
計
画
、
区
画
堅
理
事
業
に
伴
う
配

水
管
の
移
設
工
事
等
に
よ
り
今
日
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

な
お
。
本
市
水
道
施
設
の
な
か
に
は
相
当
老
朽
施
設
が
あ
り
、

こ
れ
が
衰
耗
も
年
々
著
し
く
、
現
状
に
お
い
て
は
全
能
力
に
対
す

六
、
0
-
=
‘
g
8

写元、二

8

翌
0
、六

8

写
‘
六
g
r
g

―
―
-
、
実
0
、
g
n

六
、
室
0
、
g
n

実
＾
‘
g

―-28,＇ 

―
-
、
最
突
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、空^
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"
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―-g
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＾
芍
写
％

I

―
-
0
.
g
年
紐
メ
．
ー
ト
ル

―
―
-
―
―
―
七
リ
ッ
ト
ル
『
―
―

i
i
{
)

リ
ッ
ト
ル
一
,
1
~
0
リ
ッ
ト
ル

益
、
九
芙
個

上
記
の
外
旧
軍
池
市
転
換
法
に
よ
り
呉
市
が
無
償
誰
渡
を
受
け

た
戸
坂
水
源
池
に
対
し
、
昭
和
二
十
八
年
三
月
＿
一
日
本
市
、
呉
市

並
び
に
本
市
同
様
の
受
益
者
た
る
安
芸
上
水
逍
町
村
組
合
の
三
者

で
、
県
知
事
並
び
に
中
国
財
謗
局
長
立
会
に
て
覚
店
を
作
成
し
、

木
市
は
土
地
約
三
、
三
0
0
坪
の
無
伯
使
用
及
び
背
綺
地
区
に
対

し
一
日
一
万
ト
ン
の
給
水
批
を
確
保
で
き
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、

末
だ
契
約
杏
の
手
交
に
至
ら
ず
、
ま
た
こ
れ
に
対
す
る
予
算
措
訟

も
講
ぜ
ら
れ
て
い
な
い
実
梢
で
あ
ろ
が
、
今
後
の
措
既
に
迎
揺
な
・

き
を
期
す
る
と
共
に
こ
れ
が
施
設
の
最
大
限
利
用
を
図
ら
れ
た

、o
＞` 

三

企
栗
会
計
が
発
足
し
て
そ
の
市
蒋
処
珊
上
最
も
大
き
な
臨
路
と

な
っ
て
い
る
も
の
に
認
永
事
菜
が
あ
る
。
即
ち
起
似
又
は
補
助

oo．鼻

、、
｀ 

_
 

以
滋
遁

I
I
I

――-1--
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係
工
事
の
竣

H
に
当
つ
て
は
認
承
額
と
実
際
に
支
出
し
た
金
額
が

合
致
し
た
竣
工
認
定
害
を
作
成
し
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
関
．

係
上
各
工
事
の
糖
算
が
逐
次
で
き
て
お
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
従
っ
て

従
来
通
り
の
予
算
差
引
も
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
、
ま

た
勘
定
科
目
も
予
算
科
目
と
企
業
会
計
科
目
と
一
致
さ
す
こ
と
も
、

で
き
ず
予
算
に
対
す
る
差
引
幣
理
も
、
企
業
会
計
の
撒
珊
と
併
行

し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
大
き
な
矛
府
を
蔵
し
で
い

る
が
、
将
来
認
承
事
業
の
取
扱
が
変
更
さ
れ
な
い
限
り
こ
の
よ
う
｀
・

な
取
扱
も
ま
た
や
む
を
得
な
い
も
の
と
い
え
よ
う
。

四
地
方
公
営
企
莱
の
業
謗
に
係
る
出
納
は
同
法
第
二
十
七
条
及
び

第
二
十
八
条
に
よ
っ
て
管
理
者
が
こ
れ
を
行
い
、
且
つ
、
管
珊
者

は
出
納
そ
の
他
会
計
事
幣
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
め
企
業
出
納
員

及
び
現
金
取
扱
員
を
腔
き
、
管
理
者
の
喪
任
と
権
限
と
に
よ
っ
て

一
元
的
に
執
行
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
が
企
業
出
納

そ
の
他
の
会
計
事
移
の
執
行
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
収
入
役
制
度

及
び
金
庫
制
度
の
適
用
を
排
除
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
自
治
庁
の
解
釈
に
よ
れ
ば
金
庫
契
約
に
類
似
し
た
内
容
を
も
．

つ
契
約
を
金
融
椴
関
と
契
約
の
上
出
納
瑕
務
を
委
任
し
て
い
る
が

こ
れ
は
明
ら
か
に
法
の
研
神
に
反
す
る
も
の
で
あ
り
、
自
治
庁
解

釈
に
つ
い
て
も
深
き
疑
念
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
本
件
に
関
し

て
ほ
更
に
今
後
の
研
究
に
ま
つ
こ
と
と
い
た
し
た
い
。

五
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
企
菜
会
計
へ
切
換
の
際
前
会
計
に
お

け
る
歳
入
出
差
引
残
金
は
二

0
、
八
九
九
、
六
二
六
円
ー
一
銭
と
な
．

つ
て
い
て
、
す
べ
て
一
月
一
日
付
を
も
つ
て
企
架
会
計
へ
綿
越
さ

れ
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
は
市
の
貨
金
躁
関
係
で

i

月

七
日
五
、
0
0
0
~
0
0
0円
、
一
月
二
十
日
七
、
o
o
o
·
o
o
o

円
残
額
を
三
月
＝
干
一
日
に
枇
入
れ
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
間
に
お
け
る
央
俯
は
容
易
に
了
承
し
得
る
も
蛍
時
の
取
り
扱

い
と
し
て
ほ
一
応
現
金
繰
入
を
な
し
た
上
直
ち
に
短
期
貸
付
金
と

す
る
等
取
扱
が
逝
当
で
あ
っ
た
と
思
料
す
る
。

‘

な
お
、
現
在
下
水
追
使
用
料
を
水
逆
局
会
計
牒
に
お
い
て
徴
収

せ
し
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
下
水
迅
使
用
料
が
水
迅
使
用
料
に
算

出
の
茄
礎
を
お
い
て
い
る
た
め
、
便
宜
上
水
道
局
に
お
い
て
取
り

扱
っ
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
が
徴
収
に
つ
い
て
は
未
だ
な

約＿

8

⇒8
個

喜``、
P
メ
ー
ト
ル
以
上

一
七
l
g
-
＿
メ
ー
ト
ル
増ーー写％

l
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、
g
n
A

_-l=0,〔
[
n
A

.
l

五
•[ •

ー
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苔
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
下
は
現
在
で
は
計
算
出
来
な
い
。
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年
号
匹
リ
ッ
ト
ル
に
は
屈
問
人
口
不
明
に
付
考
慮

し
て
い
な
し

要 —. ヽ`、
J

冒
、

ヽ

＇，
 ，
 

i
 

’̀’ 

慧
あ
る
。
起
債
に
つ
い
て
は
地
方
財
政
委
負
会
の
枠
も
あ
り
現

状
に
お
い
て
は
や
む
を
得
な
い
も
の
と
い
え
る
が
こ
れ
が
獲
得
に

つ
い
て
は
な
お
ー
屈
の
努
力
を
払
わ
れ
た
い
。

． ー

ヽt
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'' 

` 9 : ,, 
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• の 4 ,-・ ．． 

一
． ，●’ ， 

一
四

'’

—

'
l
l
l

ー

'
l
|

る
六
0
％
の
能
率
し
か
挙
げ
得
な
い
状
態
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
平
和
都
市
広
島
と
し
て
急
激
な
る
人
口
の
増
加
と

平
和
記
念
都
市
建
設
法
の
聾
想
に
基
く
上
水
道
の
保
健
懇
；
―
'

防
上
及
び
建
設
産
業
の
復
興
に
伴
う
エ
莱
用
水
の
増
加
、
広
島
湾

の
拡
充
強
化
に
よ
り
船
舶
給
水
址
の
増
加
等
、
需
用
拡
の
増
加
に

備
え
、
目
下
昭
和
l
-
＿
十
八
年
度
に
お
け
る
給
水
人
口
三
十
五
万
、

一
日
最
大
十
二
万
ト
ン
の
設
備
を
目
擦
と
し
て
昭
和
三
十
二
年
度

に
完
工
盤
備
す
べ
く
第
四
期
拡
張
工
事
と
し
て
鋭
意
こ
れ
が
進
捗

に
努
力
中
で
あ
る
。

昭
和
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
現
在
給
水
状
況
と
第
四
期
拡
張

工
事
完
成
後
の
給
水
状
況
を
比
較
す
る
と
、
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昭
和
二
十
七
年
変
工
事
執
行
状
況
は
次
の
通
り
で
ぉ
る
。

工
布
の
執
行
状
況
に
つ
い
て

超
勁
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上
記
の
表
に
示
す
ご
と
く
無
同
欠
勁
は
、
合
計
三
五
三
日
と
な

つ
て
い
る
が
狸
由
の
い
か
ん
を
問
わ
ず
、
他
の
者
に
及
ぽ
す
影
特

も
あ
る
か
ら
、
将
来
特
に
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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'‘‘
忙
’
t̀
．

ん
ら
の
規
定
も
設
け
ら
れ
て
い
な
い
実
俯
で
あ
る
。
本
件
に
関
し

”
[

外
て
は
、
早
忽
に
取
扱
規
定
を
設
け
る
と
共
に
、
理
論
的
に
矛
盾
の

‘,' 

．．言

．．

な
い
よ
う
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．
．．
 
号
六
企
業
会
計
に
お
い
て
は
物
も
す
べ
て
金
で
あ
り
、
勘
定
は
す
べ

‘、、

4
`
y
,．、

．
て
伝
票
に
よ
り
ス
ク
ー
ト
し
、
決
算
に
現
わ
れ
て
来
る
も
の
で
あ

．

；

“

．

る
と
い
う
点
が
末
だ
末
端
ま
で
徹
底
し
て
い
な
い
た
め
の
事
移
的

9
,

'

問
違
い
、
並
び
に
企
業
会
計
に
従
来
の
官
庁
会
計
を
合
同
さ
せ
ん

、

[

．
と
す
る
無
理
よ
り
生
ず
る
煩
雑
等
に
起
因
す
る
事
務
的
欠
陥
が
共

通
的
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
職
員
の
研
修
は
計
画
的
に
し
か
も
末

端
に
没
透
す
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

]

．．

．

従
来
の
官
庁
会
計
方
式
に
お
い
て
は
材
料
そ
の
他
、
棚
卸
資
産

ロ｛．．
 
報
．
は
予
算
執
行
後
は
い
つ
使
用
し
て
も
、
ま
た
使
用
し
て
残
品
が
で

‘、

し

＇
き
た
場
合
に
お
い
て
も
な
ん
ら
影
響
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、

,＇，

企
業
会
計
に
お
い
て
は
物
件
を
取
得
し
た
場
合
に
は
先
ず
貯
疲
品

．
．
 ’し

に
入
れ
、
こ
れ
よ
り
出
庫
す
る
こ
と
と
な
り
残
品
は
貯
疲
品
と
し

．
＇
〗市
て
判
然
と
残
る
の
で
あ
る
。

・

エ

・

し
か
る
に
現
在
企
莱
予
算
の
賂
理
に
お
い
て
は
物
品
購
入
し
た

・

□
際
該
当
費
目
の
概
算
額
欄
に
記
入
の
上
現
品
ほ
貯
蔵
品
に
入
れ
使

.

.
，
‘

‘

•
島
・
用
し
て
貯
疲
品
よ
り
振
替
え
ら
れ
た
と
き
に
確
定
額
欄
に
記
入
し

~

て
い
る
が
、
官
庁
会
計
と
企
業
会
計
を
一
致
さ
せ
よ
う
と
す
る
と

：
い

こ
ろ
に
無
理
が
あ
り
、
睛
入
し
た
費
目
に
使
用
し
な
い
場
合
に
は

、し

、：

一
度
に
使
用
し
た
費
目
の
確
定
額
欄
に
記
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

,T
s

．
い
の
で
経
過
が
は
つ
き
り
せ
ず
、
購
入
額
以
上
に
消
袈
し
、
又
は

＼
広

購
入
し
百
叩
物
は
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
実
際
に
ば
な
い
と

い
う
場
合
実
梢
を
知
る
こ
と
が
困
雛
で
あ
る
。

予
算
の
賂
理
上
貯
疲
品
の
中
間
勘
定
を
設
け
る
こ
と
も
考
え
ら

れ
る
が
、
予
算
の
整
理
は
企
業
会
計
と
は
別
個
の
考
え
方
で
、
従

来
の
官
庁
会
計
に
よ
る
漿
理
を
し
て
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
。
予
算

の
執
行
は
、
企
業
会
計
に
よ
り
糖
密
に
整
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
か

ら
、
こ
の
方
を
見
れ
ば
す
べ
て
判
然
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
貯
蔵
品
の
必
要
以
上
の
手
持
は
企
業
の
資
金
を
固
定
化

し
、
そ
の
回
転
を
妨
げ
、
従
つ
て
利
益
率
を
低
下
さ
せ
る
こ
と
と

な
る
か
ら
貯
蔵
品
の
現
在
高
は
常
に
注
窓
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

.、
o
＞ヽ

現
在
職
員
は
管
理
者
以
下
二
四
八
名
で
外
に
臨
時
職
員
一
七
一

，

名
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
中
職
員
一
三
名
と
臨
時
職
負
六
名
が

欠
員
と
な
つ
て
い
た
。

．

▲

．

な
お
、
職
負
の
欠
負
中
に
は
会
計
課
長
及
び
同
係
長
の
二
名
が

あ
り
現
在
総
移
課
長
が
会
計
課
長
を
兼
移
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は

昭
和
二
十
八
年
一
月
二
十
七
日
規
程
の
改
正
に
よ
り
、
会
計
課
が

総
謗
課
よ
h
分
課
し
た
た
め
で
あ
る
が
、
会
計
、
料
金
、
徴
収
の

三
係
を
統
籾
す
る
会
計
謀
長
の
任
蒋
は
極
め
て
軍
硬
な
も
の
が
あ

る
か
ら
す
み
や
か
に
補
充
す
べ
き
癌
が
あ
る
も
の
と
認
め
た
。

職
員
の
勤
移
状
祝
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
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王
事
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書
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名
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0
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四
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゜
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嘱
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四
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四

二
七 ・七

言言

四

七 八

七

四

四

八

1
0
 

四
五
’

八

五
四

五

七

一
七

1 -

ノ‘

七

事
移
負
一
技
術
員
一
現
業
員

名

名

名

九

―

I

o
 。

八

ニ
四
八

二
六 五 五 四 四

七
現
在
局
で
使
用
す
る
貯
蔵
品
の
出
納
保
管
は
各
課
で
実
施
し
て

い
る
が
、
珂
換
直
後
の
暫
定
処
置
と
し
て
や
む
を
得
な
い
が
将
来

予
算
の
合
理
的
使
用
と
資
材
の
融
通
を
円
滑
に
す
る
た
め
に
は
資

材
課
の
新
設
等
も
考
慮
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

現
在
各
課
の
資
材
係
に
お
い
て
相
互
巳
融
通
し
あ
っ
て
い
る
も

必
要
以
上
に
貯
疲
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
も
の
も
あ
り
、
殊
に
特

各
課
人
員
配
置
は
、
次
の
涌
り
で
あ
る
。
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殊
品
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お
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そ
の
感
が
あ
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て
需
要
の
多
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も
の
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在
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と
し
円
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に
回
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よ
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課名Iエ球．名称 国 1設計額 IUIゴ

施設＇醤盟己］云ロ―̀；
段原小学校々内

" |g蔽空扉配水管 1,， 1 t,269,6241 

玉1醐諏紐濫合
＂ 嬰靡沓翡認誓 1,, 1 loo,0001 

石I/ l翡嗜噂嗜1,,13,900,0001

I翡瑕池敷地土エ 1 , 1 、̂^＾ ＾̂^l 
I I 

，牛田浄水場内
I, 1醤嘉畜ぷ1,,1 2,400,0001 

I/ l謬鴨鷹宦靡1,,1 235,0001 

I/ 1認瓢翌I直営 Il,464,9091 

I蜆戸m,／力所1,: ・ ^^^ nnn: 
-'’-_＿ 

I/ l舟入門原町，｝也区 1,, 1 405,0001 

口
1東白島町外5カ所1, l ^^^ rnn1 

I/ I/ I I 

[ 
I, 1は魯塁翡I諮負 I 49,00•。1

.＇, 1會晶麿品酎，， 1 44,0001 
—ー・

I栄橋水管及び 1、1 .^^ ＾^^ 1 
給水 水管橋塗装工事 I I 

I/ I明浩樅水管補修 ，I 三9, 1西 這 II II I 、9

I/ l万代橋 II I/ 1 ,I 
——--• - ‘’ —— 已 I/

＂ 

”
 
ー＂ 

9.＇ 

II ＂ 

"
 

＂ 

賣青いい I贔乱 1型誓

950,000\ 鈴•.1 1 3 i II  

1, 2 1 4, 0001伊・｝闘 I I '1 • I 
940.00R且[_J
96, 00 01伊・｝．翡 I II I I 
172 ;5001蒻：l 1翡II I I 

3,760,0001研・ ｝・・2~n..: " 

4, 8 0 0, 00 01 % •. 1 i •. i ! I I― 

2,320,00~ ザ・ i・翡I2, 3 20, 0 0012, 3 2 0, 0001 。1
211.ooo¥朋・ i ・ l i ¥ 21 7, 0 0 01 21 7, 0 0 01 。1

1,447·,277~ 

直9,531¥KI且ー ロ
402,7941翡・• 1 |. i 11.  I I 

857,537~ 

963.50~ 翡·. i爵II I I 

500,0001 朋• i翡II I. I 

46,000~-

42,oooITTmJ 

119,500~ 

I 370~］・［蒻 II I . I 

I 43, 00 01 4 2,00 01!］・ i:2i ¥ ・ II  I・’ 

I一竺□竺□旦I--1--I―-|＿
I 20 3, 00 01 19 4, 00 01 " 9/ l!. 1 i II  I I □ 1：；尉11 1 11  

、 1
I 2 8, 3001・ 27,4 001 :; l l •蒻 II 』 1

負

864,0001 
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課名 1工事名称IXI設計額 1諾負額1罪寮叶ヽ贔贔 I覧・込副網晶1委塵悶

施設ぽ闘出叫
200.oooj 32. 5351 り•! ！ : 3i | 1’ I I iii盟歪

II I塁巌翌盟配水管 III I 214,oooi 203,20127. 7.191 
I I I 'I/ 7.30 

・・

,, I麺修理立日I 1 eo,oooj 134,0001 ~l- u: I I I I 
,, I牛魯喜田誓浄塁水靡場在並廊び戸I 160,000 150 560127. 9.161 

I I I 'I/ 9.30 

,, I畔『本1k町管外移設ー工カ 日 l 989,oooi 950,000/ ~] ・ 1t~~ I I I I 
,, I讐冶工場繹江 I,, I s5o,oooj 798.ooo/ ~r 1n¥ I I I I 
,, I齢杢塁配水管 I,, 977,6101 755, oooj_~r I rn I I I 

II I想贋冒璽塁並び I,, I 260,0001 244,8001り・i} ： i | I I I 
,, I和暉復l日工事 I,,1・ 7.250.0001 7.750.0001り礼1lI I I I 
,, I饂並鯰び諏井に取場内醐7除暉砂ミ整工及理び事□I 1,370.00叶 2,309,7711 227 8. 122 . 51 1 I I 
,, I住哀吉贔橋；五上流トル4管50I I 誓 1 14,630,0001 14,461.0001 ~J ↓ 3~ 114.461.000114.461.000I 

叫

,, I昌嬰罪紐扉I塁 I1.283.0001 1.215.9551 ~:- i品I I I I 
,, I品墨齢委雲は I3,750,oooj 3,698,ooo|!]且I、 I I | 

,, I直梱が瀬町r；i西¥,, ¥ 2.600.000¥ 2'.536.500¥ r t i ¥ I I I 
'' 1鶴見／宝町炉区|喜| 3,571.oool 3. 138.4141 r b~ I I I | 
9/ 1地広瀬区匂rym所市1町i!IJ1 I ,, I 1,350.0001 ・ 1,255.3001 ~1 ・ 1U~I I I I 
,， 1白 ，1島＂町 I,,I 431.0001 407,4411 ~J ・ i! : ｝i | I I I 
,) I記応芹叶悶 I3,370,0001 3,257,600131. i翡 I I 
＂ I迦工事Kポソフ移設 I'1 I I 7. 100.oooI i. 6.290,0001 f u~ 1 I I I 
I/ I農ボ塁ン響プ室戸3トン I I/ I g50,oooj B,991,ooojりtrnI 

I I I 
,, 1曇閾ふ彗翌I,,i 12.000.oool 11,900.0001 ~]記叶 I I I 
,, I醤奮茫斎プ附属 I,, I ・4.517.0001 4.422.5001 q1-1~:rn I . . I I I 

＇1 |雲器□，1 | II0,0001 107,oooi ~r ~ ： 翡 I I I I 
、, 1 牛塁靡田浄補水修場その公他舎 I ,, I 150,000 146,000127.Tl9 

I l I 28..17 
’` ..~ .. -ム・，． 一，

9
,
 

.

.
 

'

•

ヽ

．
．
 

9
9

9

9

,

9

,
J

,

＇ 
.
.
 

‘

●

,i,

．,
 

..
 
‘
,＂" 

'
,

9

,

＂.
＇，

．
,
＇
,“ぶ

ー、

し

L
,．，ヽ
"",

5

、.，

'
r

,
＇’
9
’9
J

9

J

、
b
,

‘

,
 

ヽ

ヽ

'

．
 

．
 

9, 

．
．
 

，、
~
 ‘.

 
， 
I 
‘’ 

.
』

9
4
9
 .
 

•
••
• 

-̂
4
 
~ ー『 ；

．
 

，
 

・

↓ヽ

9
,
 

．．
 

}＇！’ 
•, ' 
j I 

、f;: 

呵！

•

9 

.

,9
,
＇
,‘

,
＇
,
＇
 

,、

‘.

• 

，
 ..
 
;"

,,
 ．．
．
 
，
 

ヽ

,

9

,
＇
,
'
,

．
＇

，＇ 

、.
‘
‘
f
.

.

、P
.. 

,"

』

．

,
．
．

．
 
＂ 

.

＇_',
‘、.
,
'
P

．

，

｀

 

9

,

9

,

 

．．
 

,
.
 

,
．
 

』

'
•

一
八

.~ 

.

t
.
＿
・

.‘

’

 

、9
.

-

.. ,
 

ム

・

．
．

．
 

．
 
，
、

．．

．

．
、

＇

．

.
‘
 

.

,

．
 

．
 

•
•

1
•
1
.
,

『

9

,

＇

，

．

．

．
 

•• 
．̂, 

．
 

,• 
9

,
 

,`
9,
i
,
'
 

L
 

,91
 
-

，
一
・

.
,
．
,

＇
,
 

.-. 
ー

、
，

＇

ヽ
．，．

ヽ

9

9
,

＇
、
•
• 

、．

I

,• . 
-・-・・・・.ヽ・ • ”,．．, 、 . •.• . .. •. .•.. 、・一 ・ヽ・.••... . .. 

” 呵：•-` 
I • ・. ,．, ’,’‘’','．’9‘' . ̀  ．，

 
，
 

，
．り．
 

9

『

• 
，＇ 

. :. :・ ． ・・．． ， ． ； 
・.、,．．' •.·. . -.、.．．.

i

3

9
ヽ

;
'
t
 

.̂iシ
9
.

＇，

— 
：じ．ょ
ふ
后
屯
牙
浸

み
沿

,1
.
J
2
,
 

/•
9
. 

，．
，し・

~i

, 

，
 

i • ,;' ’ ‘ 、i· . ; 



一． 

島 ・市
マ―----•---

広・
、.,.9 , · ’ ヽ • ・ • : • . 

月 31 日

、. ''..
．． ． 

• J、9，し P‘ ,.9 9 

”’’ 
・ 9 , .,．

昭和28・年 ；8

こ-ー心年．937具99.”...…’'＂'99■ , ' -

• .‘ ', 9'- . •. I , ＇、`' ‘ ' ,• 9, ．．-、· 曹 •々 i ;.., , . . • ^ ..．,．'` --.，. ＿’•しf;‘ “̀’ ←’ぶ．： ／ • -、 , 9.，.'・・ ヽ ..'. ・.....'. '、,9 ;.'芯．’ o'-'...,．．．,;.,． ．． .. . .,.. '、 ,．． 9 < •. ,. . 
・;.. ・;,: • . “'`̀¥f t-;；ー・ク・,・ •. ' , 

. I 、• •. ,· •.• '. ・;・・,'..'. .. •. ; . -~;._.. ,•,, · _ · :'_. , .--• • :\ I 、::,-.. •.• =.. ・ -..-.'.’:. .．..'.., 9, . ．..． ` 9 : • • • ‘ , ．』;.` ：．． ： .、, ； ・'’・ i唸．ず '．・ ・、、 ・‘ ’:.、:'-..'.,:•' . . 、 9 ' ,  • • . . .‘良:.・,:.'・ ·.'~:,01 l・；・ 、'‘.
9J 

，ヽ 昭和；28年 8月31鼻日， 広．島市報 ， ．（号．．．．］外）．う', 1‘.．． ｀ ：] 
•—-, •'I • ;― i i i ; ― .．：  . • : : - : .. .. ・ーー・..• ... : . ... : ヽ・・ ー・ ・—- - ． ． 9• 

..“~... .. .. 』•Z.  • -＿ - ... 
------—- -- -•ー ．． 噌 mn , 、＊噴,,,. HV  .』• 噌ヽ1'‘ —'＂＇コ ・r-L 1と9`'/.9• , ・, ..... ，コ」コ‘’ らふ4l9.,9H,  ,__、 ~‘‘ ‘’' E』 ] ／ 9` こ［→LI’‘ に』 9...，い 9 9 9 9 , ． .....．--.一 9 ュ ・・． ．．`、 ・• ---...， . . - ．． 

l ―一一、 1 . I I I ! I i 

.
t

9

,
．

9
 

鼻

•• 

•, 

.

.

.
`
‘
ぃ
，＇

．，ヽ
‘
 

,.

.'

｀

 

．＇ 

ヽ

9

,

‘
 

、

＾
1

.

＇ 

'
,j'，9
.

‘
 

課名 I:r.．事 名 称隅I．設
・ヽ、

給水 1酎噂讐悶ド叫

国戸恵裳□
. I/, l江号 Ei別区1,,1

ロ攣戸一虞塁万1,II I 

I/ l江男ボ ‘./1／プ場 1 ,I I 
西新町配7知に管
臨管伏越工事II/ I 
I若草町第 6区外 ‘
言住宅給II/ I 
I千弓 'Jヽ・デ校 1 ,, 1 

I庚；；中"1,II 
I段界 ,jヽ予校、II/ _I 
虞肛闘I,,I 
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1. 200, oooj 

397,000] 
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1 1 6 1,0001 

109.oooj 

228,000『
100,ooof 
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・ 500,liooi 

9,700]' 

計

直営詔負を分類して見ると次の逝りとなる。
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金
と
二
口
に
な
っ
て
お
り
、
預
り
金
は
税
金
、
あ
る
い
は
下
水
道

使
用
料
等
水
遊
局
の
会
計
に
属
さ
な
い
現
金
と
し
、
貸
借
対
照
表

中
「
預
り
」
と
一
致
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
元
帳
の
記
帳
処
理

に
誤
り
は
な
い
が
、
銀
行
に
預
け
入
れ
を
誤
り
、
．
預
り
金
を
一
般

預
金
に
入
れ
る
等
ニ
ロ
あ
る
た
め
か
え
つ
て
煩
雑
に
な
っ
て
い
る

と
思
わ
れ
る
か
ら
一
口
に
ま
と
め
ろ
を
堀
す
る
。

七
水
道
料
金
の
潤
定
は
調
査
員
が
戸
割
に
澗
査
し
、
こ
れ
を
甚
礎

と
し
各
期
の
調
定
を
し
て
い
る
が
、
二
十
八
年
一
月
末
現
在
に
お

け
る
調
定
件
数
二
九
0
、
一
―
―
件
に
対
し
祓
額
調
定
は
一
ー
―
―
‘

0
八
0
件
で
約
四
・
五
％
と
な
っ
て
い
る
が
開
定
に
際
し
て
は
で

き
得
る
限
り
正
確
な
る
査
料
に
よ
り
滅
額
調
定
件
数
の
削
滅
に
努

め
ら
れ
た
い
。

鯰

水

課

ー
水
道
事
業
の
維
持
管
理
は
水
道
使
用
料
で
賄
う
の
が
原
則
で
あ

つ
て
工
事
で
収
益
を
上
げ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

当
課
に
お
い
て
も
主
戒
業
移
で
あ
る
給
水
管
の
維
持
管
理
殊
に

修
理
は
で
き
得
る
限
り
直
営
で
な
し
請
負
を
避
け
て
い
る
が
終
戦

後
物
価
の
不
規
則
な
る
変
動
に
よ
り
、
企
業
の
銭
点
よ
り
す
る
と

著
し
く
矛
盾
を
感
じ
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。

即
ち
、
市
民
に
諮
求
す
る
材
料
代
は
す
べ
て
市
の
仕
入
価
格
に

一
割
の
雑
究
を
加
え
た
も
の
と
し
て
い
る
関
係
上
仕
入
時
期
に
よ

つ
て
相
当
の
高
低
が
あ
り
市
民
感
俯
の
上
か
ら
も
好
ま
し
く
な
い

も
の
が
あ
る
か
ら
、
あ
る
程
度
時
価
を
考
誼
し
材
料
代
を
調
定
す

る
戒
が
あ
る
と
認
め
た
。

二
址
水
器
の
普
及
は
維
持
管
理
、
特
に
節
水
上
伍
裟
切
で
あ
る
が
、

現
在
給
水
戸
数
六
万
戸
に
対
し
．位
か
八
千
戸
に
過
ぎ
な
い
状
隙
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
終
戦
前
の
七
千
戸
に
比
す
れ
ば
一
千
戸
の

培
加
と
な
っ
て
お
り
相
当
努
力
が
払
わ
れ
て
い
る
よ
う
・
で
あ
る

が
、
将
来
の
飛
躍
を
考
え
、
且
つ
、
使
用
料
の
合
法
的
微
収
と
い

う
点
よ
り
し
て
も
、
今
後
こ
れ
が
普
及
に
は
特
段
の
努
力
を
班
す

る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
木
年
度
に
お
い
C
二
千
個
の
地
股
を
予
定
し
て
い
る
が

a

．仮
に
全
戸
を
計
批
制
と
す
る
場
合
は
央
に
一
＿
億
五
千
万
円
と
い
う

巨
額
の
経
費
を
必
班
と
す
る
こ
と
と
な
り
、
こ
れ
が
財
源
に
つ
い
．
．
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C
も
特
別
の
措
置
を
購
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
の
で

あ
る
。祉

水
器
の
取
締
、
検
針
等
料
金
に
関
し
て
は
会
計
課
で
、
維
持

管
理
の
面
で
は
給
水
課
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
所
管
し
こ
い
る
の
で

あ
る
が
、
営
莱
体
と
し
こ
能
率
を
向
上
さ
す
た
め
に
は
こ
れ
が
機

梱
の
点
に
つ
い
て
も
将
来
研
究
改
善
の
要
が
あ
る
0

.

三
指
定
水
道
工
事
店
は
規
租
に
基
き
管
理
者
が
許
可
し
C

い
る
の

で
あ
る
が
、
工
事
店
が
許
可
申
諮
し
た
場
合
個
人
、
法
人
を
問
わ

ず
一
様
に
個
人
に
許
可
を
与
え
た
こ
と
に
な
っ

c
い
ろ
が
、
法
人

の
場
合
は
必
ず
定
款
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
っ

C
、
従
来
の
よ
う

に
指
定
H
事
店
の
許
可
を
受
け
た
後
に
お
い
C
会
社
を
設
立
す
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
、
現
行
規
程
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
て
い

な
い
か
ら
注
意
さ
れ
た
い
。

四
当
課
で
取
り
扱
っ
こ
い
る
貯
蔵
品
は
約
六
六
0
余
種
あ
り
、
こ

れ
が
出
納
保
管
に
は
相
当
の
努
力
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
が
係
員

は
よ
く
こ
れ
を
堅
理
し
、
祇
ね
良
好
と
認
め
ら
れ
た
が
次
の
点
に

つ
い
C
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

臼
棚
卸
し
は
必
要
に
応
じ
C
哭
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
殊

に
期
末
決
算
の
際
の
棚
卸
し
は
厳
正
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
た
め
に
は
棚
卸
し
の
方
法
は
勿
論
保
管
方
法
、
品
稲
分

類
方
法
等
に
一
屈
研
究
、
改
善
を
栗
す
る
。

⇔
現
在
物
品
は
先
入
先
出
の
方
法
に
よ
り
出
庫
し
て
お
り
、
昭

和
二
十
八
年
一
月
一
日
以
前
に
購
入
し
た
も
の
を
A
、
以
後
の

も
の
を
B
と
分
類
し
C
い
る
が
＂
既
に

B
は
な
い
の
に
出
庫
伝

票
を
発
行
し
｀
し
か
も
元
帳
は
A
を
出
廊
し
た
こ
と
に
な
っ
て

い
る
も
の
、
又
は
A
を
出
庫
す
べ
き
を
B
を
出
庫
し
£
い
る
も

の
な
ど
あ
り
注
意
を
戒
す
る
。

回
物
品
を
入
廊
し
C
台
帳
に
記
入
せ
ず
直
ち
に
出
庫
し
C
い
る

も
の
が
あ
り
、
ま
た
撤
去
品
は
倉
庫
に
入
れ
修
理
加
工
の
後
貯

蔵
品
と
な
る
ま
で
は
中
問
に
浮
い

C
い
る
形
と
な
つ
て
い
ろ

が
、
こ
れ
は
一
応
末
照
理
品
と
し
て
賂
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。し
四
入
出
庫
伝
深
を
発
行
し
た
後
設
り
を
発
見
し
、
訂
正
伝
梨
を

発
行
し
て
い
る
も
元
帳
に
記
帳
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
っ
た
が

・,・ 
！ 
， 
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計

課

ー
現
在
水
道
使
用
料
の
徴
集
員
は
二
四
名
で
そ
の
中
一
七
名
は
臨

時
職
員
を
充
当
し
て
い
る
が
•
こ
れ
ら
徴
集
員
が
取
り
扱
う
現
金

は
一
人
一
日
平
均
約
二
、
三
万
円
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
が
取
扱

保
管
に
つ
い
て
は
特
に
万
全
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

.＇．
,-‘、9t'‘
.,．

『

11事
務
裁
理
に
つ
い
て

ッ

[
•
総
務
課

・

?
―
予
算
整
理
節
に
お
い
で
不
用
打
切
額
を
生
じ
た
場
合
の
幣
理
が

•
[
で
き
て
い
な
く
、
ま
た
経
焚
支
出
伺
を
し
た
際
概
算
額
に
記
入
せ

バ

ず
漿
理
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
が
妥
当
で
な
い
。

4

二
昭
和
二
十
七
年
十
二
月
十
八
日
市
長
室
の
発
議
に
よ
り
3

建
設

局
と
水
道
局
双
方
負
担
に
よ
る
食
糧
要
の
支
出
伺
を
た
て
、
公
営

企
業
切
換
後
の
一
月
二
十
八
日
に
水
道
局
へ
廻
附
し
水
道
局
で
は

'
伺
害
の
写
を
作
成
の
上
支
出
し
て
い
た
が
、
こ
れ
は
水
道
局
と
し

，
て
別
途
に
伺
を
起
し
支
出
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

・,

三
証
明
願
に
貼
付
し
て
あ
る
収
入
証
紙
の
消
印
の
な
い
も
の
叉
は

旧
年
度
の
証
明
番
号
を
付
し
た
も
の
等
が
あ
っ
た
が
注
意
す
べ
き

．

で
あ
る
。

｀

な
お
、
当
局
に
お
い
て
は
公
営
企
業
切
換
後
も
市
の
収
入
証
紙

を
使
用
し
て
お
り
、
そ
の
使
用
高
は
現
在
一
カ
月
約
―
―
十
万
円
な

い
し
二
十
五
万
円
程
度
に
逹
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
が

証
紙
に
つ
い
て
は
将
来
水
道
局
専
用
の
も
の
を
発
行
す
る
か
、
あ

る
い
は
現
金
納
付
の
制
度
に
切
り
換
え
る
等
考
究
す
べ
き
洒
が
あ

る
と
認
め
た
。

‘

四
職
員
の
出
勤
簿
押
印
は
本
庁
同
様
玄
関
入
口
に
お
い
て
行
っ
て

い
る
が
、
現
場
関
係
職
員
は
衷
門
守
徊
所
に
印
判
を
一
括
保
管

し
、
登
庁
の
際
本
人
に
押
印
さ
し
て
い
る
が
こ
れ
は
正
規
の
場
所

に
お
い
て
捺
印
す
る
よ
う
厳
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

立
所
有
土
地
の
台
帳
記
載
坪
数
は
取
得
当
時
の
ま
ま
と
な
っ
て
い

る
た
め
、
過
小
土
地
が
相
当
あ
り
、
な
か
に
は
一
坪
末
満
の
土
地

も
あ
る
が
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
合
築
し
て
一
口
ご
と
に
ま
と
ま

っ
た
も
の
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
り
、
ま
た
実
測
も
逐
次
行
っ
て

台
帳
坪
数
と
合
致
す
る
よ
う
に
せ
ら
れ
た
い
。
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注
意
を
要
す
る
。

施

設

課

一
資
金
前
渡
金
出
納
帳
に
お
い
て
残
高
に
お
い
こ
は
相
述
は
な
い

が
、
公
営
企
莱
に
切
換
時
の
漿
理
に
実
際
と
喰
迎
っ
た
も
の
あ
り

訂
正
を
要
す
る
。
な
お
、
賃
金
支
払
に
当
り
預
金
よ
り
煎
接
支
払

っ
た
よ
う
な
取
り
扱
い
に
な
っ
こ
い
る
が
妥
当
で
な
い
。

二
認
承
事
莱
に
お
い
て
工
事
の
最
終
日
に
賃
金
を
操
作
し
て
申
詰

額
に
一
致
さ
し
て
い
る
が
、
賃
金
で
操
作
せ
ず
事
称
袈
若
し
く
は

工
事
雑
袈
で
操
作
す
る
よ
う
に
さ
れ
た
い
。

三
当
課
で
取
り
扱
っ
て
い
る
貯
蔵
品
は
約
五
一

0
種
類
あ
り
、
且

つ
、
購
入
品
の
み
で
な
く
再
用
品
も
あ
り
、
し
か
も
材
料
樅
場
と

し
C
市
内
五
ヵ
所
に
集
積
し
て
い
る
が
撤
去
品
中
配
水
匹
目
に
類
す

る
も
の
は
一
度
水
庄
試
験
に
合
格
し
た
も
の
を
貯
祓
品
と
し
て
振

替
え
、
不
合
格
品
は
屑
鉄
と
し
て
処
理
さ
れ
て
い
C
そ
の
取
扱
は

適
切
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
が
、
合
格
品
は
検
査
終
了
す
る
ま

で
、
不
合
格
品
は
換
価
処
分
す
る
ま
で

l

応
末
賂
碑
品
と
し
て
帳

節
に
記
載
さ
れ
C
あ
る
も
勘
定
に
上
つ

C
い
な
い
が
滴
当
で
な

r
o
 

ヽ
水
源
池
附
近
＿
―
-
ヵ
所
の
置
場
に
あ
る
配
水
管
約
ー
―

-
0
ト
ン
は
特

殊
品
で
あ
り
将
来
い
つ
か
は
必
要
で
あ
る
と
い
う
珊
由
で
、
保
管

し
C
い
る
の
は
よ
い
が
資
産
と
し
て
計
上
さ
れ
C
い
な
い
こ
と
は

適
当
で
な
い
。

四
現
在
当
腺
で
所
管
す
る
貯
疲
品
は
昭
和
三
十
二
年
完
工
予
定
の

第
四
期
拡
張
工
事
の
関
係
も
あ
っ
て
、
二
五
、
一
六
九
、

0
0
0
余

円
と
い
う
額
に
な
っ

C
い
る
が
公
営
企
業
団
換
を
契
椴
に
貯
祓
品

の
再
検
討
を
な
し
、
死
疲
、
退
疲
品
の
整
理
を
叙
極
的
に
央
施
す

る

班

が

あ

る

と

認

め

た

。

‘

五
認
承
事
莱
中
配
水
管
移
設
H
事
の
鉄
管
は
、
元
の
古
鉄
管
七
〇
．

％
、
新
品
補
充
三
0
％
と
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
検
究
不
合
格
そ

の
他
都
市
計
画
の
関
係
等
に
よ
り
撤
去
不
可
能
の
も
の
も
あ
り
事

央
上
新
品
補
充
五
0
％
の
率
と
な
っ
こ
お
り
設
計
変
更
も
ま
た
や

む
を
得
ざ
る
状
態
と
な
っ

c
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
移
設
工
布
を
行
っ
た
か
ら
と
て
総
延
長
に
変
化

を
来
す
も
の
で
な
く
ま
た
使
用
料
等
も
従
前
よ
り
上
廻
る
も
の
で

,
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ヽ

な
お
、
現
在
一
七
名
の
臨
時
職
負
は
現
金
を
取
り
扱
い
な
が
ら

臨
時
と
い
う
理
由
に
よ
り
現
金
取
扱
員
に
任
命
し
て
い
な
い
が
、

た
と
え
臨
時
と
い
え
ど
も
管
理
者
に
お
い
て
採
用
し
た
以
上
企
業

・
職
員
と
し
て
変
り
わ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
現
金
取
扱
員
と
し
て

正
式
に
任
命
し
、
報
償
金
等
も
他
の
事
謗
員
同
様
支
給
さ
れ
る
よ

う
考
慮
す
べ
き
要
が
あ
り
、
ま
た
一
方
本
人
の
職
移
上
の
責
任
に

つ
い
て
は
他
の
職
員
と
な
ん
ら
変
り
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な

い
こ
と
で
あ
る
。

二
現
金
預
金
の
手
持
高
は
公
営
企
業
切
換
以
来
一
、
五
0
0
万
円

以
上
と
な
つ
て
お
り
、
こ
れ
は
工
事
諮
負
金
支
払
に
要
す
る
た
め

の
手
持
準
備
金
と
称
し
て
い
る
が
、
資
金
連
用
の
面
に
お
い
て
拙

劣
の
点
な
し
と
い
え
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が
運
用
に
つ

い
て
な
お
一
屈
研
究
に
努
め
る
と
共
に
、
差
し
当
り
必
要
で
な
い

現
金
は
定
期
預
金
そ
の
他
適
当
な
方
法
に
よ
り
死
疲
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
処
理
に
遺
憾
な
き
を
期
せ
ら
れ
た
い
。

-
．
一
昭
和
二
十
八
年
一
月
一
日
公
営
企
業
と
し
て
発
足
ず
る
に
際
し

法
に
基
く
査
産
の
再
評
価
を
し
て
い
る
が
滅
価
償
却
衆
を
水
道
使

用
料
の
約
一
割
に
と
ど
め
ろ
た
め
、
評
価
額
の
八
0
％
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
が
一
律
に
八
0
％
と
す
る
こ
と
な
く
実
情
に
応
じ
五

0
％
ぁ
る
い
は
一

0
0
％
の
も
の
も
あ
る
と
い
う
処
理
方
法
が
適

当
で
あ
っ
た
と
思
考
さ
れ
る
。

ま
た
再
評
価
倍
数
表
の
見
速
い
に
よ
り
評
価
額
の
相
違
す
る
も

の
は
決
算
期
に
お
い
て
修
正
す
べ
き
で
あ
る
。

な
お
、
滅
価
償
却
は
定
額
法
に
よ
ら
ず
定
率
法
に
よ
る
べ
き
で
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あ
っ
て
、
車
輛
連
搬
具
、
機
械
等
は
全
体
の
資
産
金
額
の
割
合
か

ら
見
れ
ば
少
額
で
は
あ
る
が
で
き
得
る
限
り
正
確
を
期
す
る
た
め

に
は
、
個
々
の
物
品
に
つ
き
央
箭
に
応
じ
た
滅
価
償
却
を
な
す
べ

き
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

財
産
台
帳
の
再
評
価
額
並
び
に
滅
価
償
却
額
の
算
出
の
基
礎
は

備
考
欄
に
記
入
し
、
ま
た
倍
数
表
通
り
行
っ
て
い
な
い
も
の
は
註

記
し
て
お
か
れ
た
い
。

・
昭
和
二
十
七
年
六
月
譲
渡
を
受
け
た
旧
軍
用
施
設
の
内
、
配
水

管
の
延
長
メ
ー
ト
ル
数
は
調
査
未
済
の
た
め
記
入
し
て
な
い
が
、

早
急
に
実
地
調
査
の
上
幣
理
し
て
お
か
れ
た
い
。
．

四
器
具
備
品
と
消
耗
品
と
の
区
別
は
購
入
価
格
一
万
円
を
限
度
と

し
、
一
万
円
以
内
の
も
の
は
消
脈
品
と
し
て
備
品
台
帳
に
記
載
し

て
い
な
い
が
、
価
格
の
面
で
の
み
分
類
す
る
と
謝
用
年
数
と
矛
盾

を
生
ず
る
も
の
も
あ
り
品
名
録
を
作
製
し
て
価
格
の
面
と
双
方
よ

り
幽
酌
し
て
分
類
を
な
し
、
努
め
，
て
実
情
に
合
う
よ
う
に
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

五
収
入
支
出
並
び
に
振
替
伝
票
は
会
計
課
長
が
証
拠
書
類
に
基
ぃ

て
発
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
が
、
各
課
に
お
い
て
ほ
伝
票
に

類
似
し
た
調
害
を
発
行
し
、
決
裁
を
受
け
た
も
の
を
会
計
課
に
廻

し
会
計
課
は
こ
れ
に
よ
り
伝
票
を
発
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
調
書
は
不
必
要
で
あ
り
各
課
で
証
拠
害
類
に
基
き
伝
票
を
発

行
す
る
方
が
能
率
的
で
あ
る
。

六
現
在
手
持
現
金
は
す
べ
て
銀
行
預
金
と
し
て
お
り
出
納
帳
残
高

は
銀
行
預
金
残
高
と
な
っ
て
い
る
が
、
預
金
は
一
般
預
金
と
預
り
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計

II 

現

業

員

”
 技
術

員

臨
時
．
事
移
員

職

一
八
七

＇ ノ‘ 一
六 名

-
0
八

四
一
一
、
七
0
0

一
五
、
四
0
五

―
-
、
八
七
〇 ーー

二
三
、
六
0
五

ニ
ニ
八
・

ニ
四
四
・
七
六

＿
―
-
四
一
・
入
八

名

一

人

員

総

賃 ，．

金：
額

平

均
E~ 

二
―
八
•
五
0 額

三
〇

ニ
七
〇

最

二ハ
0

一
九
〇 ー

＇ 

一
七
五

高

一

最

低 ．

•II 

な
お
、
局
内
臨
時
職
員
の
賃
金
は
、
次
表
の
通
り
と
な
っ
て
い
る
。
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工

事

係

＂

一
昭
和
工
十
六
年
十
月
十
六
日
ル
ー
ス
台
風
に
よ
り
流
失
し
た
住

吉
橋
仮
木
橋
に
蔀
架
し
て
あ
っ
た
五

0
0
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
管
の
引

揚
工
事
に
箔
エ
せ
る
も
、
橋
体
取
り
こ
わ
し
後
で
な
け
れ
ば
工
事

不
能
と
判
明
し
、
翌
十
一
月
十
五
日
一
応
こ
れ
を
打
ち
切
り
、
．
橋

体
取
こ
わ
し
後
の
昭
和
二
十
七
年
十
一
月
二
十
四
日
再
び
齋
エ
、

翌一
1

十
八
年
＝
1

月
＝
―
十
一
・
日
に
は
障
専
物
の
た
め
更
に
中
止
届
を

出
し
C
い
る
が
、
実
際
は
隋
工
後
間
も
な
い
十
一
月
二
十
八
日
に

主
事
不
能
と
な
り
中
止
じ
こ
い
る
も
の
で
あ
る
。
．
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し
．
ば
な
い
が
、
逆
に
資
産
は
大
と
な
り
同
時
に
償
却
喪
も
平
行
し

5

大
き
く
な
な
と
い
う
結
果
が
生
れ
れ
る
も
の
と
思
考
せ
ら
れ
る
の

で
こ
れ
が
取
扱
に
つ
い
て
は
今
後
充
分
研
究
、
・
対
策
を
講
じ
る
要

が
あ
る
。

・

．

な
お
、
瑕
換
資
産
と
し
て
撤
去
要
を
損
喪
に
計
上
し
、
．
固
定
資

産
価
額
の
異
動
整
理
を
行
わ
な
い
、
い
わ
ゆ
る
更
新
法
に
よ
る
こ

．．
 と
も
一
方
法
と
思
わ
れ
、
珠
に
口
径
の
小
さ
い
配
水
管
等
は
取
替

も
多
く
、
葉
水
器
に
採
用
し

C
い
る
本
法
を
適
用
し
こ
処
理
す
る

'

が
よ
．
い
と
思
わ
れ
る
。

藩

水

課

．

簿
外
備
品
、
消
脈
品
の
出
庫
に
当
り
伍
心
を
要
す
る
も
の
ほ
控
害

に
し
、
後
に
出
庫
伝
票
を
発
行
し
て
い
る
が
、
，
記
帳
だ
け
し
C
伝

票
を
落
し
C
い
る
も
の
あ
り
、
伝
票
は
す
べ
て
勘
定
の
基
と
な
る

も
の
で
あ
り
こ
の
点
取
扱
者
に
対
し
充
分
徹
底
せ
し
め
る
要
が
あ

ろ
。

ま
た
出
庫
伝
票
は
決
裁
後
綴
り
込
ん
で
い
る
が
現
品
は
出
な
か

っ
た
と
の
こ
と
で
記
帳
せ
ず
保
管
し
こ
い
る
も
の
な
ど
あ
り
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

．＇
ノ

簿
外
物
品
整
理
簿
に
は
員
数
の
み
記
載
し
、
価
格
を
記
し
C
な

ぃ
加
節
外
物
品
も
毎
年
四
月
末
日
ま
で
に
管
理
者
に
報
告
す
る
よ

う
規
程
で
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
常
に
照
理
し
て
お

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

な
お
棚
卸
し
は
帳
簿
の
棚
卸
し
の
み
で
な
く
現
品
に
つ
い

C
も

必
ず
行
い
、
帳
蒋
と
現
品
と
照
合
し
そ
の
一
致
を
確
認
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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本
件
に
つ
い
て
は
齋
工
前
の
調
査
も
不
充
分
と
思
わ
れ
、
且

つ
、
．
実
際
に
工
事
中
止
と
な
っ
た
時
期
等
よ
り
す
れ
ば
当
然
企
業

会
計
切
換
ま
で
に
精
算
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

．

―
―
各
工
事
の
覇
算
は
工
事
監
督
が
吉
任
者
と
な
っ
こ
い
る
が
竣
工

後
す
み
や
か
に
柄
算
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、
精
算
金
額

は
関
連
要
を
除
く
会
計
の
資
産
へ
の
振
替
金
額
と
一
致
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
o•

• 

諮
負
工
事
の
柄
算
害
は
従
来
作
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
直
営

工
事
同
様
工
事
監
督
は
精
罪
害
を
作
り
、
会
計
課
で
工
事
勘
定
を

資
産
勘
定
に
振
り
替
え
る
伝
票
金
額
と
照
合
が
で
き
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

三
工
事
の
発
生
品
を
貯
疲
品
若
し
く
は
不
用
品
に
振
り
替
え
る
に

は
工
事
監
督
が
工
事
日
報
に
撤
去
品
を
記
入
し
て
、
こ
れ
を
貯
蔵

品
倉
庫
に
送
り
酒
掃
若
し
く
は
修
理
を
し
て
、
水
圧
試
験
そ
の
他

の
検
査
を
な
し
、
合
格
し
た
も
の
を
貯
疲
品
に
畜
不
合
格
品
を
屑

鉄
又
は
不
用
品
に
振
り
替
え
C
い
る
が
、
こ
の
工
事
は
す
9

へ
て
設

計
害
に
組
ん
で
あ
り
丁
事
監
督
の
責
任
と
な
つ
て
い
る
が
、
実
際

は
倉
庫
に
送
付
し
た
時
既
に
工
事
監
督
の
責
缶
を
離
れ
こ
お
る
か

ら
、
工
事
監
督
と
倉
庫
主
任
七
の
受
渡
は
伝
票
に
よ
り
害
類
の
上

か
ち
も
明
ら
か
に
す
る
よ
う
取
扱
を
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

、。
＼
》

四
工
事
設
計
害
に
記
載
す
る
材
料
の
名
称
、
分
類
、
単
位
等
は
貯

蔵
品
元
帳
の
そ
れ
と
一
致
さ
す
べ
き
で
あ
る
が
こ
れ
が
一
致
し
て

い
な
い
た
め
金
額
も
正
確
に
出
ず
、
ま
た
設
計
変
更
を
し
た
場

合
、
元
帳
と
照
合
で
き
な
い
場
合
も
あ
る
か
ら
注
意
さ
れ
た
い
。

五
直
営
ヱ
事
に
お
い

C
籾
算
帯
に
は
諸
査
材
要
と
労
移
賃
金
の
集

計
額
と
な
っ
て
い
る
が
、
失
対
人
夫
の
失
業
保
険
料
を
含
ん
で
い

な
い
た
め
、
会
計
の
工
事
勘
定
よ
り
資
産
勘
定
へ
の
振
替
金
額
よ

り
関
連
費
を
差
し
引
き
、
撤
去
衆
を
加
え
た
額
と
一
致
し
な
い
か

ら
罰
算
書
に
は
梢
算
金
額
と
竣
工
金
額
と
を
別
に
し
、
な
お
梢
算

金
額
ぱ
会
計
の
振
替
金
額
と
一
致
す
る
よ
う
取
り
扱
わ
れ
た
い
。

む

す

び

以
上
監
査
結
果
の
大
要
を
述
べ
た
の
で
あ
る
が
公
営
企
業
法
が
実

施
さ
れ
て
以
来
末
だ
日
も
浪
く
、
且
つ
、
本
法
は
実
際
に
連
営
し
C
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見
る
に
実
情

g
即
し
な
い
面
も
あ
り
、
殊
●
東
京
；
大
阪
の
ご
と
き

大
都
市
に
も
ま
た
辛
う
じ
こ
本
法
の
適
用
を
受
け
る
小
都
市
に
も
本

法
が
画
一
的
に
遥
用
せ
ら
れ
る
こ
と
は
実
情
に
即
せ
ず
不
合
理
の
点

も
あ
り
、
将
来
再
検
討
を
な
し
適
正
化
す
る
要
あ
り
と
認
め
ら
れ

こ
。t
 し

か
し
な
が
ら
全
職
員
は
よ
く
立
法
柄
神
に
則
し
法
の
迎
用
に
最

善
を
尽
し
、
そ
の
基
準
原
理
た
る
公
共
性
及
び
経
済
性
の
確
立
に
向

っ
こ
鋭
意
努
力
し
て
お
り
へ
将
来
公
営
企
業
体
と
し
~
健
全
な
る
発

展
を
遂
げ
る
も
の
と
確
信
す
る
も
の
で
あ
る
。
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市
民
の
附
屈
殷
関
の
殿
笠
に
関
す
る
条
例
…
•
•
•
•
…
…
…
…
•
•
…
…
-

＞
審
森
会
．
｛
泊
談
会
及
び
澗
在
会
等
の
委
員
そ
の
他
の
樅
成
員
に

対
す
る
報
醐
及
び
袈
用
弁
樅
条
例
：
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
ニ

oJ

広
島
市
東
部
復
偲
土
地
区
両
整
縄
季
員
会
委
負
の
報
醐
及
び
痰

用
弁
恨
条
例
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
•
•
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
•
•
ニ

広
島
市
保
育
園
条
例
の
一
部
改I
E
:
·
·
…
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市
長
の
附
属
機
関
の
設
置
に
関
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公

布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
八
日

広
島
市
長
務
代
理
者

広

島

市

助

役

高

山

一

｀
T

―――

広
島
市
条
例
第
三
十
茸
号

市
長
の
附
属
殺
関
の
設
骰
に
関
●
1

る
条
例

第
一
条
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
百

三
十
八
条
の
四
第
一
＿
一
項
の
規
定
に
よ
る
市
長
の
附
屈
椴
関
の
設
骰

に
関
し
て
は
•
他
の
条
例
に
特
別
の
定
が
あ
る
も
の
を
麻
く
外
．

こ
の
条
例
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
二
条
別
表
の
上
憫
に
掲
げ
る
椴
関
は
．
市
長
の
附
屈
嬢
閲
と
し

て
PItltL
か
れ
る
も
の
と
し
。
そ
の
設
叩
肛
の
目
的
は
．
そ
れ
ぞ
れ
下
梱

に
記
載
す
る
通
り
と
十
る
。

第
l

＿
一
条
前
条
に
掲
げ
る
俄
関
の
組
撤
｀
所
掌
事
務
及
び
委
偽
そ
の

仙
の
構
成
絨
並
び
に
そ
の
哨
営
に
関
し
f
＿
必
吸
な
Jjl頃
に
つ
い
て

は`

iii艮
が
定
め
る
。
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広
島
市
長
職
務
代
耶
者

広
島
市
助
役
高

広
島
市
条
例
第
一

l-＋八
号

一
部
を
改
正
す
る
条
例

．．．
 

瓜
島
市
保
育
園
条
例
の

害
一
年
十
月
四
日
広
島
市
条
例
第

（
昭
和
―
―

f
 

広
肋
市
保
育
園
条
例

f." 

四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

TE
す
る
。

し
「
幼
児
」
を
「
乳
幼
妃
」
に
改
め
る
。

；

9

，
第
十
条
を
第
十
一
条
と
し
｀
第
九
条
の
次
に
第
十
条
と
し
て
次
の

〗函
を
加
え
る
。

．

民
間
の
社
会
事
菜
経
営
者
又
は
団
体
に
保
育
園

第
十
9条
市
長
は
．

，`
 
．．
 

翠
麗
を
委
託
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

〗
別
表
青
崎
保
育
園
の
項
位
骰
の
欄
中
「
広
島
市
仁
保
町
堀
越
」
を

に
改
め
．
同
表
中
こ
ば
と
保
育
園
の
項
の

:、「
広
島
iij仁
保
町
字
洋
」

次

に

次

の
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称
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市
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広
島
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資
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資
金
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運
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市
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政
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島
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長
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．
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広
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委
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の
祐
問
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＿
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妥
給
ナ

ほ

に
対
す
る
報
澗
及
び
黄
用
弁
償
条
例
．
＇

．

剖
復
興
土
地
ズ
一
画
賂
理
に
伴
う
町
界
、
町
名

紬
栗

5
~
i
竺
云
及
び
地
番
の
蜘
理
に
関
し
~
必
痙
事
項
を
審

’

談
す
る
こ
と
。
•
第
一
条
審
査
令
審
議
会
及
び
調
査
会
の
委
員
そ
の
他
の
構
成
負

＇
ヌ
e
c

.

2

報
屑
咲
新
任
者
及
び
退
任
者
と
も
当
月
分
が
土
姦
閉
浴
゜

一賞

年

：

市

長

の

祁

問

に

応

じ

、

Ili失
業
対
策
事
業
就
（
以
下
「
委
員
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
報
醐
及
び
費
用
弁
憫

r
4
 ... 

ゴ
-一

石
ふ
5

労
者
に
対
す
る
就
魯
釜
貨
付
の
公
花
及
び

ー

（

闘

喜

ト

第
―
―
一
条
委
員
英
そ
の
公
務
の
た
め
瓜
島
市
の
杯
肢
外
に
＂旅

行
し

1

9

-

：
‘
迅
速
な
処
理
並
び
に
貸
付
金
回
収
の
促
泄
に
の
額
並
び
に
支
給
方
法
に
関
し
て
は
奮
他
の
条
例
に
特
別
の
定
が

あ
る
も
の
を
除
ぐ
外
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六

□
了，
1

J

ー
関
し
直
靡
愚
す
る
こ
と
。

叶
今
て
―
~
1
1病
院
の5器
尼
厚
嘉
咽
つ
い
て
審
眼
十
七
号
）
第
二
百
＿
―
一
条
の
規
定
に
荏
ぎ
[
.
に
の
条
例
の
定
め
る
と
た
と
き
は
．
必
疫
な
費
用
を
弁
慨
す
る
。

'
,
〗

.9
,̀
t

.
し

‘
,

2
.〗
菰
項
り
袈
用
弁
俯
額
は
｀
広
島
市
職
鯰
等
の
旅
税
に
閲
す
る
条

匡
病

7

i

]

K

I

人

]；

す
る
こ
と
。

と＿ー

'

,'
h“
,9.
,9
,
9
,̀
’,

；'
，
ヽ
＇a

り
、
，’
ぶ
こ
ろ
に
よ
る
9

{
,
＇

．

．いぶ'9
.

例

．（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
条
例
第
十
七
号
）

1
別
表
第
一
に
掲

t
J
止
示
市
長
の
罰
問
に
応
じ
＂
中
小
企
架
の
礁
衰
に
第
二
条
報
酬
は
日
額
と
し
＂
勤
務
一
日
に
つ
き
＿
＿
ー
百
円
と

4

す
る
。

，

一
げ
る
書
級
の
戦
務
に
お
る
者
相
当
の
旅
費
額
し
ー
タ
-"
そ
の
支
給

≪.，＇，9 

バ
〗

4ー
一
，
iー
，＞

心

璃

5

ご
_̀l
-
O
O
し
‘
詈
剪
事
項
を
器
議
す
る
こ
と
。

2

委
員
癖
が
、
本
市
が
ら
埴
方
自
治
法
第
一
ー
百
四
条
に
規
定
す
る

、

＇口
給
料
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
手
型
を
受
望
い
る
と
き
は
．
前
項
の
に
つ
し
て
は
、
同
條
例
の
規
定
を
開
す
る
。

.

.

 

冒
.
.
 

I

I

 

附

則

，

匹
i

皿
二
胆
市
長
の
諸
間
に
応
じ
＂
嘉
簸
生
産
施
設
再

り
'
,'、'

盆
熙
こ
＇
印
建
礁
資
制
度
の
枢
在
な
誓
定
期
す
る
こ
盃
碗
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
報
醐
住
こ
れ
を
支
給
し
な
い
。

ぷ

,
•

こ
の
条
例
は
畜
公
布
の
日
か
ら
施
行
ナ
る
。9,

'

，

．

，

り
、

3
報
醐
ほ
↓
．
＇毎

月
上
旬
に
、
前
月
分
を
支
給
す
る
。

匹

季

｛

こ
｀
と
。

t
d.’

バ

ロ

匹

一

市

長

の

諾

問

に

ぷ

じ

、

市

場

の

連

営

に

関

し

、

第

三

条

委

負

節

が

、

そ

の

公

膀

に

よ

り

広

島

市

の

区

域

外

に

旅

行

、
広
島
市
保
宥
園
条
例
の
一
部
を
改
墨
’
る
条
例
も
と

:r

'
，；
し
た
と
き
は
：
．＇
必
要
な
費
用
を
弁
俯
す
ろ
。

悶
i

舜
こ
二
甚
本
的
な
應
要
狐
項
を
審
議
す
る
こ
と
。
＼
‘｛，

．
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●
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1

,

1

ー

ー

！

ゞ
・
〉
＇
第

l

．

条

を

次

の

よ

り

に

改

め

る

。

＇

昭

和

二

十

八

年

八

月

十

八

・日，9
．．
 

『

9
,
．
占
＇
9
:
広
島
泄
湾
委
鎖
会
規
則
（
昭
和
二
十
五
年
四
月
一
日
広
島
市
規
則

訪
[
(
こ
の
規
則
の
趣
旨
）

，

．．
．．
 

，
．
、
広
島
市
長
職
務
代
理
者
第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
り
に
改
•
止
す
る
9

‘
P9,

．

、
ヽ
J
`

号

広

島

市

助

役

高

一

1

一

第

一

条

中

「

広

島

湘

湾

委

員

会

（

以

下

貫

愈

ぃ

r
)
。
）
は
．
」
を

下

●
,
8
9

第
一
条
広
島
市
町
界
町
名
地
番
幣
理
審
議
会
（
以
下
「
審
談
会
」

＇第
"□
（．

口ヘ

と

い

う

え

組

織

．

所

棠

事

務

及

び

委

負

そ

の

他

の

樅

成

負

並

び

広

島

市

規

則

第

五

十

二

号

4

「

委

員

会

は

｀

」

に

改

党

同

条

中

「

羞

」

を

削

り

｀

同

条

が

第

二

｀
：
に
そ
の
讐
に
関
し
て
は
．
市
長
の
附
囮
機
関
の
設
骰
に
関
す
る
社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
迎
営
す
る
規
条
と
し
．
以
下
順
次
繰

h

下
げ
•
第
二
条
の
前
に
第
一
条
と
し
て
・

で
り

〗
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
条
例
第
一
＿
一
十
尻
号
）
第
一
ー
一
条
の
規
則
次
の
一
条
を
加
え
る
。

..

.

9

定
に
某
き
。
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
社
会
保
険
広
島
市
民
病
院
沌
常
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
第
i

条
・
広
島
池
湾
委
員
会
（
以
下
「
委
負
会
」
と
い
う
9

尺
の
組

9
i
~

則
第
六
十
一
号
の
二
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

J
Eす
る
°
織
．
所
掌
事
務
及
び
委
飩
そ
の
他
の
構
成
負
並
び
に
そ
の
連
慾
に

目^

し

n
 

{

．

｀

t

.
り

i

」

}

の

規

則

は

．

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

一

第

宜

条

を

次

の

よ

1
に

改

め

る

。

関

し

て

は

．

市

長

の

附

狐

機

関

の

設

骰

に

関

す

る

条

例

（

昭

和

―

―

（

病

院

祁

党

委

員

会

）

十

八

年

広

島

市

条

例

第

三

十

五

号

）

第

一

＿

一

条

の

規

定

に

基

合

・

＂

こ

ロ
・
・
広
島
市
中
小
企
業
融
衷
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
韮
す
る
一
第
五
条
市
長
の
附
屈
槻
関
の
設
骰
に
関
す
る
条
例
．
（
昭
和
二
十
八
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
』
•
9

f

年
広
島
市
条
例
第
一
＿
一
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
h
設

骰

さ

れ

阻

則

．

し

•
」

J
L

規
則
を
↓
）
J
-」
に
公
布
す
る
。

ら

・

た

社

会

保

欺

広

島

市

民

病

院

沌

慾

委

員

会

（

以

下

「

苅

党

委

負

こ

の

規

則

快

公

布

の

旧

・

か

ら

施

行

す

る

9

ぃ
．べ

＼

湖
F

:
＇
..

会
」
と
い
う
。
）
は
~
左
に
掲
げ
る
委
負
を
も
つ
て
組
織
す
る
。
-

9:

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
八
日

広

島

市

長

職

務

代

理

者

広

島

市

競

輪

迎

営

委

員

会

規

則

の

一

部

を

改

正

す

ろ

規

則

一
市
長
の
事
務
部
局
（
病
院
を
除
く
。
）
の
職
員
二
名

心
↓
、
市

，ゃ

．．
 
，

・

広

島

市

助

役

高

山

一

―

―

―

＿

一

病

院

の

職

負

二

名

き

」

こ

に

公

布

す

る

。

ご

．

広

島

市

規

則

第

五

十

一

号

・

―

―

―

市

談

会

談

負

一

一

名

昭

和

二

十

八

年

八

月

十

八

日

:,",＇，'
＂：'̀ 

ー

＿

i-

内

ぐ

i

.

l
,J1

広
島
市
中
小
企
業
礁
登
姿
偽
{
k
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
四
被
保
除
者
を
代
表
す
る
者
一

i

名

．

戸

広

品

市

長

職

務

代

狸

者

；

則

五

璽

塁

を

代

表

す

る

者

・

ニ

名

．

広

島

市

助

役

高

u

-

；
ピ'

ナ
〗
~
□

島
．
、
広
島
市
規
則
第
五
十
四
号

渓

I

心

広

島

市

中

小

拿

礁

昏

委

員

会

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

広

島

市

規

六

公

ゲ

位

を

代

表

す

る

者

二

名

広
島
市
将
帷
連
翠
醤
丞
規
則
の
一
部
を
改
虻
'
-
令
規
則

ご'.”

`
．
則
第
四
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
9
に
改
IE
す
る
。

2

前
項
の
委
負
は
．
市
長
が
任
命
又
は
委
暉
す
る
°
但
し
。
第
四

広
島
市
箭
帷
沌
営
委
負
会
規
則
孔
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
市
規
則
第

気
1

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

°

号

及

び

第

冗

号

の

委

負

の

委

咽

に

つ

い

て

は

｀

広

島

限

知

事

（

以

己
,

'

1

ム
第
一
条
広
島
市
中
変
巌
礁
塁
貸
会
（
以
下
「
一
界
負
会
」
と
下
「
郎
事
」
と
い
う
。
）
と
協
議
す
る
も
の
と
す
る
。
ヒ
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

{¥9↑
.

9

ハい

ぅ

。

）

の

組

織

．

所

漿

事

務

及

び

委

負

並

び

に

そ

脅

常

に

関

し

第

羹

人

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

°

・

・

即

名

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

.]
・｝
●
[
こ
．
9
.
ピ
は
．
市
長
の
附
屈
殺
阪
の
股
既
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
第
八
条
削
除

．

．
 
広
島
市
前
棺
靡
馬
悲
羹
店
雰
規
則
・

:
,．,
．．
 

ーT

ル

第
一
条
を
容
の
よ

i

り
に
改
め
る
。

a

,

[;
ヰ
広
島
市
条
例
第
一
子
工
北
号
）
第
一
一
一
条
の
規
定
に
恭
支
こ
の
規
阻
則

第
一
条
＇
広
品
市
院
綸
競
馬
殖
啓
委
員
会
（
以
下
「
委
民
会
」
と
い

が
｀
“．
ら

覧
a
.
.
.
7
ご
面
間

の

定

め

る

と

こ

ろ

に

よ

る

。

＇

こ

の

規

則

は

●

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

、
う
。
）
の
組
岡
所
棠
事
務
及
び
添
硲
年
罪
に
そ
の
沌
慇
に
関
し
て

、

日

'

,

9

広
島
避
湾
委
員
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
は
．
市
長
の
附
屈
機
関
の
設
骰
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
一
．
，ヱ

＇
八
年

ぷ
•

第
一l一
条
を
削
り
、
第
四
条
を
第
一

i
i条
と
し
｀
以
下
順
次
繰
り
上
げ

。
る。．

.
2
 

に

公

布

ず

る

。

広

島

市

条

例

第

一

＿

＿

十

五

号

）

第

一

＿

一

条

の

規

定

に

甚

ざ

曹

り

こ

の

規

則

ぃ”

,
"附

則

月

4

9

I

昭

和

二

十

八

年

八

月

十

八

日

の

定

め

る

と

芸

・

に

よ

る

。

，

1

．

↓

ヽ

]n[-

翌'’

J

・

；

j

の
規
圃
は
、
公
布
の
日
か
ら
旅
行
十
る
。

広
島
市
長
戦
務
代
親
学
~
第
一
一
条
中
「
前
伯
」
を
「
広
島
市
営
の
競
検
及
び
競
馬
」
に
改
め
―

F
 

ヽ

＇ヽ

五喝‘
ー，＂，

C
.
f
、4
h

‘

,
｀
い
’ザ

一

，

＂

因

靡

励

殺

．五

"

-

三

る

？

｀

9

9

4
hー
[
"
i
,

'

8
 

2
 

／

和

社

会

保

険

広

島

市

民

悶

翡

規

則

の

一

部

を

改

皐

―

。

一

広

島

市

規

則

第

五

十

ー

―

-9
'＂

4̀

9
X

第

四

条

中

「

甘

闘

翡

嘉

」

を

「

翡

翡

雑

馬

関

係

乱

,4
、

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
―
e
c.：
7
白`

、

J
広
島
瑚
柄
委
負
＾
＾
規
則
の

1
部
を
改
i
E十
る
規
則
~

I

P
'、
社
弁
」
に
改
め
る
。
口
•
9
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,
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沃
石
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,
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『
9
ゞ

均
〗
＇
｀
附
則
[
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'
]

h

9?
；
バ
ー
、
ず広
島
市
長
職
務
代
難
者

」

：

49Jげ

第一
N

i

条
委
負
会
は
．

，
市
長
の
諸
問
に
応
じ
ャ
ー
寄
附
財
産
の
使
用
方

’
'r.

,

．

""‘
j

ミ
｀

:9,
.t1
,f"iが

n9ーf'
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i

いにパ窄
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、川
’
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T

し，＂094
,
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,ぷ`
ふ’t,
9a.
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9
こ
の
規
則
使
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る

g
,T炉
，ロ

h

4
属
し
f

1
，
ー

＂
辻

．i
i
叶
岱

い
泊
＼

り
り

t
且
門
ゾ
＂
け

，
＇
寸

迅
賃
卜

3
,
’~州
朴

は

沿
＇
ー
'
_
1
9
竹
，

川
’
-
1
1

跨
法
に
つ
い
て
審
談
す
る
も
の
心
’
る
。
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，・
広
島
市
述
生
資
金
運
営
審
議
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

第

＂
（
第
一
＿
一
条

只
委
負
会
は
．
＿
貫
十
五
名
以
内
で
組
織
す
る
。

2

広
島
市
規
則
第
四
十
七
号
，
＇
」

、・

{
9い
H
h"

＇

1
"
囀＂
，

'

・
広
島
市
賠
慨
審
査
会
規
則
の
一
部
を
改
庄
す
る
規
則

.
,
2
,

〗表
資
は
ー
．
左
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
．
市
長
が
命
じ
．
又
はd̀
~
L
,
＂
,

．
規
則
を
こ
＿
こ
に
公
布
す
る
。
．

表

訃

忍

。

・

広

島

市

賠

償

審

毀

会

規

則

（

昭

和

二

十

七

年

広

島

市

規

則

第

六

十

↓

，

ゞ

ー

h
f

』

心t,ff

昭
和
二
十
八
年
八
月
丁
八
日
'

§

d

〗
-
i
'
ー
ー
犯
贄
□

九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

町
二

市

談

会

談

負

鼻

第

一

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

し

ー
広
島
粛
長
職
謗
代
應
者
ロ
|
＇
斗
，
ー
'
,
;

（
こ
の
規
則
の
趣
旨
）
—
＂
—
し
占
1
1
ド
ー

1
19
広
島
市
助
役
高
山
一
↑
ー
三

9
,

は

心
h
-

．
学
識
経
験
者

，J
し

9

,

第
一
条
広
島
市
賠
樅
審
査
会
（
以
下
「
審
査
会
」
と
い
う
。
）
の
組
広
島
市
規
則
第
四
十
九
号

＇ 

3
囀、

一
貫
（
布
職
負
で
あ
る
委
負
を
除
く
。
）
の
任
期
は
。
一
年
と
す

；

＇

織
｀
し
所
掌
翌
嬰
．
ひ
委
員
並
び
に
そ
の
喜
に
関
し
て
は
．
市
長

h

広
島
市
更
生
資
金
俎
怠
巌
会
規
則
の
一
部
を
改
JF
す

る

規

ー

げ
る

9

●
但
し
．
補
，
火
委
錢
の
任
期
は
．
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す

の
附
屈
俄
関
の
設
骰
に
限
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
条
則

？
る
。
．‘

例
第
一
二
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
き
｀
こ
の
規
則
の
定
め
る
広
島
市
更
生
査
金
悲
伶
益
議
会
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
規

一

第
四
条
委
員
の
う
ち
一
人
を
委
員
長
と
す
る
。

と
こ
ろ
に
よ
る
。
則
第
―
―
-
+
―
―
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

j
Eす
る
。

心
〗
4

.

2
?〗
委
負
長
は
．
委
偽
が
互
退
す
る
。

附

則

．

第

一

条

を

次

の

よ

う

に

改

め

る

。

‘

j
蕊
総
長
は
｀
．
＾
蒻
を
総
理
す
る
。
'

＇ 

こ

の

規

則

屯

公

布

の

日

か

ら

施

行

す

る

。

（

こ

の

規

則

の

趣

旨

）

4
町
委
負
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
．
委
員
長
の
指
定
す
る
委
負
が

第
一
条
広
島
市
更
生
費
金
沌
慾
審
議
会
（
以
下
「
帝
議
会
」
ど
い

、
そ
の
戦
務
を
代
珊
す
る
。

う
。
）
の
組
織
．
所
掌
事
務
及
び
委
員
並
び
に
そ
の
心
運
営
に
関
し
ャ

5
'

（
会
議
）

ま
．
市
長
の
附
属
磯
関
の
設
骰
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年

9‘'4 

第
五
条
委
餞
会
は
．
委
負
長
が
招
集
す
る
。

広
島
市
条
例
第
一
ー
ー
十
五
号
）
第
三
条
の
規
定
に
基
き
．
こ
の
規
則

第
六
条
委
偵
会
は
．
半
数
以
上
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
談

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

り
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

．
．
 

か

秀

貝

会

の

懇

事

は

詞

讐

負

の

過

半

数

で

こ

れ

を

決

し

．

可

．

．

、

附

則

こ
の
規
則
は
．
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
＇
卜

"f'

？
否
同
数
の
と
き
は
｀
委
鎖
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

ゥゞ＇

9?
,
9
匝
務
）
．

広
島
市
町
界
町
名
地
番
眺
理
｛
症
議
会
規
期
の
一
郊
を
改
充

r
;

幻
J

第
七
条
委
負
会
の
庶
務
は
｀
市
長
室
に
お
い
て
処
珊
す
ろ
。

す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
c

互
い
（
委
任
規
定
）
．

第
八
条
こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
外
、
委
負
会
に
閃
し
必
要
な

庄
事
項
は
．
委
員
会
が
定
め
る
。

ぃ

附

則

＂

〗
こ
の
規
則
は
．
公
布
の
H

か
ら
施
行
す
る
。

工
仏
島
市
賠
俯
審
究
員
会
規
則
の
一
部
を
改
冗
す
る
規
則
を

こ
こ
に
公
布
す
る
。
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十
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年
八
月
十
八
日
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昭
和
二
十
八
年
八
月
十
八
日

広
島
市
長
職
移
代
理
者

広

島

市

助

役

高

広
島
市
規
則
第
四
十
八
号
‘

広
島
市
保
育
園
条
例
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
市
保
育
園
条
例
施
行
細
則
（
昭
和
二
十
＿
＿
一
年
十
月
四
日
広
島

市
規
則
第
一
―
-
+
t
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

「
幼
児
」
を
「
乳
幼
児
」
に
改
め
る
。

第
讐
中
「
宵
崎
保
育
園
一

0
0」
を
「
青
崎
保
育
園
六

。
」
に
、
「
己
斐
”
一
五

0
」
を
「
己
斐
”
一
九

0
」
に
改
め
、

「
こ
ば
と
”
六

0
」
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

庚

午

”

五

0

I
 

わ

か

く

さ

”

四

0

南
＿
＿
＿
篠
”
四

0
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田
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広
島
市
保
育
園
条
例
施
行
細
期
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。
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広
島
市
規
則
第
五
十
号

広
島
市
町
界
町
名
地
番
据
理
審
談
会
規
則
の
一
部
を
改
正
す

ャ＇
い戊

る
規
則

広
島
市
町
界
町
名
地
番
腋
珊
帝
談
会
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
広
島

に
改
正
す
る
。
'
[化

の
一
部
を
次
の
よ
う

市
規
則
第
七
十
九
号
）
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市

職

員

二

名

二
名

一
市
議
会
議
員

/

[

-

―

―

腐

璽

羹

委

負

四

名

〗
四
広
島
市
農
業
協
詞
組
合
組
合
負
一
名

一
名

二
ヰ
学
識
経
験
者

3
．
委
負
の
任
期
は
．

1

一
年
と
す
る
9

但
し
．

＂
げ
、
前
任
者
の
残
任
期
間
と
す
る
。
．

一
人
を
委
負
長
．
一
人
を
副
委
箇
長
と
す

第
四
条
委
供
の
う
ち
．

＇いる。
,2.[
＿
姿
臼
長
及
び
副
委
鎖
長
は
、
委
鯰
が
互
選
す
る
。

3

委
負
長
は
~
会
務
を
総
狸
す
る
。

[

4

委
員
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
澗
委
負
長
が
そ
の
職
務
を
代

[
珊
ナ
る
。

は
｀
委
凶
長

5

委
虹
長
及
び
躙
委
員
長
と
も
に
事
故
が
あ
る
と
き

の
指
定
す
る
委
箇
が
そ
の
職
務
を
代
輝
す
る
。

r

（
会
識
）

J
 

十

9
9
9
第
五
条
委
員
会
は
．
委
鎖
長
が
招
指
す
る
。

、
.
、
第
六
条
委
負
会
は
｀
半
放
以
上
の
委
位
が
出
廂
し
な
け
れ
ば
会
談

島
,
；
を
開
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

□

2

委
伐
会
の
蹴
事
は
畜
出
廊
委
餞
の
過
半
数
き

J

れ
を
決
し
．
可

，．

，＇
ドでNInl数
の
と
き
は
。
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

炉

第
七
条
委
員
長
は
．
専
門
の
事
項
を
審
哉
す
る
た
め
必
述
が
あ
る

広
.
d

場
合
は
．
秀
餃
以
外
の
者
を
会
議
に
出
廂
さ
せ
て
．
そ
の
賛
を

3

"

'

求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

ロ
（
怜
事
）委

仕
会
に
杵
事
若
干
名
を
叩
lL
く。

9

第
八
条

日
か
ふ
＂
事
は
；
市
の
戟
度
は
広
島
叫
醤
協
詞
組
合
の
職
い
の
う

20

2C迂
か

ら

會

市

長

が

命

じ

．

又

は

委

削

す

る

。

し

月

3

怜
事
は
｀
秀
位
民
の
命
を
受
け
て
．
会
務
を
処
刑
す
る
。
，
．

？
 

,
'
〗
（
お
任
規
定
）

外
．．
 

委

U
会
に
関
し
必
速
な

§
 

年

第

九

条

：
こ
の
規
則
に
出
め
る
も
の
の

．
委
伐
会
が
定
め
る
。

28

ホ
項
は*

9
¥、

J
4
;

ハ

も

f
:
t
,̀n"，
ゞ
＂
い

ヽ

~
い
付
R
'

，

和開
こ
の
規
圃
は
．
公
布
の
日
か
ら
臨
行
す
る
。
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補
欠
委
鉛
の
任
期

↑’ ぃ．

2 第 9 3’  
'2 第第第，，広

四＾前委 五四 三ニー委 る三＾る都建二＾定条にと一＾ 島

会条会任鉛関
割委°条姐゜ 7li設条所に例そい条こ 市 昭
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』• ；人、:すと’び 凶 る十 と年長の広は掌念都‘助職十

委を，ャ るす学 4

者五・ 完法の 定島＇事都市役移八
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十
八
年
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月
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日
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務
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者
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広

島

市
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役
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高

山
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広
島
市
規
則
第
五
十
、
1

ハ
号

ロ
｀
9
，
●
島
市
失
業
対
策
事
業
就
労
者
就
職
査
金
貨
付
審
査
会
規
則

J
'
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」
の
規
則
の
趣
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．
 

＇ 
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闘ご，
＇和
第
一
条

1
・

広

島

市

失

業

対

策

事

業

就

労

者

就

識

衰

金

貸

付

審

査

会

（

，

数

の

一

）

9
’
悶
，
＂
以
下
「
審
査
会
」
〗
と
い
う
[
)
の
組
織
｀
」
所
掌
事
務
及
び
委
員
並
び
（
庶

手‘.

八
日
．
：
に
そ
の
述
営
に
関
し

ーて
は
．
N

市

長

の

附

屈

槻

関

の

設

骰

に

関

す

る

七

条

土

条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
条
例
第
三
十
五
号
）
．
第
三
条
の
規
る
。

定
に
誓
｀
＇
こ
の
規
則
の
淀
誓
と
こ
ろ
に
点

0

(委

t
 

し

f

よナ

．f
(

塁
翡
）

a

，
＇

“

J

-

、

八

条

第一
3

一

条

蒋

烹

賢

而

長

の

諮

問

1
応
じ
奮
就
職
狩
金
往
付
の
公
事
項

布
且
つ
迅
速
な
処
理
及
び
貸
付
金
回
収
の
促
進
に
関
し
猫
査
審
談

こ
の

す
る
。
4

.

（
委
員
）

第

三

条

審

寮

会

は

．

委

員

若

干

名

を

も

つ

て

組

織

す

る

。

広

島

市

提

墨

蔽

施

設

再

建

雙

藷

間

胃

苔

規

皿

誓

2

委
負
見
左
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
か
ら
｀
市
長
が
命
じ
、
叉
は
こ
に
公
布
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
八
日

委
胴
す
る
。

広
島
市
長
戦
務
代
理
者
．

一

市

職

負

―
―
市
談
会
議
員

広

島

市

助

役

高

山

一

.• 
-

i

i

パ，

-
＝
関
係
同
休
代
表
者

3

委
負
の
任
期
は
｀
一
年
と
す
る
°
但
し
、
後
任
者
が
就
任
す
る
広
島
市
規
則
第
五
十
七
号

広
島
市
塁
塁
主
南
施
設
再
建
偲
藷
問
委
苫
現
叫
，
ロ

時
ま
で
在
任
す
る
。

4

補

欠

委

負

の

任

期

は

｀

前

任

者

の

残

任

期

間

と

す

る

。

（

こ

の

規

則

の

趣

旨

）

・

（

会

長

及

び

副

会

長

）

＇

「

委

第
一
条
~
広
島
市
提
業
生
飛
瓶
設
再
礁
杏
諸
問
委
負
会
（
い
・
；
＇
J

第
四
条
委
負
の
う
ち
一
人
を
会
長
．
一
人
を
躙
会
長
と
す
る
。
負
会
」
と
い
う
。
）
の
組
織
、
所
掌
事
務
及
び
委
凶
＂
て
の
仙

0
構
成

2

会
長
は
．
厚
生
局
担
任
助
役
で
あ
る
委
貝
を
も
つ
て
こ
れ
に
充
員
並
び
に
そ
の
述
営
に
関
し
て
は
．
市
長
の
附
屈
樅
関

c：
収
骰
に

て
る
。
•
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八
年
広
島
市
条
例
第
一
一
平
＇
五
号
）

〗第
一
―
―

3

刷
会
長
は
｀
委
負
が
互
選
す
る
°
条
の
規
定
に
某
き
、
こ
の
規
圃
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
J

〗
.

（
所
掌
事
務
）

A
・
・
会
長
は
｀
会
務
を
総
理
す
る
。

5

副
会
長
は
．
会
長
を
補
佐
し
｀
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
ぎ
は
｀
第
二
条
委
員
会
は
．
市
長
の
諮
問
に
応
じ
~
左
の
事
項
牝
罪
談
す

そ

の

職

務

を

代

珊

す

る

。

る

。

6

会
長
及
び
瑚
会
長
と
も
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
｀
お
ら
か
じ
め
一
広
島
市
森
業
生
痛
施
設
再
建
磯
岩
制
度
の
禁
本
方
針
旦
関
す

る
こ
と
。

会
長
の
指
定
す
る
委
負
が
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（

招

組

）

＇

＇

，

｀

i

-

ー
礁
査
先
の
速
定
に
関
す
る
こ
と
。

叶
"・

第

五

条

審

秀

会

は

．

会

長

が

招

集

ず

る

。
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―
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そ

の

他

讐

に

関

す

る

必

要

な

事

項

rl

（
組
識
）

2

（
議
事
）
＇

第
六
条
審
査
会
は
・
半
数
以
上
の
委
員
が
出
席
し
な
け
れ
ば
会
議
第
一
l

一
条
委
員
会
は
｀
委
員
を
も
つ
て
組
織
す
る
。

に

砂

.

1

盆
漏
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

委
員
は
．
左
の
各
号
に
よ
見
市
長
が
命
じ
｀
叉
ほ
突
刺
す

2

孵

査

会

の

議

事

は

．

出

席

委

員

の

過

半

数

で

決

す

る

。

可

否

同

る
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報

'‘’̀  

＇ 
I 

!,, 

（第89号）

．

徴

烈

盗

塁

の

四

割

な

い

し

翡

引

の

低

ー
四
皿
ち
本
会
は
．
｛
ー
、

rnEな
恭
半
を
以

trli布
物
件
の
火
災
並
に
自
勁
巾
の
似
然
の
事

故
に
よ
る
損
出
の
坑
補
を
受
け
．
こ
れ
に
よ
っ
グ
．

J

．
こ
こ
四
年
間

に
受
質
市
の
財
政
に
延
総
額
六
位
四
千
万
円
且
上
の
利
益
を
搾

閏
市
費
の
合
刑
的
節
減
に
窃
与
し
．
な
お
且
つ
前
閲
の
収
文
決

望
な
し
得
る
に
至
っ
た
こ
と
は
．
市
沢
の
f
2
中
的
協
詞
使
川
が

個
々
の
分
敬
使
川
に
比
絞
し
文
い
か
に
経
茄
的
で
あ
る
か
を
現

し
て
．
誡
に
詞
即
に
堪
え
な
し
。

．．
 

L
じ
、
広
島
市
告
示
第
百
＋
―
―
一
号

央
に
証
明
し
た
も
の
と

斉
建
築
括
準
法
第
四
十
二
条
第
一
項
第
丑
ク
に
規
定
す
る
消
路
の
位

五
し
か
し
て
本
会
と
し
て
は
、
右
の
繰
越
刺
企
即
も

i-
1
-

、
前
年
炭
と
問
様
に
共
ー

骰
を
左
記
の
辿
り
指
定
し
た
。

五
四
一
｀
―
-
三
七
円
二
八
曳
の
中
よ
り

な
お
。
こ
の
関
係
図
因
は
｀
建
設
局
紐
衛
蜀
叫
課
に
お
い
て
、

期
間
の
残
孔
部
分
に
柑
当
す
る
分
担
金
ー
ニ

Q

0
凹
兵
―

-5-
麿
縦
ば
に
供
す
る
。

蒻

は

、

こ

れ

を

凶

翡

淵

金

と

し

贔

凶

し

パ

額

門

一

七

一

一
昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
八

H

七
、
四
九
六
｀

o―
-
0円
二
八
翠
邸
悶
洲
墾
ぷ
に
椙
入
す
る
こ

広
島
市
長
職
務
代
珊
者

と
と
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
鉗
伽
聞
立
金
の
関
立
総
訓
は
延
四
―

-i一

広

島

市

助

役

孫

九
．
八
四

i-r
七
PLli-i
円
一
六
銭
と
な
h
、
こ
れ
に
上
品
の

11桂

隙
血
金
を
加
え
る
と
昭
和
予

3

年
竪
末
現
在
に
お
い
文
本
会
は

111 

て
拾
得
場
所

-
｀
拾
得
月

H

一
．
拾
得
者

低
馬
船
壱
隻

長
さ
五
尋
位

広

島

市

宇

品

町

県

笠

醤

闘

翡

附

近

昭
和
二
十
八
年
八
月
八

H

広
島
市
宇
品
町
ー
―
―
八
番
地

宇
和
村
伝
次
郎

ウ
メ
マ
ル

ヒ‘3
 

担金
共茄
縣経
未経

自動車損せ洪•I斉
既経
未経

利子 及 び 信 託 収 人
雅収人
詔 筏 戻 人
戟鉛退職手当偵立金）厄入
前年度衰任辿備金繰入

計

災

心
当
り
の

祐

I IJ. 

恭

内

昭和二七年度」枚支総提計算

牧 入
‘ . 

金
火

投 引・節

広
島
市
告
示
第
百
十
二
号

昭
和
二
十
八
年
八
月
一
干

H

広
島
市
長
職
務
代
珊
者

広
島
市
助
役
裔

裸
流
物
拾
得
に
つ
い
て

荏
記
の
物
件
に
つ
信
拾
得
の
屈
出
が
あ
っ
に
か
ら
。

方
は
、
広
島
市
役
所
社
会
課
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

a
 

含

n

~Ju -
'
n
 
名

一
四

0
号

分
災

ブr-, .... 

金
悌
梢
）
啜
却

共
分

k‘

月
父

4
↓'
と
＿，｛＇

償

損
火、,‘

済

計
越

災
市勁

金
自
元ー、．，．ヽ

―

共
火

』

、
I他

価

,．＿,
 

1
-
a
 

.J

.
 1

そ約解
罷
減

剃 ヽk
／

9
 

，
 

過

過

沿

過

＂ 332,860,466.~4 
329,230,240.5-4 
210~053,811.51 
119~176,429.0~ 

3-,603,226.~g 
2:761,348.00 
868,878.UO 

41, 210, 397. 89 
319,150.18 
166,853.oo 
13,680.00 

107,345,365.00 
qBl,915,909-61 

l'1 
168,780,720.gg 
166~853,451.QQ 

l,927,269.oo 
1,522,670.~~ 
1(032,072.59 

39,119.00 
184,37a,5S2-3~ 
297,5q.1,327 -28 

総
額
金
五
五
九
、
八
八
九~0
五
0
円

鳴
一
六
銭
（
内
一
―
―
―
―
-
、

0
0

Q
0
0
0
3
:
は
東
寮
九
段
の
新
市
長
会
館
取
得
褒
金
と
し
て
全

rる
こ
と
と
な
っ

国
市
長
会
へ
礁

im)
と
支
払
準
備
鋲
金
を
保
直

た
の
で
あ
る
。

六
し
か
し
な
が
ら
．
わ
が
国
都
市
の
現
状
に
お
い
て
、
木
造
物

件
を
主
た
る
対
線
に
骰
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
し
こ
の
火
災
共
茄
事

業
に
対
す
る
備
え
と
し
丘
、
こ
の
税
度
の
準
贋
金
を
以
房

念
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
い
や
益
ぐ
」
れ
が
佃
え
を
固
く
し
て

柑
互
救
済
の
央
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
は
各
市
が

翡
罷
神
に
徹
し

eこ
の
会
の
発
育
に
努
む
ぺ
く
．
学
つ
て
本
会

拿
ー
ー
分
に
活
用
亡
ら
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
結
果
に

お
い
て
登
口
市
の
利
益
と
な
る
か
ら

C
あ
る
。

ー

•'. 
,

＊
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＇
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J
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誓
塁
窓
図
ぞ
．

J

占

"
5
,
f..•••

• ['f
•,; 
••

• 
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、.`
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ィ
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鼻ヽ
，
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（三）

出

7
 

.
•

. 

｝＂
-
.• 

?＇
,
['釦ヽ，＇‘

．．
 

し
・

r
 

．．哀
．．．”シいぺ
4

汀．
s
：
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 f
 

r 

t • ̀  

七
次
に
共
祐
委
託
の
申
述
状
況
で
あ
る
が
．
こ
れ
は
初
年
度
以
来

梃
力
事
業
の
将
及
に
努
め
た
結
果
｀
こ
の
経
跨
集
中
使
用
の
経
柿

的
効
果
に
つ
い
イ
J

一
屑
各
方
面
の
認
識
を
深
め
。
火
災
共
済
の
委

託
市
数
は
比
年
賠
加
し
、
本
年
度
末
に
お
い
て
は
全
国
一
天
ー
市

の
由
、
西
大
寺
市
を
除
く
各
市
よ
り
共
茄
委
託
の
申
込
を
受
け
る

に
至
っ
た
か
ら
奮
両
余
の
行
市
が
全
物
件
を
挙
げ
て
本
会
を
括
用

せ
ら
れ
る
の
も
最
平
時
間
の
問
問
で
あ
る
と
信
じ
て
い
る
。

八
し
か
し
て
、
火
災
共
祐
の
共
祐
非
金
分
担
金
の
括
半
は
．
木
会

の
桔
礎
と
一
般
悩
利
保
除
の
料
半
並
に
甚
半
の
低
下
に
よ
っ
て
生

ず
る
詔
般
の
影
邪
と
を
に
ら
み
合
せ
事
術
の
許
す
限
り
こ
れ
が
低

減
に
努
力
し
て
い
る
。
雌
ち
。
昭
祁
二
八
年
一
ー
一月
六
日
附
を
も
っ

て
市
恢
住
宅
物
件
の
共
祐
桔
金
分
担
金
の
括
串
を
｀
平
均
一
割
六

分
七
匝
方
低
減
し
、
市
9

い
い
住
宇
は
す
べ
て
党
利
保
険
料
の
半
額
の

低
半
を
も
っ
て
共
祐
委
託
を
受
け
る
こ
と
と
し
た
。

九
か
く
火
災
共
硲
に
つ
い
て
は
｀
圃
立
以
来
六
回
に
一
旦
つ
て
共
済

払
金
分
担
金
の
恭
半
の
低
戟
を
央
行
し
た
が
．
こ
の
低
減
ほ
多
く

共
祐
衰
任
額
の
贈
額
に
阪
映
し
．
結
局
昭
和
二
七
年
度
に
お
い
て

は
｀
自
動
車
損
密
共
旅
を
合
叱
次
表
の
如
く
｀
共
済
括
金
分
担

金
総
額
一

l-
＝
三
．
八
六

O
"
四
六
六
円
五
四
曳
に
逹
す
る
共
祐
委

託
の
申
込
を
受
け
る
に
至
っ
た
こ
と
は
~
全
く
各
市
の
協
力
に
よ

る
賜
物
と
い
う
べ
く
。
こ
こ
に
深
甚
の
紺
意
を
表
す
る
。

-
0
し
か
し
て
総
受
託
物
件
の
中
曾
分
担
金
総
額
ニ
―
―
―
．
八
一

巧
一
荘
九
円
万
四
曳
に
相
当
す
る
も
の
（
火
災
共
済
ニ
―

o・

0
吾
一
．
八
―
一
円
布
四
銭
ー
自
動
車
損
宙
共
済
二
、
七
六
一
、

-
＝
四
八
円
）
は
｀
当
二
七
年
度

rlに
共
祐
期
間
が
満
了
し
肌
袖
義

務
の
免
脱
を
受
け
た
金
額
で
あ
り
~
繭
余
の
ー
ニ0
"
0
四
五
．

――
1
0七
円
は
未
だ
若
干
共
済
期
間
の
残
存
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ

（

四

）

経

費

―
―
昭
和
二
七
年
度
の
経
費
は
、
総
額
一
四
、

0111
―-、

0
七
二

円
式

0
銭
で
あ
る
。
そ
れ
は
利
そ
雑
収
入
等
を
合
せ
た
収
入
総

額
の
三
・
七
％
に
当
り
畜
共
洛
括
金
分
担
金
総
額
に
対
す
る
割
合

共
祐
韮
金
分
担
金

火

災

共

祐

合

昭和二七年度共祐受託物件別数額表

~會

九

璽
五
番
陪
’

＿一
――
 司一

>
工

一
砂
田
淳「

六
己
製
町
の
一
部

盆

森

甜

し
ー
ー
ー
ー

七
＿
蒻
町
の
一
部
。
古
田

~
 

ー

河

野

秀

足

f
t町
五
丁
目
、
七

占
江
の
一
部
｀

r'』

1

八
一
咽
讐
ー
ー
—

し
一
庚
午
北
町
十
一
丁
目
．

i
T
H．
王

閾

こ

累

1
.
-
I
 

i
t
 

一

£

J

 

.`ー、
i
t
(
‘
ー

舟
i

団
叫
｀
翫
町
、
オ
u
I
”
h
t
i
j
l
l
l
l

位
朦

-0-

＿
誼

広
島
市
告
示
第
百
十
一

I

一
号
の
二

昭
和
二
十
八
年
住
宅
統
計
調
爺
規
則
（
昭
利
二
十
八
年
総
珊
府
令

第
四
十
ー
ー
ー
号
）
第
十
＿
＿
一
条
の
規
定
に
恭
き
~
住
宅
調
査
畠
の
氏
名
及

び
そ
の
弧
祝
担
当
地
域
を
左
記
の
と
お
り
告
示
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
八
日

広
島
市
長
戦
務
代
珊
者

広
島
市
助
役
高

l l l 

潤
生

五
。
表
示
図
面

a
 

―-m" 

．

指

定

番

号

．
指
定
年
月
H

―
-
．
消
路
の
位
説

四
畜
幅
偽
及
び
延
長

第
六
号

昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
五

H

広
島
市
南
臥
音
町
1

手
阻
六
七
九
の
五
．
九

幅
四
メ
ー
ト
ル
、
延
長
四
六
．
八
一
八
メ
ー

し9‘ 

卜別
紙
の
と
お
り

ャ

．9-ふ
2`
名

}t1・5
2
g
t
i
'.J"む
ふ
住
―

ざ

‘̀
 

,'
 

`

A
9

,
 

.

.

.

.
 

,`
．'‘,'
す．，こ
．

．
 
I
 
．．．
 

・̀
・̀

 ．． 
ぶァぷ/-．
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r
.ム

:
'
P・

.

、、.

r
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,、
9
9
'

で

r
.
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共済受託物件

計

件

2,536件
4,96411 

99,440戸
846件

14,64811 

数 1仄数叉位 1 共祐責任額
1 :l 

1,402,550 
2,904,723 
1,205,944 

I . 306,8341 
1,490,0151 

7,310,066 

106台I.
113" 

20111 

8211 

39,, 

541,; 

190件
213,, 

340” 

130" 

6799 

94099| 

|―| | 
（備考）坪及び円以下の端数は切捨—c た。

なが

I靡賢含I¥,；； 
円円1 日ヽ

I 5,324,892, 5501 63,582,507 
24,272,843, 76 II 114,089,924 
12,421,812,0471 48,222,123 
4,C69,949,443J 18,575,659 
23,876、506> 7931 84 I 760 I 027 

79,966,004, 5941 329,230,240 

56,440,000 
131,300,000 

145,986,000 

79,370,00'.) 

8,680,000 

421,776,000 

693,435 
1,112,123 

1,116,966 

553,366 

124,336 

3,630,226 

80,387,780, 5941 332,860,466 

一
日
と
免
責
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

（
備
考
）

二ヰ
0
、
ニ
―
―
―
七

（順
l

r

、

7

、

l
,I

!

1
9
9
,
．
9
1
9
9,＇ 

'

,

 

9

,

＂
、

f

'

,
＇

一

．＇ 

9

9
 

川
疱
市
乗
用
自
勁
車
の
損
由
は
。
尉
単
軍
関
係
の
自
動
車
に
起
肉
す
る
の
で
~
川
越
市
を
〈

J
Iし
~
別
途
ア
メ
リ
カ
ン
・
イ
ン
ク
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ク
ー
ズ
保
除
会
性
を
通
じ
詰
f
t
t

方
諮
求
中
で
あ
る
。

中学扮以上
小学粒
市党住宅
医旅施設
庁舎その他

計

目
・ 貨物自動車

鴫一 → 

動
乗合自動車

市
消防等

拍 •
百特殊自動車

包
自家用乗用車

共
ォート三餘

済
その他

計

合

計

-』-

r l1 

九

件

計

↓

J
 

-r 

件

ヽ ＇

'1 

，ヽ

'' ， 

'

,

9
 

999
9
 ＇ 

、＇

は
四
・
ニ
％
に
渦
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
会
務
の
沌
常
に
当
h
居
常
設

立
の
括
碇
梢
神
を
格
守
し
て
経
費
の
節
省
に
努
め
、
他
面
資
金
の

沌
用
に
肖
慈
し
て
利
子
及
び
信
託
収
人
の
培
収
を
図
っ
た
結
果
で

あ
る
。

ー
ニ
し
か
も
本
年
度
に
お
い
て
は
利
千
及
び
信
託
収
入
を
目
一
J

経

袈
を
支
弁
し
、
な
お
二
七
・
-
'
じ
八
、
一
＿
＿
二
五
円
―
―
一九
曳
を
利
し

得
る
余
力
を
生
じ
た
こ
と
で
あ
h
、
こ
れ
は
分
担
金
収
入
以
外
に

損
宙
の
瑣
補
に
役
立
つ
有
力
な
財
源
で
あ
る
。
以
上
の
事
中
は
内

外
の
営
利
火
災
保
険
が
本
会
の
共
箔
に
比
し
て
揖
也
串
の
低
い
に

一ー
も
拘
ら
ず
、
今
な
お
各
社
平
均
四

0
％
程
度
の
経
費
を
使
つ
ィ
L

い

る
こ
と
に
比
骰
し
て
．
そ
の
條
費
牢
の
低
い
点
が
当
共
済
全
独
得

の
砧
礎
的
強
味
で
あ
る
。
本
会
は
こ
の
椴
会
に
お
い
て
支
部
の
事

務
を
引
受
け
ら
れ
て
い
る
八
市
北
に
各
会
原
市
、
そ
の
他
阻
係
各

方
面
の
絶
え
ざ
る
御
支
籾
に
対
し
｀
深
く
洲
意
を
表
す
る
次
第
で

あ

る

。

．（

荘

）

総

括

―
―
―
―
さ
れ
ぽ
創
業
四
年
度
決
班
は
ど
ん
な
結
果
と
な
っ
た

か
~
そ

れ
は
以
上
述
べ
た
と
こ
ろ
の
数
字
に
よ
り
総
括
し
て
次
表
の
如

く
、
収
支
差
引
二
九
七
、
五
四
て
き
一
七
円
二
八
曳
の
繰
越
得

る
瑚
余
を
見
る
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。

一
、
九
二
七
、
二
六
九

ーサグ

．
 八

I
 



”‘‘ ,. ....•• ~ • 
~ 

. ;.. 

•, . 
’ヽ

・ 昭和 28年 9 月20日

,, ・,. 

広 島

;..  --',... 
' < •• ． 
- ≪ • 

市 -・、 ・報 ヽ`  （第89号） 、

,1,l'’

9ヽ99,"ー

'’;,
1・9'

広
島
市
告
示
第
百
十
六
号

昭
和
二
十
八
年
九
月
主

n

設
事
業

理
旅
行
者

広
島
平
和
記
念
都
市
弧

東
部
復
奥
土
狐
区
圃
牡

広
島
市
長
賊
務
代
蝿
者

広

島

市

助

役

高

山

一

―

―

―

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
柔
東
部
復
興
土
地
区
両
腋
理
施
行
地

区
内
の
別
紙
土
地
所
有
者
吉
田
友
吉
外
荘
名
に
対
す
る
特
別
都
市
計

両
法
第
古
一
条
の
規
定
に
よ
る
涙
地
予
定
地
指
定
に
つ
い
て
は
。
居

所
不
明
受
領
拒
否
そ
の
他
の
た
め
送
逹
不
能
に
つ
き
徘
地
謄
珊
法
第

―
―
―
十
荘
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

捩
地
予
定
地
指
定
通
知
寅

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
策
東
部
復
興
土
地
区
圃
恢
狸
地
悩
内

乳
限
所
布
又
は
関
係
の
土
地
に
対
し
、
特
別
都
市
計
圃
法
第
十
一
―
―

条
の
規
定
に
よ
り
別
紙
調
害
及
び
図
面
の
遥
り
指
定
す
る
。

一
、
こ
の
通
知
を
受
け
た
日
の
翌

A
よ
り
探
地
予
定
地
の
使
用
収
益

が
で
き
る
。
但
し
畜
従
前
の
土
地
は
使
用
で
き
な
い
。

一
、
建
物
そ
の
他
主
作
物
の
あ
る
従
前
の
土
地
が
仙
尺
の
検
地
予
定

地
に
な
っ
た
も
の
ま
た
滸
路
公
園
そ
の
他
公
共
用
地
に
な
っ
た
も

の
に
つ
い
て
は
お
つ
て
澗
在
の
上
移
転
方
通
知
す
る
。

一
、
捩
地
予
定
地
に
仙
人
の
建
物
そ
の
仙
丁
作
物
が
あ
る
と
き
は
そ

し
ら
の
建
物
及
び
工
作
物
の
移
転
が
完
丁
す
る
祖
で
そ
の
土
地
を

j
 

使
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
ま
で
の
間
従
前
の
土
地
が
使
え
る

か
と
い
え
ば
そ
れ
も
宅
た
使
え
た
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た

tiE前
の

土
地
に
建
物
そ
の
皐
作
物
が
羹
と
き
は
こ
れ
を
取
贔
く
ま

で
は
換
池
予
定
地
を
使
う
こ
と
が
で
き
た
い
。
現
在
渭
路
の
一
部

も
の
は
、
使
川
収
益

父
は
全
部
を
探
地
予
定
地
に
指
定
せ
ら
れ
た

が

で
3
な
い
。
こ
れ
ら
の
土
地
の
使
用
開
始
の
時
期
は
｀
別
に
通

知
す
る
。

一
日
か
ら
同
月
二
十
八
日
ま
で
と
あ
る
を
．

九
月
十
五
日
ま
で
に
疫
更
す
る
。

．

昭
和
二
十
八
年
九
月
一
日

広
島
市
長
戦
務
代
狸
者

広
島
市
助
役
高
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旭
町
一
部
．
仁
傑
町
一
部

古
田
町
田
方
｀
古
田
町
古
江
一
部
、
草
野
宮
煎
子

哨
東
町
一
部

一ー

南

三

篠

町

｀

福

島

町

木

敏

窟

一
中
広
町
~
上
天
満
町
一
山
手
知
日
生

1
西
天
満
町
、
天
悩
明
，
西
観
音
町
一
丁
＿
二
木
竹
子

一
四
ー
目
、
東
誤
音
町
一
丁
目

轟
音
町
二
丁
目
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西
殴
音
町
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一
祈
家
秀
明

五
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緞
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本
町
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南
瑕
音
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の
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部

一

六

南

緞

音

町
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部
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閤

塁

一

一

七

＿

南

殴

音

町

一

部

一

蔵

野

嗣

久

嘉
、
西
引
御
堂
町
．
十
日
市
町
、
左
一
危
田
錦
ナ

;1
官
門
塚
本
呵
堺
町
二
丁
目

ー

L

儡
北
町
。
広
瀬
元
町
．
錦
町
．
符
堀
ー
浅
井
粥

-
1一
呵

桜

町

嘉
町
．
小
網
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、
舟
人
町
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舟
人
仲
ー
米
田
光
治
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河
原
町

ニ

ニ

翌

彗

‘

舟

人
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町

、

舟

入
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町

一

殴
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区

戸

喜

嬰

町

一

部

．

鷹

翡

鷹

一

村

上

啓

子

ニ
ニ
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町
一
部

三―
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舟
入
川
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町
一
部
、
江
般
町
一
部

、、

一
目
崎
文
雄

亙

仇

町

一

部

―

闘

喜

嬰

町

一

部

・

中

島

本

町

．

天

竺

喜

尻
町
、
水
ヽ
王
町
、
吉
島
町
一
部

遵

町

比

治

1
I
J、
稲
荷
町
．
松
川
一

二

六

一

誓

叫

謬

｀

椰

ね

門

比

治

山

公

園

限

台
屋
町
．
京
拾
町
、
的
場
町
、
段
原
大
＿

En11

そ
8

一
畑
呵
段
原
末
広
町
一
部

；
―
畷
疇
東
浦
町
、
段
原
中
町
、
南
段
原
町
＿
棺
岡

段
原
新
町
．
段
原
末
広
町
．
段
原
山
閏
一
川
日

尻
＿
呵
段
原
日
之
出
町
一
剖

―
-0一
段
原
日
之
出
町
一
部
，
東
雲
町
一
蔽
本

一
南
段
原
町
一
部
＂
出
汐
町
、

m
四
町
一
部
一
謀
野

皆
央
町
一
丁
目
一
部

., 一

仁

保

町

部

池

田

一

広

岡

品
成

祐
夫

久 裕
之

勝
司

治
軍

好
子

降
司

民
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豆
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瓢
＿
開

土
地
所
布
者
住
所
氏
名
大
須
賀
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官
有
四
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一

歩

分

一

記

事

ぃお，号一
A76

三
□

＇ 

一「

一

；
従
前
の
土
地
に
借
地
権
そ
の
他
の
椛
利
が
設
定
せ
ら
れ
て
い
た

も
の
は
、
換
地
予
定
地
の
上
に
権
利
の
内
容
も
当
然
つ
い
て
ゆ
く

の
で
、
土
地
所
有
者
と
協
議
の
上
｀
使
用
区
分
を
決
め
使
用
収
益

せ
ら
れ
た
い
。

ズ
換
地
予
定
地
に
建
築
物
を
新
鴎
改
築
箪
翠
’
る
場
合
は
．

当
方
の
現
場
明
示
を
必
ず
受
け
る
こ
と
。

一
、
換
地
予
定
地
指
定
地
区
内
の
土
地
を
売
買
誤
渡
す
る
場
合
は
｀

公
示
送
逹
に
関
す
る
覇
雷

．

土

地

所

有

者

．

関

係

者

事

由

一

町
名
ー
地
番
ー
表
示
一
符
号
ー
住
所
一
氏
名

_
J回
ー
ー
所
一
ー
氏
—
ー
到
ー
一
—
ー

大
須
賀
町
官
有
吉
田
友
吉
大
狽
賀
町
二
九
一
＝
一
疇
砂

□一
住
所
不
明
＿
麟
麟
瓢

斎
賀
町
二
九
―
―
―
ー

A
7
6
[
]ー
四

八

盆

i
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不
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1
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ー
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4
3
1
6
荒
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四

木

下

太

市

麿
町
ー
―

J
二
—
-
」
-

一
雷
悶口

-
A
7
5
一

晏

須

賀

町

喜

一

k_
―

扉

塁

一

7
 

大
須
賀
町
一
―
一
菩
―
ニ
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不

参

）

東

白

島

町

一

誓

土

手

品

翌

三

o

-
茶

山

安

太

郎

ー

ー

ー

ー

ー

-

―
住
所
不
明
一

1

ー

一

羹
o
l

Jo安
芸
郡
坂
村
字
一
輻
嬰
太
郎
一

ー

小

怪

油

住

宅

'

|

|

|

晶先

鷹

町

ー

外

二

笹

ー
住
所
不
明
一
碧
疇
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茨

研

堀

戸

繁

nfJFー
峠

麗

冠
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地絨

地

田

友

吉
ー，

、
と
不
測
の
御
迷
盛
を
生
ず
る
こ

当
方
に
連
絡
し
協
議
の
上
で
な
＂

と
が
あ
る
。

一
｀
調
困
及
び
図
面
記
載
の
坪
放
け
将
来
多
少
耶
減
す
る
こ
と
が
あ

る。

・
・
広
島
市
東
部
復
興
事
務
所
に
問
合
せ
ら

一
．
そ
の
他
不
審
の
点
け

れ
た
い
。
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ま島住税 H 7＼日第の二

平］＾ 小丁 ・ ・ ・三流 ・ 
H 町 目 三 昭 竹111川上
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四例の督 ー •月ーすの滋令

. - - ---|----
日第た促 十日る規不 忠

111 中祈三田荻桑石小

間十め状 五か°定能・
本 9ll 沢島村本原本林

公一送． 、 三 1 日 ら tこに fli 嘉
示条逹市 ま I司よつ内

信悶 好忠忠 梢

すの不内 で月りき西
正男子猛登子 1前姫ー

．
な
お
．
右
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ンキ

控ピス又は。ペンキ
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洋 位 メ ー ト ） し
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関係者氏名 土地所有者

氏 名

吉
田

友
吉

さして者於に地所有係関土杭のは領受後
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243-3 
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翌六＿

土
地
所
布
者
住
所
氏
名

槃
研
堀
町

高

野

秀

太

郎

区
2
-

．／
ぃノ・

空ハ 六
六
〇
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． 

所
有
者
住
所
氏
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^
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^
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七
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ム
ミ
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土
地
所
有
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住
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氏
名
一

弥
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土
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有
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一

大

須

賀
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,
1

、
一
'

0 木杭

凡I◎控木杭

・ンキ

ピス叉はペ

。控ビス又は

例 I—―二竺バ:--
単位メート JI,

関係者氏名土地所有者

――I氏名
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御
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名

地

所

有

氏

者

に

於

者

て

保

管

係
’

し
て
下

関

さ

い

｀ ヽヽ

確 定測巌杭

位骰図

町名薬研堀

．、プロック
番丘

243-3 
,J 

ロ ツ ト
番号 4

I
I
●
 

鼻．

l

J

-

‘̀ ． --
fl'.. 

0 木杭

凡l――◎控木杭． ビス叉はペ
ンキ

-） 
控ビス叉は

町ー— ペンキ

単位メート）し

，．傘

者

名
有

高
野
秀
太
郎

所地土

氏

名氏者係・幽

さして者地関の受 御
し、て保に所係杭領 願

下管於有土は後 い
•一

人

,.
 ．

．
 

しヽ

．．
 ．
 

4
,

＇,
 

•
、

9
.
 

、
ャ
（

｀

ヽ

マ
も-,.....” 

Q ゜J' 
・O 
O' 』

確 定測証杭

位牲図

町 名 東白島町

プp ッグ
番 号

44 

ロツト

番号
4 

醤
ー

．
 

，
 

杭

杭

．

へ

は

ル

は

又

ト

木

又

ス

キ

ス
キ
ピ
ン

l

木

控

ピ

ン

控

ペ

メ

0

一
竺•
-
0一
麟

凡

例

者

名
有

茶
山
安
太
郎

所地土

氏

名氏者係
’

、関

さしで者地関の受 御
いて保に所係杭領 願

下管於有土は後 い

： 、
. 、

i・ ̀. <”v'v 
L、に 、． ；、

ャ

ベ

‘
.
..4・ス
1
d.C.f
が
'

• «
.

i
i

農
俎
滋
茫

．．． 

.'
 

..

.
 
”
.
 

‘、̀

・ 

.•• 
．
 

,
 
．
．
．．
 
-
•

ン
"
t
}
＇

.
•• 

、

/
、

三

・
』

●

.•
. 

c
 

｀
 

．．． 
＾ ーヽ • ", .~..- -• 9 - ~- - • → ‘ `•. - - -. ”'． 

9 9 ,  -- —r 



- - • • 少＊ ●.. .一•-一• 、--• ... ... . ・一→・ ・:一........ ・_,-・-:-・--.. :心●'.ム9*-9-9: -—· .. -•ー · •7 :—• •~:··· :--. -・ •7~. ・ ・ • -* ..-；●一六．•. ．．“’--・. -9 .―•一7~―. . 
',..．,'9' , ̀.＇・ •'9: •. .•.. l,‘・ 9 : -r.．・ . : • • ,.’\ 

”'. . •、.. ~ ' · -
＼ 

零瓢璽

｀ --ロ三—―·-—← —.，． ．--•- --
''  

-： --，`  
， 

月 20日 広 島 h
 

-r 
報

昭和 28年 9

一戸-定---沖｀• • 9 - 9 

； ・・・’,‘ • ：．：．．u .'. ・; 
（第89号）

広
島
市
水
達
局
規
程
第
二
十
一
号

・

底
箭
水
逍
局
労
働
安
全
衛
生
委
負
会
規
程

二
年
労
繊
雀
令
第
九

（
設
骰
）

労
鋤
安
全
柄
生
規
則
（
昭
和
二
十

条
の
規
定
に
基
き
、
広
島
市
水
道
局
労

第
一
条

号
）
第
八
条
及
び
第
二
十

働
安
全
衛
生
委
負
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
を
骰
く
。

（
委
簸
会
の
任
務
）

第
二
条
委
凪
会
は
．
水
道
事
業
管
理
者
（
以
下
「
管
理
者
」
と
い

う
。
）
の
諮
間
に
応
ず
る
外
．
次
の
事
項
を
調
査
審
議
す
ろ
。

一
危
忠
防
止
に
関
す
る
こ
と
。

二
発
生
し
た
災
忠
原
因
及
び
対
策
に
関
す
る
こ
と
。

―
―
―
消
防
及
び
韮
難
の
調
錬
に
関
す
る
こ
と
。

四
應
疾
病
の
予
防
喜
に
治
朕
に
関
す
る
こ
と
。

五
労
拗
環
境
柄
生
に
関
す
る
こ
と
。

六
安
全
衛
生
息
想
の
普
及
嶺
教
育
に
関
す
る
こ
と
。

七
そ
の
他
安
全
衛
生
上
必
翌
よ
な
こ
と
。

（
委
負
）

第一
l

一
条
委
負
会
の
委
負
は
書
次
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
；
i

品
箸

が
命
じ
る
。

一

課

投

ニ
係
長
で
特
に
必
翌

J

認
め
ら
れ
る
者

＿
―
-
安
全
管
珊
者
を
代
表
す
る
者

若
千
名
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昭
和
二
十
八
月
六
月
十
五
日

広
島
市
水
消
事
業
管
煎
者

広

島

市

水

灌

局

長

寺

西

正

雄

広
島
市
水
醤
局
労
鴻
安
全
衛
生
委
員
会
規
梓
を
次
の
よ
う
に
定
め

る。

◎
水
道
局
規
程

．
議
会
図
書
室
醤
す
る
事
項

｀
そ
の
他
調
査
研
究
に
限
す
る
事
項

附

則

」
の
規
料
は
｀
昭
和
ー
ー
十
八
年
八
月
十
ー
―
―
日
か
ら
施
行
す
る
。

四
医
師
で
あ
る
衛
生
管
理
者
及
び
主
任
の
衛
生
管
碑
者

五

職

負

が

選

出

し

た

者

若

千

名

2

委
員
の
任
期
は
｀
一
年
と
す
る
。

（
役
員
）

ま
。
委
員
長
及
び
副
委
負
長
を
骰
く
。

れ

に

充

尺

副

委

負

長

第
四
条
委
員
会
に
ー

2

委
員
長
は
．
総
務
課
長
を
も
つ
て
こ

は
｀
委
員
の
中
か
ら
委
負
長
が
指
名
す
る
。
‘

3

委
負
長
は
〈
蒻
を
掌
狸
し
．
唇
茶
を
代
表
す
る
。

4

副
委
員
長
は
委
員
長
を
補
佐
し
｀
委
負
長
に
事
故
あ
る
と
き

は
：
て
の
戦
務
を
代
理
す
る
。

（
会
議
）

第
五
条
委
員
会
の
会
議
は
~
原
則
と
し
王
母
月
一
回
開
く
も
の
と

す
る
。

2

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き

は
．
臨
時
会
誤
を
開
く
。

ー
委
員
長
が
必
要
と
認
め
た
と
き
。

以
上
か
ら
諮
求
の
あ
っ
た
と
き
。

委
員
の
一
ー
ー
分
の
一

塑
密
塁
事
項
を
管
理
者
に
報
告

――
 

3

委
員
会
は
~
会
談
の
都
度
｀

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

委
負
会
は
．
管
理
者
か
ら
諾
間
が
あ
っ
た
場
合
は
。
す
み
や
か

に
意
見
を
ま
と
め
答
申
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

委
負
会
の
関
森
事
項
及
び
答
申
事
項
は
、
記
録
と
し
て
保
存
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

籐
記
）

第
六
条
委
負
会
に
若
干
名
の
柑
記
を
叩
ltL
く
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
忠
記
は
｀
委
負
長
が
置
喜
承
認
を
雙
職
員
中
か

ら
指
命
す
る
。

（
処
既
）

第
七
条
管
碑
者
は
。
委
員
会
か
ら
報
告
又
は
笞
申
を
う
け
た
と
き

は
．
す
み
や
か
に
必
疫
な
措
骰
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
分
科
会
及
び
関
係
者
）

第
八
条
委
負
長
が
必
淡
と
認
め
た
と
き
は
、
分
科
会
を
設
け
｀
又

は
臀
負
会
に
関
係
者
の
川
牒
を
求
め
そ
の
唇
苺
し
く
に
意
見
を

脚
く
こ
と
が
で
き
る
。
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．．
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広
島
市
告
示
第
百
十
八
号

公

告

左
記
建
物
を
會
一
般
諒
争
人
札
の
方
法
を
も
つ
て
売
却
す

ら
、
入
札
希
招
者
は
．
次
の
事
項
承
知
の
上
、
入
札
困
を
差
し

れ
た
い
。昭

和
二
十
八
年
九
月
十
日

広
島
市
長
職
務
代
理
者

広

島

市

助

役

高

已
1
-
-
1

口

．
売
却
物
件
所
在
地

．

売

却

物

件

広
島
市
河
原
町
ニ
ー
八
番
地

旧
市
党
住
吉
住
宅
木
造
セ
メ
ン
ト
瓦
葺

平
家
建
壱
棟
九
戸
建
建
坪
七
十
二
坪

解
体
の
上
撤
夫
す
る
こ
と
。

山

る
か

出
さ

て
拾
得
場
所

一
、
拾
得
月
日

て

拾

得

者

. 
• 2 

品

名

川
舟
（
帥
に
火
災
の
形
跡
あ
り
＄

長
さ
ー
間
半
位
．

広
島
市
牛
田
町
工
兵
橋
下
手

昭
和
二
十
八
年
八
月
二
十
四
日

広
島
市
牛
川
町
鉄
逍
官
舎
南
ー
ー
究
の
一
＿

矢

野

i告

壱
隻

一
、
拾
得
場
所

て
拾
得
月
日

一
、
拾
得
者

小
舟
（
宜
枚
ぷ
ね
）
壱
隻

全
長
二
十
尺
位
幅
六
尺
位

広
島
市
宇
品
町
埋
寸
地
水
産
試
験
場
前
沖

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
四

A

広
島
市
宇
品
町
県
有
埋
立
地

常

光

．徹

一

・1
品

名

一
広
島
市
告
示
第
百
十
七
号

昭
和
一
エ
次
年
九
月
九
日

広
島
市
長
職
務
代
理
者

広

島

市

助

役

高

瀕
流
物
拾
得
に
つ
い
て

左
記
の
物
件
に
つ
い
て
．
拾
得
の
屈
出
が
あ
っ
た
か
ら
會
｀
心
当
り

の
方
は
広
島
市
役
所
社
会
課
に
申
し
出
ら
れ
た
い
。

a
 

吾
n

山

市
議
会
規
程

山

會

~ / . --
p 七

広
島
市
水
消
局
土
地
評
価
委
負
会
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
一
＿
一
日

広
島
市
水
遣
事
業
管
理
者

作

広

島

市

水

道

局

長

寺

西

正

広

広
島
市
水
道
局
規
程
第
二
十
二
号

広
島
市
水
道
局
土
地
評
価
委
負
会
規
程

第
一
条
こ
の
規
程
は
＂
土
地
を
取
得
又
は
処
分
す
る
と
き
．
そ
の

評
価
の
適
正
を
期
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

第
二
条
前
条
の
目
的
達
成
の
た
め
．
広
島
市
水
逍
局
土
地
評
価
委

羹
（
以
下
「
警
苓
」
と
い
う
。
）
を
設
け
．
広
島
市
水
道
局
に

骰
く
。

．
管
細
者
が
そ
の
都
度
指
示

第
三
条
委
負
会
に
附
誠
す
る
事
項
は

す
る
。

第
四
条
委
員
会
は
、
委
員
長
及
び
委
鎖
を
も
言
組
織
す
る
。

2

委
負
長
は
．
総
務
課
長
を
こ
れ
に
閉
｀
委
慎
は
各
課
長
及
び

管
理
者
が
衷
負
中
よ
り
命
じ
た
者
を
こ
れ
に
充
て
る
。

3

委
負
長
は
、
会
務
を
総
狸
し
．
会
議
を
招
絹
し
．
そ
の
談
長
と

な
る
。

第
五
条
委
員
会
は
゜
貰
竺
一
分
の
一
以
上
の
出
廂
が
な
け
れ
ば

開
会
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

2

委
負
会
の
議
事
は
．
出
眸
委
員
の
過
半
数
を
も
言
こ
れ
を
決

ろ
に
よ
る
。

す
る
。
可
否
同
数
の
と
き
は
．
談
長
の
決
す
る
と
こ

第
六
条
管
珊
者
は
．
必
要
に
応
じ
委
負
外
の
吏
災
を
委
員
会
に
出

塵
翌
意
見
を
述
べ
さ
せ
る
こ
と
誓
き
る
。

第
七
条
委
負
会
に
怜
事
を
骰
き
，
吏
位
小
よ
り
委
錢
長
が
命
ず

る。

2

幹
事
は
。
委
員
長
の
指
揮
を
承
け
庶
務
に
従
事
す
る
。

阻

則

こ
の
規
程
は
、
公
布
の

H
か
ら
施
行
す
る
。

こ
必
要
な
事
項

（
委
任
規
定
）

第
九
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
外
｀
委
員
会
11,'

は
。
委
負
長
が
定
め
る
。

隋

則

こ
の
規
程
住
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

•(9
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— 広
島
市
議
会
事
務
局
事
務
分
掌
規
程

第
一
条
事
務
局
長
（
以
下
「
局
長
」
と
い
う
。
）
は
電
議
長
の
命
を

受
け
．
局
務
を
統
理
し
。
所
屈
職
員
を
指
揮
監
督
す
る
。

第
二
条
事
務
局
次
長
（
以
下
「
次
艮
」
と
い
う
。
ご
は
｀
局
長
を
補

佐

し

．

各

課

の

事

孫

を

監

督

す

る

。

'

第
三
条
課
長
は
。
上
司
の
命
を
受
け
＂
課
務
を
掌
理
す
る
。

産

業

局

広
島
市
叫
屁
槃
生
南
施
設
再
建
紬
皆
諮
問
委
負
会
規
程
（
昭
和
―
-
+

七
年
広
島
市
訓
令
第
三
十
冗
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
八
日

広
島
市
長
職
務
代
理
者

広

島

市

助

役

高

庁

中

一

般

広
島
市
失
業
対
策
事
業
就
労
者
就
職
資
金
箕
付
審
査
会
規
程
（
昭

和
二
十
七
年
広
島
市
訓
令
第
二
十
四
号
の
一
―
―
)
は

0

・
廃
止
す
る
。

昭
和
二
十
八
年
八
月
十
八
日

広
島
市
長
職
務
代
理
者

広
島
市

助

役

高

山

一

―

―

―

広
島
市
訓
令
第
三
十
四
号

広
島
市
訓
令
第
一

l-+ll一号

◎

訓

令

一

、

入

札

時

・

一

、

入

札

場

所

て

開

札

‘

日

時

一

、

入

和

保

証

金

．

売

却

物

件

の

下

見

日

時

一
な
お
｀
人
札
に
関
す
る
詔
規
程
そ
の
他
必
要
な
鴇
項
を
広
島
市

建
設
局
管
財
課
に
お
い
て
熟
読
の
上
．
入
札
に
参
加
さ
れ
た
い
6
.

昭
和
二
十
八
年
九
月
十
人
日
午
後
一
時

日

昭
和
二
十
八
年
九
月
十
七
8
午
前
十
時

広
島
市
役
所
建
設
局
管
財
課

入
札
終
了
後
即
時

入
札
金
額
の
百
分
の
宜
以
上

第
五
条
課
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
所
管
事
務
に
関
し
係
長
が
代

理
し
．
係
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
、
所
管
の
上
席
係
負
が
そ
の
事

務
を
代
理
ナ
る
。

第
六
条
課
の
分
棠
事
務
は
、
次
の
通
り
と
す
る
。

庶

務

課

．
一
、
椴
密
｀
人
事
．
公
印
の
秤
守
に
関
す
る
事
項

．
て
局
の
予
算
．
決
算
．
経
理
及
び
局
内
一
般
庶
務
に
関
す
る
事

項

一
。
儀
式
及
び
交
際
に
関
ナ
ろ
事
項

一
、
議
長
会
．
事
務
局
協
誤
会
に
関
す
る
事
項

一
｀
議
偵
の
報
酬
｀
事
務
局
戦
員
の
語
給
与
に
関
す
る
事
項

一
．
文
苔
の
収
受
、
発
送
に
閲
す
る
事
項

一
、
議
場
そ
の
他
舒
備
．
取
締
．
管
理
に
関
す
る
事
項

て
他
課
に
屈
せ
な
い
事
項

議

事

課

て
市
会
．
委
員
会
．
公
聴
会
に
関
す
る
事
項

一
｀
議
案
。
議
事
日
程
に
関
す
る
事
項

一
、
議
決
処
理
に
関
ナ
る
事
項

一
、
速
記
、
記
録
に
関
す
る
事
項

ー
。
議
員
の
出
欠
席
に
関
す
る
事
項

て
謂
願
陳
梢
に
関
す
る
事
項

一
、
そ
の
他
識
事
に
関
す
る
事
項

市
政
調
査
課

一
、
市
政
全
殷
澗
査
に
関
す
る
事
項

一
｀
委
員
会
澗
査
に
関
す
る
事
項

-
｀
団
体
等
の
話
軌
鵡
屹
、
調
海
に
関
す
る
事
項

一
、
諮
願
｀
陳
伯
究
の
訓
在
に
関
す
る
項
項

て
官
報
奮
市
報
に
関
す
る
事
項

-
｀
議
会
誌
に
関
す
る
事
項

一
、
議
会
先
例
艇
に
関
す
る
事
項

ー
。
議
会
旬
報
に
関
す
る
事
項

第
四
条
局
長
に
事
故
あ
る
と
き
は
．
次
長
が
代
理
し
、
局
長
次
長

と
も
に
事
故
あ
る
と
き
は
｀
所
管
事
務
に
関
し
諜
長
が
代
理
す

る。
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昭和 28年 9 月 20日
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広 島 市 報

一
、
前
年
右
同

男

一

七

六

人

戸身抄腿
箱分本
憐l眉E ifr'i 
沿 ： 明 求

脊
ニニ ー

早^=-—-?— 

一
、
本
市
の
出
生
と
死
亡
か
ら
見
た
賠
数

男

一

吾

二

人

女

一

七

六

人

一
、
開
抄
本
作
製
数 空 ＾ ョ＝

六〇、:.I.i.---- 全
(―――――)-

翌
gl
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呂

(
r
-
r
l
)
 

五
、
八
九
四
枚

女 四. -----:=:. V'l 1u - -

――――――

-
A

計
―
―

l
O九
人

一
日
平
均
九
、
九
六
人

計

＝

三

九

人

-
R
平
均
一
〇
．
六
人

―――――廷△

二
九

――-^
廷△

亡 死 生 出

同

上

一

日

分

―

―

前

年

同

一

差

別
一
件
数
―
―
叫
字
コ
屁
少
一
平
均
期
件
数
賠

忌

一

九

、

盟

＾

一

空

ハ

七

△

含
（
一
心
）
（
、
）
（
t
-

き
（
九
一
）

―
―
-
七
江
、
一
面
―
―
―
―
―

(
、
)
（
0
迄
）
一

(
-
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l
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―ー）△

（

三

竺

―

（

空

-

〈

g
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（、）
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(

一
吾
）
（
空
一
）
△

一

」

一

髯

）

（

一

譴

‘

一

和

冠

(

、

）

一

＾

（

翌

）

△

（
-
0
)
一

、

一

九

和

△

(

、

）

ー

（

翌

）

△
一
九
四

ヽ
(
、
）
一
(
^
^
）
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計

＾ ヨ•一
.__,'Ii. 

女

会ヽ..,,,,

る
は
「
引
き
節
き
」
の
。
第
十
頁
中
欄
第
十
二
行
日
「
建
設
布
案
」

と
あ
る
は
「
建
設
事
業
」
の
嘗
同
頁
同
欄
第
二
十
三
行
目
「
戦
負
は

含
京
ず
」
と
あ
る
は
「
職
員
費
は
含
密
ず
」
の
．
第
十
三
頁
上
憫
第

十
六
行
目
「
正
確
、
」
と
あ
る
は
「

TE
確
に
、
」
の
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。
．

男

＾ 
プ<--•、...,.-,

． 

・てこ
四 ．てコ; --
ー ・
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計 女 男

菜
（一六）

j
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